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②
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軍
墓
地

お
わ
り
に

［論文
要
旨
］

　
本
論
文は
、
日
本
で
最
初
に
作
ら
れ
た
軍
隊
の
埋
葬
地
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
沿
革
と
、
陸
軍
廃
　
　
　
　
れ
た
。
そ
の
後
忠
霊
塔
を
建
設
す
る
運
動
が
ひ
ろ
が
り
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
は
「
仮
忠
霊
堂
」
が

止後
の
墓
地
の
変
遷
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
木
造
で
建
設
さ
れ
た
が
、
戦
局
の
激
化
に
よ
り
本
格
的
建
設
に
至
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
「
仮
忠
霊
堂
」

　第
一
章
で
は
先
ず
］
八
七
］
年
に
、
陸
軍
創
立
の
一
環
と
し
て
真
田
山
に
兵
隊
埋
葬
地
が
設
け
ら
　
　
　
　
が
現
在
納
骨
堂
と
し
て
四
万
三
千
余
の
遺
骨
を
納
め
て
い
る
。
空
襲
で
被
災
は
し
た
が
、
納
骨
堂
は

れた
経
緯
を
と
り
あ
げ
て
分
析
し
た
。
そ
の
際
招
魂
社
が
同
時
に
設
け
ら
れ
た
が
、
西
南
戦
争
後
の
　
　
　
焼
失
を
免
れ
、
戦
前
の
景
観
が
戦
後
に
引
き
継
が
れ
た
。

大招
魂
祭
が
、
真
田
山
か
ら
離
れ
た
大
阪
城
跡
で
開
催
さ
れ
、
以
後
真
田
山
は
墓
地
と
し
て
特
化
し
　
　
　
　
第
二
章
で
は
、
戦
後
陸
軍
省
が
廃
止
さ
れ
た
後
の
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
祭
祀
と
維
持
・
管
理
を

た
存
在
と
な
り
、
墓
域
も
拡
大
し
た
。
し
か
し
日
露
戦
争
で
予
測
を
越
え
る
死
者
が
で
る
に
及
ん
　
　
　
中
心
に
、
な
ぜ
現
在
迄
基
本
的
に
戦
前
の
陸
軍
墓
地
の
景
観
が
保
全
さ
れ
て
き
た
の
か
を
分
析
し

で
、
従
来
と
同
様
の
墓
碑
を
建
て
る
ス
ペ
ー
ス
が
不
足
し
は
じ
め
た
。
そ
こ
で
合
葬
墓
碑
が
階
級
別
　
　
　
　
た
。
そ
の
際
祭
祀
担
当
団
体
と
し
て
組
織
さ
れ
た
財
団
法
人
大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会
の
変
遷
に
注
目

に
建
立
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
大
阪
市
立
真
田
山
小
学
校
が
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
敷
地
　
　
　
　
し
て
考
察
し
た
。

を
一
部
使
っ
て
建
設
さ
れ
た
時
、
そ
の
敷
地
の
墓
碑
移
転
に
留
ま
ら
ず
、
相
当
大
規
模
な
墓
地
全
体
　
　
　
　
　
同
時
に
そ
れ
と
は
全
く
別
に
戦
後
す
ぐ
に
真
田
山
陸
軍
墓
地
を
舞
台
に
、
米
軍
機
搭
乗
員
殺
害
事

の改
葬
も
行
な
わ
れ
た
模
様
で
、
こ
れ
が
現
在
の
景
観
の
基
本
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
　
　
　
　
　
　
件
が
憲
兵
隊
に
よ
っ
て
惹
き
お
こ
さ
れ
た
経
過
も
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
紹
介
し
た
。
ま
た
一
九
九

　そ
の
後
一
五
年
戦
争
が
始
ま
り
、
戦
死
者
が
増
加
す
る
と
個
人
墓
碑
で
は
な
く
合
葬
墓
碑
に
一
括
　
　
　
五
年
度
か
ら
開
始
さ
れ
た
歴
博
の
調
査
と
研
究
者
の
呼
び
か
け
で
始
ま
っ
た
保
存
運
動
の
意
味
に
も

し
て
納
骨
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
は
階
級
別
で
は
な
く
す
べ
て
一
基
の
墓
碑
に
ま
と
め
ら
　
　
　
　
論
及
し
た
。

1
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は
じ
め
に

　

日
本
の
近
代
国
家
創
設
期
の
重
要
な
課
題
の
一
つ
は
、
旧
幕
藩
体
制
下
の
武
士
の

軍
事
力
を
解
体
し
、
近
代
的
軍
隊
を
創
設
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
四
民

平
等
と
徴
兵
制
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
成
人
男
子
が
、
原
則
と
し
て
軍
隊
の
要
員
対
象

と
な
っ
た
。
徴
兵
制
に
と
も
な
い
、
兵
役
従
事
者
の
う
ち
平
時
・
戦
時
の
事
故
死

者
、
病
死
者
、
戦
死
者
、
戦
病
死
者
の
た
め
に
陸
・
海
軍
は
埋
葬
地
を
設
け
る
こ
と

が
必
要

と
な
っ
た
。
し
か
も
そ
の
埋
葬
地
は
、
近
世
ま
で
の
村
や
藩
の
枠
を
超
え

て
、
国
家
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
た
軍
隊
の
組
織
単
位
に
設
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。　

こ
う
し
て
多
く
の
陸
軍
墓
地
と
海
軍
墓
地
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
の
な
か
で
最
初
に

　
　
　
　
　
　

成
立
し
た
の
が
「
摂
州
西
成
郡
真
田
山
之
内
兵
隊
埋
葬
地
」
（
『
太
政
類
典
』
）
、
現
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
大

阪
市
天
王
寺
区
玉
造
本
町
一
五
ー
二
の
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
で
あ
る
。
ま
た
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

九
六

二
年
＝
月
一
日
時
点
で
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
旧
陸
海
軍
墓
地
中
で
最
大
の
個

人
墓
を
擁
し
て
い
る
の
が
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
で
あ
っ
た
。

　
戦
後
陸
軍
省
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
は
大
蔵
省
近
畿
財
務
局
の
所

管
と
な
っ
た
が
、
管
理
に
つ
い
て
は
大
阪
市
公
園
局
が
、
そ
し
て
祭
祀
に
つ
い
て
は

一
九
四
七
年
五
月
二
〇
日
に
成
立
し
た
財
団
法
人
大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会
（
以
下
本

稿
で
は
「
霊
場
維
持
会
」
と
略
記
す
る
）
が
担
当
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
旧
真
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
シ

山
陸
軍
墓
地
は
旧
状
を
良
く
保
っ
て
い
る
と
評
さ
れ
て
い
る
。

　
真

田
山
陸
軍
墓
地
の
旧
状
を
保
つ
上
で
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
霊
場
維
持

会
が
、
一
九
九
六
年
秋
の
慰
霊
祭
に
あ
た
っ
て
作
成
し
た
『
財
団
法
人
大
阪
靖
国
霊

場
維
持
会
の
沿
革
』
で
は
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
成
立
と
被
葬
者
の
概
要
に
つ
い

て
、
以
下
の
よ
う
に
簡
潔
に
記
述
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
ん
だ
い

　
　
明
治
四
年
八
月
、
わ
が
国
最
初
の
鎮
台
（
陸
軍
の
師
団
）
が
大
阪
に
置
か
れ

　
　

て
、
こ
の
地
真
田
山
が
陸
軍
墓
地
と
な
り
ま
し
た
。
ち
な
み
に
真
田
山
は
大
阪

撲

灘
叢

，
難

灘
バ購締

簸

、

灘
躍、

灘
旧真田山陸軍墓地の納骨堂前に設置された日本郷友連盟

大阪府支部他有志による「真田山陸軍墓地の由来」の銘文。

図1

　
　
城
の
出
丸
で
、
真
田
幸
村
が
陣
地
を
築
い
て
徳
川
の
大
軍
を
迎
え
討
っ
た
古
戦

　
　
場
跡
で
あ
り
ま
す
。
敷
地
は
一
万
七
六
八
五
平
方
メ
ー
ト
ル
（
五
三
五
九
坪
）

　
　
あ
り
、
墓
地
に
は
明
治
一
〇
年
の
西
南
役
以
来
、
日
清
、
日
露
、
及
び
今
次
大

　
　
戦

に
至
る
戦
没
者
将
兵
を
埋
葬
又
は
奉
安
し
て
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　

　

こ
れ
が
一
般
に
い
わ
れ
て
い
る
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
。

　
し
か
し
そ
の
成
立
と
展
開
を
調
べ
て
ゆ
く
と
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
成
立
は
従
来

言

わ
れ
て
き
た
よ
り
以
前
に
遡
っ
て
日
本
陸
軍
の
創
設
と
関
係
し
て
い
た
こ
と
、
規

模

も
現
状
よ
り
さ
ら
に
大
き
か
っ
た
こ
と
等
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
ま
た
前
述

の
通

り
埋
葬
対
象
者
は
、
戦
時
の
み
で
な
く
平
時
の
事
故
死
者
、
病
死
者
も
含
ま
れ

12
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て

い

た
。
そ
こ
で
第
一
章
で
は
、
　
九
四
五
年
八
月
一
五
日
以
前
の
陸
軍
省
管
轄
下

の
真
田
山
陸
軍
墓
地
を
と
り
上
げ
、
明
ら
か
に
な
っ
た
成
立
と
展
開
を
具
体
的
に
論

述
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
な
お
陸
軍
墓
地
の
成
立
期
の
公
式
名
称
は
「
陸
軍
埋
葬
地
」
で
あ
る
が
、
本
稿
で

は

多
数
の
遺
骨
が
納
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
の
呼
称
で
あ
る
「
陸
軍
墓
地
」

で
一
括
し
、
必
要
に
応
じ
て
本
文
中
で
そ
の
変
化
に
触
れ
る
こ
と
に
し
た
。

　
第
二
章
で
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
後
の
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
変
遷
を
、
維
持

管
理
の
面
と
祭
祀
の
面
に
留
意
し
な
が
ら
論
述
し
た
。
こ
の
際
重
要
な
役
割
を
担
っ

た

霊
場
維
持
会
が
、
大
阪
府
内
の
高
槻
と
信
太
山
の
陸
軍
墓
地
の
祭
祀
に
も
深
く
関

わ

っ

た
が
、
こ
の
両
陸
軍
墓
地
に
つ
い
て
は
別
稿
「
大
阪
府
内
の
高
槻
と
信
太
山
の

陸
軍
墓
地
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
そ
し
て
戦
前
と
戦
後
の
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
歩
み
の
明
ら
か
に
で
き
た
事
を
概
説

し
、
課
題
の
残
っ
た
所
を
指
摘
し
た
。
今
後
死
者
達
の
様
々
な
眩
き
を
聞
き
と
る
た

め

の
前
提
の
作
業
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。

0
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
沿
革

1
　
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
成
立

　
真
田
山
の
陸
軍
埋
葬
地
に
関
す
る
初
出
史
料
は
、
管
見
で
は
『
太
政
類
典
』
の
明

治
三
年
（
一
八
七
〇
）
一
二
月
の
次
の
一
文
で
あ
る
。

　
　
大
坂
府
下
真

田
山
ノ
内
ヲ
兵
隊
ノ
埋
葬
地
ト
ナ
ス

　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
ず

　
　
　
　
　
大

阪
府
伺
　
弁
官
宛

　
　
当
府
下
摂
州
西
成
郡
真
田
山
之
内
兵
隊
埋
葬
地
取
設
度
候
二
付
引
渡
可
申
様
出

　
　
張
兵
部
省
ヨ
リ
掛
合
有
之
候
二
付
周
囲
取
調
候
庭
右
ハ
吉
右
衛
門
肝
煎
地
御
高

　
　
内
ノ
場
所
ニ
テ
反
別
租
税
等
別
紙
絵
図
面
之
通
相
潰
候
得
共
於
当
府
別
段
差
支

　
　
ノ
場
所
ニ
モ
無
之
候
間
高
内
引
ノ
事
二
取
計
其
侭
引
渡
候
共
可
然
候
趣
御
高
井

　
　

御
収
納
欠
ニ
モ
関
係
イ
タ
シ
候
儀
二
付
相
伺
申
候
条
宜
御
指
図
可
被
下
候
也

　
　
三
年
十
二
月

　
　
日
欠
兵
部

　
　
　

追
而
本
文
ノ
義
兵
部
省
ヨ
リ
モ
同
様
二
相
伺
筈
二
候
間
御
突
合
之
上
宜
御
沙

　
　
　

汰
被
下
度
候
（
以
下
略
）

　
『
太
政
類
典
』
に
は
、
こ
れ
に
続
い
て
明
治
四
年
一
月
五
日
付
の
次
の
上
申
が
収

録
さ
れ
て
い
る
。

　
　

兵
部
省
上
申
　
弁
官
宛

　
　

陸
軍
士
官
生
徒
及
兵
卒
等
死
亡
二
至
リ
候
者
祭
魂
社
井
埋
葬
場
等
取
設
度
二
付

　
　
　
　
マ
マ
ザ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　

大

阪
府
下
摂
州
西
成
郡
真
田
山
之
内
地
所
ノ
儀
別
紙
ノ
通
リ
当
省
大
阪
出
張

　
　
所
ヨ
リ
申
出
仕
候
間
書
面
ノ
趣
至
急
御
評
決
御
渡
シ
御
座
候
様
仕
度
別
紙
相
添

　
　
此
段
申
越
候
也
　
期
締
擬
欲
短
日

　

二
通
は

同
趣
旨
の
上
申
書
だ
が
、
後
掲
の
兵
部
省
上
申
に
は
兵
卒
だ
け
で
な
く
陸

軍
士
官
生
徒
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
埋
葬
場
だ
け
で
な
く
祭
魂
社
の
設
置
を
唱

え
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
こ
に
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
の
成
立
を
明
ら
か
に
す

る
手
掛
か
り
が
あ
る
と
考
え
る
。

　
兵
部
省
上
申
に
出
て
く
る
陸
軍
士
官
生
徒
と
は
、
明
治
三
年
四
月
三
日
の
「
兵
学

寮
陸
軍
学
舎
」
の
規
定
に
よ
っ
て
四
月
二
〇
日
に
開
校
し
た
青
年
学
舎
と
幼
年
学
舎

の
生
徒
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
学
舎
の
設
置
目
的
は
「
陸
海
軍
ノ
士
官
ヲ
教
育
培

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

養
ス
ル
所
」
で
あ
っ
た
。

　
陸
軍
の
士
官
の
養
成
所
が
大
阪
に
開
設
さ
れ
た
の
は
、
近
代
的
軍
隊
創
設
の
全
体

構
想

の
一
つ
の
具
体
策
と
し
て
進
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
兵
部
省
の
最

重
要

な
諸
機
関
が
、
大
阪
陸
軍
所
を
は
じ
め
と
し
て
次
々
に
大
阪
に
設
け
ら
れ
た
政

策
の
一
環
で
あ
っ
た
。
大
阪
に
軍
の
中
枢
機
関
が
置
か
れ
た
の
は
、
「
中
央
集
権
国

家
を
め
ざ
す
明
治
政
府
に
お
い
て
（
東
京
に
中
央
官
衙
が
置
か
れ
な
か
っ
た
点
で

　
　
引
用
者
補
足
）
例
外
的
な
存
在
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、
大
阪
に
と
っ
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

唯
一
の
政
府
中
枢
機
関
の
設
置
さ
れ
た
例
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
」
と
の
歴
史
的
位

置
づ
け
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
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大
阪
か
ら
日
本
の
近
代
的
軍
隊
を
創
設
す
る
政
策
を
提
唱
し
推
進
し
た
の
は
、
明

治
二
年
七
月
に
兵
部
大
輔
に
任
命
さ
れ
た
大
村
益
次
郎
で
あ
っ
た
。
大
村
が
任
命
さ

れ

る
前
の
六
月
に
、
政
体
書
に
よ
る
七
官
両
局
の
制
の
一
つ
で
あ
る
軍
務
官
の
官
員

が
大
阪

に
駐
在
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
七
月
に
二
官
六
省
制
に
制
度
が
改
め
ら
れ
る

と
、
軍
務
官
は
兵
部
省
に
な
り
大
阪
軍
務
官
は
兵
部
省
大
阪
出
張
所
と
な
り
、
さ
ら

に
そ
の
後
大
阪
出
張
兵
部
省
、
大
阪
兵
部
省
な
ど
と
呼
ば
れ
、
軍
隊
を
創
出
す
る
役

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

割
を
担
う
活
動
を
開
始
し
て
い
た
。
そ
の
第
一
歩
が
明
治
二
年
九
月
二
日
、
兵
部
大

輔
大
村
益
次
郎
の
意
を
承
け
て
大
阪
兵
部
省
の
東
京
本
省
に
対
す
る
「
大
阪
開

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

兵
」
、
す
な
わ
ち
大
阪
で
軍
隊
を
創
設
す
る
方
針
を
提
起
し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ

の

直
後
に
、
大
村
益
次
郎
は
封
建
的
武
士
団
の
解
体
と
廃
刀
の
方
針
に
反
援
し
た
士

族

に
京
都
で
襲
わ
れ
重
傷
を
負
い
、
一
一
月
五
日
に
大
阪
府
病
院
で
死
去
し
た
。
大

村
の
死
後
も
大
村
の
遺
志
を
受
け
継
い
で
、
大
阪
兵
部
省
に
よ
る
「
大
阪
開
兵
」
の

路
線
は

推
進
さ
れ
、
＝
月
一
八
日
の
兵
部
省
上
申
と
し
て
具
体
化
さ
れ
た
。

　
兵
部
省
上
申
の
中
心
は
、
軍
の
中
枢
の
五
機
関
を
大
阪
と
そ
の
周
辺
に
開
設
す
る

　
　
　
　
　
　
ロ
　

こ
と
で
あ
っ
た
。
五
機
関
と
は
、
①
兵
部
省
役
庁
、
②
大
阪
兵
学
寮
、
③
陸
軍
屯

所
、
④
砲
銃
火
薬
製
造
局
、
⑤
軍
医
院
で
あ
っ
た
。

　
で

は
何
故
、
東
京
を
離
れ
て
軍
の
中
枢
機
関
を
大
阪
に
置
き
、
大
阪
か
ら
軍
隊
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

創
設
し
よ
う
と
し
た
の
か
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
既
に
詳
し
く
研
究
さ
れ
て
い
る

が
、
要
す
る
に
政
争
や
対
外
戦
争
で
攻
撃
を
受
け
や
す
い
首
都
か
ら
軍
の
中
枢
機
関

を
離
し
て
置
き
、
さ
ら
に
戦
略
上
か
ら
見
て
大
阪
の
都
市
機
能
を
重
視
し
て
い
た
こ

と
等
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　

＝
月
二
四
日
に
政
府
が
出
し
た
「
兵
部
省
前
途
之
大
綱
」
の
中
で
、
海
軍
は
東

京
築
地
に
設
立
さ
れ
た
海
軍
操
練
所
を
充
実
さ
せ
る
方
針
を
明
ら
か
に
し
、
海
軍
の

中
央
機
関
は
東
京
に
置
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
大
阪
兵
部
省
は
事
実
上
陸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

軍
だ

け
を
管
轄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
う
し
て
明
治
二
年
か
ら
明
治
三
年
に
か
け

て
、
陸
軍
の
中
枢
機
関
が
大
阪
と
そ
の
周
辺
に
次
々
に
設
け
ら
れ
、
「
大
阪
開
兵
」

の

具
体
化
が
進
め
ら
れ
て
い
っ
た
。
③
陸
軍
屯
所
は
、
明
治
三
年
＝
月
ニ
ニ
日
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ん
び

公
布
し
た
徴
兵
規
則
に
よ
り
各
地
か
ら
集
め
ら
れ
る
辛
未
徴
兵
（
明
治
四
年
の
徴

兵
）
の
受
け
入
れ
所
と
し
て
建
設
が
進
め
ら
れ
た
。
最
初
の
予
定
で
は
、
明
治
四
年

一
月
二
五
日
か
ら
二
月
一
日
の
間
に
、
五
畿
内
、
山
陰
道
・
南
海
道
の
府
藩
県
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

兵

を
徴
収
し
、
以
後
順
を
追
っ
て
全
国
に
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
実
際
に
は

こ
の
予
定
通
り
に
は
進
ま
な
か
っ
た
が
、
計
画
で
は
大
阪
兵
部
省
の
も
と
に
相
当
数

の
兵
員
が
集
ま
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
す
る
と
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
そ
こ
に
は
病
人

や
死
者
が
出
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
⑤
軍
医
院
の
設
置
が
急
が
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
明
治
三
年
二
月
に
は
、

オ
ラ
ン
ダ
人
医
師
ボ
ー
ド
ウ
イ
ン
及
び
緒
方
惟
準
が
浪
華
仮
病
院
と
合
わ
せ
て
軍
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

病
院
へ
の
兼
勤
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
明
治
四
年
二
月
二
五
日
に
は
、
大

阪
城
玉
造
門
口
内
に
軍
事
病
院
が
開
設
さ
れ
た
。
そ
こ
で
入
院
し
た
患
者
が
、
不
幸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　

に
し
て
死
亡
し
た
時
の
埋
葬
地
が
新
た
に
必
要
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
大
阪
の
真
田
山
に
「
至
急
」
に
埋
葬
地
が
求
め
ら
れ
た
の
は
、
陸
軍
の
中

枢
機
関
創
出
の
一
環
と
し
て
の
埋
葬
地
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
明
治
三
年
末
か

ら
明
治
四
年
初
に
緊
急
に
必
要
に
な
っ
た
の
は
、
既
に
大
阪
に
集
中
し
つ
つ
あ
っ
た

軍
事
機
構
の
吏
員
や
兵
員
、
養
成
所
を
拡
大
し
つ
つ
あ
っ
た
陸
軍
士
官
学
校
の
生

徒
、
さ
ら
に
辛
未
徴
兵
で
大
阪
に
集
結
す
る
予
定
の
数
千
人
の
兵
員
を
想
定
し
て
の

こ
と
で
あ
っ
た
。

　
で
は

こ
れ
以
前
に
、
新
政
府
軍
で
死
者
が
出
た
時
の
埋
葬
地
は
ど
う
し
て
い
た
の

か
が
問
題
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
件
に
関
す
る
規
定
と
し
て
は
、
明
治
二
年
一
〇

月
二
七
日
兵
部
省
達
第
千
十
五
の
「
若
松
県
ヲ
シ
テ
戦
死
者
ノ
墳
墓
ヲ
建
テ
祭
典
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

執
行
セ
シ
ム
」
が
あ
る
。

　

し
か
し
こ
の
達
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
会
津
戦
争
で
の
激
戦
と
、
そ
れ
に
と
も
な

う
悲
劇
の
記
憶
の
あ
ら
た
な
会
津
若
松
の
地
に
、
新
政
府
軍
だ
け
の
墳
墓
を
造
り
招

魂
祭
を
執
行
す
る
こ
と
は
、
地
元
の
人
々
の
反
援
が
想
像
さ
れ
そ
れ
を
無
視
で
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

か
っ

た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
明
治
四
年
に
い
た
っ
て
、
若
松
県
に
そ
の
造
営
を
中
止

さ
せ
た
。
そ
し
て
そ
の
代
替
の
方
法
と
し
て
、
毎
年
五
〇
円
以
内
の
公
費
で
招
魂
祭

14
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（
1
9
）

を
執
行
す
る
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。

　
戊
辰
戦
争
後
、
新
首
都
東
京
に
駐
屯
し
た
新
政
府
軍
の
中
か
ら
も
病
死
者
は
出
て

い

る
。
こ
れ
に
関
し
て
兵
部
省
は
、
明
治
二
年
一
二
月
八
日
「
兵
隊
之
者
病
死
之
節

ハ
為
御
手
当
金
拾
両
下
賜
候
間
同
隊
二
於
テ
諸
事
懇
切
二
取
扱
石
碑
等
取
建
可
遣
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

可
相
達
候
事
」
と
達
を
出
し
て
い
る
。
こ
れ
が
平
時
の
士
官
や
兵
卒
の
死
没
に
あ
た

っ

て
、
一
〇
両
を
支
給
し
て
近
く
の
寺
院
等
に
葬
り
墓
石
を
建
て
る
よ
う
に
指
示
し

た
最
初
の
規
定
で
あ
る
。
そ
の
後
明
治
四
年
ま
で
、
特
段
の
規
定
は
見
当
た
ら
な

い
。

　
従
っ
て
真
田
山
に
埋
葬
地
を
設
置
す
る
の
は
、
陸
軍
の
埋
葬
地
造
営
の
最
初
の
計

画
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
計
画
は
そ
の
後
、
民
部
省
、
大
阪
府
、
兵
部

省
、
和
歌
山
藩
（
計
画
地
域
に
和
歌
山
藩
陣
屋
地
が
含
ま
れ
て
い
た
）
と
弁
官
と
の

間
の
折
衝
を
経
て
、
次
の
通
り
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
四
月
一
〇
日
に
申
進
を
見

　
　
　
　
　
〔
2
1
）

る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
　
大

阪
府
伺
字
真
田
山
兵
部
省
御
用
地
渡
ノ
儀
最
前
ノ
伺
済
二
屡
々
突
合
候
盧
不

真田山陸軍埋葬地成立時の敷地内訳表1

旧　所　有 者 面　　積

吉右衛門肝煎地※（D

和歌山藩陣屋地※（2）

3，430坪3合7夕5才
5，066坪8合7夕5才

合　　計 ＆497坪2合5夕

出典：「太政類典』

註※（1）吉右衛門肝煎地とは江戸初期に玉造平野口

　　　町年寄高津屋吉右衛門に肝煎させ畑地にした

　　　一帯で、江戸時代大坂三郷への疏菜供給地に

　　　なっていた。明治2年に大阪府の所属になっ
　　　た。

註※（2）和歌山藩陣屋地は、民部省の和歌山藩への

　　　達で「摂州西成郡真田山之内二有之候其藩陣

　　　屋地御用有之間大阪府へ引渡可申候事　三月

　　　五日」（『太政類典』）として、明治4年3月

　　　5日に一度大阪府に引渡された上で4月10日
　　　に陸軍埋葬地とされた。

　
　
都
合

ノ
儀
モ
無
之
候
間
伺
之
通
被
　
御
渡
可
然
ト
存
候
依
之
別
紙
伺
書
返
進
此

　
　
段
申
進
候
也

　
　
　
辛
未
四
月
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
民
部
省

　
　
　
　
弁
官
御
中

　

こ
の
文
の
後
に
、
「
伺
之
通
」
と
添
書
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
真
田
山
が

日
本
最
初
の
陸
軍
埋
葬
地
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

　
で

は
こ
こ
で
成
立
し
た
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
の
面
積
は
ど
の
く
ら
い
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
『
太
政
類
典
』
に
よ
る
と
「
合
計
坪
数
八
千
四
百
九
拾
七
坪
二
合
五
夕
」

と
あ
り
、
そ
の
内
訳
を
示
し
た
も
の
が
表
1
で
あ
る
。
霊
場
維
持
会
が
沿
革
に
記
す

現
在
の
面
積
五
三
五
九
坪
の
約
一
・
六
倍
も
の
広
さ
に
あ
た
る
。
こ
の
広
さ
も
、
大

阪
だ

け
で
な
く
先
に
述
べ
た
陸
軍
の
中
枢
機
関
創
出
の
一
環
と
し
て
の
埋
葬
地
で
あ

っ

た
と
考
え
た
時
、
納
得
で
き
る
規
模
だ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
明
治
四
年
七
月
五
日
に
は
、
兵
部
省
が
大
阪
に
設
置
を
準
備
し
て
い
た
軍

医
寮
が
認
め
ら
れ
、
陸
軍
の
中
枢
機
関
の
整
備
が
一
段
と
進
ん
だ
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
直
後
の
同
年
七
月
一
日
に
、
新
政
府
は
廃
藩
置
県
を
断
行
し
た
。

そ
の
実
現
の
た
め
、
薩
長
土
三
藩
の
兵
一
万
人
が
東
京
に
集
め
ら
れ
て
御
親
兵
と
さ

れ

た
。
こ
の
結
果
、
御
親
兵
の
創
出
・
維
持
が
優
先
課
題
と
さ
れ
る
と
、
財
政
上
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

ら
も
政
治
上
か
ら
も
辛
未
徴
兵
を
進
め
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
っ
た
。
同
年
八
月
二

〇

日
、
東
京
・
大
阪
・
鎮
西
・
東
北
の
四
鎮
台
が
設
置
さ
れ
る
と
、
陸
軍
の
中
枢
機

関
は
急
速
に
東
京
に
移
さ
れ
、
一
〇
月
大
阪
兵
部
省
は
廃
止
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
陸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
3
）

軍
の

中
枢
機
関
を
一
括
し
て
呼
号
し
た
大
阪
陸
軍
所
は
終
焉
を
迎
え
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
一

　

こ
の
た
め
、
大
阪
兵
部
省
軍
医
寮
の
軍
事
病
院
は
大
阪
鎮
台
の
管
轄
に
入
っ
た
。

そ
し
て
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
も
、
こ
の
時
以
後
は
陸
軍
中
央
の
埋
葬
地
で
は
な
く
、

大
阪
鎮
台
の
管
轄
に
な
っ
た
。
同
時
に
他
の
鎮
台
に
も
新
た
な
墓
地
の
設
置
が
必
要

と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
同
年
八
月
以
来
、
た
び
た
び
規
則
が
出
さ
れ
て
は
改
訂
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

て

陸
軍
の
埋
葬
法
が
形
成
さ
れ
た
。

　
し
か
し
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
短
期
間
と
は
い
え
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
は
陸
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表2　大阪鎮台設置以前の墓碑

死亡年月日　氏　名　　年齢（歳）所属、階級　墓碑銘死亡事由墓碑の位置 出身、他

明治3・12’1

（1870）
ド田織之助　　25　　「兵学寮生徒」 「病死」 　　　　　山口県周防国大島郡久賀村、

C－3－18
　　　　　下田河内養子

35
4
7
1

治
1
8

明
ー

玉置米太郎　　21　歩3番大隊・兵卒
「病没於大阪鎮

台病院」

　　　　　hl条県大和国吉野郡池穴村、
F－33－22
　　　　　十族亀之進男

同・5・27　　笠井助一一郎　　36　歩3iH・兵卒
「習遊泳於

大阪」

　　　　　石見国迩摩郡大森町、
F－32－13
　　　　　純平男

同・6・25　　元崎常右衛門24　嘲臥隊・口刺臥卒
和歌山県紀伊国名草郡雑賀町、

治兵工男

同・6・29　　安出佐五郎　　25　砲兵隊・兵卒
「病没於大阪

鎮台病院」
F－35－8

島根県出雲国能儀郡安来村、

農金太郎男

同・7・18　　井ヒ米吉 21　　－　・陳申ンk卒二
　　　　　名東県阿波徳島人国蔵弟
F－38－15

同・7・23　　今井善吉 26　歩3in・兵卒
　　　　　大阪府摂津国東成郡今福村、
F－30－18
　　　　　農重兵工男

同・8・5 野本亀之丞　　26　歩3iH・兵卒 F－34－3
愛媛県伊予国温泉郡大唐人町、

農音右衛門男

同・8・12　　島田勘市 25歩3in・兵卒
出雲国能義郡東赤江村、

農重兵江男

1司・8・12　　下村熊吉 歩8il・2等兵卒
奈良県大和国葛下郡深野村、

農源次郎男

出典：堀田暁生作成「靖国霊場埋葬者」に一部筆者調べを加えた。

　註　所属でiは連隊、Hは第二大隊の略記。墓碑銘死亡事由は1999年夏に筆者が読んだもの。墓碑の

　　位置は国立歴史民俗館の墓碑配置図に付けた位置番号による。「一」は不明のもの。

軍
の
中
枢
機
関
の
一
環
と
し
て
の
埋
葬
地
と
し
て
成
立
し
、
存
在
し
て
い
た
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
数
は
少
な
い
と
は
い
え
、
大
阪
鎮
台
設
置
以
前
の
墓
碑
が
現
存
し
て

　
⌒
2
6
｝

い

る
こ
と
が
そ
の
歴
史
を
証
明
し
て
い
る
。
現
在
こ
の
時
期
を
含
む
一
番
古
い
墓
碑

群
の
多
く
は
、
墓
碑
面
の
剥
落
が
最
も
進
行
し
て
い
て
判
読
で
き
な
い
も
の
が
多
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
2
7
）

が
、
そ
う
な
る
前
に
解
読
し
た
記
録
等
に
よ
れ
ば
、
大
阪
鎮
台
設
置
以
前
の
墓
碑
は

一
〇
基
あ
る
（
表
2
）
。
こ
の
一
〇
基
の
埋
葬
者
の
出
身
地
を
見
る
と
、
山
口
、
奈

良
、
島
根
、
和
歌
山
、
徳
島
、
大
阪
、
愛
媛
に
ま
た
が
り
、
西
日
本
各
地
か
ら
大
阪

陸
軍
所
に
兵
員
が
結
集
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
な
お
海
軍
で
は
一
八
七
三
年
（
明
治
六
）
一
月
二
八
日
、
東
京
の
旧
松
平
丹
波
守

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

邸
を
白
金
海
軍
墓
地
と
し
た
。
設
定
当
時
の
墓
地
面
積
は
六
〇
七
〇
坪
で
あ
っ
た
。

一
方
陸
軍
は
、
四
カ
月
後
の
五
月
二
七
日
、
東
京
府
所
在
の
陸
軍
関
係
者
の
埋
葬
地

と
し
て
東
京
音
羽
の
護
国
寺
に
陸
軍
埋
葬
地
を
設
け
た
。
広
さ
は
「
壱
万
拾
四
坪

　
　
　
　
｛
2
9
〕

余
」
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
こ
れ
以
後
、
次
々
と
各
地
の
軍
の
衛
戌
地
に
陸
海
軍
の
埋
葬
地
が
設
置
さ

、）〆’

図2　旧真田山陸軍墓地に現存する一番古い

　　　墓碑が集まっているFブロックの一
　　　角。墓碑の上部が四角錐でなく蒲鉾型

　　　になっている。
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れ
て

い
っ
た
。

2
　
招
魂
祭
と
埋
葬
地
の
分
離

　
明
治
四
年
一
月
五
日
付
の
兵
部
省
か
ら
弁
官
に
宛
て
た
上
申
に
、
埋
葬
地
だ
け
で

な
く
「
祭
魂
社
」
の
設
置
も
あ
わ
せ
て
求
め
て
い
た
こ
と
は
、
先
に
引
用
し
た
史
料

で
見
た
。
祭
魂
社
が
埋
葬
場
と
同
時
に
計
画
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
当
時
の
軍
の
埋

葬
地
の
性
格
を
見
て
ゆ
く
上
で
注
目
さ
れ
る
。

　
近

代
の
軍
隊
制
度
が
創
設
さ
れ
る
の
に
伴
な
っ
て
、
家
や
村
と
い
っ
た
生
活
空
間

と
は
異
な
る
巨
大
な
組
織
に
青
年
た
ち
が
組
み
込
ま
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
た
め
平

図3　墓碑群は軍隊の階級毎に区画され、墓碑の大きさも階級

　　　によって規定されていた。写真右手の一段下にあるの

　　　は、日清戦争（含台湾植民地征服戦争）の軍夫の墓碑

　　　（AブロックL，中央の道を挾んだ左手は主に西南戦争の

　　　兵卒の墓碑群（Bブロック）。

時
、
戦
時
の
病
死
者
、
事
故
死
者
、
戦
死
者
、
戦
病
死
者
を
軍
隊
の
単
位
で
埋
葬
す

る
空
間
が
必
要
と
な
っ
た
。
軍
隊
組
織
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
は
、
厳
格
に
命
令
を

執
行
す
る
た
め
の
上
下
の
秩
序
を
支
え
る
階
級
制
度
の
存
在
で
あ
る
。
こ
う
し
て
日

本

に
、
国
家
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
た
軍
隊
の
階
級
制
度
が
死
者
を
埋
葬
す
る
空

間
に
も
持
ち
込
ま
れ
、
生
前
の
階
級
別
に
大
き
さ
の
異
な
る
個
人
墓
標
が
林
立
す
る

特
異
な
墓
地
空
間
が
出
現
し
た
。

　
さ
ら
に
徴
兵
制
が
施
行
さ
れ
る
と
、
原
則
と
し
て
す
べ
て
の
成
年
男
子
が
軍
隊
の

要
員
対
象
と
な
る
た
め
、
兵
役
従
事
者
が
死
亡
し
た
際
に
ど
の
よ
う
な
追
悼
・
慰
霊

行
事
が
執
行
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
死
亡
者
の
遺
族
の
問
題
で
あ
る
だ
け
で
な

く
広
く
一
般
の
人
々
に
と
っ
て
も
大
き
な
関
心
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
死
体

を
丁
重
に
葬
る
空
間
を
確
保
す
る
だ
け
で
な
く
、
兵
役
従
事
者
や
遺
族
、
そ

し
て
当
時
の
一
般
の
人
々
が
納
得
す
る
追
悼
・
慰
霊
行
事
を
同
時
に
執
行
す
る
こ
と

が
必
要
で

あ
る
、
と
兵
部
省
の
担
当
者
は
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
死
の
危
険
と
隣
り

合
う
軍
隊
に
国
民
を
統
合
す
る
た
め
の
具
体
的
形
を
伴
な
っ
た
措
置
が
求
め
ら
れ

た
。
そ
れ
が
最
初
の
陸
軍
埋
葬
地
の
土
地
取
得
の
目
的
に
、
祭
魂
社
の
設
置
が
併
せ

て

掲
げ
ら
れ
た
理
由
と
考
え
る
。

　
従
来
は
、
死
者
の
死
体
の
処
理
や
ど
う
祭
る
か
は
、
そ
の
家
の
祭
祀
権
の
問
題
と

さ
れ
て
き
た
。
先
祖
の
祭
祀
は
正
統
嫡
流
の
夫
婦
の
権
利
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対

し
て
国
家
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
た
軍
隊
で
の
死
者
は
、
家
と
は
別
個
に
「
体
制
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
坦

信
従
を
引
き
出
す
機
能
を
果
た
す
、
上
か
ら
の
国
民
統
合
の
論
理
」
に
よ
っ
て
埋
葬

さ
れ
追
悼
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
祭
魂
社
は
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
装

置
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
家
で
も
年
老
い
て
死
を
迎
え
た
の
と
は
異
な
り
、
軍
隊
で
の
青
壮
年
の
死

に
対
し
て
は
、
手
厚
い
鎮
魂
の
祭
祀
を
行
な
わ
な
い
と
崇
り
を
も
た
ら
す
と
い
う
御

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

霊

信
仰
が
、
民
間
で
は
相
当
ひ
ろ
く
受
容
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
御
霊
を
祭
る
た
め
に

も
祭
魂
社
が
構
想
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

　

そ
こ
で
次
に
、
兵
部
省
上
申
に
記
載
さ
れ
た
祭
魂
社
と
は
何
だ
っ
た
の
か
、
ど
う
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司
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地図1　1847年（弘化4）『わがまち天王寺』

，｝

lr

（天王寺区役所、1989年発行）10頁所収地図。

い
う
祭
祀
が
行
な
わ
れ
た
の
か
を
と
り
あ
げ
る
。

　
〈
A
＞
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
地
図
の
検
討

　
祭
魂
社
と
そ
の
祭
祀
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
地
図
上
で
は
真
田
山
陸

軍
墓
地

が
ど
の
よ
う
に
表
記
さ
れ
て
い
る
か
か
ら
検
討
し
て
み
る
。
な
お
こ
の
地
図

は
、
後
に
面
積
を
検
討
す
る
た
め
に
再
度
参
照
す
る
。

「真
田
山
」
の
麓
と
の
間
に
、

南
の
慶
伝
寺
の
名
の
み
表
示
し
て
他
は

て

い

る
の
は
、
位
置
さ
え
わ
か
れ
ば
寺
名
は
了
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る

も
の
で
あ
ろ
う
。
北
側
は
野
畠
が
広
が
り
、
東
側
と
南
側
に
は
何
の
記
載
も
無
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

こ
の
一
帯
が
「
吉
右
衛
門
肝
煎
地
」
と
い
わ
れ
た
畑
地
で
あ
っ
た
。

　
地

図
2
か
ら
が
真
田
山
に
陸
軍
埋
葬
地
が
設
け
ら
れ
た
以
後
の
地
図
に
な
る
。
埋

　

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
地
図
は
、
時
系
列
の
順
番
に
従
っ
て
真

田
山
陸
軍
墓
地
が
ど
う
変
化
し
た
か
を
、
主
に
墓
地
が
表
示
さ

れ
て

い

る
も
の
か
ら
選
ん
で
番
号
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
た

だ

し
筆
者
が
閲
覧
・
入
手
で
き
た
地
図
の
中
か
ら
選
択
し
た
も

の

で
、
変
化
が
あ
っ
た
区
切
り
毎
の
地
図
が
揃
っ
て
い
る
訳
で

は

な
い
。
し
か
し
こ
の
検
討
で
、
あ
る
程
度
の
傾
向
は
追
え
る

も
の
と
考
え
る
。

　

な
お
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
地
図
は
情
報
を
求
め
る
人
の

ニ

ー
ズ
に
応
じ
て
作
成
さ
れ
る
か
ら
（
特
に
明
治
期
の
地
図
の

多
く
は
）
省
略
や
強
調
に
よ
る
デ
フ
ォ
ル
メ
な
ど
が
行
な
わ
れ

て

い

る
。
ま
た
作
成
者
の
誤
解
や
認
識
不
足
等
で
、
事
実
と
地

図
上
の
表
示
に
乖
離
が
起
き
て
い
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
そ

こ
で
地
図
の
批
判
的
検
討
が
必
要
に
な
る
。
そ
の
際
面
積
・
規

模
を
知
る
上
で
有
力
な
手
掛
か
り
に
な
る
と
考
え
た
の
が
、
真

田
山
陸
軍
墓
地
の
西
側
に
境
内
を
も
っ
て
い
る
九
力
寺
と
の
位

置
関
係
で
あ
る
。
近
世
初
頭
以
来
一
九
四
五
年
六
月
に
大
阪
が

大
空
襲
で
被
災
す
る
迄
、
こ
の
九
力
寺
の
位
置
も
面
積
も
ほ
と

ん

ど
変
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
（
表
3
）
。

　
地
図
1
は
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
に
作
成
さ
れ
た
幕
末
の

様
相
が
わ
か
る
図
で
あ
る
。
「
真
田
山
イ
ナ
リ
」
と
あ
る
の
が

現
在
の
三
光
神
社
で
、
南
の
「
古
味
原
池
」
と
小
高
い
丘
状
の

　
　
　

九

力
寺
が
並
ん
で
い
る
。
一
番
北
の
心
眼
寺
と
一
番

　
　
　
　
　
　
　

「
卍
」
と
寺
の
所
在
の
み
の
表
示
で
済
ま
し
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表3　真田山陸軍墓地西側の九力寺

寺　名 所在地　　面積（坪）　宗　派 創建年月
1945年の
空襲被災月日

備　考

心眼寺　小橋寺町581の1　792　浄土宗本派
1622，4

（元和8）
6月1日

興徳寺　小橋寺町579の1　706．4　真言宗高野山派
8世紀
　　　　　　　6月1日
（伝天平年間）

大雁寺　小橋寺町615の1　860　浄土宗本派
1624．3

（寛永元）

3月14日

6月1日
木村兼葭堂の墓あり

傅長寺　小橋寺町615 567　浄土宗本派
1606．5

（慶長11）
6月15日

本畳寺　小橋寺町615の5　401　浄土宗本派
1649．3

（慶安2） 6月1日
戦後別の2寺を合わせて顕祥

寺となる

西念寺　小橋寺町584の3　441　浄土宗
1607，8

（慶長12）
6月1日

両岩寺　小橋寺町584の7　430　浄土宗
1610．1

（慶長15）
6月15日

現在寺はなく一部は墓地に、

他はマンションになっている

大圓寺　小橋寺町584の8　629　浄土宗
1609．5

（慶長14）
6月15日

慶傅寺　小橋寺町584の9　614　浄土宗本派
1612．8

（慶長17）
6月15日

出典：川端直正編『天王寺区史』　（1955年、大阪市天王寺区役所）344頁の表をもとに、

　　　（1922年、大阪府全志発行所）で補足し、筆者の現地調査で一部修正した。

井上正雄『大阪府全志』

葬
地
が
設
け
ら
れ
た
明
治
四
年
の
翌
年
に
作
成
さ
れ
た
の
が
、
地
図
2
の
「
大
阪
市

中
地
区
町
名
改
正
絵
図
」
で
あ
る
。
心
眼
寺
と
興
徳
寺
の
東
側
に
隣
接
し
て
「
招
竃

社
」
の
表
示
が
あ
る
。
こ
の
後
、
地
図
3
、
6
、
7
、
9
、
1
0
、
1
1
と
埋
葬
地
設
置

を
示
す
地
図
2
か
ら
地
図
H
ま
で
の
一
〇
枚
中
七
枚
に
、
招
魂
社
と
記
載
が
あ
り
、

「祭
魂
社
」
と
い
う
表
示
は
一
例
も
な
い
。
偶
々
入
手
で
き
た
地
図
か
ら
の
解
析
に

よ
る
が
、
一
九
一
八
年
頃
ま
で
は
真
田
山
陸
軍
墓
地
は
一
般
に
は
招
魂
社
の
所
在
地

と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。
従
っ
て
「
祭
魂
社
」
と
い
う
兵
部
省
の
当

初
の
計
画
は
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
で
は
招
魂
社
と
し
て
具
現
し
た
も
の
と
考
え
る
。

　
な
お
地
図
4
で
一
八
八
三
年
二
月
に
発
行
さ
れ
た
「
大
阪
詳
細
全
図
」
を
取
り
上

げ
た
の
は
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
が
設
置
さ
れ
て
一
〇
年
た
っ
て
も
、
地
図
に
全
く
表

記

さ
れ
て
い
な
い
例
と
し
て
紹
介
し
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
筆
者
が
調
べ
た
明

治
・
大
正
期
の
地
図
の
多
数
は
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
つ
い
て
全
く
何
も
記
載
し
て

い

な
か
っ
た
。
そ
の
点
か
ら
言
え
ば
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
関
し
て
何
ら
か
の
表
記

が
あ
る
場
合
は
、
一
定
の
関
心
を
持
っ
た
人
物
が
地
図
を
作
成
し
た
と
言
え
よ
う
。

　
一
八
八
五
年
の
地
図
5
に
墓
地
（
「
⊥
」
）
の
表
示
が
登
場
す
る
ま
で
は
、
こ
こ
に

掲
げ

た
地
図
以
外
で
も
表
記
さ
れ
た
も
の
は
管
見
で
は
す
べ
て
「
招
魂
社
」
で
あ
っ

た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
成
立
後
暫
く
の
真
田
山
陸
軍
墓
地
は
一
般
に
は
追
悼
の
祭
祀

の

場
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
そ
の
後
も
一
九
一
八
年
頃
ま
で
は
招
魂
社

の

所
在
地
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
な
お
地
図
5
で
は
墓
地
の
北
側
に
建
造
物
の
表
記
が
あ
り
、
地
図
6
で
は
「
大
坂

鎮
台
招
魂
社
」
と
記
載
し
て
複
数
の
建
物
群
さ
え
表
示
さ
れ
て
い
る
。
一
九
〇
三
年

の
地

図
9
「
大
阪
市
図
」
で
も
招
魂
社
の
位
置
は
地
図
5
、
6
と
同
じ
で
あ
り
、
南

側
が
墓
地
で
北
側
が
招
魂
社
と
い
う
配
置
は
招
魂
社
が
存
在
し
た
間
は
同
じ
だ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

　
一
方
、
一
九
〇
二
年
の
地
図
8
で
初
め
て
「
陸
軍
墓
地
」
の
表
記
が
登
場
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

一
九
〇

三

年
の
地
図
9
で
「
陸
軍
埋
葬
地
」
と
公
式
の
呼
称
で
記
載
さ
れ
る
が
、
そ

れ

は
地
図
2
～
1
9
の
一
八
例
の
う
ち
一
例
の
み
で
、
一
九
一
八
年
の
地
図
1
2
で
「
陸
19
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地図2　1872年「大阪市中地区町名改正絵図」

　　　　岡田茂平治（書籍会社）明治5年5月刻
　　　　（柏書房『日本近代都市変遷図』所収）

軍
墓

地
」
と
表
記
さ
れ
て
か
ら
以
後
は
、
す
べ
て
「
陸
軍
墓
地
」
か
「
真
田
山
陸
軍

墓
地
」
と
記
載
さ
れ
、
招
魂
社
の
記
載
は
全
く
無
く
な
る
（
表
4
）
。

　

つ

ま
り
真
田
山
陸
軍
墓
地
は
、
一
般
的
に
は
一
九
一
八
年
頃
ま
で
は
招
魂
社
の
所

在
地
と
し
て
、
そ
れ
以
後
は
公
式
の
規
則
で
「
陸
軍
墓
地
」
の
呼
称
が
登
場
す
る
二

〇

年
も
前
か
ら
既
に
「
陸
軍
墓
地
」
と
し
て
表
記
さ
れ
、
記
憶
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。　

な
お
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
面
積
や
景
観
に
つ
い
て
は
、
後
節
で
改
め
て
検
討
す

る
。
地
図
1
～
1
9
の
記
載
内
容
を
、
一
覧
に
ま
と
め
た
も
の
が
表
5
で
あ
る
。

　
〈
B
＞
新
聞
記
事
等
か
ら
招
魂
社
の
実
体
を
検
討

　
地

図
2
、
3
、
6
、
7
、
9
、
1
0
、
H
に
登
場
し
た
「
招
魂
社
」
の
実
体
は
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
当
時
の
新
聞
記
事
を
主
に
、
『
大
阪
府

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
4
）

布
令
集
』
や
『
公
文
雑
纂
抄
』
等
の
関
連
記
述
を
取
り
上
げ
て
考
察
し
て
み
る
。
そ

の

際
、
招
魂
祭
に
つ
い
て
も
併
せ
て
検
討
し
た
。

　
先
ず
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
が
大
阪
鎮
台
に
移
管
さ
れ
て
約
一
年
後
の
、
明
治
五
年

一
〇

月
二
二
日
の
『
大
阪
府
布
令
集
』
の
「
招
魂
祭
ノ
執
行
」
の
記
述
を
引
用
し
て

20
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み
る
。

　
　
来
月
四
日
よ
り
六
日
迄
三
日
之
間
、
於
宰
相
山
元
玉
造
真
田
山
也
、
招
魂
祭
被
取
行

　
　
候
二
付
、
庶
人
参
詣
、
並
二
奉
献
も
の
、
其
外
地
車
等
差
出
、
賑
々
敷
相
祝
候

　
　
義
、
都
而
昨
年
之
通
可
相
心
得
、
此
段
及
達
候
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
べ
て

　

こ
の
達
に
よ
れ
ば
「
都
而
昨
年
之
通
」
と
あ
る
の
で
、
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
が
設

置
さ
れ
た
明
治
四
年
に
は
、
既
に
相
当
盛
大
な
招
魂
祭
が
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
マ
マ
　

分
か

る
。
明
治
五
年
の
地
図
2
に
よ
れ
ば
、
心
眼
寺
と
「
奥
徳
寺
」
（
興
徳
寺
の
誤

刻
と
思
わ
れ
る
）
の
東
側
に
隣
接
し
て
「
招
電
社
」
の
記
載
が
あ
る
。
こ
の
地
図
の

製
作
者
は
、
前
年
に
招
魂
祭
を
挙
行
し
た
招
魂
社
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
「
大
阪
編
年
史
稿
本
」
に
よ
る
と
、
こ
の
達
を
受
け
て
、
同
日
付
け
で
「
右
之

通
御
達
二
付
、
区
内
へ
早
々
可
被
相
達
候
事
」
と
の
総
区
長
の
文
が
添
え
て
あ
る
。

　
設
置
さ
れ
て
間
も
な
い
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
の
招
魂
祭
は
、
大
阪
の
町
の
人
々
に

表4　真田山陸軍墓地の表記の推移（地図2～19）

年代　表記の推移 備　考

芦187ユ真田山埋葬地成立
1870

’72●

「78●

80

，87●

90

，98●

’03●口
○「02

1900

10

112●

’18● ○「18

20
0121

30

40

○’27

0129
0131

0’33

0’35

0‘39

レ193＆5．5

レ1945．8ユ5

θ工945ユ21

陸軍墓地規則を公布、施行
「陸軍墓地」が公称となる

アジァ太平洋戦争の終戦
陸・海軍省廃止

註：●＝招魂社、招コン社、招兎社、召コン社、大坂鎮台招魂社

　　口＝陸軍埋葬地

　　○＝陸軍墓地、真田山陸軍墓地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
ん
じ
り

と
っ
て
馴
染
の
な
い
新
規
の
祭
だ
っ
た
。
そ
れ
だ
け
に
威
勢
の
い
い
地
車
を
曳
き
出

し
、
招
魂
の
祭
り
を
盛
大
に
展
開
し
て
定
着
を
は
か
ろ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
時
の
招
魂
祭
に
つ
い
て
は
、
『
大
阪
新
聞
』
第
六
一
号
（
明
治
五
年
一
一

月
二
〇
日
）
の
次
の
記
事
が
そ
の
一
端
を
伝
え
て
い
る
。

　
　
本
月
四
日
ヨ
リ
六
日
迄
玉
造
リ
ニ
テ
招
魂
祭
ア
リ
相
撲
狂
言
花
火
等
ノ
催
シ
ア

　
　

リ
テ
諸
人
翠
参
セ
リ

　
「
諸
人
群
参
」
と
い
う
の
が
ど
の
程
度
か
は
不
明
だ
が
、
相
撲
や
狂
言
が
催
さ
れ

花
火
が
打

ち
上
げ
ら
れ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
そ
れ
な
り
の
人
々
が
集
ま
っ
た
こ
と

は

推
定
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
以
後
、
一
定
の
人
々
が
真
田
山
に
毎
年
参
集
す
る
招
魂

祭
が
定
着
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
表
4
に
見
る
通
り
、
明
治
五
年
以
後
の
地
図
に
「
招

魂
社
」
の
表
示
が
ほ
ぼ
一
貫
し
て
あ
り
、
建
物
の
図
が
描
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る

こ
と
か
ら
、
こ
の
招
魂
社
は
臨
時
の
祭
壇
で
は
な
く
社
殿
が
建
て
ら
れ
て
い
た
と
理

　
　
　
　
　
　
　
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
士

　

と
こ
ろ
で
一
八
七
六
年
一
〇
月
三
日
の
『
浪
花
新
聞
』
に
は
、

「真

田
山
の
招
魂
社
は
お
取
払
に
な
り
ま
し
た
」
と
の
記
事
が
出

て

く
る
。
ど
う
し
て
招
魂
社
を
取
払
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。

し
か
し
翌
一
八
七
七
年
三
月
一
三
日
の
同
紙
に
「
真
田
山
招
魂
社

　
　
　
　
　
　
　
ち
　
な
ら
し

の
地
内
口
至
急
に
地
平
均
を
志
て
ゐ
ら
る
・
と
」
と
の
記
事
が
出

て

く
る
の
で
、
建
て
替
え
ら
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
地
図

3
の
一
八
七
八
年
の
地
図
で
は
招
魂
社
の
表
示
が
あ
り
、
ま
た
、

地

図
5
の
一
八
八
五
年
の
地
図
で
は
、
墓
地
の
北
側
の
広
場
の
中

央

に
一
棟
の
建
物
が
墓
地
に
面
し
て
建
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
一
八

八
七

年
の
地
図
6
で
は
、
「
大
坂
鎮
台
招
魂
社
」
の
表
記
の
傍
に

相
当
大
き
な
社
殿
と
思
わ
れ
る
建
物
が
表
示
さ
れ
、
招
魂
社
が
整

備
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
地
な
ら
し
の
記
事
の
出
た
一
八
七
七
年
に
入
る

と
、
俄
然
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
に
関
す
る
記
事
が
急
増
す
る
。
こ
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れ
は

同
年
二
月
一
五
日
に
始
ま
り
明
治
国
家
を
震
憾
さ
せ
た
西
南
戦
争
に
あ
た
り
、

大

阪
が
補
給
基
地
と
し
て
政
府
軍
の
兵
士
と
物
資
の
最
大
の
中
継
・
集
結
地
に
な
っ

（3
5
）

た
こ
と
に
よ
る
。
三
月
の
田
原
坂
の
攻
防
の
激
戦
等
で
は
、
政
府
軍
の
被
害
も
大
き

く
死
傷
者
も
多
数
出
た
。
そ
の
こ
と
が
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
に
関
す
る
、
次
の
一
連

の

『浪
花
新
聞
』
の
記
事
を
生
ん
だ
も
の
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ま
い

　
　

四
月
二
八
日
付
i
真
田
山
（
埋
葬
地
）
が
狭
隆
の
で
森
村
の
地
面
を
と
り
入

　
　

れ

ら
る
、
と

　
　
六

月
一
六
日
付
ー
今
度
玉
造
御
門
の
東
北
森
村
の
地
所
へ
当
鎮
台
の
墓
所
地

　
　
を
五
百
坪
設
け
ら
れ
し
と

　
　
六

月
二
二
日
付
ー
玉
造
村
元
与
力
同
心
町
を
鎮
台
へ
買
上
に
な
り
埋
葬
地
に

　
　
な
る
と
土
方
体
の
者
が
話
し
て
居
ま
し
た

　

こ
う
し
て
大
阪
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
埋
葬
地
と
し
て
の
真
田
山
の
認
識
が
ひ
ろ

ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
多
数
の
政
府
軍
の
戦
死
者
の
報
に
、
真
田
山
陸
軍
埋
葬

地
で

は
不
足
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
の
声
が
出
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
記
事
で

あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
期
に
は
、
墓
地
の
拡
張
は
実
行
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

備考他の表示

1888　大阪鎮台を第四師団と改称

1889　騎兵第四大隊第一一中隊創設

1895　城東線梅田一天王寺間の

　　　玉造駅開設

1896　城東練兵場設置

1900　明星商業学校創、ア

1900　清水谷高女の前身の

　　　大阪市第二高女創立

1908　姫山神社は境内にあったr光

　　　神社を合祀し以後三光神社に

玉造ステーションの表示

城東線が描かれる

玉造停車場の表示

玉造停車場の表示

1912　大阪市電玉造線開通
「たまっくり」駅の表示

線路が複線に描かれる

　
九

月
二
四
日
に
西
郷
隆
盛
ら
の
自
刃
を
も
っ
て
西
南
戦
争
は
終
結
す
る
が
、
西
南

戦
争
で
政
府
軍
死
者
の
相
当
数
の
兵
士
、
下
士
官
、
将
校
が
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
に

　
　
　
　
ぷ
　

葬
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
西
南
戦
争
後
の
招
魂
祭
が
一
〇
月
二
八
日
に
特
に
盛
大
に

開
催
さ
れ
た
。
予
告
記
事
を
含
め
て
、
こ
の
招
魂
祭
に
つ
い
て
は
色
々
な
史
料
が
残

さ
れ
て
い
る
が
、
招
魂
祭
の
具
体
的
様
子
の
わ
か
る
一
〇
月
三
〇
日
付
『
大
阪
日

報
』
の
記
事
を
一
部
引
用
す
る
。

　
　
兼
て
雑
報
登
録
の
通
り
一
昨
日
廿
八
日
ハ
当
地
鎮
台
に
於
て
此
般
西
南
の
役
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
り
お
こ
な

　
　
戦
没
せ

し
将
校
以
下
招
魂
祭
式
を
執
行
ハ
せ
ら
れ
午
前
八
時
よ
り
午
後
四
時

　
　
ま
で
諸
入
の
参
拝
を
許
し
城
中
を
縦
覧
せ
し
め
ら
る
参
拝
の
人
ハ
絡
繹
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
す
ニ

　
　
織

る
が
如
く
肩
摩
腕
撃
立
錐
の
地
な
し
白
髪
に
し
て
杖
に
椅
も
の
ハ
嫡
子
の
英

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
ん
け
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
な
じ
め
　
　
う
る
ほ

　
　
魂

を
吊
す
る
な
る
べ
く
埠
妬
た
る
婦
人
の
砒
を
湿
す
も
の
ハ
妻
か
妾
か
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
　
げ
　
な
か
ま

　
　

し
て
良
入
の
戦
没
に
慰
す
な
る
べ
く
老
に
幼
に
有
髭
社
会
も
行
き
人
力
車
夫
も

　
　
往
く
誠
と
に
盛
ん
な
る
一
大
祭
場
と
い
ふ
べ
し
却
説
当
日
祭
場
の
景
況
を
い
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
り
や

　
　
ば
旧
天
守
台
の
北
端
に
南
面
し
て
方
九
尺
の
仮
殿
を
設
け
紫
地
白
山
道
の
幕
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ま
さ
か
き
か
が
み
　
　
　
　
ぬ
さ

　
　
引
回
し
白
幣
を
結
び
た
る
竹
ハ
四
方
に
戦
ぎ
正
面
に
ハ
真
逆
木
鏡
等
を
幣
と

1918　府立第1－一中学校（高津中学、

　　　現府立高津高校）創立
「たまっくり」駅の表示

「たまっくり停車場」

「たまっくり」駅の表示

周囲が市街地に囲まれた表示
〈以下同様〉

「たまつくり」駅の表示

1928．4に大阪市立真田山小学校

　　　が真田山陸軍墓地の南約

　　　3000坪を小学校敷地にする

「たまっくり」駅の表示

1932　騎兵第四聯隊、金岡村

　　　（現堺制へ移転
「たまっくり」駅の表示

「たまっくり」駅の表示

「たまつくり」駅の表示

1938，5，5陸軍墓地規則を公布、

　　　施行。公称が陸軍墓地に
「たまっくり」駅の表示
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表5　地図に見る真田山陸軍墓地の変遷（地図1～19の記載内容のまとめ）

地図
　　　　年
番号

陸軍墓地 東北隅 南 西 北

1　1847　〈設置以前で表示なし〉 真田山イナリ 真田山の図あり

　　　　　心眼寺、興徳寺に
2　　1872
　　　　　隣接して「招兎社」と記述

真田山稲荷
東に吉衛門肝煎地
の表示

真田山の図あり
畠地の各所に

吉衛門肝煎地の表示

　　　　　寺七ケンの北に
3　　1878
　　　　　「召コン社」

4　1883　〈表示なし）
真田山イナリ
東に吉衛門キモイリチ
の表示

真田山の図あり

　　　　　南側に「1」　（墓地）の表示
5　　1885
　　　　　北側に建物の表示

東南側に擁壁の表示　果樹園の表示

　　　　　「大坂鎮台招魂社」表示と回廊で
6　　1887
　　　　　連結した建物2棟の表示あり

姫山神社

7　1898　「招コン社」と［T」の表示

8　1902　「陸軍墓地」と「H」の表示 騎兵隊兵営 高等女学校

　　　　　北に「招魂社」と「π」の表示
9　　1903
　　　　　南に「陸軍埋葬地」の表示

姫山社と

「π」の表示

騎兵第四聯隊
陸軍埋葬地が南に
拡大し本覚寺の南迄

高等女学校

　　　　　北に「招魂社」
10　　1912
　　　　　南に「撫地蔵」

姫山社と

「π」の表示
騎兵営

明星商業

女学校

　　　　　北に「招魂社」
11　　1918
　　　　　南に「撫地蔵」

姫山社と

「π」の表示
騎兵営

明星商業

女学校

北側、路面電車の

表示〈以下同〉

12　1918　全面「陸軍墓地」
三光神社と

「甘」の表示
騎兵第四聯隊

明星商業

大阪市立清水谷女学校

13　1921　「真田山陸軍墓地」と「1」

　　　　　　の表示

三光神社
東側路面電車の表示　騎四聯隊
〈以下同様〉

明星商業学校
〈地図の範囲で

清水谷高女なし〉

14　1927　「陸軍墓地」と「1」の表示
三光神社と

「H」の表示
騎兵第四大隊

明星商業

清水谷高女

　　　　　　「真田山陸軍墓地」と「1」
15　1929
　　　　　　の表示

三光神社
「文」　（真田山小

学校）と騎四聯隊
明星商業学校

　　　　　　「真田山陸軍墓地」
16　　1931
　　　　　　の表示

と「上」
三光神社 「文」と騎四聯隊 明星商業学校

17　1933　「陸軍墓地」と「1」の表示
三光神社と

「甘」の表示

〈真田山小学校の

表示なし〉　　　　　　明星商業

南側道路東西に貫通

　　　　　　「真田山陸軍墓地」と「且」
18　　1935
　　　　　　の表示

三光神社
「文」の建物が

三棟で表示
明星商業学校

　　　　　　「真田山陸軍墓地」と「1」
19　　1939
　　　　　　の表示

三光神社
「文」の表示

旧騎兵隊跡が公園に
明星商業学校

（註）地図番号2、6、9、12は『日本近代都市変遷図集成』（柏書房）所収の地図の部分を縮小した。他の地図も真田山陸軍墓地とその周辺
　　の部分を縮小または拡大した。
　　真田山陸軍墓地の所在地該当位置を示すため、その東側から矢印（←）を加筆した。
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地図18 1935年「大阪東部」大H本帝国

陸地測量部（1万分の1）
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は
か
ば
か
し
く

　
　
　
人
力
車
に
て
其
区
く
へ
送
ら
れ
た
り
と
云
れ
手
数
も
先
ず
太
々
敷
揮
り
入

　
　
　
た
る
事
共
な
り

　
　
又
旧
天
守
台
の
傍
に
世
に
高
名
な
る
黄
金
水
と
称
せ
し
井
戸
を
本
日
ハ
汲
次
第

　
　
飲
次
第
と
許
さ
れ
た
る
よ
り
群
衆
の
諸
人
は
此
井
の
周
囲
を
彼
の
城
山
の
如
く

　
　
十
重
廿
重
に
取
巻
（
中
略
）
又
本
日
城
外
練
兵
場
に
於
て
百
間
計
の
竹
柵
を
設

　
　
け
午
後
一
時
よ
り
競
馬
を
催
し
諸
人
に
縦
覧
を
許
さ
る
（
中
略
）
又
鎮
台
臨
時

　
　
被
服
御
用
掛
田
嶋
重
勝
氏
野
間
八
太
郎
氏
其
他
拾
名
の
者
ハ
大
倉
組
等
の
献
納

　
　
も
の
と
ハ
品
を
換
へ
何
を
哉
と
協
議
を
尽
せ
し
が
終
に
相
撲
を
催
す
事
に
一
決

　
　
し
其
筋
許
可
を
得
て
兼
て
神
戸
西
京
へ
派
出
せ
し
力
士
共
を
此
前
日
俄
に
汽
車

　
　
を
以
て
呼
迎
へ
当
地
在
留
の
も
の
ハ
勿
論
総
員
九
十
七
名
を
東
西
に
分
ち
本
日

　
　
午
後
大
手
前
番
場
に
於
て
興
行
せ
り
（
以
下
略
）

　
長
文
の
引
用
に
な
っ
た
が
、
招
魂
祭
の
様
子
と
参
加
し
た
兵
員
や
人
々
の
動
き

も
、
当
時
の
新
聞
記
者
の
独
特
の
表
現
を
通
じ
て
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
折

詰
六
千
食

を
用
意
し
て
追
加
し
て
も
不
足
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
一
万
人
前
後
の

人

出
だ
っ
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
当
時
の
大
阪
市
の
人
口
が
三
〇
万
余
の
時
代
で

あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
万
余
の
人
が
集
ま
っ
た
こ
の
招
魂
祭
は
一
大
祭
典
で
あ

っ

た
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
招
魂
祭
が
真
田
山
で
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
先
ず
競
馬
や
相
撲
が
開
催

さ
れ
、
万
余
の
人
々
が
集
ま
る
場
と
し
て
は
、
真
田
山
陸
軍
埋
葬
場
で
は
収
容
し
き

れ
な
い
と
の
判
断
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
招
魂
式
、
招
魂
祭
の
会
場
は
、

大
阪
城
天
守
台
跡
地
に
設
定
さ
れ
た
。
旧
大
阪
城
天
守
台
の
北
の
端
に
南
面
し
て
、

二
・

七

メ
ー
ト
ル
の
小
さ
な
仮
屋
が
設
け
ら
れ
、
そ
こ
で
招
魂
式
の
祭
文
が
朗
諦
さ

れ

た
。
終
る
と
軍
隊
の
パ
レ
ー
ド
が
あ
っ
て
、
後
は
大
饗
宴
に
な
り
、
祝
祭
的
要
素

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

が
強
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
な
お
一
〇
月
二
七
日
付
の
『
大
阪
日
報
』
に
よ
る
と
、
こ
の
招
魂
祭
は
「
西
南
変

動
に
付
出
征
中
戦
死
者
之
者
本
月
二
十
八
日
鎮
台
指
令
長
官
同
参
謀
長
其
他
各
部
隊

長
以
下

申
合
せ
大
阪
城
跡
天
主
台
招
魂
祭
執
行
候
事
」
と
、
大
阪
鎮
台
が
主
催
し
た

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
。

　
一
〇
月
三
〇
日
付
の
『
浪
花
新
聞
』
に
は
、
「
追
手
門
外
に
は
陸
軍
御
用
達
よ
り

奉
納
の
角
力
あ
り
三
井
銀
行
よ
り
ハ
肴
千
人
前
藤
田
組
よ
り
ハ
酒
五
十
樽
餅
一
万
個

其
外
有
志
輩
よ
り
も
許
多
の
奉
納
あ
り
此
日
は
日
曜
と
い
ひ
殊
に
天
気
も
長
閑
に
て

其
賑
ひ
い
は
ん
方
も
無
り
き
」
と
祝
祭
的
側
面
の
記
述
も
具
体
的
で
あ
る
。
用
意
さ

れ

た
折
詰
の
内
容
は
「
鯛
切
身
鶏
卵
の
厚
焼
蒲
鉾
精
進
物
二
種
鰻
す
し
玉
子
す
し

等
」
（
一
〇
月
二
八
日
付
『
大
阪
日
報
』
）
と
相
当
に
豪
華
だ
っ
た
。

　

こ
の
祝
祭
的
側
面
の
内
容
を
見
て
ゆ
く
と
、
単
に
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
が
狭
い
と

い
う
だ
け
で
な
く
、
墓
碑
の
林
立
す
る
空
間
で
は
相
応
し
く
な
い
と
判
断
さ
れ
た
面

も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
さ
ら
に
次
節
で
詳
し
く
検
討
す
る
が
、
こ
の
招
魂
祭
が

開
か
れ
た
時
大
阪
で
は
コ
レ
ラ
の
流
行
中
で
、
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
に
隣
接
し
て
避

病
舎
が
建
て
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
、
真
田
山
か
ら
招
魂
祭
が
分
離
す
る
大
き
な
要
因

に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
地

図
5
、
地
図
6
で
は
相
当
大
き
な
招
魂
社
の
建
物
図
が
表
示
さ
れ
て
い
る
が
、

以
後
招
魂
祭
の
記
事
か
ら
は
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
内
の
招
魂
社
と
は
別
の
場
所
で
執

行
さ
れ
て
い
っ
た
模
様
で
あ
る
。

　
一
八
七
六
年
に
大
阪
鎮
台
司
令
官
三
好
重
臣
が
鎮
台
の
将
校
等
と
謀
っ
て
博
交
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

を
創
設
し
た
の
が
、
大
阪
借
行
社
の
起
源
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
大
阪
借
行
社
が
一

八
八
三
年
、
西
南
戦
争
戦
死
者
の
霊
を
弔
う
た
め
一
万
四
一
八
六
円
で
大
阪
市
北
区

一
丁

目
に
約
八
〇
〇
坪
の
土
地
を
購
入
・
借
用
し
、
明
治
紀
念
標
を
建
築
し
た
。
こ

の

資
金
は
大
阪
借
行
社
を
中
心
に
大
阪
市
民
等
か
ら
も
寄
付
金
を
募
り
、
明
治
紀
念
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鱗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
元
｝

標
は

大
阪
砲
兵
工
廠
で
製
作
し
設
置
さ
れ
た
。

　
一
八
八
三
年
五
月
六
日
、
明
治
紀
念
標
落
成
式
と
招
魂
祭
が
祭
主
陸
軍
少
将
山
地

元
治
、
齊
主
住
吉
神
社
宮
司
津
守
国
福
等
に
よ
っ
て
執
行
さ
れ
、
ひ
き
続
き
七
、
八

日
に
篤
志
祭
が
行
な
わ
れ
た
。

　

こ
う
し
て
こ
れ
以
後
は
、
大
阪
の
市
街
の
中
心
に
あ
る
中
之
島
に
聾
え
る
明
治
紀

念
標
前
で
大
阪
借
行
社
が
主
催
し
て
招
魂
祭
が
く
り
広
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

翌
一
八
八
四
年
の
様
子
を
五
月
六
日
付
『
日
本
立
憲
政
党
新
聞
』
は
次
の
様
に
紹
介

し
て
い
る
。

　
　
招
魂
祭
の
景
況
　
前
号
に
紀
せ
し
如
く
去
六
日
よ
り
昨
、
八
日
迄
三
日
間
大
坂

　
　
中
の
嶋
公
園
地
の
明
治
紀
念
標
前
に
て
執
行
せ
ら
れ
し
招
魂
祭
の
景
況
は
六
日

　
　
午
前
神
道
の
祭
事
及
び
大
坂
鎮
台
の
歩
兵
砲
兵
山
野
両
砲
兵
輻
重
兵
の
整
列
式

　
　
又

午
後
よ
り
女
児
の
本
紀
踊
姻
火
等
あ
り
七
日
ハ
東
本
願
寺
の
法
主
が
参
拝
せ

馨騒罐灘籔灘嚢麟磁ぼ蕊零灘灘鐙
図4　明治紀念標（宮内庁書：陵部蔵写真）

　　　1883年9月20H「宮内省へ奉呈」
　　　された写真（宮内庁書陵部の許可を

　　　受けて複写掲載）

　
　
ら
れ
殊
に
参
詣
人
も
多
く
し
て
城
外
に
ハ
競
馬
公
園
内
に
ハ
相
撲
の
催
な
ど
あ

　
　
り
翌
八
日
に
ハ
西
本
願
寺
の
法
主
も
参
詣
あ
る
筈
の
虚
都
合
に
依
り
代
理
を
立

　
　
て

ら
れ
し
と
の
こ
と
何
は
と
も
あ
れ
初
日
よ
り
参
詣
人
及
び
見
物
人
ハ
実
に
賜

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
と
ラ
ゴ
シ
み

　
　
た
“
し
く
浪
華
橋
の
上
な
ど
ハ
人
込
に
て
往
来
も
自
由
な
ら
ざ
り
し
程
に
て
近

　
　
来
の
賑
ひ
な
り
し
と

　
盛
大

な
招
魂
祭
と
、
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
の
招
魂
社
と
は
こ
う
し
て
分
離
し
て
い

っ

た
。
勿
論
新
し
く
墓
碑
が
建
立
さ
れ
る
時
な
ど
に
、
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
内
の
招

魂
社
で

慰
霊
・
追
悼
の
行
事
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
あ
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

だ

か

ら
こ
そ
、
そ
の
後
も
地
図
上
に
招
魂
社
の
表
示
が
残
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
靖
国
神
社
の
春
季
大
祭
（
当
時
）
に
あ
わ
せ
て
、
毎
年
五
月
の
三
日
間
の

招
魂
祭
が
定
着
す
る
に
つ
れ
て
、
明
治
紀
念
標
こ
そ
が
招
魂
祭
の
象
徴
と
な
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
竺

っ

た
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
大
阪
護
国
神
社
の
起
源
と
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
そ
の
存
在
感
が
薄
く
な
っ
た
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
内
招
魂
社
で
は
あ
っ

た
が
、
そ
の
消
滅
に
つ
い
て
は
政
府
の
戦
死
者
祭
祀
と
埋
葬
地
の
分
離
の
方
針
が
か

戸鰍、

図5　中之島公園内の明治紀念標の位置（宮内

　　　庁書陵部蔵『大阪借行社沿革誌』添付の

　　　明治20年2月15、161｜「行幸行啓供奉
　　　員旅館取調表」の部分縮小図　　宮内庁

　　　書陵部の許可を受けて複写掲載）に加筆
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か
わ

っ

て

い

た
も
の
と
考
え
る
。
既
に
一
八
七
三
年
一
一
月
九
日
に
、
大
蔵
省
は
通

達
で
各
地
の
招
魂
場
の
状
況
を
調
査
し
、
京
都
府
の
東
山
招
魂
場
以
下
二
七
カ
所
に

つ
い
て

は
社
地
を
免
税
と
し
、
そ
の
祭
祀
と
招
魂
墳
墓
の
修
繕
は
官
費
を
も
っ
て
行

　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

な
う
こ
と
を
定
め
た
。
こ
の
中
に
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
内
の
招
魂
社
は
含
ま
れ
て
い

な
い
。

　
さ
ら
に
日
露
戦
争
後
に
は
、
各
地
の
招
魂
社
は
事
実
上
靖
国
神
社
の
地
方
分
社
と

し
て
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
が
、
真
田
山
の
招
魂
社
は
こ
の
中
に
も
含
ま
れ
な
か
っ

（4
4
）

た
。
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
一
九
〇
四
年
六
月
一
五
日
、
内
務
省
が

道
府
県
に
対
し
て
招
魂
社
の
「
境
内
記
念
碑
建
設
取
扱
方
の
件
」
を
通
牒
し
て
、
招

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

魂
碑
等
墓
碑
に
ま
ぎ
ら
わ
し
い
も
の
を
建
て
る
の
を
禁
じ
た
が
、
真
田
山
の
場
合
は

埋
葬
地
の
中
に
招
魂
社
が
建
て
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
分
離
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

　
地
図
1
1
の
一
九
一
八
年
を
最
後
に
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
か
ら
招
魂
社
の
表
示
が
消

え
る
の
は
、
一
九
〇
四
年
の
通
牒
を
受
け
て
墓
地
を
管
理
す
る
第
四
師
団
が
取
り
払

　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
真
田
山
陸
軍
墓
地
は
招
魂
祭
と
は
分
離
さ
れ
、
死

体

を
埋
葬
し
て
墓
碑
を
立
て
る
と
い
う
国
の
方
針
に
沿
っ
た
陸
軍
墓
地
に
特
化
し
た

存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
。

3

コ

レ
ラ
の
流
行
と
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地

　
一
九
二
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
井
上
正
雄
『
大
阪
府
全
志
』
の
「
陸
軍
墓
地
」
の
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
7
）

に
次
の
説
明
が
付
さ
れ
て
い
る
。

　
　
陸
軍
墓
地
あ
り
、
明
治
四
年
民
有
地
を
受
領
し
て
墓
地
と
為
し
、
同
＝
年
其

　
　

の
一
部
に
避
病
舎
を
建
設
せ
し
も
、
同
二
九
年
撤
去
せ
ら
れ
る
、
現
存
す
る
番

　
　
宅
及
び

附
属
建
物
は
、
同
一
一
年
避
病
舎
附
属
と
し
て
新
築
せ
し
も
の
な
り
。

　
　
敷
地
八
八
四
〇
坪
一
合
三
勺
の
面
積
を
有
し
、
第
四
師
団
所
属
在
阪
部
隊
の
戦

　
　
病
死
者
を
埋
葬
せ
り

　

こ
こ
で
従
来
の
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
関
す
る
記
述
で
殆
ん
ど
触
れ
ら
れ
て
い
な
い

避
病
舎
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
比
較
検
討
す
る
た
め
に
集
め
た
地
図

の
、
ど
こ
に
も
そ
れ
ら
し
い
表
示
は
見
当
ら
な
い
。
明
治
一
一
か
ら
二
九
年
と
は
西

暦
一
八
七
八
か
ら
一
八
九
六
年
な
の
で
、
地
図
3
か
ら
地
図
6
が
記
事
の
時
期
に
該

当
す
る
。
地
図
5
、
6
に
招
魂
社
の
建
物
は
描
か
れ
て
い
る
が
、
避
病
舎
を
想
定
さ

せ
る
図
は
見
当
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
招
魂
祭
の
記
事
を
探
し
て
い
る
時
に
、
時
期
は
違
う
が
真
田
山
陸
軍
埋

葬
地
に
避
病
舎
に
関
連
す
る
記
事
が
出
て
き
た
。
『
浪
花
新
聞
』
一
八
七
七
年
一
〇

月
＝
一
日
付
に
短
い
文
章
が
あ
る
。

　
　
鎮
台
に
て
ハ
真
田
山
の
地
所
堅
二
十
間
横
四
間
を
コ
レ
ラ
病
に
て
死
せ
し
兵
の

　
　
墓
地

に
さ
れ
し
よ
し

　
西
南
戦
争
で
激
し
い
戦
闘
が
続
き
負
傷
者
が
急
増
す
る
と
、
政
府
軍
の
最
大
の
補

給
・
中
継
基
地
と
な
っ
た
大
阪
に
、
負
傷
者
が
続
々
後
送
さ
れ
て
き
た
。
大
阪
鎮
台

病
院
は
手
一
杯
に
な
り
、
三
月
三
一
日
に
は
ス
タ
ッ
フ
を
増
員
し
て
大
阪
陸
軍
臨
時

　
　
　
　
　
（
4
8
）

病
院
を
設
け
た
。
し
か
し
、
戦
傷
者
の
増
大
で
収
容
で
き
な
く
な
る
と
、
臨
時
病
院

に
所
属
す
る
病
舎
は
次
々
に
増
設
さ
れ
た
。
や
が
て
八
月
半
ば
の
延
岡
戦
以
後
は
、

戦
傷
者
が
減
少
し
替
わ
っ
て
脚
気
や
伝
染
病
の
腸
チ
フ
ス
や
コ
レ
ラ
等
の
患
者
が
増

　
　
　
　
（
4
9
）

え
は
じ
め
た
。

　

こ
の
時
の
コ
レ
ラ
は
、
清
国
で
流
行
し
て
い
た
も
の
が
船
舶
の
検
疫
不
備
の
た
め

九

月
上
旬
に
長
崎
に
上
陸
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
丁
度
西
南
戦
争
が
終
り
帰
還
す
る

兵
士
が
九
月
下
旬
か
ら
十
月
に
船
で
大
阪
港
ま
で
乗
り
合
わ
せ
て
、
コ
レ
ラ
が
伝
染

　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

し
た
と
い
わ
れ
る
。
大
阪
で
こ
の
コ
レ
ラ
の
最
初
の
患
者
が
出
た
の
は
九
月
二
二

日
、
大
阪
港
の
近
く
か
ら
で
あ
っ
た
。
忽
ち
大
阪
の
各
地
に
拡
が
り
猛
威
を
振
る
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ん
え
ん

た
。
一
〇
月
＝
日
に
は
「
虎
列
刺
病
追
々
蔓
延
、
不
容
易
病
勢
」
と
な
り
、
行
政

の
命
令
で
芝
居
・
諸
興
業
は
禁
止
さ
れ
、
一
〇
月
一
五
日
に
は
秋
祭
り
の
神
社
・
仏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

閣
の
夜
市
が
、
さ
ら
に
一
六
日
に
は
神
社
の
祭
礼
そ
の
も
の
も
禁
止
さ
れ
た
。

　

そ
の
後
様
々
な
対
策
が
と
ら
れ
、
一
〇
月
下
旬
に
は
コ
レ
ラ
の
流
行
は
減
少
し
は

じ
め
、
翌
年
初
に
は
下
火
に
な
っ
た
。
当
時
の
コ
レ
ラ
対
策
の
一
つ
は
、
患
者
を
一

カ
所
に
集
め
て
避
病
舎
を
建
て
健
康
な
人
々
と
隔
離
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
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罹
病
者
の
死
亡
率
は
五
〇
％
以
上
と
非
常
に
高
か
っ
た
。
大
阪
府
の
患
者
の
五
四
・

八
％

は
大
阪
陸
軍
臨
時
病
院
の
兵
士
等
で
、
そ
の
多
く
は
西
南
戦
争
か
ら
の
帰
還
兵

で

あ
っ
た
。
大
阪
鎮
台
が
こ
の
コ
レ
ラ
の
流
行
の
中
心
地
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て

　
（
5
2
）

い
る
。

　
患
者
が
多
発
し
た
と
こ
ろ
に
は
避
病
舎
が
建
て
ら
れ
、
終
臆
す
る
と
そ
の
建
物
は

取
払
わ
れ
た
が
、
伝
染
を
恐
れ
て
焼
殿
し
た
場
合
が
多
か
っ
た
。

　
流
行
の
中
心
と
な
っ
た
大
阪
鎮
台
の
大
阪
陸
軍
臨
時
病
院
で
も
、
一
般
病
棟
か
ら

隔
離
し
て
コ
レ
ラ
病
病
舎
を
新
設
し
た
。
こ
れ
が
九
月
下
旬
頃
か
ら
コ
レ
ラ
患
者
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
5
3
）

収
容

し
た
病
舎
で
「
大
阪
宰
相
山
心
眼
寺
、
病
舎
二
棟
新
築
」
と
い
う
記
録
と
し
て

残

さ
れ
て
い
る
。
心
眼
寺
と
い
う
の
は
、
地
図
2
、
地
図
6
等
に
も
記
載
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

る
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
西
北
端
に
隣
接
す
る
浄

表61877年流行コレラ患者・死者統計

1877年9月～78年2月 患者数（A）死亡数（B）死亡率｛1×loo

全国

内大阪府（a）

　　　　　　　　　　内大阪陸軍臨時病院（b＞

13，816人

1，619

　887

8，027人

1．228

482

58．1　％

75，8

54．3

罐麟㌫数（…・1・・）％…
39．3

出典　『新修大阪史』第5巻513頁から作成。ただし※は同書の269、270頁

　　　による。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

土
宗
本
派
の
寺
院
で
現
存
し
て
い
る
。
心
眼
寺

の
敷
地
は

当
時
は
今
よ
り
広
く
て
、
直
接
陸
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
5
）

墓
地

に
接
し
て
い
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が

表
3
に
記
載
さ
れ
た
敷
地
面
積
七
九
二
坪
で
、

こ
の
境
内
の
一
部
（
恐
ら
く
は
陸
軍
墓
地
側
）

に

コ

レ
ラ
病
舎
が
建
て
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
こ

で
死
亡

し
た
場
合
が
、
先
に
見
た
一
〇
月
一
二

日
付
の
「
コ
レ
ラ
病
に
て
死
せ
し
兵
の
墓
地
」

の
記
事

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
堅
二
〇

間
で
横
四
間
と
い
え
ば
、
大
体
二
六

〇
平
方
メ
ー
ト
ル
に
相
当
す
る
広
さ
の
墓
地
と

い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
表
6
で
見
た
鎮
台

関
係
の
死
者
四
八
二
人
を
埋
葬
す
る
と
、
一
人

当
た
り
○
・
五
四
平
方
メ
ー
ト
ル
と
な
り
、
陸

軍
の

埋
葬
規
定
の
下
士
兵
卒
一
坪
（
約
三
・
三

平

方
メ
ー
ト
ル
）
よ
り
相
当
狭
い
こ
と
に
な

る
。
当
時
は
座
棺
に
死
体
を
納
め
て
埋
葬
す
る
の
で
一
人
に
つ
き
一
坪
は
必
要
だ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
コ
レ
ラ
で
死
ん
だ
場
合
は
、
流
行
を
恐
れ
て
火
葬
さ
れ
た

た
め
に
土
葬
の
時
の
広
さ
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
狭
い
一
画
に
、
コ
レ
ラ
で
死
ん
だ
全
国
か
ら
徴
兵
さ
れ
た
兵
卒
の
火
葬

し
た
遺
骨
が
納
め
ら
れ
、
そ
の
上
に
墓
碑
が
立
て
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
墓
地

B
ブ
ロ
ッ
ク
の
1
3
列
か
ら
2
3
列
と
3
0
列
か
ら
4
8
列
の
一
帯
に
五
八
〇
基
の
西
南
戦
争

の

死
者
の
墓
碑
が
並
ん
で
い
る
。
特
に
3
0
列
か
ら
4
8
列
に
は
「
虎
列
刺
病
死
」
の
刻

銘
が
目
に
つ
き
、
こ
の
部
分
が
『
浪
花
新
聞
』
の
記
事
の
該
当
地
か
と
思
わ
れ
る
。

　
十
月
下
旬
に
は
下
火
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
未
だ
コ
レ
ラ
で
の
死
者
は
出
て
い
た

図6　墓地Bブロックの墓碑に霊場維持会主催の慰霊祭を前に花を

　　　供えた写真（吉岡武氏撮影・提供）。右手木立のドの墓碑群

　　　が西南戦争期のコレラで死んだ兵卒の墓碑群。
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時
期
で
あ
っ
た
。
前
節
で
見
た
、
西
南
戦
争
後
の
大
招
魂
祭
が
開
催
さ
れ
た
一
〇
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
7
）

二
八

日
は
こ
う
し
た
状
況
下
に
あ
っ
た
。
先
に
紹
介
し
た
折
詰
を
報
じ
た
新
聞
記
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
さ
ら

は
「
尤
も
当
節
柄
疫
病
流
行
の
際
な
れ
ば
料
理
に
故
に
注
意
す
べ
し
と
の
命
あ

り
」
と
、
わ
ざ
わ
ざ
衛
生
に
注
意
す
る
よ
う
に
と
の
命
令
が
出
て
い
た
こ
と
が
注
記

さ
れ
て
い
る
。
コ
レ
ラ
で
秋
祭
り
も
禁
止
さ
れ
た
が
、
コ
レ
ラ
も
峠
を
越
え
て
大
阪

の

人
々
は
久
し
振
り
に
賑
や
か
に
参
集
で
き
る
招
魂
祭
を
、
西
南
戦
争
で
の
死
者
へ

の

招
魂
だ
け
で
は
な
く
、
公
認
の
ハ
レ
の
日
と
受
け
と
め
た
面
が
あ
っ
た
の
で
は
な

か

ろ
う
か
。
用
意
し
た
弁
当
で
は
不
足
す
る
予
想
外
の
盛
況
の
一
面
に
、
コ
レ
ラ
の

流
行
の
重
い
影
が
あ
っ
た
こ
と
も
見
て
お
き
た
い
。

　
一
〇
月
二
八
日
の
招
魂
祭
に
参
加
し
た
「
中
谷
徳
恭
戸
長
日
記
」
（
大
阪
市
史
史

料
）
の
次
の
一
文
は
そ
う
し
た
空
気
を
伝
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
二
＋

八

靭戌

晴

　
　
本

日
、
佐
竹
君
参
宮
ヨ
リ
下
阪
入
来
。
小
池
君
入
来
。
夫
ヨ
リ
小
池
君
同
道
市

　
　
岡
へ
行
キ
、
杉
村
・
菅
野
両
君
同
伴
九
条
前
島
君
江
立
寄
、
五
人
同
車
鎮
台
江

　
　
行
キ
、
征
西
戦
死
ノ
招
魂
祭
式
二
参
拝
。
競
馬
一
見
。
帰
途
前
島
ト
相
離
レ
料

　
　
理
店
ニ
テ
傾
杯
。
午
後
第
六
時
帰
宅
。

　

こ
の
後
十
一
月
に
入
る
と
、
コ
レ
ラ
の
病
勢
は
衰
え
各
地
に
臨
時
に
設
け
ら
れ
た

避
病
舎
・
避
病
院
が
次
々
に
閉
鎖
、
取
払
い
焼
殿
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
一
一
月
九

日
の
『
浪
花
新
聞
』
で
は
、
「
当
鎮
台
真
田
山
の
避
病
院
ハ
去
六
日
に
引
払
ひ
に
相

な
り成

し
由
」
と
大
阪
鎮
台
の
コ
レ
ラ
病
舎
の
引
払
い
を
伝
え
て
い
る
。
＝
月
八
日
付

『大
阪

日
報
』
は
、
そ
の
具
体
的
様
子
を
次
の
様
に
報
じ
て
い
る
。

　
　
当
臨
時
病
院
の
真
田
山
避
病
院
も
新
患
者
こ
れ
な
く
只
五
名
の
旧
患
者
の
梢
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
癒
に

赴

き
た
る
を
以
て
最
早
昨
今
に
引
揚
ら
れ
べ
き
五
都
合
な
る
由
欣
然
の

　
　
　
　
　
ら
マ
マ
　

　
　

至

に
こ
う

　
一
八
七
七
年
の
コ
レ
ラ
の
流
行
は
、
当
時
の
大
阪
の
人
々
に
は
大
事
件
と
し
て
語

り
継
が
れ
た
が
、
そ
の
中
で
年
月
が
誤
ま
っ
て
筆
録
さ
れ
た
か
、
そ
の
後
も
何
回
か

あ
っ
た
コ
レ
ラ
の
流
行
の
折
に
再
び
一
時
的
に
避
病
舎
が
建
て
ら
れ
た
こ
と
を
継
続

し
た
避
病
舎
と
誤
解
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
『
大
阪
府
全
志
』
の
記

述

は
、
コ
レ
ラ
と
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
手
掛
か
り
を
与
え

て

く
れ
た
が
、
避
病
舎
に
つ
い
て
は
誤
解
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

4

墓
地
の
景
観
・
面
積
の
変
化
と
地
域
の
追
悼
行
事

　
先
に

あ
げ
た
地
図
1
と
地
図
2
は
、
近
世
の
絵
図
的
手
法
で
地
図
を
描
い
て
い

る
。
そ
れ
だ
け
に
成
立
期
の
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
の
景
観
を
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
伝
え

て

い

る
面
が
あ
る
と
言
え
よ
う
。
先
ず
真
田
山
が
未
だ
小
高
い
丘
と
し
て
残
っ
て
い

て
、
玉
造
の
一
帯
の
一
番
高
い
土
地
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
南
は
一
面

寺
院
で
、
近
世
の
大
坂
の
都
市
計
画
が
寺
町
と
い
う
宗
教
的
エ
リ
ア
を
形
成
し
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。
真
田
山
の
北
方
は
野
畠
等
も
あ
る
が
御
城
代
屋
敷
が
あ
っ
て
武

家
の
屋
敷
地
も
あ
り
、
そ
の
北
に
は
大
坂
城
が
聾
え
て
、
支
配
者
で
あ
る
武
士
の
生

活
空
間
が
広
が
っ
て
い
た
。
そ
の
西
方
は
、
引
用
し
た
地
図
で
は
省
略
し
た
が
、
天

下
の
台
所
と
言
わ
れ
た
商
都
大
坂
・
町
人
の
街
が
海
ま
で
展
開
し
て
い
た
。

　
つ

ま
り
真
田
山
は
、
宗
教
的
エ
リ
ア
と
武
士
の
生
活
空
間
と
商
都
大
坂
・
町
人
の

街
の
三
つ
の
異
な
る
生
活
空
間
の
境
界
に
立
地
し
て
い
た
。
そ
の
真
田
山
の
麓
か
ら

東
南
に
向
か
っ
て
下
っ
て
ゆ
く
斜
面
の
一
画
が
、
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
と
さ
れ
た
の

で
あ
る
。

　
一
八
八
四
年
か
ら
一
八
九
〇
年
に
か
け
て
測
量
さ
れ
た
近
畿
地
方
の
准
正
式
地
図

を
「
旧
版
地
図
（
仮
製
図
式
）
」
と
言
う
。
近
代
的
測
量
法
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た

最
初
の
地
図
で
あ
る
。
真
田
山
を
含
む
大
阪
を
中
心
と
す
る
二
万
分
の
一
の
旧
版
地

図
は
、
一
八
八
五
年
大
日
本
帝
国
陸
地
測
量
部
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
一
八
九
八
年
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
5
8
）

修
正

さ
れ
た
地
図
が
発
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
の
地
形
を
、

地
形
図
記
号
で
読
み
と
れ
る
、
入
手
で
き
た
中
で
一
番
古
い
地
図
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
先
に
み
た
地
図
5
が
、
そ
の
う
ち
の
真
田
山
を
中
心
と
し
た
部
分
を
抜
き
出
し

て

拡
大
し
た
図
で
あ
る
。

　
一
八
八
五
年
に
測
量
さ
れ
一
八
九
八
年
に
修
正
さ
れ
て
い
る
の
で
、
成
立
期
の
姿
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で
は

な
い
が
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
が
＝
疋
の
形
を
整
え
た
時
期
の
景
観
と
し
て
、
地

図
5
を
少
し
丁
寧
に
見
て
ゆ
こ
う
。

　
先
ず
「
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
」
と
い
う
表
示
は
な
い
が
、
「
1
」
の
記
号
に
よ
っ

て

「墳
墓
」
の
地
と
し
て
、
敷
地
の
南
半
分
に
は
相
当
数
の
墓
碑
が
あ
っ
た
こ
と
が

明
ら
か
に
な
る
。
北
半
分
の
中
央
部
に
は
比
較
的
大
き
な
建
造
物
が
一
棟
、
墓
地
に

む
か
っ
て
細
長
く
建
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
周
囲
の
民
家
の
表
示
の
大
き
さ
と

比

べ

る
と
、
二
、
三
倍
の
大
き
さ
が
あ
り
、
こ
れ
が
地
図
2
、
地
図
3
に
表
示
さ
れ

た
招
魂
社
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
位
置
か
ら
言
え
ば
、
現
在
の
納
骨
堂
の
北
で
、
西

側
に

九

力
寺
が
並
ぶ
寺
院
の
北
端
の
心
眼
寺
に
横
並
び
の
場
所
で
あ
っ
た
。
と
い
う

図7　旧真田山陸軍墓地の東南隅の現状。もとはなだらかな傾斜地

　　　で、そこに墓碑が一’面に建てられていた。現在は擁壁で区切ら

　　　れている（2002年2月撮影）。

こ
と
は
、
等
高
線
か
ら
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
の
一
番
高
い
位
置
に
あ
り
、
こ
こ
か
ら

見
下
ろ
す
よ
う
に
墓
碑
が
並
ん
で
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
ま
さ
に
招
魂
祭
を
す
る
の

に
ふ
さ
わ
し
い
場
所
に
招
魂
社
が
建
て
ら
れ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
真

田
山
陸
軍
埋
葬
地
の
西
北
側
隣
地
に
清
堀
村
の
表
記
が
あ
る
が
、
こ
の
清
堀
村

の

文
字
の
あ
る
辺
り
か
ら
そ
の
南
に
か
け
て
（
一
部
は
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
の
北
側

も
含
む
）
が
、
大
阪
城
の
南
の
小
高
い
丘
で
あ
る
真
田
山
に
な
る
。
そ
の
周
縁
は
、

所

に
よ
っ
て
は
急
峻
で
、
所
に
よ
っ
て
は
緩
か
な
斜
面
が
と
り
ま
い
て
い
る
。
真
田

山
陸
軍
埋
葬
地
は
、
東
南
面
が
緩
か
に
下
っ
て
ゆ
く
斜
面
に
墓
地
を
造
っ
た
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
う
ニ
う
か
ん

な
る
。
そ
の
東
南
部
の
端
は
急
斜
面
に
な
っ
て
い
た
よ
う
で
、
「
艦
工
焼
」
と
い
う

人

工
的
土
留
め
に
よ
っ
て
埋
葬
地
と
そ
の
外
側
を
区
切
っ
て
い
る
。
斜
面
が
続
い
て

い

る
埋
葬
地
の
境
界
以
南
は
「
6
占
」
の
表
示
で
「
果
園
」
を
示
し
て
い
る
。
埋
葬
地

に
指
定
さ
れ
る
迄
は
、
埋
葬
地
に
な
っ
た
土
地
も
果
樹
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
こ
と
を

示
唆
し
て
い
る
。

　
西
側
は

大
き
な
寺
院
が
九
力
寺
南
北
に
並
ん
で
い
て
、
そ
の
境
内
を
囲
う
壁
が
埋

葬
地
と
の
境
界
に
な
っ
て
い
る
。
埋
葬
地
の
東
北
隅
は
「
π
」
と
鳥
居
の
表
示
が
あ

っ

て
、
神
社
の
存
在
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
境
内
は
七
二
〇
坪
で
姫
山
神
社
（
も
と

日
月
山
神
社
、
宰
相
山
神
社
と
称
し
、
一
九
〇
八
年
に
は
三
光
神
社
と
改
称
し
現
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
｝

に
至
る
）
の
本
殿
等
の
建
物
が
あ
り
、
陸
軍
埋
葬
地
内
の
招
魂
社
の
土
地
に
連
ら
な

る
高
台
を
形
成
し
て
い
た
。

　
東
南
の
方
角
が
開
け
て
、
緩
斜
面
に
墓
地
が
拡
が
っ
て
い
る
と
い
う
最
近
の
各
地

に
見
ら
れ
る
墓
地
公
園
に
似
通
っ
た
景
観
だ
が
、
荘
厳
な
神
社
と
い
っ
た
雰
囲
気
と

は
些
か
違
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
明
治
四
年
四
月
に
陸
軍
埋
葬
地
に
す
る
た
め
に
、
大
阪
府
が
弁
官
宛
に
提
出
し
た

伺
に
よ
る
と
、
同
年
三
月
現
在
の
同
地
で
租
税
の
対
象
に
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
「
此

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
　

畑
高
九
石
四
斗
戴
升
九
合
」
と
斜
面
の
丘
陵
で
果
樹
の
栽
培
に
よ
る
僅
か
な
収
穫
し

か

な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
成
立
時
の
面
積
は
、
表
1
で
見
た
通
り
合

計
八

四
九
七
坪
二
合
五
夕
（
約
二
万
八
〇
四
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
っ
た
。
後
に
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表7　墳墓坪数表と墓標規格

階級 将官佐官　尉官 下士官・兵卒

坪数

縦

横

3坪5合　　2坪5合
2間半　　　2間半

1間　　　　1間

2坪

2間

1間

1坪

1間

1間

階級　　将　官　　上長官　　尉　官 下士　　兵卒

墓標高さ　　5尺　4尺5寸　　4尺　2尺5寸　　2尺
　　方　　方1尺　　方9寸　　方8寸　　方6寸方5寸
出典：墳墓坪数は1877年12月20日「陸乙達二百二十四号」に、

　　墓標規格は1874年10月13日「陸布第三百六十九号」によ

　　る。なお墳墓坪数には備考として「将官同等官以下本文二

　　準ス」とある。

一
八
七
七
年
一
二
月
、
陸
軍
省
は
陸
軍
埋
葬
地
に
お
け
る
各
階
級
毎
の
墳
墓
の
坪
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

を
規
定
す
る
通
達
を
出
し
た
。
こ
れ
は
そ
れ
以
前
に
試
行
錯
誤
を
重
ね
な
が
ら
、
納

得

さ
れ
る
先
例
を
成
文
法
化
し
た
面
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
当
時
は
一
般
に
土
葬

が
主
流

で
、
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
で
も
土
葬
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
も
の
も
あ

（6
2
）

る
。
死
体
を
棺
桶
に
入
れ
て
埋
め
る
た
め
に
は
、
座
棺
で
も
一
人
分
一
坪
（
約
三
・

三
平
方
メ
ー
ト
ル
）
は
必
要
で
あ
っ
た
。
「
墳
墓
坪
数
表
」
を
見
る
と
、
下
士
兵
卒

は
一
番
小
さ
な
、
そ
し
て
そ
れ
が
当
時
の
埋
葬
地
に
必
要
な
最
少
限
度
の
一
坪
で
、

階
級
に
よ
っ
て
段
々
墓
地
面
積
が
広
く
な
る
と
い
う
厳
然
た
る
差
が
あ
っ
た
。
さ
ら

に
墓
標
で
は
、
下
士
と
兵
卒
の
高
さ
に
五
寸
（
約
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）
差
を
つ

け
る
と
い
う
こ
と
で
、
埋
葬
の
面
積
は
一
緒
で
も
墓
標
の
高
さ
と
い
う
視
覚
で
、
死

後
も
階
級
差
を
示
す
と
い
う
特
異
な
墓
地
区
空
間
が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ

た
。　

下

士
・
兵
卒
の
埋
葬
の
坪
数
で
言
え
ば
、
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
は
八
五
〇
〇
人
の

埋
葬
地
が
用
意
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
大
阪
鎮

台
だ
け
で
な
く
日
本
の
全
陸
軍
を
対
象
と
し
た
中
央
墓
地
を
想
定
し
て
発
足
し
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
6
3
）

　
と
こ
ろ
が
西
南
戦
争
が
始
ま
っ
て
間
も
な
く
、
激
戦
で
死
傷
者
が
増
え
だ
す
と
、

真
田
山
の
埋
葬
地
で
は
不
足
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
声
が
出
た
よ
う
で
、
第
二
節

で
見

た
『
浪
花
新
聞
』
の
一
連
の
記
事
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
の
後
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
の
景
観
に
関
し
て
報
じ
ら
れ
た
の
は
、
一
八
八
〇
年

四

月
三
〇
日
付
の
『
朝
日
新
聞
』
の
次
の
記
事
で
あ
る
。

　
　
近

日
鎮
台
将
校
方
の
協
議
に
て
東
成
郡
真
田
山
の
陸
軍
埋
葬
地
へ
種
々
の
樹
木

　
　
を
植
付
追
々
に
は
東
京
九
段
坂
同
様
の
景
色
に
な
さ
ん
と
の
目
論
見
中
な
る
よ

　
　

し
に
聞
及
べ
り

　
「
東
京
九
段
坂
」
と
は
、
九
段
坂
に
あ
っ
た
東
京
の
招
魂
社
が
一
八
七
九
年
六
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
6
4
）

四

日
に
靖
国
神
社
と
改
称
し
て
別
格
官
幣
社
に
列
格
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
靖
国
神
社

の

こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
よ
り
先
の
一
八
七
七
年
＝
月
一
四
日
に
は
、
西
南

戦
争
の
戦
死
者
合
祀
臨
時
大
祭
が
九
段
坂
の
招
魂
社
で
盛
大
に
開
催
さ
れ
た
。
こ
の

時
特
に
明
治
天
皇
が
み
ず
か
ら
「
御
拝
」
し
て
、
東
京
の
招
魂
社
を
重
視
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
6
5
）

こ
と
を
内
外
に
印
象
づ
け
た
。
こ
う
し
た
位
置
づ
け
の
中
で
、
靖
国
神
社
で
は
急
速

に

荘
厳
な
雰
囲
気
を
感
じ
さ
せ
る
景
観
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。

　

こ
れ
を
目
に
し
た
大
阪
鎮
台
の
将
校
達
の
な
か
か
ら
、
真
田
山
の
招
魂
社
・
埋
葬

地

に
も
植
栽
し
て
荘
厳
な
環
境
を
作
っ
て
ゆ
こ
う
と
い
う
意
見
が
で
て
き
た
の
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
前
に
見
た
通
り
、
大
阪
の
真
田
山
は
埋
葬
地
と
し
て
の
機
能
を
中
心

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
企
画
は
実
現
し
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
新
聞
に

も
こ
の
続
報
は
出
て
こ
な
い
。

　

そ
の
後
、
『
公
文
雑
纂
』
の
一
八
八
二
年
三
月
八
日
の
項
に
、
陸
軍
省
が
民
有
地

を
買
入
れ
て
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
を
拡
大
し
た
次
の
記
録
が
で
て
く
る
。

　
　
大
坂
宰
相
山
之
地
所
受
領
之
儀
二
付
伺

　
　

大
坂
府
下
摂
州
西
成
郡
吉
右
衛
門
肝
煎
地
字
宰
相
山
民
有
畑
地
別
紙
図
面
藍
色

36



横山篤夫［1日真田山陸軍墓地変遷史］

　
線
内
面
積
三
百
拾
七
坪
該
埋
葬
地
増
地
ト
シ
テ
買
収
シ
官
有
地
第
三
種
二
編
入

　
当
省
へ
受
領
之
儀
内
務
省
へ
予
メ
及
協
議
候
庭
差
支
無
之
旨
回
答
申
越
候
間
該

　
地
受
領
致
度
此
段
相
伺
候
也

　
明
治
十
五
年
三
月
八
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
陸
軍
大
臣
大
山
巌

　
　
太
政
大
臣
三
条
実
美
殿

こ
れ
に
続
い
て
、
同
書
に
は
次
の
一
文
が
続
く
。

伺
ノ
趣
聞
届
候
事

ー
1
］

ま
餌
姦
雲
多
変
多
4
膓

∵
磁

／

C
堤
防
尽
吻
旭

e
堕
培
君
線

つ
隆
護
噂
¶
綿

㊥
田O

畑

つ
小⇔

巣
4
拭

口

図8　「真田山陸軍埋葬地南側増地図」（大阪府摂州西成郡吉右衛門肝煎地図）

　
　

明
治
十
五
年
三
月
廿
八
日

　

こ
う
し
て
三
一
七
坪
の
畑
地
が
真
田
山
陸
軍
埋
葬
地
の
増
地
と
し
て
編
入
さ
れ
た

（図
8
）
。
埋
葬
地
は
南
側
に
拡
張
し
、
西
南
戦
争
を
終
え
て
整
備
さ
れ
た
こ
と
が
分

か
る
。

　

そ
の
後
多
少
の
変
化
は
あ
っ
た
も
の
の
、
基
本
的
に
は
こ
の
増
地
分
を
組
み
込
ん

だ

約
八
八
〇
〇
坪
が
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
最
大
の
面
積
で
あ
っ
た
。
先
に
見
た
『
大

阪

府
全
志
』
が
、
一
九
二
二
年
に
発
行
さ
れ
た
当
時
の
記
述
と
し
て
「
敷
地
八
千
八

百
四
拾
坪
壼
合
参
勺
の
面
積
を
有
し
」
と
記
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
時
の
状
態
を
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
6
）

べ
て

い

る
。
同
書
が
隣
接
す
る
三
光
神
社
の
景
観
に
つ
い
て
記
述
し
た
次
の
文
は
、

一
九

二
二
年
時
点
の
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
状
況
に
そ
の
ま
ま
該
当
す
る
と
言
え
る
で

あ
ろ
う
。

　
　
社
地

は
一
に
宰
相
山
の
名
あ
り
、
元
和
の
役
に
加
賀
宰
相
の
陣
営
此
の
附
近
に

　
　

あ
り
し
よ
り
此
の
称
あ
り
と
い
ふ
、
俗
に
真
田
山
と
呼
べ
る
は
誤
な
り
。
一
帯

　
　
の
丘
阜
は
南
に
亘
り
、
其
の
東
辺
は
断
崖
を
為
し
、
平
野
を
隔
て
・
河
内
の
連

　
　

山
は
目
睡
の
間
に
迫
り
、
風
景
の
美
い
ふ
べ
か
ら
ず
。
其
の
西
に
接
し
て
陸
軍

　
　
墓
地
あ
り
、

　
小
高
い
丘
は
南
に
む
か
っ
て
眺
望
が
開
け
、
緩
斜
面
を
下
っ
て
ゆ
く
と
一
面
に
墓

地

が
並
ん

で
い

る
。
陸
軍
墓
地
と
し
て
定
着
し
た
姿
が
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
の
間
、
真
田
山
の
地
を
離
れ
た
招
魂
祭
は
、
明
治
紀
念
標
前
で
の
五
月
の
追
悼

行
事
が
定
着
し
て
い
っ
た
。
明
治
紀
念
標
が
設
置
さ
れ
た
翌
一
八
八
四
年
五
月
六
日

付
の
『
日
本
立
憲
政
党
新
聞
』
に
は
、
次
の
予
告
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。

　
　
招
魂
祭
　
今
日
よ
り
行
ハ
る
・
大
坂
中
の
嶋
の
明
治
紀
念
標
前
の
招
魂
祭
に
付

　
　
て

ハ
参
拝
便
宜
の

為
め
参
拝
券
六
千
枚
を
限
り
発
せ
ら
れ
又
大
坂
各
銀
行
よ
り

　
　
ハ
新
調
の
国
旗
一
双
を
寄
附
せ
し
由

　
同
紙
に
よ
る
続
報
で
盛
大
に
招
魂
祭
が
執
行
さ
れ
た
様
子
は
、
第
二
節
に
引
用
し

た
記
事
に
見
る
通
り
で
あ
っ
た
。
一
八
九
一
年
四
月
に
、
明
治
紀
念
標
は
大
阪
府
奨

武
会
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
以
後
の
招
魂
祭
は
大
阪
借
行
社
と
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図9　「明治三十七八年戦役陸海軍戦病死将士臨時招魂祭ノ光景」

　　　1906年2月22日、大阪城東練兵場に仮設の招魂施設を設け

　　　て盛大に実施された薗0。

　　　出展：「第四師団招魂祭紀念帖　　明治三十七八年戦役』

　　　　　　（奥付はないが、写真の内容から第四師団が編集・発

　　　　　行したものと考える）

大
阪
府
奨
武
会
の
共
催
と
な
っ
た
。
そ
の
後
一
九
〇
〇
年
⊥
ハ
月
二
八
日
に
、
財
団
法

人
弔
魂
会
が
小
川
陸
軍
中
将
を
会
長
に
大
阪
市
四
区
お
よ
び
府
内
各
郡
市
の
委
員

長
、
事
務
局
員
等
四
〇
〇
余
人
で
発
足
し
た
の
で
、
以
後
明
治
紀
念
標
前
で
の
招
魂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
7
〕

祭
は

こ
の
弔
魂
会
が
主
催
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
際
に
大
阪
借
行
社
が
保
管
す

る
戦
死
者
等
の
名
簿
を
「
神
璽
」
と
し
て
祭
典
の
時
に
祭
壇
に
「
奉
安
」
し
、
終
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
8
｝

と
大
阪
借
行
社
に
乗
馬
憲
兵
の
警
護
の
も
と
に
戻
し
た
。
一
九
〇
一
年
か
ら
は
城
南

練
兵
場
が
招
魂
祭
の
会
場
に
な
り
、
更
に
城
東
練
兵
場
が
会
場
に
な
る
と
、
明
治
紀

念
標
も
移
さ
れ
、
そ
の
前
に
臨
時
仮
設
の
祭
祀
施
設
が
設
け
ら
れ
終
る
と
撤
去
さ
れ

た
。
一
九
四
〇
年
に
大
阪
護
国
神
社
が
大
阪
市
住
之
江
公
園
内
の
一
万
坪
を
社
域
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
9
）

創
建
さ
れ
る
と
、
城
東
練
兵
場
で
の
招
魂
祭
は
行
わ
れ
な
く
な
り
、
明
治
紀
念
標
は

大
阪
借
行
社
に

納
め

ら
れ
た
。
そ
の
後
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
期
の
金
属
回
収
運
動
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
7
0
）

よ
っ
て
、
明
治
紀
念
標
は
そ
の
姿
を
消
し
た
。

　

こ
の
間
、
第
二
節
で
見
た
通
り
真
田
山
陸
軍
墓
地
は
陸
軍
の
墓
地
と
し
て
、
追

悼
・
慰
霊
の
招
魂
祭
と
は
分
化
し
た
。
い
わ
ば
「
特
化
」
し
て
、
墓
地
の
機
能
に
限

定
さ
れ
た
空
間
と
な
っ
て
き
た
。
勿
論
、
個
々
の
死
者
の
遺
族
は
、
墓
碑
の
前
で
花

を
供
え
家
族
で
追
悼
の
時
間
を
持
つ
場
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
飽
く
迄
も
私
事
と

し
て
の
追
悼
・
慰
霊
で
あ
っ
た
。

　
丁
度
こ
の
時
期
に
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
西
数
百
メ
ー
ト
ル
の
地
、
大
阪
市
東
区

清
水
谷
東
之
町
に
大
阪
府
第
二
局
等
女
学
校
が
開
校
し
た
。
そ
の
前
身
は
一
九
〇
〇

年
に
大
阪
市
南
区
千
年
町
の
大
宝
小
学
校
分
教
場
に
開
設
さ
れ
た
市
立
大
阪
第
二
高

　
　
　
　
　
　
　
れ
　

等
女
学
校
で
あ
る
。
］
九
〇
一
年
三
月
一
二
日
に
は
、
大
阪
府
清
水
谷
高
等
女
学
校

（以
下

本
稿
で
は
「
清
水
谷
高
女
」
と
略
記
、
そ
の
後
身
が
現
大
阪
府
立
清
水
谷
高

等
学
校
）
と
改
称
し
、
四
月
か
ら
発
足
し
た
。

　
大
阪
は

勿
論
、
日
本
の
女
子
中
等
教
育
の
草
分
け
の
学
校
と
い
う
意
識
を
も
っ
て

学
校
経
営
に
あ
た
っ
た
初
代
大
村
忠
二
郎
校
長
は
、
意
欲
的
に
新
し
い
教
育
を
創
り

出
し
た
。
そ
の
中
の
一
つ
に
養
徳
暦
と
い
う
学
校
行
事
が
あ
り
、
一
九
〇
一
年
一
〇

月
五
日
に
養
徳
暦
発
会
式
を
実
施
し
、
以
後
清
水
谷
高
女
の
ユ
ニ
ー
ク
な
伝
統
行
事

と
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
養
徳
暦
の
趣
旨
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。

　
　
人
の
徳
義
は
教
育
の
力
に
よ
り
て
養
成
せ
ら
る
べ
き
も
の
な
れ
ど
も
其
人
々
が

　
　
接
す
る
境
遇
よ
り
感
化
を
受
く
る
こ
と
も
大
な
り
と
す
（
中
略
）
我
校
は
大
阪

　
　
市
の
東
部
に
位
す
る
高
燥
な
る
丘
陵
上
に
あ
り
（
中
略
）
窓
を
開
け
ば
魏
峨
た

　
　

る
大
阪
の
城
郭
は
目
下
に
あ
り
（
中
略
）
更
に
頭
を
転
ず
れ
ば
飯
盛
山
を
東
北

　
　
の

方
に
望
む
べ
し
其
山
腹
な
る
四
条
畷
の
神
社
は
小
楠
公
を
祀
れ
る
所
に
し
て

　
　
（
中
略
）
生
駒
山
下
に
は
日
下
村
あ
り
雄
略
帝
の
皇
后
な
る
幡
稜
皇
女
の
住
ま

　
　
せ
給
ひ

し
処
（
中
略
）
此
等
の
地
は
実
に
我
校
を
囲
続
し
て
（
中
略
）
此
校
に
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表8　清水谷高女「義勇日」行事内容

年　度 行　事　内　容

1901（明34）12．18　8連隊参観

1902（明35）12．6　授業午前2時間、式を講堂にて行う。午後招魂祭に参拝

1904（明37）12．17　11時儀式を挙行。午後校友会主催陸軍中尉林義介沙河会戦の

　　　　　　　　実戦練

ユ905（明38）1216　校友会軍人遺家族慰労

1906（明39）12．10　午後式を挙げ、貴族院議員伊沢修二講演、運動場にてダンス

1907（明40）1220式を行う、校友会3時30分終る。　（豊太閣にちなんだ話あり）

1911（明44）12．9　儀式挙行一戸師団長・松崎大尉の講話。真田山墓地に参拝

1912（明45・大元）10時半真田山陸軍墓地参拝、式を挙ぐ。午後一戸中将、渡辺露

　　　　　　12．7　亭が乃木大将の追慕講演

1913（大2）12．6　講堂にて儀式。大迫第4師団長講話。真田山墓地に参拝す

1914（大3）12．19　10時半真田山陸軍墓地参拝。大迫師団長講話。午後2時大毎記

　　　　　　　　　者安藤古泉青島攻囲軍行軍談

1915（大4）12．22　午後講堂にて校長訓話。真田山陸軍墓地参拝

1917（大6）12．8　11時真田山陸軍墓地参拝。第4師団長宇都宮中将訓話

1918（大7）12．14午後2時講堂にて儀式、立花師団長講話。のち墓地参拝

ユ9ユ9（大8）ユa23午後1時半真田山陸軍墓地へ第4団長町田中将訓話

1920（大9）12．11授業3時まで、真田山陸軍墓地参拝師団長代理権堂少将講話

1921（大10）12．23　2限より講堂にて松山少将講演。午後1時半より真田山陸軍墓

　　　　　　　　　地参拝鈴木第4師団長同行

1922（大11）12．21　3限にて授業終了。午後1時植村小楠公の講話。3時半墓地

　　　　　　　　　にて師団長講話。

1923（大12）12．12　午後1時、川口清健大尉欧州戦争の概況の講話。3時墓地参拝、

　　　　　　　　　村岡第4師団長訓話

1924（大13）12．18　2限より講堂にて河野悦次郎国防の必要と国民の覚悟の講話。

　　　　　　　　　1時参拝第4師団長村岡中将訓話
1925（大14）12．23　10時40分式を挙ぐ。のち陸軍墓地に参拝

1927（昭2）L20　3限より講堂にて由上中佐講話。午後1時真田山墓地参拝、

　　　　　　　　　菱苅師団長訓話

1928（昭3）2．1　11時八原昌照中佐軍事講話1時まで。真田山墓地へ（午後）林

　　　　　　　　　第4師団長訓話

1929（昭4）1．20　授業なし。長谷部大佐「露国共産党運動の本質及我国に及ぼせる

　　　　　　　　　影響」の講演2時間。墓地へ
1931　（日召6）　12．18

1932　（日召7）　12．19

1933　（日召8）　12．18

1934　（日召9）　］、221

1935（昭10）2．18

1936　（昭11）　1221

1937　（日召12）　12．20

1938（昭13）12，17

1939　（田召14）　12．16

1940（昭15）12．17

1941　（日召16）　12．23

1942　（日召17）　1223

1943　（田召18）　12．21

1944（昭19）12．24

3限より中村少尉講演2時間。午後真田山墓地参拝、師団長講話

3限より石井中佐講演1時間。午後墓地参拝

3限より服部少将講演

3限より講演。午後真田山陸軍墓地参拝。美化作業

2限より川口中佐講演「対ソ関係」、墓地清掃、参拝

3限より小田島少佐講演。午後墓地へ

海軍大佐安住義一講演（2限より1時間半）。午後墓地へ

海軍小島大佐講演（2限より）。1220　2時真田山陸軍墓地へ

大阪憲兵大木隊長防諜に関する講演。真田山墓地参拝

2限より真田山陸軍墓地清掃。午後映画会（現役将校講演には陸

軍大臣の許可必要）

8時30分～10時30分真田山陸軍墓地
真田山陸軍墓地

1時真田山墓地へ（各自の花購入不能）

校長訓話墓地へ

出典：『しみつだに　1900～1990年』55頁掲載表引用。下線は引用者が付し、第4師団

　　　の師団長か代理が参加していたことを示す。
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登

る
者
の
幸
福
を
誠
に
大
な
り
と
謂
ふ
う
べ
き
（
中
略
）
こ
れ
に
関
す
る
講
話

　
　
を
な
し
或
は
生
徒
を
其
地
に
伴
ひ
親
し
く
其
人
に
接
す
る
の
思
想
あ
ら
し
め
む

　
　
と
す
。
徳
義
を
養
成
す
る
に
少
な
か
ら
ざ
る
助
と
な
る
べ
き
を
信
ず
れ
ば
な

　
　
り
。

　
こ
の
大
村
校
長
の
方
針
に
沿
っ
て
、
楠
木
正
行
戦
死
の
二
月
一
二
日
を
忠
孝
日
、

幡
稜
皇
女
が
養
蚕
を
勧
め
た
五
月
に
広
益
日
、
仁
徳
天
皇
が
陵
地
を
定
め
た
一
〇
月

五

日
を
恭
倹
日
、
大
坂
城
起
工
月
の
一
二
月
を
記
念
す
る
義
勇
日
と
す
る
養
徳
暦
の

　
　
　
　
　
　
た
　

行
事
日
と
し
た
。

　
一
九
〇
一
年
＝
一
月
一
八
日
の
第
一
回
の
義
勇
日
に
は
「
陸
軍
第
八
聯
隊
の
軍
旗

祭
を
拝
見
、
営
舎
を
参
観
」
、
一
九
〇
二
年
一
二
月
六
日
に
は
「
招
魂
祭
に
参
拝
」
、

一
九

〇
四
年
＝
一
月
一
七
日
に
は
陸
軍
中
尉
林
義
介
「
沙
河
会
戦
の
実
戦
談
」
、
翌

一
九
〇
五
年
一
二
月
一
六
日
に
は
「
日
露
戦
争
の
軍
人
遺
家
族
慰
労
」
と
、
主
に
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
る
　

事
に
関
す
る
教
育
行
事
が
催
さ
れ
た
。

　
一
九
〇
六
年
は
貴
族
院
議
員
伊
沢
修
二
の
講
演
と
ダ
ン
ス
、
一
九
〇
七
年
は
豊
太

閤
に
ち
な
ん
だ
話
と
傾
向
の
違
う
行
事
に
な
り
、
一
九
〇
八
年
か
ら
三
年
間
は
式
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
　

内
容
が
不
詳
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
一
九
一
一
年
一
二
月
九
日
の
義
勇
日
は
、
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図10　清水谷高女生徒の真田山陸軍墓地参拝

　　　（『清水谷六十年史』所収写真）

そ
れ
ま
で
と
変
っ
て
軍
人
、
そ
れ
も
第
四
師
団
の
＝
戸
師
団
長
が
講
話
を
し
て
そ
の

後
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
参
拝
し
て
い
る
。
以
後
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
形
で
、
こ
の
義
勇

日
の
墓
参
は
一
九
四
四
年
迄
続
い
た
（
表
8
）
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
清
水
谷
高

校
の
沿
革
史
は
「
何
故
、
高
官
の
軍
人
の
講
話
と
真
田
山
陸
軍
墓
地
参
拝
に
な
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　

か
は

不
明
で
あ
る
」
と
記
述
し
て
い
る
。
直
接
の
契
機
は
わ
か
ら
な
い
に
し
て
も
、

清
水
谷
高
女
の
す
ぐ
近
く
に
数
千
人
の
若
者
の
眠
る
墓
碑
が
整
然
と
並
ぶ
真
田
山
陸

軍
墓
地
独
特
の
空
間
は
「
生
徒
を
其
の
地
に
伴
ひ
親
し
く
其
人
に
接
す
る
」
最
良
の

フ

ィ
ー
ル
ド
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
事
実
清
水
谷
高
女
の
卒
業
生
で
、
真
田
山
陸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

軍
墓
地
へ
の
お
参
り
を
今
も
思
い
出
と
し
て
挙
げ
る
人
は
少
な
く
な
い
。

　

同
時
に
陸
軍
の
側
か
ら
は
、
大
阪
府
第
一
高
女
以
来
の
伝
統
を
持
つ
清
水
谷
高
女

は
、
大
阪
の
女
子
教
育
の
名
門
で
あ
り
、
そ
の
生
徒
に
軍
が
協
力
を
呼
び
か
け
る
こ

と
は
将
来
の
大
阪
の
有
力
者
夫
人
を
軍
の
理
解
者
・
協
力
者
に
獲
得
す
る
大
切
な

ル

ー
ト
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
一
九
＝
年
以
来
一
九
三
三
年
ま
で
は
、
ほ

ぼ
毎
年
清
水
谷
高
女
の
義
勇
日
の
講
演
ま
た
は
墓
参
に
第
四
師
団
長
が
参
加
し
て
い

る
。
当
時
、
一
つ
の
高
女
の
行
事
に
師
団
長
が
参
加
す
る
の
は
特
別
の
こ
と
だ
っ

た
。
満
州
事
変
・
日
中
戦
争
期
に
入
り
長
期
戦
化
す
る
に
及
ん
で
師
団
長
の
参
加
は

な
く
な
る
が
、
そ
れ
で
も
佐
官
級
の
将
校
が
、
現
役
将
校
の
講
演
が
制
限
さ
れ
る
一

九

四

〇
年
迄
毎
年
講
演
し
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
清
水
谷
高
女
の
義
勇
日
に
対
す
る
軍

の
位
置
づ
け
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
義
勇
日
に
参
加
し
た
清
水
谷
高
女
の
女
学
生
が
、
当
時
ど
う
感
じ
た
か
に
つ

　
　
　
　
　
り
　

い

て

は
別
稿
に
ま
と
め
て
い
る
の
で
、
本
稿
で
は
そ
の
紹
介
は
省
略
す
る
。
た
だ
景

観
が
整
っ
た
真
田
山
陸
軍
墓
地
を
、
地
域
の
学
校
が
教
育
の
場
に
組
み
込
ん
だ
こ
と

は
、
地
域
の
人
々
の
側
が
追
悼
・
慰
霊
の
行
事
に
と
り
組
む
先
例
の
一
つ
と
な
っ

た
。
や
が
て
日
本
が
一
五
年
に
わ
た
る
戦
争
の
時
代
を
迎
え
る
と
、
多
く
の
学
校
や

在
郷
軍
人
会
、
国
防
婦
人
会
、
産
業
報
国
会
と
様
々
な
分
野
の
人
々
が
動
員
さ
れ
、

真
田
山
陸
軍
墓
地
の
前
で
戦
争
へ
の
協
力
を
誓
う
場
に
利
用
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
に
な

　
〔
7
8
｝

っ
た
。

　
一
方
、
市
民
の
中
で
自
発
的
に
追
悼
の
と
り
組
み
を
す
る
人
も
い
た
が
、
新
聞
に

「奇
特
な
」
善
行
と
し
て
報
じ
ら
れ
る
状
況
だ
っ
た
。
一
例
と
し
て
一
九
〇
九
年
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
へ

月
五
日
付
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
の
記
事
を
一
部
引
用
す
る
。

　
　
大
阪
東
区
真
田
山
の
陸
軍
墓
地
は
、
今
は
第
四
師
団
経
理
部
の
管
理
に
属
し
て

　
　
居
る
が
、
明
治
七
年
佐
賀
役
以
来
、
日
露
戦
争
に
至
る
ま
で
の
戦
死
者
病
没
者

　
　
約
六
千
人
を
葬
つ
て
、
流
石
に
広
い
墓
地
も
狭
苦
し
い
と
思
は
る
・
ま
で
、
大

　
　
小
種
々
の
石
碑
が
立
並
ん
で
居
る
、
元
第
四
師
団
経
理
部
の
技
手
で
あ
っ
た
西

　
　
垣
金
太
郎

（四

三
）
と
い
ふ
人
が
墓
守
と
な
り
、
一
人
常
雇
掃
除
夫
を
置
い

　
　
て
、
常
に
墓
の
手
入
れ
を
し
て
居
る
、
（
中
略
）
常
に
は
訪
ふ
も
の
が
な
い
、
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表9　真田山陸軍墓地内の外国人墓碑

墓碑位置番号

正面墓碑銘文

（右）右側面銘文

（左）左側面銘文

A1－50　　　　　　　　　　　（右）

独逸口口軍曹ヘルマンゴル之墓　　（左）大正四年九月七日於大阪衛戌病院病死

A1－51　　　　　　　　　　　（右）

独逸口口兵卒ルードリビクラフト墓　（左）大正六年三月一日於大阪衛戌病院死亡

A2－50
故清国口口楊永寛之墓

（右）大正四年五月／帝国在郷軍人会西区連合分会再建
（左）

A3－51
清国口口呂文鳳之墓

（右）朝鮮皇城内清国電信局巡査

（左）明治二十八年六月十一日於／大阪陸軍予備病院死亡

A3－52
清国口■劉起得之口

（右）

（左）明治二十八年一月三十一日於／大阪陸軍予備病院死亡

A5－52
故清国口口西方診之墓

（右）

（左）大正四年三月／帝国在郷軍人会西区連合分会再建

A11－45

清国口口李金福之墓

（右）河盛軍歩兵卒

（左〉明治二十八年七月十六日於／大阪陸軍予備病院死亡

A12－34

清国口口劉漢中之墓

（右）清軍馬兵五品頂戴

（左）明治二十七年十一月九日於大阪陸軍／臨時病院死亡行年二十三才

出典：正面墓碑銘文の人名前の□□はセメントを埋めたもので、A1－50、A1－50は「俘虜」の文字を

　　1931年第四師団が消したもの。A2－50以下6基も同時に埋められたものと思われる。

図11　ドイツ兵の2基の墓碑　墓碑群の一’角、

　　　手前右がA1－50独逸□□軍曹ヘルマンゴ

　　　ル之墓。左がA1－51独逸□□兵卒ルード
　　　リビクラフト墓。

然

る
に
愛
に
北
浜
一
丁
目
株
式
仲
買
人
高
橋
保
次
郎
と
い
う
奇
特
な
人
が
あ
つ

て
、
一
昨
年
の
春
人
知
れ
ず
家
族
や
縁
戚
の
者
と
共
に
、
大
八
車
に
餅
や
榊
を

積
ん
で
行
き
、
殉
国
の
戦
士
が
英
霊
に
供
養
を
し
た
が
、
今
年
も
亦
一
昨
日
二

十
余
名
の
人
夫
を
雇
ひ
入
れ
て
、
墓
地
全
体
の
掃
除
を
為
さ
し
め
、
昨
日
は
店

　
　
員
二
十
余
名
を
率
ゐ
て
、
午
前
五
時
か
ら
飾
り
餅
、
榊
、
線
香
等
を
六
千
基
の

　
　
墓

前
の
前
に
悉
く
供
え
て
（
中
略
）
午
前
十
一
時
と
い
ふ
に
同
墓
地
を
引
上
げ

　
　
た
、
予
て
よ
り
門
前
に
待
ち
構
へ
て
居
た
附
近
の
女
子
供
は
、
施
主
の
一
行
が

　
　
去

る
を
待
ち
か
ね
、
供
養
の
飾
餅
を
得
ん
と
潮
の
や
う
に
な
つ
て
押
入
り
、
墓

　
　
碑
の
間
を
駆
廻
つ
て
快
を
一
ぽ
い
に
膨
ら
ま
せ
た
、
「
決
し
て
供
養
と
申
す
や

　
　
う
烏
瀞
が
ま
し
い
こ
と
で
は
御
座
ひ
ま
せ
ん
。
開
店
三
周
年
の
内
祝
ひ
に
酒
を

　
　
の

む
代
り
に
、
斯
う
し
て
参
詣
さ
し
て
戴
き
ま
し
た
の
で
」
と
は
主
人
（
中

　
　
略
）
の
辞
（
以
下
略
）

　
一
方
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
内
に
は
二
人
の
ド
イ
ツ
兵
と
六
人
の
清
国
兵
の
墓
碑
が

A
ブ
ロ
ッ
ク
に
現
存
し
て
い
る
。
こ
の
ド
イ
ツ
兵
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
中
国
山

東
省
膠
州
湾
に
面
し
た
ド
イ
ツ
租
借
地
青
島
攻
略
戦
で
日
本
軍
の
捕
虜
に
な
り
、
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
0
）

本

に
送
ら
れ
て
き
た
四
六
〇
〇
余
人
の
中
の
二
人
で
あ
っ
た
。
当
時
は
捕
虜
に
対
し

て

国
際
法
に
基
く
待
遇
が
心
掛
け
ら
れ
た
。
こ
の
二
人
が
一
ニ
カ
所
の
捕
虜
収
容
所

の

ど
こ
に
収
容
さ
れ
て
い
た
か
は
不
明
だ
が
、
大
阪
の
桜
島
収
容
所
だ
っ
た
可
能
性
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図12　清国兵の墓碑

　　　右側写真一番手前がA2－50故清国□□楊永寛之墓

　　　左側写真中央手前がA3－51清国口口呂文鳳之墓

が

強
い
。
病
気
に
な
っ
て
大
阪
衛
戌
病
院
に
入
院
し
た
が
死
亡
し
た
。
二
人
の
死
亡

年
月
日
は
表
9
の
通
り
で
あ
っ
た
。
ベ
ル
サ
イ
ユ
条
約
に
よ
っ
て
捕
虜
が
解
放
さ
れ

た
の
は
一
九
二
〇
年
一
月
一
七
日
、
第
一
次
世
界
大
戦
終
結
二
年
後
の
こ
と
で
あ
っ

た
。　

歩
兵
第
八
聯
隊
、
歩
兵
第
三
七
聯
隊
か
ら
捕
虜
収
容
所
へ
は
交
代
で
衛
兵
勤
務
に

行
っ
た
の
で
、
亡
く
な
っ
た
二
人
と
そ
こ
で
縁
が
で
き
た
の
か
、
大
阪
衛
戊
病
院
で

接
触
が
あ
っ
た
の
か
具
体
的
に
は
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
捕
虜
に
な
っ
て
遠
い
異
郷

の
地
で
亡

く
な
っ
た
二
人
に
同
情
し
た
帝
国
在
郷
軍
人
会
西
区
連
合
会
の
尽
力
で
、

真
田
山
陸
軍
墓
地
内
に
墓
碑
が
建
立
さ
れ
た
。

　
そ
の
際
、
日
清
戦
争
時
で
捕
虜
に
な
り
、
大
阪
陸
軍
予
備
病
院
、
臨
時
病
院
で
病

死

し
た
清
国
兵
の
墓
碑
で
隣
接
し
て
傷
ん
で
い
た
墓
碑
も
同
時
に
再
建
さ
れ
た
。

　
帝
国
在
郷
軍
人
会
西
区
連
合
会
の
中
の
、
誰
が
ど
う
い
う
立
場
か
ら
こ
の
事
業
を

進
め

た
の
か
は
不
明
だ
が
、
兵
士
と
し
て
戦
場
に
立
っ
た
体
験
か
ら
、
死
者
に
対
し

て

国
境
を
越
え
た
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
思
想
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
真

田
山
陸
軍
墓
地
が
招
魂
祭
の
会
場
と
分
離
し
て
い
て
、
墓
碑
を
建
て
る
こ
と
が

靖
国
神
社
の
祭
神
に
祀
ら
れ
る
こ
と
と
一
体
で
は
な
い
こ
と
が
、
捕
虜
の
墓
碑
を
建

立

す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。
墓
地
と
し
て
「
特
化
」
し
て
い

た
こ
と
が
、
大
阪
の
元
兵
士
達
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
外
国
人
兵
の
墓
碑
の
建
立
と

い
う
形
で
実
現
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
こ
の
墓
碑
に
つ
い
て
は
後
日
謹
が
あ
る
。
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
↓
九
三
一
年

　
　
　
　
　
の
　

五

月
七
日
付
に
は
、
「
独
兵
の
墓
前
に
咲
い
た
人
情
の
花
　
阿
部
師
団
長
と
ド
イ
ツ

領
事
が
・
陸
軍
墓
地
の
奇
遇
」
と
三
段
抜
き
の
見
出
し
で
、
次
の
記
事
を
掲
載
し
て

い
る
。

　
　
幾
多
の
戦
功
を
包
ん
で
永
劫
に
安
ら
か
な
眠
に
あ
る
大
阪
東
区
宰
相
山
の
第
四

　
　
師
団
真
田
山
陸
軍
墓
地
、
そ
こ
に
一
万
三
百
廿
一
基
の
墓
碑
に
伍
し
て
銀
杏
の

　
　
木
蔭
に
さ
び
し
く
立
つ
二
つ
の
墓
標
、
そ
れ
は
欧
州
大
戦
の
青
島
役
に
俘
虜
と

　
　

な
っ
て
そ
の
ま
・
日
本
の
土
と
化
し
た
二
人
の
ド
イ
ツ
兵
の
墓
で
あ
る
が
五
日
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こ
の
墓
前
で
国
境
を
超
越
し
た
う
る
は
し
い
人
の
情
の
花
が
咲
い
た
、
同
日
午

　
　
前
城
東
練
兵
場
の
招
魂
祭
を
終
つ
て
午
後
零
時
半
ご
ろ
阿
部
第
四
師
団
長
が
各

　
　
幕
僚
を
従
へ
て
同
墓
地
に
参
拝
し
婦
人
団
体
古
友
会
員
お
よ
び
そ
の
令
嬢
達
六

　
　
十
余
名
や
三
七
会
員
ら
と
共
に
中
央
部
の
「
第
四
師
団
戦
病
没
者
の
墓
」
と
記

　
　
し
た
墓
標
前
で
し
め
や
か
に
神
仏
両
式
で
回
向
し
て
ゐ
る
と
き
、
通
訳
を
伴
つ

　
　

た
五
十
歳
位
の
ド
イ
ツ
人
が
大
き
な
花
輪
を
持
つ
て
礼
拝
に
来
た
の
で
阿
部
師

　
　
団
長
が
流
暢
な
ド
イ
ツ
語
で
来
意
を
問
う
た
と
こ
ろ
右
は
大
ビ
ル
八
階
の
ド
イ

　
　
ツ

領
事
館
領
事
ハ
ン
ス
・
ワ
ル
ネ
ル
・
ロ
ー
デ
氏
で
「
私
の
国
の
二
人
が
こ
ち

　
　

ら
に
厄
介
に
な
つ
て
を
り
ま
す
、
そ
の
お
礼
か
た
が
た
礼
拝
に
参
り
ま
し
た
」

　
　

と
の
こ
と
で
師
団
長
は
じ
め
一
同
深
く
感
じ
て
右
二
人
の
ド
イ
ツ
兵
の
墓
に
も

　
　
打
つ
れ
て
参
拝
し
た
が
師
団
長
と
し
て
外
人
俘
虜
の
墓
前
に
礼
拝
し
た
の
は
こ

　
　
れ
が
最
初
の
こ
と
で
も
あ
り
領
事
も
非
常
に
喜
ん
で
引
取
つ
た
。
師
団
で
は
最

　
　
近
墓
標
の
「
俘
虜
」
の
文
字
を
そ
の
名
誉
の
た
め
に
削
る
こ
と
に
決
定
し
て
ゐ

　
　
る

　

こ
れ
で
図
1
1
の
墓
碑
氏
名
の
上
の
「
俘
虜
」
の
文
字
が
セ
メ
ン
ト
で
埋
め
ら
れ
た

経
緯
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
際
、
隣
接
し
て
あ
っ
た
清
国
兵
の
「
俘
虜
」
も
消
さ

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

5

真
田
山
小
学
校
の
建
設
と
墓
域
の
縮
小

　
一
九
二
五
年
一
〇
月
の
国
勢
調
査
で
、
大
阪
市
の
人
ロ
は
首
都
東
京
市
を
抜
い
て

全
国
一
位
に
な
り
、
世
界
で
も
第
六
位
の
人
口
を
擁
す
る
大
都
市
で
あ
る
こ
と
が
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
い
お
お
さ
か

ら
か
に
な
っ
た
。
商
工
都
市
大
阪
の
発
展
、
人
口
増
加
に
よ
り
「
大
大
阪
」
と
呼
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
2
）

れ

る
大
阪
の
黄
金
時
代
が
到
来
し
た
こ
と
を
、
多
く
の
人
々
に
印
象
づ
け
た
。

し
か
し
同
時
に
、
様
々
な
社
会
的
矛
盾
も
顕
在
化
し
は
じ
め
た
。
そ
の
一
つ
の
大
き

な
課
題
が
、
人
口
増
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
小
学
校
の
不
足
で
あ
っ
た
。
小
学
校

で
も
所
に
よ
っ
て
は
二
部
授
業
が
実
施
さ
れ
は
じ
め
た
。

　
一
九
二
七
年
限
り
で
、
小
学
校
経
費
を
そ
の
地
域
で
負
担
す
る
学
区
制
が
廃
止
さ

れ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
、
旧
市
域
の
富
裕
学
区
の
人
々
は
駆
け
込
み
的
に
当

時
と
し
て
高
額
な
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
校
舎
を
建
て
、
自
分
達
の
学
区
の
小
学
校

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
3
）

の
設
備
の
充
実
を
は
か
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
で
、
旧
市
域
内
に
新
に
小
学
校
用
の

ま
と
ま
っ
た
敷
地
を
入
手
す
る
こ
と
は
な
か
な
か
困
難
だ
っ
た
。

　
一
八
九
五
年
に
城
東
線
の
玉
造
駅
が
開
設
さ
れ
、
一
九
一
二
年
に
は
大
阪
市
電
玉

造
線
が
開
通
す
る
等
大
阪
市
中
心
部
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
整
備
が
進
む
と
、
玉
造
周
辺

の
人
口

増
加
は
大
き
く
な
っ
て
き
た
。
そ
の
た
め
一
九
二
二
年
に
、
大
阪
市
東
区
八

丁

目
中
寺
町
に
創
立
さ
れ
た
清
堀
第
三
尋
常
小
学
校
が
、
一
九
二
七
年
に
は
真
田
山

尋
常
小
学
校
（
以
下
「
真
田
山
小
学
校
」
と
略
記
す
る
）
と
改
称
さ
れ
規
模
も
拡
大

さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
そ
れ
に
対
応
で
き
る
新
た
な
学
校
敷
地
が
求
め
ら

れ

た
。
そ
し
て
広
大
な
敷
地
を
擁
す
る
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
目
が
む
け
ら
れ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
な
交
渉
経
過
を
示
す
史
料
は
、
今
回
発
見
で
き
な
か
っ
た
。

し
か
し
類
似
し
た
例
を
探
す
と
、
規
模
は
違
う
が
大
阪
城
天
守
閣
の
「
復
興
」
が
挙

げ

ら
れ
る
。
従
来
陸
軍
が
全
面
的
に
使
っ
て
き
た
大
阪
城
に
、
第
四
師
団
司
令
部
庁

舎
を
大
阪
市
が
建
築
・
寄
付
す
る
こ
と
で
、
本
丸
と
経
路
を
公
園
に
す
る
こ
と
に
成

功

し
た
。
一
九
二
八
年
に
大
阪
市
が
御
大
礼
記
念
事
業
と
し
て
提
案
し
、
一
九
ご
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
4
）

年
に
完
成
し
た
大
事
業
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
先
立
つ
数
年
前
に
、
大
阪
市
と
陸
軍
の

間
で
真
田
山
小
学
校
建
設
問
題
は
交
渉
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
真
田
山
小
学
校
の
側
で
は
、
そ
の
経
緯
を
次
の
通
り
ご
く
簡
単
に
記
録
し
て
い

（8
5
）

る
。　

　
校
地
・
校
舎
の
由
来

　
　
本
校
の
校
地
は
、
元
陸
軍
墓
地
で
あ
っ
た
が
、
昭
和
三
年
に
、
こ
の
墓
地
の
一

　
　
部
九
二
四
〇
，
m
を
ゆ
ず
り
う
け
て
、
当
時
と
し
て
は
め
ず
ら
し
い
鉄
筋
校
舎
を

　
　
建
設

し
、
八
丁
目
中
寺
町
の
旧
校
地
よ
り
移
転
し
た
。
こ
の
校
舎
は
、
ド
イ
ツ

　
　
人
の

建
築
技
師
に
よ
る
設
計
と
い
わ
れ
、
は
じ
め
は
、
北
校
舎
と
中
校
舎
の
二

　
　
棟
の
み
で
あ
っ
た
が
、
南
校
舎
は
児
童
数
の
増
加
に
と
も
な
い
、
そ
の
後
増
築

　
　
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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図13　旧真田山陸軍墓地東南隅の土盛りをした個所

　　　自動車の駐車している奥が真田山小学校。同

　　　時に地均しの工事をした方が、工事は順調だ

　　　ったと考える。

　

こ
の
記
述
と
、
前
掲
の
地
図
1
5
に
よ
っ
て
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
南
側
部
分
二
八

〇

〇

坪
が
小
学
校
校
地

と
し
て
譲
り
渡
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
時
小

学
校
を
建
て
る
た
め
に
は
、
斜
面
状
態
で
は
不
都
合
な
の
で
、
土
地
を
均
す
造
成
工

事
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
墓
の
移
転
工
事
に
合
わ
せ
て
、
斜
面
だ
っ
た
陸
軍

墓
地

の
土

地
も
東
南
側
を
一
緒
に
均
す
こ
と
を
陸
軍
側
が
要
求
し
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
す
る
。

　
真

田
山
小
学
校
の
建
設
に
伴
な
う
墓
地
移
転
に
よ
り
墓
域
が
狭
く
な
っ
た
だ
け
で

は

な
く
、
そ
の
景
観
も
相
当
変
化
し
た
。
そ
し
て
こ
の
時
作
ら
れ
た
景
観
が
、
そ
の

後
一
部
手
直
し
は
さ
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
現
状
の
も
の
に
連
な
っ
て
い
る
と
考
え

る
。　

真
田
山
小
学
校
の
開
校
は
一
九
二
八
年
四
月
だ
が
、
工
事
は
そ
の
数
年
前
か
ら
始

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
6
）

ま
っ
て
い
た
。
特
に
真
田
山
陸
軍
墓
地
は
「
殆
ん
ど
土
葬
」
だ
と
い
わ
れ
て
い
た
か

ら
、
墓
地
移
転
に
は
遺
族
へ
の
連
絡
、
墓
碑
の
移
転
と
同
時
に
、
遺
骨
の
収
集
も
大

作
業
だ

っ

た

と
思
わ
れ
る
。

　
当
時
ど
れ
だ
け
の
墓
碑
が
あ
っ
た
か
は
正
確
に
は
分
か
ら
な
い
。
霊
場
維
持
会
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
8
7
）

保
管
し
て
い
る
「
埋
葬
人
名
簿
」
の
検
討
は
、
今
後
の
課
題
と
な
る
が
、
記
入
さ
れ

て

い

る
罫
紙
の
行
数
と
頁
数
か
ら
概
算
す
る
と
約
五
二
〇
〇
と
い
う
数
字
に
な
る
。

こ
れ
は
一
九
九
八
年
一
月
に
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
調
査
で
数
え
た
五
二
九

九

基

と
い
う
墓
碑
数
に
近
い
。
前
節
で
み
た
新
聞
記
事
で
は
、
　
九
〇
九
年
七
月
五

日
付
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
が
「
約
六
千
人
」
と
し
、
一
九
三
一
年
五
月
七
日
付
『
大

阪
毎
日
新
聞
』
で
は
コ
万
三
百
廿
一
基
」
と
し
て
い
る
。
約
六
千
基
な
ら
ほ
ぼ
符

合
す
る
が
一
万
基
以
上
と
す
る
と
、
真
田
山
小
学
校
建
設
に
伴
な
う
大
移
転
以
後
、

四
〇
〇
〇
人
近
い
将
兵
が
埋
葬
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
こ
と
を
想

定
さ
せ
る
出
来
事
が
見
当
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
誤
記
で
あ
ろ
う
。
他
の
新
聞
記
事
で

も
「
⊥
ハ
千
人
の
英
霊
を
祀
る
」
と
い
う
記
述
が
何
回
か
出
て
く
る
の
で
、
当
時
公
称

「約
六
千
」
、
現
在
よ
り
数
百
基
多
か
っ
た
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　
少
し
古
く
な
る
が
、
一
九
一
四
年
八
月
十
三
日
付
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
に
「
改
葬

広
告
、
神
戸
大
倉
山
麓
陸
軍
墓
地
か
ら
大
阪
真
田
山
陸
軍
墓
地
へ
」
と
い
う
見
出
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
8
8
　

の
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　
明
治
十
六
年
八
月
　
日
埋
葬
、
大
阪
鎮
台
故
歩
兵
伍
長
　
加
藤
卯
八
郎

　
　
明
治
十
六
年
四
月
二
十
三
日
埋
葬
、
歩
兵
第
八
聯
隊
故
歩
兵
一
等
卒
　
太
田
広

　
　
吉

　
　
明
治
十
六
年
十
月
三
十
一
日
埋
葬
、
故
歩
兵
二
等
卒
　
福
岡
與
吉

　
　
明
治
十
七
年
十
二
月
二
十
四
日
埋
葬
、
故
歩
兵
二
等
卒
　
南
田
増
次
郎

　
　
明
治
十
六
年
九
月
十
九
日
埋
葬
、
故
生
兵
　
山
岡
政
吉

　
　
明
治
十
六
年
九
月
二
十
六
日
埋
葬
、
故
生
兵
　
西
村
福
松
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明
治
十
六
年
十
月
二
十
六
日
埋
葬
、
故
生
兵
　
谷
山
源
次
郎

　
　
明
治
十
七
年
九
月
二
十
八
日
埋
葬
、
野
砲
兵
第
二
大
隊
故
生
平
成
　
漆
　
止
巌

　
　
右
神
戸
大
倉
山
麓
陸
軍
墓
地
に
埋
葬
し
あ
る
も
、
這
回
大
阪
真
田
山
陸
軍
墓
地

　
　
へ
改
葬
の
為
、
来
る
十
八
日
よ
り
改
葬
に
着
手
す
、
遺
族
中
立
会
の
希
望
の
向

　
　

は
、
同
日
午
前
五
時
三
十
分
現
在
の
墓
地
へ
参
集
あ
り
た
し
。

　
　
大
正
三

年
八
月
十
一
日
　
第
十
師
団
経
理
部

　

こ
の
改
葬
が
何
の
た
め
だ
っ
た
か
分
か
ら
な
い
が
、
陸
軍
墓
地
の
都
合
で
改
葬
す

る
に
当
た
っ
て
は
、
立
会
い
や
一
定
の
要
望
を
聞
く
手
続
は
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

本
研
究
報
告
の
資
料
「
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
被
葬
者
遺
族
か
ら
の
聞
き
と
り
」
に

も
、
改
葬
に
つ
い
て
の
記
憶
を
語
る
遺
族
が
登
場
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
真
田
山

で

も
自
費
で
墓
碑
を
破
損
し
に
く
い
御
影
石
に
造
り
直
し
た
り
規
則
に
は
な
い
花
立

て

付
き
に
改
め
た
墓
碑
が
相
当
残
っ
て
い
る
。

パ㌘＾

真田山陸軍墓地参拝（A）

衰

製転

綜

輝

　
な
お
こ
の
広
告
で
、
一
九
一
四
年
の
時
点
で
第
十
師
団
経
理
部
が
既
に
「
陸
軍
墓

地
」
と
呼
称
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
改
修

さ
れ
た
墓
碑
の
分
布
か
ら
見
る
と
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
改
葬
で
は
、
か
な

り
の
規
模
で
墓
碑
の
移
転
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
霊
場
維
持
会
保
管
「
埋
葬
人

名
簿
」
（
大
阪
市
史
編
纂
所
撮
影
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
「
大
阪
靖
国
霊
場
史
料
」
）
の

「
明
治
二
十
三
年
訂
正
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
」
の
表
紙
の
次
に
「
陸
軍
」
銘
の
あ
る

縦
罫
紙
が
あ
り
次
の
「
注
意
」
が
記
し
て
あ
る
。

　
　
一
、
本
簿
二
〇
印
ヲ
押
捺
セ
ル
ハ
自
大
正
拾
五
年
拾
萱
月
至
昭
和
或
年
四
月
改

　
　
　
葬
工
事
二
関
係
ナ
キ
分
ト
ス

　
　

ニ
、
右
工
事
二
依
リ
変
更
シ
タ
ル
符
、
番
号
ハ
全
部
訂
正
済
ト
ス

　
　

三
、
符
号
番
号
欄
二
訂
正
変
更
ス
ル
事
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
ハ
更
二
罫
ノ
最
上
部
二

　
　
　
欄
ヲ
設
ケ
テ
記
入
セ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
四
、
改
正
符
号
中
A
ハ
士
官
、
B
ハ
下
士

醗
真田山陸軍墓地参拝（B）

図14　清水谷高女生徒の真田山墓地参拝風景

　　　（『清水谷百年史』所収写真）。

　
　
　
官
、
D
及
C
ハ
兵
卒
以
下
ト
ス

　

こ
の
注
意
書
き
で
、
一
九
二
六
年
十
一
月
か

ら
半
年
が
移
転
の
作
業
期
間
で
あ
っ
た
こ
と
が

分
か

る
。
「
埋
葬
人
名
簿
」
を
概
観
し
た
と
こ

ろ
で
は
、
○
印
が
つ
い
て
い
る
も
の
（
移
転
に

関
係
な
い
分
）
は
半
数
見
当
で
し
か
な
い
。
と

す
れ
ば
真
田
山
小
学
校
の
敷
地
に
す
る
た
め
の

墓
碑
移
転
以
外
に
も
、
改
葬
が
行
な
わ
れ
、
全

体

に
わ
た
っ
て
墓
地
を
整
備
し
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。

　
今
回
「
埋
葬
人
名
簿
」
の
分
析
に
は
着
手
で

き
な
か
っ
た
た
め
、
実
証
的
論
考
は
今
後
の
課

題

と
な
る
が
、
課
題
の
検
討
の
た
め
の
仮
説
を

提
起

し
て
お
き
た
い
。
こ
の
仮
説
と
は
表
7
に
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表10　旧真田山陸軍墓地戦時期の死亡年墓碑区分

　　　　　　　　　墓碑ブロック
死亡年集計期間 A B C D ε F G 計

佐賀の乱
1874年（明治7年）　　1874年（明治7年）　　　　　　　　　～2月4B　　　　　　　　　3月29日

｝ 一 ｝ 一 …
1

｝
1

西南戦争
1877年（明治10年）　　1877年（明治10年）　　　　　　　　　～2月玉5日　　　　　　　　9月24日　茎2月まで集計

一 580 101 2
｝ 63 21 767

日清戦争
1894年（明治27年＞　　1895年（明治28年）　　　　　　　　　～8月1｝ヨ　　　　　　　　　4月17［］　12月まで集計

647 6 16 31 543 84 10 1337

1895年（明治28年）　　1896年（明治29年）　　　　　　　　　～5月　　　　　　　　5月

230
一

4 5 124 3 3 369

台湾植民地征服

戦争＊

1896年（明治29年）　　1902年（明治35年）　　　　　　　　　～6月　　　　　　　　12月

一 ｝ 一 ｝ 一 一
1 1

1903年（明治36年）　　1915年（大正4年）　　　　　　　　　～

1月　　　　　　　　12月
｝ ｝ 一 … 一 ｝ ｝ 0

北清事変
1900年（明治33年）　　1901年（明治34年）　　　　　　　　　～6月21日　　　　　　　　　　9月7日　12月まで集計

一
2 1

｝ 一
10 一

13

日露戦争

19（U年（明治37年）　　1905年（明治38年）　　　　　　　　　～2月10日　　　　　　　　　9月5日　12月まで集計

一
78 29 26 3 237 40 413

第一次世界大戦 1914年（大正3年）～　1917年（大正6年） 4 11 1
｝

1 3
一 20

満州事変
1931年（昭和6年）　　1937年（昭和12年）　　　　　　　　　～9月18日　　　　　　　　　　7月6日

｝
18 一

4
｝ 一

3 25

日中戦争～アジア

太平洋戦争
一

1
『 一 一 一

1 2

計 3綴 鰯 驚2 認 6社 4斑

　　／

7ぴ ＝

総墓碑数鱒 磁 1蹴 斑 騰4 邪 錘131 1弱 遜笛

（註）本表は、1999年度に旧真田山陸軍墓地の墓碑から死亡年を読みとった国立歴史民俗博物館の資料をもとに、筆者

　　の設定した死亡年集計期間によって吉岡かおり氏が集計整理し作成したものである。

　　＊上記集計期間のうち、「台湾」の記載があるものを集計。なおこの「台湾植民地征服戦争」の表記、時期区分

　　は、太江志乃夫「植民地領有と軍部　とくに台湾植民地戦争の位置づけをめぐって」　（1978年9月、『歴史学研

　　究』第460号）による◇

　　＊＊総墓碑数と計の差は、平時の兵役従事者の死亡数と、墓碑面剥落等で既に死亡年が読めなくなっている墓碑

　　数の合計を表す。
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［面
加
田
E
締
柵
嘱
荏
煽
痛
海
］
－
…
瀟
E
譜
措

原
図
は
財
務
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表11　歩兵第八聯隊戦死者数

戦争、事変従軍月数（月）戦死者数（人）

西南戦争

H清戦争
「台湾征討」

日露戦争

「ll独戦争」

「満州駐剖」

「n支事変」

「大東亜戦争」

7

9

6

20

9

38

20

695

177

　15
2．912

　0
　31
173

479

1典：中野公策作成「歩兵第八聯隊創設

　　より解散までの期聞中の従軍状況

　　表」（中野公策編『大阪と八連隊』

　　1985年11月　所収）による。

図16　日露戦争の合葬碑

　　　〔上写真〕左から兵卒、ド1：、准十官、

　　　将校同相当官戦病死者合葬碑。

　　　〔下写真〕4基とも明治39年（1906）

　　　11月と同時に建立された。

掲
げ
た
「
墳
墓
坪
数
表
」
の
規
定
で
、
兵
卒
は
一
坪
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の

に
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
で
は
兵
卒
の
墓
碑
は
約
四
分
の
一
の
規
模
で
あ
る
こ
と
と
関

係
す
る
。
前
節
で
清
水
谷
高
女
生
徒
の
真
田
山
陸
軍
墓
地
参
拝
を
と
り
あ
げ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
（
8
9
「

図
1
4
の
二
葉
の
写
真
を
比
較
し
て
見
て
ほ
し
い
。
写
真
（
A
）
は
、
女
学
生
の
服
装
か

ら
大
正
期
、
（
B
）
は
昭
和
初
期
と
時
期
を
特
定
で
き
る
。
従
っ
て
（
A
）
と
（
B
）
は
真

田
山
陸
軍
墓
地
の
移
転
・
改
葬
の
前
と
後
の
写
真
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
清
水
谷
高

女
生
が
手
を
合
わ
せ
て
い
る
墓
碑
の
設
置
密
度
が
（
A
）
と
（
B
）
で
は
相
当
違
っ
て
い

る
の
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
墓
碑
の
形
が
多
少
違
う
も
の
も
あ
る
が
共
に
兵
卒
の
墓

碑
で
あ
る
。

　
つ

ま
り
（
A
）
の
写
真
で
見
る
と
表
7
の
「
墳
墓
坪
数
表
」
の
規
定
の
約
一
坪
あ
る

よ
う
に
見
え
る
。
（
B
）
は
そ
の
間
に
一
基
お
き
に
移
転
し
た
墓
碑
を
建
て
た
と
仮
定

す

る
と
大
体
納
ま
る
見
当
で
あ
る
。
そ
し
て
（
B
）
の
埋
葬
状
態
が
現
状
に
通
じ
る
の

で
、
現
在
の
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
景
観
は
、
基
本
的
に
は
一
九
二
七
年
五
月
以
後

の

も
の
で
あ
る
と
言
う
の
が
仮
説
と
し
提
起
し
た
い
点
で
あ
る
。
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ハ
　
　

　
な
お
一
九
九
八
年
一
月
調
べ
の
四
八
七
〇
基
の
死
亡
年
で
戦
時
期
に
重
な
っ
て
い

る
墓
碑
が
ど
れ
だ
け
あ
る
か
を
集
計
し
た
の
が
表
1
0
で
あ
る
。
こ
の
墓
碑
が
ど
の
よ

う
に
配
置
し
て
い
る
か
を
見
る
た
め
に
、
墓
碑
ブ
ロ
ッ
ク
の
配
置
を
記
入
し
た
の
が

図
1
5
で
あ
る
。
表
1
0
と
図
1
5
を
対
照
す
る
と
様
々
な
問
題
が
見
え
て
く
る
が
、
本
稿

は

沿
革
の
記
述
が
目
的
な
の
で
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
た
だ
し
表
1
0
と
図
1
5
を
見
較
べ
て
特
に
目
立
っ
た
二
点
に
関
し
て
は
、
多
少
触
れ

て

お
き
た
い
。
先
ず
一
番
多
数
の
戦
時
期
の
墓
碑
が
あ
る
の
は
日
清
戦
争
期
で
、
日

露
戦
争
期
で
は
な
い
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。
第
八
聯
隊
の
場
合
で
い
え
ば
、
日
清

戦
争
よ
り
日
露
戦
争
の
方
が
一
六
倍
も
戦
死
者
が
多
か
っ
た
（
表
1
1
）
。
と
こ
ろ
が

旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
現
存
す
る
墓
碑
で
は
、
三
分
の
一
し
か
な
い
。
こ
の
点
は
、

真

田
山
小
学
校
に
隣
接
す
る
「
明
治
三
十
七
八
年
戦
役
戦
病
死
者
合
葬
碑
」
の
存
在

で
説
明
が
つ
き
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
実
際
に
は
日
露
戦
争
で
相
当
多
数
の
死
者
が

出
た
が
、
途
中
か
ら
従
来
の
よ
う
に
埋
葬
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
、
戦
後
に
一
括
し

表12真田山陸軍墓地の面積推移（1）

年次 記　　事
　　　　　　該当する時
面　　積
　　　　　　期の地図

1871年真田山に陸軍埋葬地創設8497坪2合5夕
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，2，3
（明治4）（『太政類典』による）　　（約28ρ40m2）

1882年民有地317坪を買増す　　＆814坪2合5夕

（明治15）（「公文雑纂』による）　　（約29086m2）

4，5，6，7

8，9，10，11

12，13

1922年『大阪府全志』執筆時

（大正11）現在の敷地面積

8，840坪1合3夕
　　　　　　　14
（約29，172m2）

1928年南側の2800坪を譲渡

（昭和3）（「大阪市立真田山小

　　　　学校創立50周年誌』）

6040坪1合3夕　　15，16，17，18

（約19932m2）　19

表13　大阪府内の年次別忠魂碑建立数
　　　（1929～1937年分）

年次忠魂碑建立数　備　　考

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

4（基）

1

2

4

4

4

7

5

6

満州事変始まる

日中全面戦争始まる

出典：『大阪府忠魂碑等調査集』（1995年

　　　10月、大阪護国神社）から引用、

　　　年次を西暦に改め備考を加えた。

て

合

葬
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
合
葬
墓
碑
に
は
、
「
明
治
三
十
九
年
十
一
月
建

之
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
（
図
1
6
）
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
推
理
は
裏
付
け
ら
れ
る
。
た

だ

し
こ
の
合
葬
碑
の
墓
誌
は
見
付
か
っ
て
い
な
い
。

　
次
に
日
清
戦
争
に
続
い
た
台
湾
植
民
地
征
服
戦
争
で
は
、
台
湾
で
の
戦
争
の
死
者

の

方
が
日
清
戦
争
で
の
死
者
よ
り
多
か
っ
た
。
特
に
表
面
に
出
て
こ
な
い
軍
夫
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　

合
、
死
者
の
数
も
正
確
に
は
把
握
で
き
て
い
な
い
。
真
田
山
陸
軍
墓
地
で
は
A
ブ
ロ

ッ
ク
の
墓
碑
群
で
、
台
湾
植
民
地
征
服
戦
争
で
の
犠
牲
者
の
軍
夫
の
墓
碑
群
も
存
在

し
て
い
る
。
し
か
し
一
八
九
六
年
以
後
は
一
基
し
か
で
て
こ
な
か
っ
た
。
日
本
軍
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
　

体
で

は
一
八
九
六
年
か
ら
の
死
者
の
方
が
多
い
の
に
、
何
故
一
基
な
の
か
。
こ
れ
に

つ

い
て

は
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
の
一
八
九
六
年
四
月
一
四
日
付
の
「
台
湾
膨
湖
島
駐

屯
軍
人
軍
属
の
埋
葬
規
程
」
を
見
る
こ
と
で
説
明
が
つ
く
。

　
　
今
後
台
湾
及
び
膨
湖
島
に
駐
屯
す
る
陸
軍
々
人
、
軍
属
に
し
て
死
亡
す
る
時

　
　
は
、
陸
軍
隊
付
准
士
官
、
下
士
埋
葬
規
則
に
依
る
の
外
、
左
の
規
程
に
依
り
埋

　
　
葬
す
る
こ
と
に
定
め
ら
れ
た
り
。

　
　
一
、
死
骸
は
陸
軍
埋
葬
地
共
同
墓
地
若
く
は
選
定
し
た
る
土
地
に
埋
葬
し
、
内

　
　
　
地

に
送
還
せ
ず
、
但
海
上
に
在
て
は
水
葬
す
る
こ
と
あ
る
べ
し
。

　
　
一
、
墓
標
は
地
方
の
状
況
に
依
り
、
適
宜
の
材
料
を
選
定
し
、
概
ね
将
官
は
高

　
　
　
さ
五
尺
方
一
尺
、
上
長
官
は
高
さ
四
尺
五
寸
方
九
寸
、
士
官
は
高
さ
四
尺
方

　
　
　
八
寸
と
す
、
但
軍
属
た
る
高
等
官
は
将
校
に
、
判
任
官
は
下
士
に
其
他
は
兵

　
　
　
卒
に
準
ず
。

　
つ

ま
り
一
八
九
六
年
五
月
か
ら
は
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
送
ら
れ
て
く
る
は
ず
の
死

骸
・
遺
骨
は
、
右
の
規
定
に
よ
り
台
湾
で
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
で
、
原
則
と
し
て
無
く

な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
も
墓
碑
を
具
体
的
に
調
べ
る
と
見
え
て
く
る
。

　
本
節
の
最
後
に
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
面
積
の
推
移
を
表
1
2
で
一
九
二
八
年
迄
一
括

し
て
お
く
。
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1
8
‖
輻
酵
麟
自
㍑
ド
パ
‘
5
バ
目
P
§
縫
蝶
パ
※
講

一
五
年
戦
争
と
「
忠
霊
堂
」
（
納
骨
堂
）
の
建
設

図17　日露戦役戦病死者合葬碑に参拝する東久還宮第四師団師団長

　　　（1934年8月24日付「大阪毎日新聞』掲載写真）

　
一
九
三
一
年
九
月
一
八
日
、
中
国
東
北
地
方
（
当
時
の
日
本
の
呼
称
は
「
満
州
」

だ

っ

た
の
で
、
以
下
本
稿
で
は
「
満
州
」
と
表
記
）
の
柳
条
湖
事
件
で
、
日
本
は
足

か

け
↓
五
年
に
わ
た
る
戦
争
の
時
代
に
突
入
し
た
。
中
国
の
抵
抗
が
強
く
な
り
、
日

本
軍
の
意

図
に
反
し
て
戦
闘
が
長
期
化
す
る
に
つ
れ
て
、
死
者
も
増
加
し
は
じ
め

た
。　

そ
れ
に
伴
な
っ
て
戦
死
者
の
慰
霊
・
追
悼
の
問
題
が
、
戦
死
者
の
遺
族
と
地
域
の

中
か
ら
提
起
さ
れ
は
じ
め
た
。
大
阪
府
内
の
忠
魂
碑
建
立
基
数
を
年
次
別
に
調
べ
た

　
　
　
　
戸
9
3
）

一
つ
の

デ

ー
タ
に
よ
れ
ば
、
満
州
事
変
が
始
ま
っ
た
一
九
三
一
年
か
ら
日
中
全
面
戦

争
が
始
ま
っ
た
一
九
三
七
年
に
か
け
て
忠
魂
碑
が
増
加
し
て
い
っ
た
傾
向
が
読
み
と

れ

る
。
た
だ
し
、
こ
の
忠
魂
碑
の
建
立
は
帝
国
在
郷
軍
人
会
の
指
導
・
補
助
が
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
　

た

め
、
全
く
地
域
の
自
発
的
動
き
と
は
い
え
な
い
が
、
そ
れ
で
も
地
域
の
要
請
・
運

動
が
あ
っ
て
実
現
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
立
派
な
墓
碑
を
建
て
た
い
と
い

う
遺
族
の
声
や
、
階
級
別
に
厳
然
と
し
た
墓
碑
・
墓
地
の
大
き
さ
に
差
が
あ
る
陸
軍

墓
地
に

そ
の
改
善
を
求
め
る
声
も
出
て
い
た
模
様
で
あ
る
。
一
九
三
四
年
八
月
二
四

　
（
9
5
）

日
付
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
に
は
、
「
御
励
精
畏
し
・
師
団
長
宮
殿
下
、
病
め
る
兵
士

に
見
舞
の
御
言
葉
、
陸
軍
墓
地
に
も
御
参
拝
」
の
見
出
し
の
記
事
中
の
陸
軍
墓
地
に

関
す
る
部
分
を
引
用
す
る
。

　
　
東
久
遁
宮
第
四
師
団
長
殿
下
に
は
、
南
部
御
附
武
官
、
田
中
参
謀
長
、
高
瀬
副

　
　
官
ら
を
随
へ
さ
せ
ら
れ
廿
三
日
午
前
十
時
自
動
車
で
師
団
司
令
部
御
発
、
真
田

　
　
山
陸
軍
墓
地
に
御
成
り
、
日
露
戦
役
戦
病
没
者
合
葬
碑
に
参
拝
遊
ば
さ
れ
た
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
6
）

　
　
同
碑
が
将
校
、
下
士
官
、
兵
士
、
遺
族
の
四
つ
に
分
か
れ
て
ゐ
る
の
に
お
目

　
　
を
と
め
さ
せ
ら
れ
二
瓶
経
理
部
長
に
「
死
者
に
ま
で
将
校
、
下
士
、
或
ひ
は
兵

　
　
士

な
ど
の
区
別
を
せ
ず
に
一
視
同
仁
に
出
来
な
い
も
の
か
、
今
か
ら
で
は
ち
よ

　
　
つ
と
難
し
い
も
の
だ
が
…
…
」
な
ど
の
有
難
き
御
言
葉
を
賜
ひ
従
者
一
同
い
た

　
　
く
感
激
し
た

　

こ
こ
で
は
師
団
長
の
「
有
難
き
御
言
葉
」
と
し
て
の
み
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
背
景
に
は
右
に
見
た
社
会
的
動
き
が
あ
っ
た
と
推
定
す
る
。

　
そ
し
て
戦
死
者
が
増
え
る
に
つ
れ
て
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
は
脚
光
を
浴
び
は
じ
め

た
。
一
九
三
三
年
九
月
八
日
付
『
大
阪
毎
日
新
聞
』
は
、
「
将
士
の
慰
霊
祭
、
真
田

山
墓
地
」
の
見
出
し
で
次
の
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
。

　
　
日
支
事
変
（
引
用
者
注
、
満
州
事
変
の
こ
と
）
勃
発
二
周
年
記
念
日
の
来
る
十

　
　
八

日
午
前
十
時
か
ら
陣
没
将
士
慰
霊
祭
が
東
区
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
大
日
本
生

　
　
産
党
、
国
家
社
会
党
、
日
本
精
神
宣
揚
国
民
協
会
、
神
武
会
等
愛
国
諸
団
体
の
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図19　現在の墓地正面への道（ヒ）と正面手前左手

　　　に埋めてある「陸軍」の境界標（左）
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手
に
よ
っ
て
挙
行
さ
れ
る
こ
と
に
決
定
、
当
日
ま
で
に
廿
万
枚
の
ビ
ラ
を
撒
布

　
　
し
て
一
般
市
民
に
呼
び
か
け
る
が
慰
霊
祭
の
委
員
長
は
生
産
党
の
吉
田
益
三
氏

　
　
司
会
者
は
国
社
の
藤
岡
文
六
氏
で
あ
る
と

　

さ
ら
に
同
紙
の
九
月
一
九
日
付
続
報
に
よ
る
と
、
慰
霊
祭
は
出
雲
大
社
教
管
長

「
千
家
尊
建
氏
齋
主
と
な
り
神
式
で
挙
行
、
寺
内
師
団
長
、
難
波
大
阪
憲
兵
隊
長
そ

の
他
在
阪
各
名
士
な
ど
五
百
余
名
参
列
、
祭
司
委
員
長
吉
田
益
三
氏
の
慰
霊
の
詞
に

続
い
て
真
田
山
実
科
女
学
校
（
清
水
谷
高
女
の
誤
記
か
、
引
用
者
）
生
徒
二
百
余
名

の

「
英
霊

を
弔
ふ
歌
」
が
合
唱
さ
れ
後
愛
国
団
体
各
派
代
表
お
よ
び
各
来
賓
の
慰
霊

文
朗
読
あ
り
」
と
記
し
て
い
る
。
遺
族
だ
け
で
な
く
様
々
な
運
動
団
体
や
一
般
の
参

詣
人

も
増
加
す
る
と
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
が
整
備
さ
れ
は
じ
め
た
。
一
九
三
八
年
一

〇

月
三
〇
日
付
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
で
短
く
報
じ
て
い
る
次
の
記
事
に
、
そ
の
一
端

を
見
る
。

　
　
陸
軍
墓
地
へ
新
道
成
る

　
　
大
阪
東
区
真
田
山
陸
軍
墓
地
へ
の
参
道
は
従
来
非
常
に
不
便
で
あ
っ
た
が
事
変

　
　
以

来
参
拝
者
が
激
増
し
た
の
で
市
電
玉
造
終
点
と
東
雲
町
の
中
間
か
ら
南
へ
墓

　
　
地
正
面

に
通
ず
る
新
道
の
開
設
工
事
を
急
ぎ
こ
の
ほ
ど
竣
工
し
た
、
新
道
は
幅

　
　
三

間
、
長
さ
約
一
町
、
正
面
前
参
道
を
加
へ
て
七
十
五
間
で
あ
る

　

こ
の
道
が
現
在
も
墓
地
正
面
に
通
じ
て
い
る
道
路
に
な
っ
て
い
る
（
図
1
9
）
。

　

そ
し
て
真
田
山
陸
軍
墓
地
を
め
ぐ
る
様
々
な
「
美
談
」
が
新
聞
の
紙
面
を
賑
わ
す

よ
う
に
な
っ
た
。
一
例
を
挙
げ
る
と
一
九
三
九
年
四
月
二
七
日
付
『
大
阪
朝
日
新

聞
』
で
は
、
「
淋
し
き
英
霊
を
護
る
、
陸
軍
墓
地
に
綴
る
感
激
二
編
、
親
代
り
の
墓

参
り
こ
・
に
七
年
、
清
掃
奉
仕
ま
る
一
年
の
少
女
像
」
と
し
て
、
二
人
の
顔
写
真
入

り
の
六
段
の
記
事
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
部
を
引
用
し
て
み
る
。

　
　
大
阪
東
区
真
田
山
陸
軍
墓
地
を
め
ぐ
っ
て
事
変
下
に
香
ぐ
わ
し
い
墓
参
美
談
が

　
　
あ
る

　
　
〈
そ
の
一
〉
　
満
州
事
変
さ
中
の
昭
和
七
年
秋
国
境
警
備
に
重
傷
を
負
ひ
、
傷
癒

　
　
え
て
さ
ら
に
朝
鮮
平
安
北
道
中
江
鎮
守
備
隊
で
戦
利
爆
薬
輸
送
作
業
中
同
八
年

　
　
一
月
三
日
爆
死
を
遂
げ
た
天
涯
孤
独
の
勇
士
－
朝
鮮
第
七
十
七
聯
隊
谷
川
敬

　
　
市
上
等
兵
の
英
魂
は
い
ま
真
田
山
墓
地
に
静
か
に
眠
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
来

　
　
七
星
霜
、
毎
月
三
日
の
命
日
に
は
欠
か
さ
ず
同
墓
地
を
訪
れ
て
故
上
等
兵
の
墓

　
　
碑
の
周
囲
を
清
掃
し
線
香
を
た
て
花
を
供
へ
て
帰
る
奇
特
な
紳
士
が
あ
る
、
こ

　
　
の
紳
士
は
大
阪
港
区
東
田
中
町
八
丁
目
米
穀
商
広
瀬
富
三
郎
氏
で
、
故
上
等
兵

　
　
と
の
間
に
は
奇
縁
に
繋
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
（
中
略
）

　
　
〈
そ
の
二
〉
　
此
花
区
淀
の
水
高
女
で
は
昨
年
四
月
川
添
澄
子
先
生
を
中
心
に
第

　
　
二
学
年
の
生
徒
た
ち
が
「
私
達
は
女
性
と
生
れ
て
銃
を
と
る
こ
と
が
で
き
ず
、

　
　
せ
め
て
も
の
こ
と
に
陸
軍
墓
地
の
清
掃
を
し
て
墓
前
に
香
花
を
供
へ
英
魂
に
感

　
　
謝
の

心

を
表
は
し
ま
せ
う
」
と
陸
軍
墓
地
清
掃
の
た
め
「
桜
木
会
」
を
組
織

　
　
し
、
三
、
四
、
五
年
の
有
志
生
徒
た
ち
も
こ
れ
に
加
は
つ
て
毎
月
一
回
第
二
日

　
　
曜
日
に
は
夏
休
み
も
冬
休
み
も
午
前
九
時
、
お
弁
当
持
ち
で
同
墓
地
に
集
合
、

　
　
五
十
余
名
の
会
員
を
梅
、
竹
、
松
、
花
、
月
の
五
部
隊
に
編
成
、
部
隊
ご
と
に

　
　
手
分
け
し
て
墓
地
を
く
ま
な
く
清
掃
し
、
会
員
が
毎
月
曜
日
に
一
銭
供
花
料
と

　
　

し
て
拠
出
し
た
金
で
お
花
を
買
ひ
線
香
を
も
と
め
て
墓
前
に
お
供
へ
を
つ
“

　
　
け
、
ま
る
一
年
も
過
ぎ
て
さ
る
十
六
日
第
十
三
回
目
の
清
掃
墓
参
を
す
ま
せ
た

　
　
が
桜
木
会
員
の
行
動
こ
そ
は
ま
こ
と
に
銃
後
に
輝
く
珠
玉
篇
で
あ
る

　

こ
う
し
て
地
域
の
人
々
の
奉
仕
、
美
談
が
讃
え
ら
れ
る
と
真
田
山
陸
軍
墓
地
は
再

び
慰

霊
・
追
悼
の
セ
レ
モ
ニ
ー
の
場
と
し
て
、
専
ら
死
者
を
埋
葬
し
そ
の
遺
族
が
追

悼
す
る
場
の
範
囲
を
越
え
て
機
能
し
は
じ
め
た
。
一
九
三
八
年
四
月
五
日
付
『
大
阪

　
　
　
（
9
7
）

朝
日
新
聞
』
に
は
「
半
島
青
年
千
三
百
、
英
霊
に
額
つ
く
、
志
願
兵
制
度
感
謝
祭
」

の

見
出
し
で
写
真
入
り
四
段
の
記
事
が
掲
載
さ
れ
た
。

　
　
朝
鮮
人
志
願
兵
制
度
実
施
の
喜
び
に
溢
れ
る
府
下
の
全
半
島
出
身
青
年
代
表
千

　
　
三

百
余
名
は
府
、
協
和
会
主
催
の
も
と
に
四
日
午
後
六
時
半
大
阪
真
田
山
陸
軍

　
　
墓
地

に
集
合
「
志
願
兵
制
度
実
施
感
謝
祭
」
を
挙
行
し
た
。
暮
色
に
包
ま
れ
た

　
　
同
墓
地
支
那
事
変
死
病
没
諸
英
霊
の
碑
前
に
整
列
し
て
神
崎
府
特
高
課
長
は
じ

　
　
め

各
警
察
署
長
、
内
鮮
特
高
係
員
ら
臨
席
、
英
霊
に
心
か
ら
な
る
感
謝
の
祈
り
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図20　満州事変戦病没将兵合葬碑

　　　右写真は正面から見たところ（後の建物は真田lll小学校）

　　　左写真は碑の左側面と背前の刻銘

　
　
を
捧
げ
読
経
の
の
ち
各
代
表
が
焼
香
線
香
を
供
へ
、
香
煙
縷
々
と
夕
闇
に
た
ち

　
　

こ
め
る
中
で
第
四
師
団
経
理
部
穂
多
田
中
佐
か
ら
「
陸
軍
墓
地
の
由
来
」
を
聞

　
　
き
深
い
感
銘
を
う
け
て
一
行
は
徒
歩
で
夕
陽
ケ
丘
青
年
塾
堂
に
い
た
り
（
中

　
　
略
）
非
常
時
体
制
下
の
国
民
と
し
て
の
覚
悟
を
誓
つ
て
同
十
時
半
散
会
し
た

　
戦
時
体
制
に
国
民
を
動
員
す
る
場
と
し
て
、
植
民
地
で
あ
っ
た
朝
鮮
の
青
年
ま
で

も
が
動
員
さ
れ
は
じ
め
た
時
、
そ
の
決
意
を
示
す
場
と
し
て
真
田
山
陸
軍
墓
地
が
選

ば
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
戦
死
者
が
増
え
だ
し
て
も
、
一
九
二
八
年
に
面
積
が
狭
く
な
っ
た
真
田
山
陸
軍
墓

地

に
は
埋
葬
で
き
る
余
地
は
余
り
な
く
な
っ
て
い
た
。
一
九
三
四
年
九
月
、
「
満
州

事
変
戦
病
没
将
兵
合
葬
碑
」
が
第
四
師
団
長
陸
軍
中
将
伯
爵
寺
内
寿
一
揮
毫
で
、
日

露
戦
役
合
葬
碑
に
並
ん
で
建
立
さ
れ
た
（
図
2
0
）
。
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
日

露
戦
役
合
葬
碑
と
異
な
り
「
将
兵
」
ま
と
め
て
一
基
と
さ
れ
、
階
級
差
を
つ
け
な
く

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
先
に
見
た
東
久
週
宮
師
団
長
参
拝
後
一
カ
月
後
の
こ
と
で
あ

っ

た
。
第
四
師
団
経
理
部
に
は
、
合
葬
碑
の
墓
誌
が
作
ら
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
る

が
現
在
見
つ
か
っ
て
い
な
い
。
た
し
か
に
階
級
差
は
無
く
な
っ
た
と
は
い
う
も
の

の
、
死
者
の
個
人
名
が
刻
ま
れ
て
い
な
い
合
葬
場
で
は
納
得
で
き
な
い
思
い
を
し
た

遺
族
達
が
少
な
く
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
墓
碑
群
の
B
、
D
、
G
ブ
ロ
ッ
ク

に
、
満
州
事
変
の
戦
死
者
遺
族
が
自
費
で
建
立
し
た
個
人
墓
碑
が
二
五
基
建
て
ら
れ

　
　
〔
据
｝

て

い
る
（
表
1
0
参
照
）
。

　
し
か
し
、
そ
の
後
更
に
多
く
の
戦
死
者
が
出
た
日
中
全
面
戦
争
、
ア
ジ
ア
太
平
洋

戦
争
期
に
つ
い
て
は
遺
族
が
建
立
し
た
個
人
墓
碑
が
二
基
あ
る
の
み
に
な
っ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
運
動
と
制
度
の
両
面
か
ら
見
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
運
動
と
い
う
の
は
、
忠
霊
塔
建
設
運
動
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
発
端
に
な

っ

た
の
は
陸
士
三
〇
期
の
桜
井
徳
太
郎
少
佐
が
一
九
三
五
年
に
、
大
隊
長
と
し
て
福

岡
聯
隊
に
赴
任
し
た
時
、
そ
の
陸
軍
墓
地
が
荒
廃
し
て
い
る
の
に
憂
憤
し
た
こ
と
に

　
　
　
　
　
　
へ
9
9
〕

よ
る
と
伝
え
ら
れ
る
。
桜
井
聯
隊
長
は
聯
隊
の
内
外
に
陸
軍
墓
地
の
整
備
改
修
を
訴

え
、
福
岡
市
民
の
拠
金
や
労
役
奉
仕
も
得
て
翌
年
大
改
修
が
施
工
さ
れ
盛
大
な
式
典
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を
開
催
で
き
た
。
こ
れ
が
モ
デ
ル
と
な
り
、
納
骨
施
設
を
も
つ
忠
霊
塔
を
全
国
に
建

設
す
る
運
動
が
、
桜
井
徳
太
郎
を
リ
ー
ダ
ー
に
し
て
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
。
こ
れ
が

大

日
本
忠
霊
顕
彰
会
で
、
発
足
と
同
時
に
精
力
的
に
活
動
を
開
始
し
た
。
そ
の
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
論
）

ロ

ー
ガ
ン
は
桜
井
が
発
案
し
た
と
い
う
「
忠
霊
奉
公
、
　
一
日
戦
死
」
で
あ
っ
た
。

＝
日
戦
死
」
と
い
う
の
は
、
「
忠
霊
の
お
蔭
で
、
か
う
し
て
ピ
ン
（
し
て
働
い
て

ゐ

ら
れ
る
」
の
だ
か
ら
、
一
日
分
の
所
得
を
忠
霊
塔
建
設
の
た
め
に
心
か
ら
捧
げ
よ

う
と
い
う
広
く
参
加
で
き
る
運
動
形
態
で
あ
っ
た
。

　
戦
争
が
長
期
化
し
、
戦
死
者
が
増
加
し
だ
し
た
タ
イ
ミ
ン
グ
と
合
わ
さ
っ
て
、
こ

の

運
動

は
当
時
の
新
聞
の
紙
面
を
賑
わ
し
た
。
大
日
本
忠
霊
顕
彰
会
の
運
動
が
全
国

　
　
〔
皿
｝

化
す
る
に
つ
い
て
は
、
推
進
母
体
と
し
て
、
陸
軍
・
海
軍
・
内
務
・
外
務
・
厚
生
・

拓
務
の

六
省
が
共
同
所
管
す
る
「
財
団
法
人
大
日
本
忠
霊
顕
彰
会
」
に
な
っ
た
こ
と

が
大
き
か
っ
た
。
「
支
那
事
変
二
周
年
」
を
記
念
し
て
一
九
三
九
年
五
月
十
三
日
、

東
京
九
段
の
軍
人
会
館
で
発
会
式
が
挙
行
さ
れ
た
が
、
そ
の
時
に
会
長
に
は
後
備
役

陸
軍
大
将
菱
刈
隆
が
就
任
し
、
地
方
支
部
長
に
は
各
府
県
知
事
が
委
嘱
さ
れ
る
等
、

準
政
府
機
関
の
よ
う
な
組
織
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
本
来
、
「
自
然
発
生

的
で
無
定
型
な
戦
没
者
へ
の
慰
霊
顕
彰
の
心
情
に
対
し
て
一
定
の
方
向
と
秩
序
を
与

え
、
こ
れ
を
総
力
戦
を
戦
い
抜
く
た
め
の
精
神
運
動
の
一
つ
と
し
て
活
用
し
た
」
と

　
　
　
（
皿
）

い
う
評
価
は
、
忠
霊
塔
建
設
運
動
に
対
す
る
重
要
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
制
度
に
つ
い
て
は
、
一
九
三
八
年
五
月
五
日
の
陸
軍
省
令
第
一
六
号
「
陸
軍

墓
地
規
則
」
の
公
布
、
施
行
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
従
来
の
個
人
墓
標

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
而
）

中
心
の
「
陸
軍
埋
葬
地
」
か
ら
合
葬
塔
を
中
心
に
改
造
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
一
戦

役
又
ハ
一
事
変
毎
一
二
基
」
の
合
葬
塔
を
設
け
る
こ
と
が
原
則
と
な
っ
た
の

で

あ
る
。
こ
の
背
景
に
は
、
日
中
戦
争
の
全
面
化
、
激
化
に
よ
る
戦
病
死
者
の
増
加

が
あ
り
、
従
来
の
個
人
墓
標
を
中
心
と
し
た
陸
軍
墓
地
は
、
そ
の
性
格
も
景
観
も
大

き
く
変
え
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

　

さ
ら
に
一
九
四
一
年
七
月
一
九
日
、
陸
軍
省
令
第
二
八
号
に
よ
る
「
陸
軍
墓
地
規

則
」
の
改
正
で
、
そ
の
傾
向
は
更
に
強
め
ら
れ
た
。
こ
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
七
月

二
〇

日
付
『
朝
日
新
聞
』
が
次
の
様
に
報
じ
て
い
る
。

　
　
遺
品
の
合
葬
も
許
可
、
陸
軍
墓
地
規
則
の
大
改
正
施
行

　
　
陸
軍
で
は
軍
備
の
改
変
に
伴
ひ
こ
れ
ま
で
の
“
陸
軍
墓
地
規
則
”
で
は
聖
戦
に

　
　
花
と
散
つ
た
英
魂
の
遺
骨
、
遺
髪
を
埋
葬
す
る
の
に
そ
の
手
続
上
種
々
不
備
の

　
　
点
が
あ
つ
た
の
で
今
回
陸
軍
省
令
で
“
陸
軍
墓
地
規
則
”
の
大
改
正
を
行
ひ
十

　
　
九

日
か
ら
施
行
し
た
が
、
今
度
の
改
正
で
特
に
謳
は
れ
て
ゐ
る
点
は
戦
陣
訓

　
　

…
…
“
戦
陣
の
嗜
”
の
一
節
「
屍
を
戦
野
に
曝
す
は
固
よ
り
軍
人
の
覚
悟
な
り

　
　
縦

ひ
遺
骨
の
還
ら
ざ
る
こ
と
あ
る
も
あ
へ
て
異
と
せ
ざ
る
や
う
か
ね
て
家
人
に

　
　
含
め
置
く
べ
し
」
の
武
人
精
神
で
あ
る

　
　
す
な
は
ち
合
葬
は
遺
骨
、
遺
髪
の
み
な
ら
ず
遺
族
か
ら
願
ひ
出
れ
ば
遺
爪
遺
品

　
　
も
許
さ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
、
ま
た
陸
軍
墓
地
の
忠
霊
塔
は
一
事
変
一
基
主
義

　
　

に
変
り
が
な
い
が
、
忠
霊
塔
の
尊
厳
を
保
ち
濫
立
を
避
け
る
た
め
に
従
来
の
一

　
　
市
町
村
一
基
主
義
の
指
導
と
並
行
し
て
陸
軍
墓
地
所
在
地
の
市
町
村
が
戦
役
ま

　
　

た
は
事
変
に
対
し
戦
没
者
の
た
め
忠
霊
塔
を
建
設
す
る
場
合
は
陸
軍
墓
地
忠
霊

　
　
塔
を
市
町
村
の
忠
霊
塔
に
併
合
し
て
も
よ
い
こ
と
に
な
っ
た

　
　

そ
の
他
改
正
の
要
点
は
左
の
ご
と
し

　
　
一
　
こ
れ
ま
で
の
名
称
”
合
葬
の
墓
塔
”
を
“
忠
霊
塔
”
に
統
一
す
る

　
　
一
、
従
来
の
陸
軍
墓
地
は
内
地
の
各
衛
戌
地
だ
け
に
建
設
す
る
こ
と
が
出
来
、

　
　
　
樺
太
、
朝
鮮
、
台
湾
の
場
合
は
陸
軍
大
臣
の
認
可
を
要
し
た
が
、
こ
れ
が
内

　
　
　
地

同
様
に
な
つ
た

　
　
　
、
白
い
檜
を
用
ひ
て
ゐ
た
合
葬
の
器
を
陶
器
製
に
改
め
た

　
つ
ま
り
以
後
は
市
町
村
毎
に
納
骨
施
設
を
持
つ
忠
霊
塔
が
つ
く
ら
れ
て
、
こ
れ
が

陸
軍
墓
地
の
所
在
地
で
は
陸
軍
墓
地
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
真

田
山
陸
軍
墓
地
で
個
人
墓
標
が
建
て
ら
れ
な
く
な
っ
た
の
は
こ
う
し
た
事
情
に

よ
る
。
で
は
真
田
山
の
「
忠
霊
塔
」
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
に
相
当
す
る
と
考

え
ら
れ
る
の
が
、
「
霊
堂
に
奉
安
さ
れ
て
あ
り
ま
す
遺
骨
は
実
に
四
三
、
○
○
○
余

　
　
　
　
　
　
　
　
　
皿
）

柱
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
霊
堂
で
、
地
図
1
5
で
は
「
納
骨
堂
」
と
表
示
さ
れ
て
い
る
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建
物

と
思
わ
れ
る
。
こ
の
建
物
に
つ
い
て
は
、
墓
地
・
墓
碑
と
併
わ
せ
現
在
財
務
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
順
）

近
畿
財
務
局
の
所
有
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
台
帳
に
よ
る
と
、
こ
の
建
物
の
建
築
年

月
欄
は
空
欄
に
な
っ
て
い
て
、
い
つ
作
ら
れ
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
種
目
は
「
雑
屋

建
」
、
木
造
で
四
九
坪
（
約
＝
ハ
一
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル
）
の
広
さ
で
、
用
途
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

「
仮
忠
霊
堂
、
納
骨
堂
」
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
沿
革
に
つ
い
て
は
「
昭
和
1
8
年
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ

月
寄
付
、
昭
和
2
0
年
1
2
月
1
日
陸
軍
省
よ
り
引
受
」
と
書
い
て
あ
る
が
、
誰
が
寄
付

し
た
か
も
不
明
で
あ
る
。
建
築
年
月
が
記
入
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
記
述
か
ら
一

九
四
三
年
八
月
以
前
で
あ
る
こ
と
は
判
明
す
る
。
用
途
を
見
る
と
納
骨
堂
で
本
格
的

「忠
霊
堂
」
を
作
る
前
の
「
仮
」
堂
で
あ
る
と
読
め
る
。

　
以
上

を
総
合
す
る
と
、
日
中
全
面
戦
争
後
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
を
管
理
し
て
い
る

第
四
師
団
経
理
部
は
、
従
来
の
よ
う
な
個
人
墓
標
は
作
ら
な
く
な
っ
た
　
。
そ
し
て

一
方
で
「
忠
霊
塔
」
を
建
設
し
よ
う
と
す
る
運
動
が
あ
り
、
「
忠
霊
塔
」
を
作
る
前
の

納
骨
施
設

と
し
て
「
仮
忠
霊
堂
」
を
造
り
、
送
還
さ
れ
て
き
た
遺
骨
の
分
骨
を
納
め

た
。
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
戦
後
に
納
骨
施
設
と
し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
と
推
定
さ
れ

る
。　

な
お
、
こ
の
納
骨
堂
の
建
設
に
関
し
て
は
、
＝
九
四
一
年
二
月
頃
に
既
に
工
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　

を
始
め
て
い
た
」
と
の
聞
き
と
り
が
で
き
た
の
で
、
そ
の
後
に
完
成
し
た
も
の
と
思

わ

れ

る
が
、
こ
の
確
定
も
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
こ
ろ
で
「
仮
忠
霊
堂
」
は
、
何
故
「
仮
」

図21上納骨堂正面
　　　下　東側から正面と側面を見た納骨堂

の

ま
ま
だ
っ
た
の
か
。
こ
の
件
に
関
し
て
一
九

四

三

年
一
〇
月
三
〇
日
、
陸
亜
普
一
六
八
四
号

「戦
没
者
墓
碑
建
設
指
導
二
関
ス
ル
件
」
と
い

う
陸
軍
省
の
左
の
文
書
が
、
そ
の
間
の
事
情
を

物
語
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

　
　
戦
没

者
墓
碑
二
関
シ
テ
従
来
政
府
二
於
テ

　
　
質
素
ナ
ル
モ
ノ
ヲ
建
設
ス
ル
如
ク
指
導
セ

　
　

ラ
レ
ア
ル
処
ナ
ル
モ
今
尚
現
下
情
勢
ヲ
顧

　
　
慮
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
著
シ
ク
其
ノ
結
構
ヲ
競

　
　

ヒ
或
ハ
不
必
要
ナ
ル
資
料
労
力
ヲ
消
費
ス

　

　
ル
モ
ノ
或
ハ
賜
金
ノ
大
部
ヲ
之
二
充
テ
遺

　
　
族
将

来
ノ
生
計
二
影
響
ヲ
及
ホ
ス
ガ
如
き

　
　

キ
モ
ノ
ア
ル
ヲ
以
テ
各
部
隊
二
於
テ
ハ
左

　
　
記
諸

点
二
留
意
シ
遺
族
ノ
墓
碑
建
設
二
関

　
　

シ
関
係
方
面
ノ
指
導
二
一
段
ノ
配
慮
煩
度

　
　
依
命
通
牒
ス

　
　
　

左
記

55



国立歴史民俗博物館研究報告

　　第102集2003年3月

　
　
一
　
国
家
総
力
ヲ
挙
ゲ
テ
戦
力
増
強
生
産
拡
充
二
結
集
ス
ベ
キ
現
時
局
下
ニ
ア

　
　
　
リ
テ
ハ
墓
碑
建
設
二
使
用
ス
ル
資
材
労
力
ハ
徹
底
的
二
節
減
ス
ル
ヲ
要
ス
ル

　
　
　
コ
ト

　
　
ニ
　
新
墓
碑
建
設
ノ
モ
ノ
ニ
ア
リ
テ
ハ
現
戦
争
間
ハ
努
メ
テ
質
素
ナ
ル
木
碑
ヲ

　
　
　
以
テ

之
二
代
フ
ル
如
ク
ス
ル
コ
ト

　
　
三
　
先
祖
代
々
ノ
墓
二
合
祀
ス
ル
ガ
如
キ
風
習
ア
ル
地
方
二
於
テ
ハ
之
二
依
ラ

　
　
　
シ
ム
ル
コ
ト

　

こ
れ
と
殆
ん
ど
同
文
の
「
戦
没
者
墓
碑
建
設
二
関
ス
ル
件
」
と
い
う
海
軍
省
軍
務

局
人
事
局
長
か
ら
各
鎮
守
府
参
謀
長
宛
の
依
命
通
牒
が
、
一
九
四
三
年
＝
月
二
四

図22　三光神社の鳥居

　　　上　現在の鳥居の前に空襲で失なわ

　　　　　れた元の鳥居の礎石が残る。

　　　下　わずかに残った右側の鳥居の付

　　　　　け根部分。

日
、
海
軍
で
も
出
さ
れ
て
い
る
。

　
戦
死

し
た
身
内
を
、
せ
め
て
盛
大
に
葬
っ
て
や
り
た
い
と
遺
族
の
願
い
さ
え
、
統

制
さ
れ
る
時
代
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
の
通
牒
が
出
る
二
、
三
カ
月

前
に
、
「
仮
忠
霊
堂
」
を
作
ろ
う
と
し
た
団
体
が
、
暫
く
は
本
格
的
「
忠
霊
堂
」
は

建
設
で

き
な
い
と
判
断
し
て
「
仮
」
の
ま
ま
第
四
師
団
に
寄
付
し
た
と
考
え
る
。
こ

の

団
体
が
何
で
あ
っ
た
か
も
、
今
後
検
討
す
べ
き
課
題
だ
が
、
そ
の
手
掛
か
り
が

「仮
忠
霊
堂
」
と
い
う
名
に
あ
る
と
思
う
。
忠
霊
塔
で
な
か
っ
た
の
は
、
仏
教
式
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
聖
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
而
｝

慰
霊
施
設
と
し
て
、
東
京
の
護
国
寺
の
忠
霊
殿
や
金
沢
の
卯
辰
山
忠
魂
堂
と
通
ず
る

も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
う
し
て
真
田
山
陸
軍
墓
地
は
、
日
中
全
面
戦
か
ら
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
期
に
か

け
て
、
納
骨
堂
を
擁
し
て
、
現
在
の
景
観
と
ほ
ぼ
同
じ
も
の
に
な
っ
た
と
考
え
る
。

「古
い
歴
史
の
あ
る
軍
隊
衛
戌
地
ほ
ど
陸
軍
墓
地
の
土
地
に
余
裕
が
な
く
な
っ
て
い

た
。
そ
こ
で
、
多
く
が
合
葬
墓
に
な
っ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
日
中
戦
争
以
後
、
急
速

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
而
）

に
忠
霊
塔
が
全
国
市
町
村
に
建
て
ら
れ
る
事
情
が
こ
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
」
と
い
う
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指
摘

は
、
大
阪
の
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
場
合
そ
の
通
り
の
展
開
で
あ
っ
た
と
言
え
よ

う
。
た
だ
し
真
田
山
陸
軍
墓
地
で
は
、
忠
霊
塔
で
は
な
く
「
仮
忠
霊
堂
」
で
あ
っ
た

点
が
独
自
で
あ
っ
た
。

　
最
後
に
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
う
け
た
空
襲
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。
表
3
で

墓
地

西
側
の
九
力
寺
の
空
襲
被
災
に
つ
い
で
記
し
た
通
り
、
一
九
四
五
年
六
月
一
日

と
六
月
一
五
日
の
大
阪
大
空
襲
で
真
田
山
陸
軍
墓
地
は
そ
の
周
辺
と
あ
わ
せ
て
焼
夷

弾
の
雨
に
見
舞
わ
れ
た
。

　
六

月
］
一
日
の
空
襲
は
、
九
時
二
八
分
か
ら
＝
時
○
○
分
ま
で
に
B
2
9
爆
撃
機

四

五
八
機
に

よ
る
焼
夷
弾
二
七
八
九
ト
ン
と
少
数
P
5
1
戦
闘
機
に
よ
る
機
銃
掃
射

、
㌔
、

＼

一響

で
、
八
・
二
平
方
キ
ロ
が
被
災
し
死
者
三
一
一
二
人
、
重
軽
傷
者
一
万
九
五
人
、
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
m
〕

方
不
明
八
七
七
人
と
い
う
大
被
害
を
受
け
た
中
の
一
部
で
あ
っ
た
。

　
納
骨
堂
は
焼
け
ず
に
済
ん
だ
が
、
焼
夷
弾
が
屋
根
瓦
に
当
た
っ
て
破
損
し
雨
漏
り

が
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
焼
夷
弾
の
直
撃
を
受
け
て
破
損
し
た
墓
碑
も
相
当

あ
っ
た
と
い
う
。

　
六

月
一
五
日
の
空
襲
は
、
八
時
四
四
分
か
ら
一
〇
時
五
五
分
ま
で
に
B
2
9
爆
撃
機

四

四

四

機
に
よ
る
焼
夷
弾
三
一
五
七
ト
ン
の
攻
撃
で
、
四
・
九
平
方
キ
ロ
が
被
災

し
、
死
者
四
七
七
人
、
重
軽
傷
者
二
三
八
五
人
、
行
方
不
明
六
七
人
の
被
害
が
出

　い
　た

巧
墓
地
に
隣
接
し
た
西
側
の
九
力
寺
の
う
ち
、
先
の
空
襲
で
焼
け
残
っ
て
い
た
南

側
の
四
力
寺
も
こ
の
時
灰
燈
に
帰
し
た
。

　

こ
の
六
月
空
襲
の
跡
は
、
現
在
一
見
し
た
だ
け
で
は
も
う
す
っ
か
り
分
か
ら
な
く

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
よ
く
探
す
と
、
そ
ち
こ
ち
に
そ
の
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
。
た

と
え
ば
三
光
神
社
は
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
東
北
隅
に
境
を
接
し
て
い
る
が
、
こ
の

六

月
の
空
襲
で
焼
失
し
て
い
る
。
戦
後
再
建
さ
れ
た
三
光
神
社
の
現
在
の
鳥
居
の
前

図23　真田山陸軍墓地内で破壊された墓碑を

　　　集めた塚（上は正面、ドは側面）
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に
は
、
焼
夷
弾
の
直
撃
を
受
け
た
石
の
鳥
居
の
基
台
と
つ
け
根
の
部
分
が
保
存
さ
れ

て

い
る
。

　
石
の

鳥
居
で
さ
え
破
壊
さ
れ
た
の
だ
か
ら
、
陸
軍
墓
地
内
の
墓
碑
の
被
害
も
少
な

く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
が
後
に
整
理
さ
れ
て
、
現
在
墓
地
の
中
央
部
に
積

ま
れ
て
塚
と
な
っ
て
い
る
。
外
か
ら
見
て
数
え
ら
れ
る
も
の
が
二
六
〇
基
あ
る
が
、

破
片
に
な
っ
た
り
、
内
側
に
積
み
込
ま
れ
た
も
の
の
数
は
読
め
な
い
の
で
、
「
二
六

〇

基
以

上
」
と
言
う
数
え
方
で
表
示
し
た
。
同
時
に
、
納
骨
堂
の
屋
根
瓦
に
被
害
は

出
た
が
納
骨
堂
は
焼
け
ず
に
残
っ
た
の
で
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
景
観
は
大
き
く
は

変
ら
ず
に
戦
後
を
迎
え
た
。

　
な
お
本
章
で
は
、
暦
年
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
太
陽
暦
に
改
め
ら
れ
る
一
八
七
三

年
一
月
一
日
以
前
は
旧
暦
で
和
暦
を
主
に
、
そ
の
後
は
太
陽
暦
で
表
示
し
た
。
ま
た

新
聞
記
事
等
の
引
用
文
中
、
難
読
と
思
わ
れ
る
文
字
の
ル
ビ
は
残
し
て
他
は
省
い

た
。②

戦
後
の
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地

1

八
月
一
五
日
の
「
大
阪
事
件
」

　
一
九
四
五
年
八
月
一
四
日
、
昭
和
天
皇
の
裁
断
に
よ
り
政
府
は
「
国
体
の
護
持
」

（「
天
皇

制
の
護
持
」
）
を
条
件
に
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
を
決
め
た
。
翌
日
昭
和
天

皇
は
ラ
ジ
オ
を
通
じ
て
、
み
ず
か
ら
こ
れ
を
国
民
に
告
げ
た
。

　
こ
の
放
送
が
流
さ
れ
て
暫
く
し
て
、
一
台
の
日
本
軍
の
ト
ラ
ッ
ク
が
真
田
山
陸
軍

墓
地
正

門
を
入
っ
た
所
に
停
車
し
た
。
荷
台
に
は
大
き
な
布
を
被
せ
ら
れ
た
米
軍
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　

の

搭
乗
員
五
人
が
、
目
隠
を
さ
れ
両
腕
を
後
に
縛
ら
れ
て
連
れ
て
こ
ら
れ
た
。
こ
の

五
人

は
、
一
九
四
五
年
に
入
っ
て
日
本
本
土
の
空
襲
に
飛
来
し
た
米
軍
機
の
搭
乗
員

で
、
乗
機
が
日
本
軍
の
攻
撃
や
故
障
等
で
墜
落
し
て
捕
ら
え
ら
れ
て
い
た
。
中
部
憲

兵
隊
司
令
部
に
収
容
さ
れ
て
い
た
の
は
五
七
人
い
た
が
、
東
京
に
送
ら
れ
た
二
人
を

表14真田山陸軍墓地で殺害された米軍機搭乗員

考備搭乗員氏名墜落日時と地点
理

号

整

番

1945，5．5午前
　　　　　　　　　　　　　　　Me　SPADDEN少尉
和歌山県日高郡止山路村字殿原

呉を攻撃後、龍神村上空で日本軍戦闘機の攻撃を

受け墜落、捕えられた4人のB29搭乗員の1人

1945．6．1午前
　　　　　　　　　　　　　　　STRONG二等軍曹
奈良県吉野郡大峰山山ヒヶ岳

大阪空襲で対空砲火を受け損傷、山上ヶ岳の深い

森林に墜落、捕えられた3人のB29搭乗員の1人

1945，6．5午前

京都府綴喜郡青谷村奈島
PICCINO少尉

神戸空襲後、井手町上空で煙を吹いて降下旋回し

墜落、捕えられた6人のB29搭乗員の1人

1945．6．26午前
　　　　　　　　　　　　　　　COBB．H中尉
和歌山県日高郡美山村の清冷山

大阪陸軍造兵廠を空襲後、右翼から火を噴き、爆

発して墜落、捕えられた9人のB29搭乗員の1人

1945，8．8

和歌山県西牟婁郡稲成村
ORT大尉

P51搭乗員で捕えられた

L

2

3

4

5

除
い
て
殺
害
さ
れ
た
後
で
も
生
き
残
っ
て
い
た
捕
虜
で
あ
っ
た
（
表
1
4
）
。

　
正

門
を
入
っ
た
左
側
は
日
清
戦
争
の
軍
役
夫
等
の
墓
碑
群
九
三
四
基
の
あ
る
A
ブ

ロ

ッ

ク
だ
が
、
そ
の
墓
碑
と
北
側
の
塀
の
間
に
東
西
に
細
長
く
空
地
が
あ
っ
た
。
現

亘出典：池田一郎’林耕二’福林徹「米離搭縮処刑『大騨件』の概要」（1996年6月・大阪民衆史研究会編

　　　　　『大阪民衆史研究』第39号、耕文社、所収）の「中部軍管区に墜落した米軍機と捕虜搭乗員」表（9～11

　　　　頁）より真田山で殺害された5人分の記事を抜き出したもの。
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在
は
集
会
所
が
建
っ
て
い
る
所
か
ら
東
の
三
光
神
社
境
界
ま
で
の
空
地
で
あ
る
（
図

2
4
）
。
こ
こ
に
東
西
に
細
長
く
地
面
を
掘
り
、
そ
の
南
側
に
五
人
を
並
ば
せ
、
中
部

軍
憲
兵
司
令
部
外
事
特
別
班
の
憲
兵
が
殺
害
し
た
。
初
め
の
二
人
は
、
憲
兵
曹
長
が

日
本
刀
で
斬
首
し
、
残
り
の
三
人
は
他
の
憲
兵
下
士
官
等
が
ピ
ス
ト
ル
で
一
斉
に
射

殺

し
た
。
斬
首
し
た
憲
兵
曹
長
の
言
に
よ
れ
ば
「
皆
ガ
ヨ
ツ
テ
之
ヲ
後
デ
判
ラ
ヌ
様

二
埋

メ
テ
整
地
シ
マ
シ
タ
（
中
略
）
班
二
帰
リ
（
中
略
）
大
尉
二
自
分
ハ
命
ゼ
ラ
レ

ル

ガ

マ
・
二
二
名
斬
殺
シ
マ
シ
タ
ト
（
中
略
）
報
告
シ
マ
シ
タ
ラ
誰
ニ
モ
云
フ
ナ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

堅

ク
ロ
止
メ
サ
レ
マ
シ
タ
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
中
部
軍
憲
兵
隊
が
組
織
的
に
米
軍
機
搭
乗
員
を
殺
害
し
た
一
連
の
事
件
は
「
大
阪

図24Aブロックの墓碑群の右手の空地と現在の

　　　集会所の建物の辺りで米軍捕虜が殺害された。

事
件
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
の
中
で
も
、
こ
の
真
田
山
陸
軍
墓
地
で
の
殺
害
事
件
は
、

八

月
一
五
日
と
い
う
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
通
知
後
の
事
件
と
し
て
注
意
さ
れ
る
。
戦

争
が
終
っ
た
後
で
殺
害
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
阪
神
間
で
捕
え
ら
れ
た
米
軍
機
搭
乗
員

の
殺
害
事
件
を
追
っ
た
最
新
の
研
究
で
は
、
東
海
軍
管
区
や
西
部
軍
管
区
で
憲
兵
隊

で

は
な
く
軍
が
直
接
管
理
し
た
事
件
と
対
比
し
な
が
ら
、
こ
の
真
田
山
で
の
憲
兵
隊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
ω
　

の
殺
害
事
件
を
次
の
様
に
位
置
づ
け
て
い
る
。

　
　
八

月
一
五
日
、
五
人
を
大
阪
の
真
田
山
陸
軍
墓
地
（
天
王
寺
区
玉
造
本
町
）
で

　
　
処
刑
。
終
戦
の
時
点
で
、
中
部
憲
兵
隊
司
令
部
に
は
五
人
の
飛
行
士
が
残
っ
て

　
　
い

た
が
、
証
拠
隠
滅
の
た
め
真
田
山
陸
軍
墓
地
で
全
員
処
刑
さ
れ
た
。
（
中

　
　
略
）
米
軍
の
戦
後
調
査
で
、
こ
の
う
ち
四
人
の
氏
名
が
判
明
し
た
。

　
つ

ま
り
殺
害
事
件
の
証
拠
を
消
す
た
め
に
、
戦
後
生
き
残
っ
て
い
た
五
人
も
殺
害

図25　真田山陸軍墓地に建てられた偽の墓標

　　　（米軍撮影）
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図26　占領軍による真田山陸軍墓地の発掘調査の光景（米軍撮影）

し
た
の
が
、
真
田
山
で
の
「
大
阪
事
件
」
の
性
格
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
後
間
も
な
く
、
米
軍
を
主
力
と
す
る
占
領
軍
が
上
陸
す
る
前
後
か
ら
、
搭
乗

員
殺
害
の
事
実
を
隠
蔽
す
る
計
画
が
中
部
軍
と
憲
兵
隊
に
よ
っ
て
計
画
、
実
行
さ
れ

｛
塑た

○
憲
兵
隊
は
捕
え
た
搭
乗
員
の
総
数
を
一
六
人
と
三
分
の
一
以
下
の
少
数
だ
っ
た

よ
う
に
見
せ
か
け
る
工
作
を
開
始
し
た
。
東
京
に
送
ら
れ
た
二
人
以
外
の
一
四
人

は
、
す
べ
て
傷
病
死
し
た
と
し
て
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
偽
の
墓
標
一
四
人
分
を
建

て

た
（
図
2
5
）
。
し
か
し
一
六
人
で
は
少
な
す
ぎ
て
、
隠
蔽
工
作
が
破
綻
す
る
恐
れ

が

あ
っ
た
こ
と
か
ら
偽
装
工
作
し
よ
う
と
し
た
が
、
対
象
と
さ
れ
た
地
方
の
憲
兵
隊

の
協
力
拒
否
に
よ
っ
て
失
敗
し
た
。
最
終
的
に
は
四
国
の
高
松
へ
輸
送
中
明
石
海
峡

で

機
雷
に
触
れ
船
が
爆
沈
し
た
た
め
死
亡
し
た
と
い
う
虚
偽
の
報
告
案
が
検
討
さ

れ
、
一
九
四
五
年
＝
月
一
七
、
一
八
日
に
開
か
れ
た
陸
軍
省
で
の
各
軍
管
区
司
令

官
の
会
合
で
、
陸
軍
大
臣
は
「
軍
の
方
で
絶
対
に
バ
ク
ロ
し
な
い
と
い
う
自
信
が
あ

れ

ば

工
作
の

報
告
で
も
必
ず
し
も
否
定
し
な
い
」
と
発
言
し
た
。
し
か
し
一
九
四
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
m
｝

年
一
二
月
一
〇
日
第
一
復
員
省
吉
積
総
務
課
長
が
、
「
日
本
の
将
来
を
考
え
て
も
、

こ
の
際
真
実
の
報
告
を
提
出
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
犠
牲
者
が
出
る
か
も

し
れ
ぬ
が
や
む
を
得
な
い
」
と
隠
蔽
工
作
の
報
告
書
の
受
け
取
り
を
拒
否
し
、
隠
蔽

工
作
は
失
敗
し
た
。

　

こ
の
間
、
一
九
四
五
年
一
一
月
＝
日
付
『
朝
日
新
聞
』
は
「
処
刑
さ
れ
た
B
2
9

搭
乗
員
、
茶
毘
に
付
し
て
真
田
山
（
大
阪
）
へ
埋
葬
」
の
見
出
し
で
次
の
通
り
報
じ

　
　
⌒
鵬
　

て

い
る
。

　
　
〔
第
六
軍
発
表
〕
　
大
阪
で
処
刑
さ
れ
た
B
2
9
搭
乗
員
十
四
名
の
調
査
を
行
っ
た

　
　
戦
争
犯
罪
者
調
査
委
員
会
軍
事
班
司
法
係
の
フ
ラ
ン
ク
・
H
・
モ
リ
ソ
ン
大
尉

　
　
と
デ
ィ
ビ
ツ
ド
中
尉
お
よ
び
第
一
軍
団
第
九
十
情
報
隊
の
ベ
イ
ラ
ー
・
ロ
ー
ガ

　
　

ン
一
行
は
九
日
大
阪
市
真
田
山
の
日
本
陸
軍
墓
地
で
飛
行
士
の
死
体
が
こ

　
　

と
ぐ
く
茶
毘
に
付
さ
れ
て
ゐ
る
の
を
確
か
め
た
旨
を
明
か
に
し
た
、
墓
は
す

　
　
べ
て

地
面
か

ら
わ
つ
か
六
イ
ン
チ
（
約
一
五
セ
ン
チ
、
引
用
者
注
）
の
深
さ
で

　
　
十
ニ
イ
ン
チ
四
方
の
木
箱
に
入
つ
た
壼
の
中
に
遺
骨
は
納
め
ら
れ
て
あ
つ
た
、

　
　
北
面

に
立
て
ら
れ
て
あ
る
小
さ
な
木
標
に
飛
行
士
の
姓
名
が
記
さ
れ
て
あ
る

（十
四

名
の
う
ち
五
名
は
無
名
と
し
て
あ
る
）
の
に
よ
つ
て
そ
れ
と
判
定
が
つ

い

た
（
中
略
）
便
所
に
あ
て
ら
れ
た
廊
下
の
一
隅
の
掛
小
屋
の
中
で
俘
虜
の
連

合
軍
兵
士
は
飛
行
士
に
対
す
る
残
虐
な
取
扱
を
聞
く
こ
と
が
出
来
た
、
八
月
八

日
前
後
日
本
憲
兵
隊
員
が
獄
屋
に
来
て
、
十
六
名
の
飛
行
士
の
う
ち
十
四
名
は

軍
事
目
標
以
外
の
病
院
や
市
民
を
攻
撃
し
た
廉
で
死
刑
に
処
さ
れ
る
旨
を
宣
告

し
、
直
に
十
四
名
の
飛
行
士
は
目
隠
を
さ
れ
て
い
つ
こ
へ
か
連
れ
去
ら
れ
た
、

60



横山篤夫［旧真田山陸軍墓地変遷史］

　
　
彼

ら
は
そ
れ
き
り
戻
つ
て
は
来
な
か
つ
た
、
飛
行
士
た
ち
が
置
き
残
し
て
い
つ

　
　

た
靴
は
日
本
憲
兵
が
そ
れ
か
ら
数
週
間
後
取
り
に
来
る
ま
で
獄
舎
の
片
隅
に
残

　
　

さ
れ
て
ゐ
た
、
処
刑
を
ま
ぬ
が
れ
た
飛
行
士
の
う
ち
他
の
二
人
は
去
る
九
月
連

　
　
合
軍
の
捜
査
隊
に
よ
つ
て
救
出
さ
れ
、
無
事
帰
国
し
た

　
隠
蔽
工
作
は
次
第
に
破
綻
し
て
ゆ
く
が
、
未
だ
憲
兵
隊
の
工
作
に
沿
っ
た
調
査
が

行
な
わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
だ
が
そ
の
調
査
は
徹
底
し
て
行
な
わ

れ
、
内
山
元
中
部
軍
司
令
官
は
一
二
月
一
六
日
か
ら
の
取
調
べ
に
対
し
て
真
相
を
報

告
す

る
こ
と
を
決
定
し
た
。
搭
乗
員
殺
害
に
対
す
る
戦
争
犯
罪
人
の
追
及
は
、
B
C

級
戦
犯
裁
判
と
し
て
横
浜
の
法
廷
で
行
な
わ
れ
た
。

　
一
九
四
八
年
八
月
二
日
に
、
元
憲
兵
隊
総
司
令
官
大
城
戸
中
将
以
下
二
七
人
の
被

告

が
一
八
四
項
目
の
戦
争
犯
罪
容
疑
で
召
還
さ
れ
、
五
カ
月
の
裁
判
で
一
五
人
が
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
型

罪

（後

に
二
人
は
取
消
）
、
一
二
人
が
無
罪
と
な
っ
た
。
有
罪
の
量
刑
は
、
事
実
上

の

秘

密
処
刑
命
令
を
出
し
た
元
憲
兵
司
令
官
大
城
戸
中
将
等
の
終
身
刑
か
ら
殺
害
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
型

関
わ
り
の
深
か
っ
た
下
士
官
達
が
懲
役
二
～
一
五
年
で
あ
っ
た
と
い
う
。
ま
た
現
場

で
殺
害
を
実
行
し
た
中
部
憲
兵
隊
の
下
士
官
九
人
は
、
上
部
か
ら
の
命
令
に
従
わ
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
）

る
を
得
な
か
っ
た
事
情
が
考
慮
さ
れ
て
無
罪
に
な
っ
た
。

　

そ
の
う
ち
の
］
人
で
、
二
人
を
斬
首
し
た
元
憲
兵
曹
長
は
「
執
行
直
後
ノ
私
ノ
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
盟
）

想
」
に
次
の
通
り
述
べ
て
い
る
。

　
　
執
行
ヲ
命
ゼ
ラ
レ
タ
時
ハ
如
何
ト
モ
之
二
抗
ス
ル
事
ガ
出
来
ズ
執
行
シ
マ
シ
タ

　
　
ガ

班
二
帰
リ
自
宅
二
帰
ツ
テ
静
二
考
ヘ
ル
ト
如
何
二
命
令
ト
ハ
云
へ
余
リ
残
虐

　
　
ナ
ノ
ニ
驚
キ
彼
等
二
人
モ
人
ノ
子
デ
ア
リ
家
庭
ヲ
持
ツ
人
デ
ア
ル
ト
具
二
考
ヘ

　
　
ル
時
二
一
月
余
リ
ハ
一
睡
モ
眠
レ
ヌ
晩
ガ
幾
晩
モ
ア
リ
唯
之
二
対
シ
如
何
ニ
カ

　
　

シ
テ
謝
罪
ス
ル
方
法
ハ
ナ
イ
カ
ト
考
へ
続
ケ
テ
居
リ
マ
シ
タ
ソ
レ
カ
ト
云
ツ
テ

　
　
自
分
カ
ラ
之
レ
く
ノ
犯
罪
ヲ
犯
シ
マ
シ
タ
ト
進
駐
軍
ヲ
始
メ
警
察
当
局
二
届

　
　
出
デ
ル
元
気
モ
無
ク
其
ノ
侭
ニ
ハ
シ
テ
居
タ
モ
ノ
・
何
時
カ
バ
逮
捕
二
来
ル
ト

　
　
バ
カ
リ
信
ジ
テ
ト
ウ
〈
神
経
衰
弱
ニ
ナ
リ
昭
和
二
十
一
年
四
月
上
旬
妻
ノ
田

　
　
舎
デ
半
年
程
静
養
シ
マ
シ
タ
ラ
大
体
善
ク
ナ
リ
マ
シ
タ
ノ
デ
再
ビ
神
戸
二
帰
リ

　
　

区
役
所
ニ
モ
住
所
ヲ
ハ
ツ
キ
リ
シ
テ
逮
捕
ノ
指
令
ガ
ア
ツ
タ
ラ
何
時
ニ
テ
モ
応

　
　
ズ

ル

考
ヘ
テ
待
ツ
テ
居
リ
マ
シ
タ
其
ノ
反
面
、
私
ハ
宗
教
ハ
仏
教
デ
ア
リ
マ
シ

　
　

タ
ガ
「
カ
ト
リ
ツ
ク
」
二
教
旨
ヲ
替
ヘ
テ
ヒ
タ
ス
ラ
処
刑
ヲ
受
ケ
タ
気
ノ
毒
ナ

　
　
方
ノ
冥
福
ヲ
祈
リ
続
ケ
テ
居
リ
マ
シ
タ

　
占
領
下
で
、
B
C
級
戦
犯
と
し
て
取
調
べ
を
受
け
て
い
る
中
で
の
供
述
書
の
記
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爾
）

な
の
で
、
「
私
ノ
自
由
意
志
二
基
イ
テ
真
実
ヲ
記
シ
タ
事
ヲ
宣
誓
シ
マ
ス
」
と
し
て

あ
っ
て
も
、
史
料
批
判
を
し
な
が
ら
読
む
必
要
の
あ
る
文
だ
が
、
悩
み
迷
い
悔
恨
し

た
一
人
の
記
録
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
真
田
山
陸
軍
墓
地
で
、
戦
争
が
終
っ
た
直
後
に
こ
う
し
た
悲
劇
の
あ
っ
た
こ
と
も

直
視
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
殺
害
さ
れ
た
米
兵
の
遺
骨
は
す
べ
て
掘
り
出
さ
れ
て
米
国

に
還
送
さ
れ
、
今
は
集
会
所
と
空
地
に
な
っ
て
い
る
。
墓
碑
は
無
い
と
は
言
え
、
殺

害
さ
れ
た
米
兵
の
遺
骨
が
埋
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
の
殺

害
に
参
加
さ
せ
ら
れ
て
そ
の
後
の
人
生
に
重
い
影
を
負
っ
て
生
き
た
人
が
い
る
こ
と

も
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
歴
史
の
一
頁
と
し
て
抜
か
し
て
は
な
る
ま
い
。

2

大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会
の
成
立
と
祭
祀

　
真
田
山
陸
軍
墓
地
は
、
他
の
陸
海
軍
が
管
轄
す
る
陸
・
海
軍
墓
地
と
同
様
に
、
一

九

四
五
年
＝
一
月
一
日
陸
・
海
軍
省
が
廃
止
さ
れ
る
と
、
大
蔵
省
の
管
轄
す
る
国
有

　
　
　
　
　
（
m
）

財

産
と
な
っ
た
。
し
か
し
遺
骨
の
埋
葬
さ
れ
て
い
る
墓
地
は
、
建
物
や
動
産
の
よ
う

に
そ
の
ま
ま
払
下
げ
た
り
他
に
転
用
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
陸
・
海
軍
墓
地
は
軍
と
し
て
も
放
置
で
き
な
い
課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い

た
よ
う
で
、
陸
・
海
軍
省
が
廃
止
さ
れ
る
前
に
一
定
の
方
策
を
検
討
し
て
い
た
。
そ

の

内
容
は
、
一
九
四
六
年
五
月
二
日
付
の
第
一
復
員
省
大
阪
地
方
世
話
部
発
の
「
陸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
些

軍
墓
地
現
況
調
査
二
関
ス
ル
件
回
答
」
と
題
す
る
次
の
史
料
で
明
ら
か
に
な
る
。
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爾
）

お
こ
の
史
料
が
、
筆
者
が
入
手
で
き
た
戦
後
の
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
関
す
る
陸
軍

の

一
番
古
い
史
料
な
の
で
、
や
や
長
文
で
は
あ
る
が
全
文
引
用
す
る
。

　
　
阪
世
留
遺
第
九
九
号

61



国立歴史民俗博物館研究報告

　第102集2003年3月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
ス
ル
件

　
　
陸
軍
墓
地
現
況
調
査
二
対
ス
ル
回
答
ノ
件
通
牒

昭
和
二
十
一
年
五
月
二
日

　
復
員
監
部
御
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
関
ス
ル
件
　
　
　
　
　
回
答

陸
軍
墓
地
現
況
調
査
二
対
ス
ル
回
答
左
記
ノ
通
リ
通
牒
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
左
記

一

、
場
所
及
び
埋
葬
概
数

　
名
　
称

真

田
山
陸
軍
墓
地

信
太

山
陸
軍
墓
地

高
槻
陸
軍
墓
地

二
、
移
管
先

　
昭
二
〇
、
一
〇
、

　
場
　
所

大
阪
市
東
区
真
田
山

大
阪
府
泉
北
郡
和
泉
町
黒
鳥

高
槻
市
真
上

大
阪
地
方
世
話
部

埋
葬
概
数

二
三

二
四

柱

　
二
七
九

柱

　
　
八
〇

柱

摘
　
要

　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
陸
軍
通
牒
二
依
リ
陸
軍
墓
地
ハ
厚
生
省
二
移
管
サ
ル

　
ベ
ク
指
示
ア
リ
タ
ル
モ
具
体
化
ス
ル
ニ
至
ラ
ズ
爾
後
部
長
会
同
二
於
テ
地
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
ヒ

　
庁
へ
更
二
靖
国
会
へ
移
管
ニ
ナ
ル
予
定
ナ
ル
モ
末
ダ
制
式
ノ
決
定
ヲ
見
ズ

　
現
在
世
話
部
二
於
テ
管
理
シ
ア
リ

　
　
但
シ
地
方
庁
二
移
管
サ
ル
・
指
示
ア
リ
タ
ル
際
地
方
側
ト
懇
談
ノ
結
果
目

　
　
下

ノ
所
維
持
財
団
ヲ
創
設
之
ケ
維
持
ヲ
計
ル
如
ク
概
ネ
決
定
シ
ア
リ

三
、
移
管
後
ノ
維
持
要
領
　
特
二
財
団
ノ
関
係
維
持
費

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
右
記

ノ
如
ク
移
管
先
末
ダ
決
定
セ
ザ
ル
タ
メ
本
項
二
関
シ
テ
ハ
判
明
シ
ア

　
ラ
ズ

四
、
将
来
二
於
ケ
ル
移
管
後
ノ
陸
軍
墓
地
二
対
ス
ル
地
方
世
話
部
ノ
関
聯
ノ
程

　
度

　
靖
国
会
二
移
管
決
定
後
ト
難
モ
之
ケ
維
持
管
理
ハ
世
話
部
ガ
地
方
庁
内
二
入

　
ル

モ

ノ
ト
セ
バ
引
続
キ
当
部
二
於
テ
行
フ
モ
ノ
ト
判
断
セ
ラ
ル

五
、
移
管
業
務
ヲ
通
ジ
テ
知
得
セ
ル
関
係
地
方
団
体
等
ノ
陸
軍
墓
地
二
対
ス
ル

　
　
　
態
度
其
他
参
考
ト
ナ
ル
ベ
キ
事
項

　
　
　
地
方
団
体
ハ
地
方
庁
二
移
管
サ
ル
・
二
当
リ
テ
ノ
懇
談
ノ
際
二
於
テ
ハ
積
極

　
　
　
的
ニ
シ
テ
熱
意
ヲ
有
シ
ア
ル
モ
維
持
費
二
困
難
ヲ
感
ジ
ア
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
　
且
戦
災
二
依
リ
一
部
損
傷
ヲ
蒙
リ
ア
ル
墓
地
二
対
シ
テ
ハ
之
ゲ
申
受
ケ
前

　
　
　
二
修
理
ヲ
希
望
シ
ア
リ
ル
ニ
付
清
掃
、
修
理
、
例
祭
ノ
挙
行
後
移
管
ス
ル
ヲ

　
　
　
可
ト
セ
ン

　
　
六
、
分
骨
ノ
処
理
及
忠
霊
塔
二
関
ス
ル
概
況

　
　
　
分
骨
ハ
終
戦
後
一
定
ノ
時
期
ヲ
決
メ
ル
コ
ト
ナ
ク
遺
族
ヨ
リ
ノ
希
望
ア
リ
タ

　
　
　
ル
場
合
之
ヲ
纏
メ
逐
次
合
葬
シ
ア
ル
状
況
ナ
リ

　
　
　
忠
霊
塔
ハ
現
在
顕
彰
会
ヲ
創
設
シ
之
ケ
維
持
ヲ
計
リ
ア
リ

　
　
　
　
　
▼
　
「
陸
軍
」
記
名
縦
罫
紙
B
5
×
3
枚
、
手
書
き
又
は
謄
写
印

　
　
　
　
　
　
　
刷
の
コ
ピ
ー
。

　
　
　
　
　
　
　
原

資
料
の
抹
消
部
分
は
左
行
に
「
ミ
ミ
」
を
付
し
、
右
行
間

　
　
　
　
　
　
　

に
改
変
し
た
文
字
が
あ
れ
ば
記
し
た
。
以
下
の
資
料
で
も
同

　
　
　
　
　
　
　
様
に
表
示
。

　
大
阪
地
方
世
話
部
の
担
当
に
は
、
旧
陸
軍
の
信
太
山
と
高
槻
の
陸
軍
墓
地
も
含
ま

れ
て

い

た
が
、
本
研
究
報
告
書
の
別
稿
で
と
り
あ
げ
た
の
で
本
稿
で
触
れ
る
こ
と
は

省
略
す
る
。
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
つ
い
て
は
、
所
在
地
に
続
い
て
「
埋
葬
概
数
一

二
三

二

四
柱
」
と
記
し
て
い
る
。
第
一
章
第
五
節
で
納
骨
堂
が
出
来
る
前
の
墓
碑
数

を
約
六
千
基
と
考
え
た
。
す
る
と
そ
れ
と
の
差
の
約
六
千
余
基
が
、
日
中
戦
争
・
ア

ジ
ア
太
平
洋
戦
争
期
に
納
骨
堂
に
納
め
ら
れ
た
遺
骨
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
文
書
が
出
さ
れ
た
一
月
後
の
六
月
に
「
真
田
山
陸
軍
墓
地
埋
葬
願
」
の
部
厚

　
　
　
　
　
商
｝

い

簿
冊
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
後
恐
ら
く
は
引
揚
げ
た
部
隊
や
復
員
し
た
遺
族
等

か

ら
続
々
と
埋
葬
願
が
出
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。
な
お
、
霊
場
維
持
会
の
『
財
団

法
人
大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会
の
沿
革
』
に
記
す
、
「
霊
堂
に
奉
安
さ
れ
て
あ
り
ま
す

遺
骨
は
実
に
四
三
、
○
○
○
余
柱
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
後
の
結
果
を
示
し
て
い
る

の

で

あ
ろ
う
。
但
し
、
単
純
に
埋
葬
を
願
い
出
た
場
合
だ
け
で
な
く
、
「
昭
和
2
0
年
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菰
）

以
後
分
骨

（移
管
）
名
簿
」
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
真
田
山
の
納
骨
堂
か
ら
持
ち
帰
る

場
合
も
相
当
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
先
の

史
料
で
特
に
注
意
し
た
い
の
は
、
「
二
、
移
管
先
」
の
項
か
ら
、
一
九
四
五

年
一
〇
月
二
五
日
の
陸
軍
省
通
牒
で
陸
軍
省
が
陸
軍
墓
地
の
移
管
先
を
厚
生
省
に
求

め

た
こ
と
、
し
か
し
厚
生
省
が
了
承
せ
ず
具
体
化
し
な
か
っ
た
事
実
が
あ
っ
た
こ
と

が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
の
時
期
は
、
占
領
軍
の
政
策
の
具
体
的
内
容
が
不
明
な
こ
と

も
あ
り
、
厚
生
省
が
難
色
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
の
結
果
陸
軍
省
が
廃
止
さ
れ
る
時
点
で
は
、
そ
の
後
の
維
持
管
理
や
祭
祀
継
続

に
つ
い
て
の
見
通
し
の
な
い
ま
ま
で
、
国
有
財
産
と
し
て
大
蔵
省
の
管
轄
下
に
移
さ

れ

た
。
そ
の
た
め
、
第
一
復
員
省
が
陸
軍
墓
地
の
維
持
管
理
、
祭
祀
の
継
続
に
関
す

る
目
処
を
つ
け
る
た
め
に
内
部
で
検
討
し
情
報
を
交
換
す
る
目
的
で
発
行
さ
れ
た
文

書
の
一
つ
が
先
に
あ
げ
た
史
料
で
あ
る
。

　
陸
軍
墓
地
が
大
蔵
省
に
移
管
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
一
九
四
五
年
一
二
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
函
）

一
日
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
は
大
蔵
省
大
阪
財
務
局
に
移
管
さ
れ
た
。

　
移
管
さ
れ
て
二
週
間
後
の
一
九
四
五
年
一
二
月
一
五
日
、
連
合
国
最
高
司
令
官
か

ら
「
国
家
神
道
、
神
社
神
道
二
対
ス
ル
政
府
ノ
保
証
、
支
援
、
保
全
及
監
督
並
二
弘

布
ノ
廃
止
二
関
ス
ル
件
」
の
覚
書
が
出
さ
れ
た
。
国
家
が
神
道
や
祭
祀
に
関
わ
る
こ

と
を
禁
止
し
た
覚
書
き
で
、
政
府
機
関
の
ど
こ
か
が
旧
軍
の
墓
地
を
維
持
管
理
し
祭

祀

を
担
当
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
な
っ
た
。
し
か
し
日
常
の
様
々
な
事
例
に
対
し

て
、
国
家
神
道
を
援
助
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
否
か
の
判
断
は
、
一
本
の
線
を
ひ
く

よ
う
に
は
扱
え
ず
担
当
す
る
部
局
や
状
況
に
よ
っ
て
、
そ
の
判
断
は
揺
れ
を
示
し
て

　
（
型

い
た
。

　
そ
こ
で
こ
の
史
料
で
は
、
「
二
、
移
管
先
」
に
つ
い
て
「
地
方
庁
へ
更
二
靖
国
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
マ
マ
ザ

へ
移

管
ナ
ル
予
定
ナ
ル
モ
末
ダ
制
式
ノ
決
定
ヲ
見
ズ
」
と
部
長
会
同
で
の
議
論
の

内
容
を
紹
介
し
、
様
子
を
見
て
い
る
状
態
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
中
央
の
国

家
機
関
が
旧
陸
軍
墓
地
の
維
持
管
理
祭
祀
に
関
与
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
地
方
の
自

治
体
が
受
け
皿
と
な
り
、
ゆ
く
ゆ
く
は
靖
国
会
へ
移
管
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
、
こ

こ
で
初
め
て
「
靖
国
会
」
な
る
団
体
が
登
場
す
る
。
し
か
も
「
地
方
側
ト
懇
談
ノ
結

果

目
下
ノ
所
維
持
財
団
ヲ
創
設
之
ケ
維
持
ヲ
計
ル
如
ク
概
ネ
決
定
シ
ア
リ
」
と
財
団

法
人
と
い
う
形
態
ま
で
下
相
談
が
進
ん
で
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
し
て
将

来
の
展
望
を
述
べ
た
「
四
」
で
は
、
靖
国
会
に
移
管
さ
れ
て
も
そ
の
維
持
管
理
は
第

一
復
員
省
が
解
体
後
に
地
方
自
治
体
内
の
組
織
に
組
み
込
ま
れ
た
「
地
方
世
話
部
」

の
後
身
機
関
が
実
質
は
担
当
す
る
予
定
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
以

上
一
九
四
六
年
五
月
二
日
付
の
第
一
復
員
省
大
阪
地
方
世
話
部
発
「
陸
軍
墓
地

現
況
調
査
二
関
ス
ル
件
回
答
」
の
史
料
で
判
明
し
た
主
な
内
容
を
整
理
し
て
き
た
。

し
か
し
そ
こ
で
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
移
管
先
と
し
て
想
定
さ
れ
た
「
靖
国
会
」
の
実

態
に
つ
い
て
は
、
こ
の
史
料
か
ら
は
明
ら
か
に
は
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
が
分
か
る
の
が
、
同
年
六
月
二
九
日
に
大
蔵
次
官
、
内
務
次
官
か
ら
各
財
務

局
長
、
地
方
長
官
に
宛
て
た
「
旧
軍
用
墓
地
の
処
理
に
関
す
る
件
」
と
題
す
る
次
の

　
苗
）

史
料
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
旧
軍
用
墓
地
の
処
理
に
関
す
る
件

　
　
標
記
の
件
に
関
し
五
月
二
十
四
日
中
央
特
殊
物
件
処
理
委
員
会
の
議
を
経
て
別

　
　
紙
第
一
の
通
り
決
定
し
関
係
方
面
へ
も
別
紙
第
二
の
通
り
協
力
方
を
要
請
し
て

　
　
お
い
た
か
ら
、
左
記
事
項
御
留
意
の
上
処
理
せ
ら
れ
た
い
。

　
　
　
　
　
　
記

　
　
一
、
別
紙
第
一
に
依
る
処
理
方
法
は
一
応
の
規
準
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら

　
　
　
地
方
の
実
情
に
応
じ
適
切
な
る
処
理
を
実
施
し
不
測
の
紛
争
等
を
生
じ
な
い

　
　
　
様
注
意
せ
ら
れ
た
い
こ
と
。

　
　
二
、
三
、
（
略
）

　
　
四
、
経
費
は
維
持
管
理
、
祭
祀
を
担
当
す
る
も
の
が
負
担
す
る
こ
と
。

目
下
靖
国
神
社
の
氏
子
団
体
た
る
靖
国
会
（
仮
称
）
に
於
て
は
維
持
管
理
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
マ
マ
ざ

祭
祀
を
担
当
し
た
い
意
向
が
あ
り
、
右
は
適
当
と
認
め
ら
れ
る
か
こ
れ
に

就
い
て
は
更
め
て
同
会
か
ら
貴
庁
に
連
絡
す
る
筈
で
あ
る
か
ら
其
の
時
に
は

然
る
べ
く
考
慮
せ
ら
れ
た
い
。
（
以
下
略
）
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五
、
六
、
（
略
）

　
　
別
紙
一

　
　
　
　
　
旧
軍
用
墓
地
の
処
理
に
関
す
る
件

　
　
一
、
旧
軍
用
墓
地
は
都
道
府
県
又
は
地
元
市
町
村
に
無
償
貸
付
す
る
も
の
と
す

　
　
　
る
。

　
　
二
、
旧
軍
用
墓
地
の
維
持
管
理
祭
祀
は
地
方
の
実
情
に
応
じ
都
道
府
県
又
は
当

　
　
　
該
地
方
長
官
の
承
認
を
受
け
市
町
村
、
宗
教
団
体
、
遺
族
会
等
に
於
て
行
ふ

　
　
　
も
の
と
す
る
。

　
　
　
特
定
の
団
体
か
維
持
管
理
祭
祀
を
担
当
す
る
場
合
に
於
て
も
他
の
団
体
は
之

　
　
　
が
祭
祀
に
参
列
又
は
単
独
祭
祀
を
執
行
し
得
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
三
、
（
略
）

　
一
九
四
六
年
五
月
二
四
日
の
中
央
特
殊
物
件
処
理
委
員
会
の
議
を
経
て
、
六
月
二

九

日
に
旧
軍
用
墓
地
の
処
理
に
つ
い
て
の
決
定
を
通
知
し
た
こ
の
史
料
は
、
六
点
の

留
意
事
項
を
付
し
て
い
る
。
そ
の
一
は
、
処
理
方
針
は
コ
応
の
規
準
」
で
紛
争
が

お
き
な
い
よ
う
に
「
地
方
の
実
情
に
応
じ
」
て
対
応
す
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

果
、
旧
陸
軍
墓
地
八
一
、
海
軍
葬
儀
場
七
、
計
八
八
カ
所
の
軍
用
墓
地
は
各
地
の
条

件

に
応
じ
て
変
形
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
四
で
、
「
靖
国
会
」
と

は
靖
国
神
社
の
氏
子
団
体
と
し
て
組
織
さ
れ
る
予
定
の
団
体
の
仮
称
で
あ
る
こ
と
が

明
ら
か
に
な
る
。
さ
ら
に
維
持
管
理
、
祭
祀
に
要
す
る
経
費
は
、
そ
れ
を
担
当
す
る

も
の
が
負
担
す
る
こ
と
と
す
る
が
、
靖
国
会
は
そ
れ
を
担
当
し
た
い
意
向
な
の
で
出

来
る
だ
け
便
宜
を
は
か
る
よ
う
に
求
め
て
い
る
。

　

こ
こ
で
奇
妙
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
つ
ま
り
仮
称
で
し
か
な
い
未
だ
組
織
が

成
立
し
て
い
な
い
靖
国
会
が
、
既
に
経
費
負
担
を
含
め
て
軍
用
墓
地
の
維
持
管
理
、

祭
祀
の
担
当
の
意
向
を
示
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
靖
国
会
を

組
織

し
よ
う
と
す
る
復
員
省
の
後
身
の
復
員
庁
の
意
図
が
、
軍
用
墓
地
移
管
の
受
け

皿
と
し
て
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
前
提
に
、
別
紙
一
の
一
、

二
が
旧
軍
用
墓
地
の
処
理
方
針
と
し
て
決
定
さ
れ
た
。

　

こ
の
別
紙
一
の
一
項
の
「
旧
軍
用
墓
地
は
都
道
府
県
又
は
地
方
市
町
村
に
無
償
貸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
響

与
す
る
」
と
い
う
方
針
に
沿
っ
て
、
旧
真
田
山
墓
地
は
大
阪
市
に
無
償
貸
与
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
脳
）

以
来
こ
の
契
約
が
更
新
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
そ
し
て
恐
ら
く
は
別
紙
一
の

二
項
に
沿
っ
て
、
復
員
庁
に
よ
っ
て
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
で
も
靖
国
会
の
組
織
化
が

着
手
さ
れ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

　
し
か
し
靖
国
会
は
簡
単
に
は
組
織
で
き
な
か
っ
た
。
当
時
は
靖
国
神
社
の
存
続
そ

の

も
の
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
陸
海
軍
省
の
管
轄
で
あ
っ
た
靖
国
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
面
）

社

は
、
既
に
一
九
四
五
年
一
二
月
一
日
以
後
第
一
、
第
二
復
員
省
の
所
管
と
な
っ
た
。

さ
ら
に
一
九
四
六
年
二
月
、
靖
国
神
社
は
東
京
都
知
事
に
届
出
て
単
立
宗
教
法
人
と

　
　
（
瑚
）

な
っ
た
。
事
実
上
靖
国
神
社
の
地
方
分
社
の
性
格
を
も
っ
て
い
た
各
地
の
護
国
神
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
面
）

も
、
存
亡
の
淵
に
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
時
に
、
靖
国
会
と
い
う
靖
国
神
社
の
氏
子

団
体
が
上
か
ら
の
呼
び
か
け
で
全
国
各
地
で
す
ぐ
結
成
で
き
る
条
件
は
な
か
っ
た
。

　
一
九
四
六
年
＝
月
一
日
に
は
、
内
務
次
官
、
文
部
次
官
か
ら
地
方
長
官
に
宛
て

た
「
公
葬
等
に
つ
い
て
」
と
い
う
依
命
通
牒
が
出
さ
れ
た
。
そ
の
第
三
項
に
は
、
戦

没
者
に
対
し
て
は
公
葬
を
禁
じ
る
次
の
規
定
が
含
ま
れ
て
い
た
。

　
　

三
、
戦
没
者
に
対
す
る
葬
儀
そ
の
他
の
儀
式
及
び
行
事
を
、
個
人
又
は
民
間
団

　
　
体
で

行
ふ
こ
と
は
差
支
え
な
い
。
し
か
し
、
地
方
官
衙
又
は
地
方
公
共
団
体

　
　
が
、
こ
れ
を
主
催
若
し
く
は
援
助
し
、
又
は
そ
の
名
に
お
い
て
敬
弔
の
意
を
表

　
　
す
る
や
う
な
こ
と
は
、
避
く
べ
き
で
あ
る
。
（
以
下
略
）

　

こ
う
し
た
流
れ
が
強
ま
る
と
、
地
方
自
治
体
に
維
持
管
理
、
祭
祀
を
移
管
し
、
そ

の

後
靖
国
会
へ
と
い
う
路
線
は
不
可
能
と
な
っ
た
。
一
九
四
七
年
三
月
一
八
日
、
岐

阜
県
知
事
の
質
問
に
答
え
る
形
で
、
大
蔵
次
官
、
内
務
次
官
は
一
九
四
⊥
ハ
年
六
月
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瑚
）

九

日
の
通
牒
の
別
紙
一
の
二
項
を
次
の
様
に
修
正
し
た
。

　
　
昭
和
二
十
二
年
三
月
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
蔵
次
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

内
務
次
官

　
　
　
　
大
阪
府
知
事
殿
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旧
軍
用
墓
地
の
処
理
に
つ
い
て

　
　

右
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
客
年
六
月
二
十
九
日
付
蔵
国
第
七
二
六
号
で
通
牒
し

　
　

た
の
で
あ
る
が
昭
和
二
十
一
年
十
一
月
一
日
発
宗
第
五
一
号
で
内
務
文
部
両
次

　
　
官
か
ら
通
牒
の
あ
っ
た
「
公
葬
に
つ
い
て
」
の
趣
旨
に
則
り
、
地
方
公
共
団
体

　
　

が
祭
祀
を
行
う
こ
と
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
右
の
通
牒
の
別
紙
一

　
　
の
第
二
項
を
左
記
の
よ
う
に
改
め
る
か
ら
御
諒
承
あ
り
た
い
。

　
　

な
お
、
右
の
通
牒
の
取
扱
に
つ
い
て
岐
阜
県
知
事
よ
り
別
紙
第
一
の
よ
う
な
疑

　
　
義
の
申
越
し
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
別
紙
第
二
の
よ
う
に
回
答
し
た
か
ら
併

　
　

せ
て
御
諒
承
あ
り
た
い
。

　
　
　
　
　
　

記

　
　

旧
軍
用
墓
地
の
維
持
管
理
は
地
方
の
実
情
に
応
じ
都
道
府
県
又
は
市
町
村
、
宗

　
　
教
団
体
、
遺
族
会
等
に
お
い
て
行
う
も
の
と
し
、
祭
祀
は
宗
教
団
体
、
遺
族
会

　
　
等
に
お
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
維
持
管
理
す
る
場
合
並
び
に
特
定
の
団
体
（
都
道
府

　
　
県
又
は

市
町
村
を
除
く
）
が
維
持
管
理
、
祭
祀
を
担
当
す
る
場
合
に
お
い
て
も

　
　
他
の
団
体
（
都
道
府
県
又
は
市
町
村
を
除
く
）
は
之
が
祭
祀
に
参
列
し
又
は
単

　
　
独
祭
祀
を
執
行
す
る
こ
と
と
し
得
る
こ
と
と
す
る
。
（
以
下
略
）

　

こ
れ
に
続
い
て
別
紙
第
一
は
岐
阜
県
知
事
の
大
蔵
次
官
の
質
問
書
の
写
し
が
、
別

紙
第
二
は
そ
れ
に
対
す
る
大
蔵
次
官
、
内
務
次
官
の
回
答
の
写
し
が
あ
り
、
そ
の
後

に
、
「
都
道
府
県
又
は
市
町
村
が
旧
軍
用
墓
地
の
無
償
貸
付
を
受
け
維
持
管
理
す
る

こ
と
は
左
記
の
理
由
に
よ
り
（
中
略
）
覚
書
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と
思
料
さ

れ

る
か
ら
御
諒
承
あ
り
た
い
」
と
、
維
持
管
理
に
つ
い
て
の
次
の
見
解
を
岐
阜
県
知

事
に
伝
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
記

　
　
旧
軍
用
墓
地
は
他
の
共
同
墓
地
と
同
様
の
性
質
を
有
す
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る

　
　
の

で
宗
教
上
の
施
設
で
は
な
い
か
ら
こ
れ
を
地
方
公
共
団
体
へ
無
償
で
貸
付
け

　
　
或

は
地
方
公
共
団
体
が
他
の
共
同
墓
地
と
同
様
に
維
持
管
理
を
し
て
国
家
と
宗

　
　
教
と
を
分
離
す
る
趣
旨
に
違
反
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　

▼
　
「
大
阪
府
」
名
入
り
薄
紙
罫
紙
、
手
書
き
B
4
×
5
枚
　
コ
ピ
ー

　
　
　
　
　
　
　

読
み
下
し

　

つ
ま
り
、
一
九
四
六
年
六
月
二
九
日
に
決
定
し
た
方
針
は
修
正
せ
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
旧
軍
用
墓
地
に
つ
い
て
は
、
維
持
管
理

は
地
方
自
治
体
に
無
償
貸
付
け
で
き
る
が
、
祭
祀
に
つ
い
て
は
宗
教
団
体
、
遺
族
会

等
が
担
当
し
地
方
自
治
体
の
関
与
は
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
靖
国
会
の
組
織
化
は
進
ま
ず
、
復
員
庁
や
無
償
貸
付
け
を
受
け
た
地
方

自
治
体
は
祭
祀
を
担
当
す
る
宗
教
団
体
、
遺
族
会
等
を
用
意
す
る
必
要
に
迫
ら
れ

た
。　

当
時
大
阪
で
は
、
遺
族
全
体
を
一
つ
に
ま
と
め
た
遺
族
会
は
成
立
し
て
い
な
か
っ

た
。
「
終
戦
後
、
各
地
区
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
遺
族
の
生
活
の
安
定
と
、
福
祉
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
緬
）

向
上
を
目
的
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
逐
次
、
地
区
毎
に
遺
族
会
が
生
ま
れ
た
」
と
い
う
な

か

で
、
大
阪
市
と
府
内
各
地
の
遺
族
会
の
相
当
数
を
集
め
て
結
成
さ
れ
た
の
が
、
一

九

四

七

年
五
月
に
成
立
し
た
大
阪
府
遺
族
連
合
会
で
あ
っ
た
。
そ
の
準
機
関
紙
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩
）

て

発
行

さ
れ
た
『
遺
族
タ
イ
ム
ス
』
で
、
発
刊
の
辞
に
次
い
で
一
頁
の
大
半
を
占
め

る
「
遺
族
タ
イ
ム
ス
の
発
刊
に
寄
せ
て
」
を
寄
稿
し
て
い
る
の
が
、
四
天
王
寺
貫

主
、
田
村
徳
海
大
僧
正
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
は
、
遺
族
の
自
力
更
生
と
団
結
を
呼

び
か
け
た
次
の
記
述
が
あ
る
。

　
　
殊

に
お
互
い
遺
族
の
も
の
は
、
こ
れ
か
ら
は
遺
族
自
ら
の
力
で
起
ち
上
っ
て
更

　
　
生

し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
が
っ
ち
り
腕
を
組
み
合
わ
せ
て

　
　
遺
族
更
生
の
た
め
に
惹
い
て
は
新
日
本
の
建
設
の
た
め
に
総
力
を
あ
げ
ね
ば
な

　
　
ら
ぬ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
遺
族
結
集
の
力
、
遺
族
団
結
の
力
こ
そ
、
真
に
根
強

　
　
い
祖
国
再
建
の
底
力
と
な
っ
て
、
こ
の
新
日
本
建
設
と
い
ふ
民
族
的
な
大
理
想

　
　
の
実
現
を
促
進
し
て
行
く
の
で
あ
り
ま
す
。

　
当
時
田
村
徳
海
は
、
激
動
す
る
仏
教
界
に
あ
っ
て
注
目
さ
れ
る
存
在
で
あ
っ
た
。

一
九
四

六

年
一
月
に
は
、
中
世
以
来
天
台
宗
の
末
寺
と
さ
れ
て
き
た
四
天
王
寺
を
独
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表15　財団法人大阪靖国霊場維持会の理事長（敬称略）

　　　　就任年月
　　　　　　　　　理事長氏名就任順
　　　（就任期間）

備　考

第1代

第2代

第3代

第4代

第5代

第6代

194711　田村徳海　四天王寺住職
（3年半）

1952，5
　　　　天野小太郎各理事者の改選による
（2年）

　　　　　　　　　元滋賀県知事、元静岡県知事1954、6
　　　　菊池盛登
　　　　　　　　　元宮内省禁衛府長官（7年）

1961．6
　　　　吉川秀信　（株）宝鋳工所　社長
（22年）

ユ983．10
　　　　吉川秀・　タカラベルモント社長
（6年半）

1989．10　吉川秀隆　タカラベルモント社長

（12年現在に至る）

出典：『財団法人大阪靖国霊場維持会の沿革』（1971年版）、

　　　（1966年版）による。備考の記事は中野公策編『大阪

　　　と八連隊』所収の吉川秀一「真田山旧陸軍墓地の英霊

　　　と父秀信」、タカラベルモント株式会社発行『タカラ

　　　ベルモント75年史美しいひとの世紀へ』　（1997年

　　　3月）による。

．

麿
o

立
寺
院
と
し
て
立
つ
こ
と
で
、
「
自
主
・
民
主
の
立
場
」
か
ら
新
時
代
に
即

応

し
た
四
天
王
寺
に
再
建
す
る
と
し
た
路
線
を
推
進
し
た
の
が
田
村
徳
海
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
皿
〕

あ
っ
た
。
和
宗
総
本
山
四
天
王
寺
管
長
で
大
僧
正
と
し
て
活
躍
し
、
大
阪
府

遺
族
連
合
会
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
も
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
田
村
徳
海
に
、
旧
真
田

山
陸
軍
墓
地
、
旧
信
太
山
陸
軍
墓
地
、
旧
高
槻
陸
軍
墓
地
の
祭
祀
を
担
当
す
る
団
体

の
代
表
に
な
っ
て
ほ
し
い
と
行
政
側
か
ら
強
い
働
き
か
け
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
そ

の

こ
と
を
直
接
に
示
す
資
料
は
残
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
信
太
山
、
高
槻
の
祭
祀
に

か
か

わ
っ
た
地
元
の
有
力
者
二
人
ず
つ
と
、
大
阪
市
内
の
有
力
者
二
人
の
⊥
ハ
人
が
、

田
村
徳
海
を
代
表
に
「
財
団
法
人
大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会
」
の
設
立
を
願
い
出
る
に

つ
い
て

は
、
行
政
側
の
意
図
を
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
成
立
し

な
か
っ
た
行
政
側
の
用
意
し
た
「
靖
国
会
」
の
名
称
の
一
部
が
、
祭
祀
団
体
名
に
つ

け
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
当
時
信
仰
の
自
由
の
論
陣
を
張
っ
て
い
た
仏
教
徒

一ぴ

相
頁
、
○

＝》

画
．

舟
ぎ

ほ
2
一

少

巴
町

・
，
8
コ
竃
．

車麟

童

地図20 1946年「大阪市街図」

『わがまち天王寺』（前掲）30頁所収地図。

の

田
村
徳
海
が
、
自
発
的
に
祭
祀
団
体
の
名
称
に
「
靖
国
」
と
い
う
当
時
特
別
な
意

味
を
持
っ
て
い
た
用
語
を
使
う
と
考
え
る
こ
と
は
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
他
方
、
財
産
と
し
て
は
大
蔵
省
に
移
さ
れ
て
も
、
祭
祀
の
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
各

地
の

旧
軍
用
墓
地
は
急
速
に
荒
廃
し
て
い
っ
た
。
そ
の
間
の
事
情
を
知
る
人
に
と
っ

て

は
、
心
の
痛
む
状
況
に
な
っ
て
い
た
。
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
も
「
墓
地
は
夜
盗
の

集
合
所
と
な
っ
て
自
由
参
拝
者
も
近
寄
れ
な
い
で
荒
廃
す
る
ま
・
と
な
っ
た
」
と
伝

　
　
　
　
亘
）

え
ら
れ
て
い
る
。
田
村
徳
海
は
、
遺
族
会
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
こ
う
し
た
現
状
を

黙
視
し
が
た
か
っ
た
と
い
う
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
。

　
旧
軍
用
墓
地
の
維
持
管
理
と
、
祭
祀
の
担
当
団
体
を
分
離
す
る
と
い
う
方
針
修
正
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地図21　1948年8月31日米極東空軍撮影　コードN。E－9CO9－010

　　　引伸印画の部分拡大図くNI84－196（6．5B）国1地理院）

6．5倍部分

1門

茎’一・

奄β溜o

門

　　も●
・・本
　十

違越亨

’椋

・
　
’

尺
一　

　
●

一

≠

↓
隠

　
」
尾
　
．

　
　
O

一
・

べ
．★

卍
゜

烈

　　・・］、ロ

地図22　1948年11月「大阪東北部」｛2万5T・分の1〕地理調査所
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地図23　1956年「大阪東部」地理調査所（1万分の1）

㌔璽

雅
着

　　　⊃〔当㌃ぽハ＝〔こ・U／一η

　　　　　　熱　．［遍　　　　　r元三

　　　　　　趨蟄、

翻麗コ翻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　亀〃

　　　　地図24　1989年「大阪府都市地図集」（昭文社）〈天王寺区の．一部〉
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横山篤夫［旧真田山陸軍墓地変遷史］

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
川
｝

が
発
表
さ
れ
た
僅
か
ニ
カ
月
後
に
、
次
の
設
立
許
可
願
が
提
出
さ
れ
た
の
は
、
以
上

の

結
果
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

　
　
　
財
団
法
人
大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会
設
立
許
可
願

　
　
旧
真
田
山
墓
地
、
高
槻
墓
地
及
び
信
太
山
墓
地
の
祭
祀
を
行
ふ
目
的
を
以
て
標

　
　
記
財
団
法
人
を
設
立
致
し
度
特
別
の
詮
議
を
以
て
御
許
可
相
成
度
此
段
申
請
致

　
　

し
ま
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
マ
づ
ニ

　
　
　
追
而
本
件
は
昭
和
二
十
二
年
三
月
十
六
日
（
一
八
日
ヵ
∀
付
内
務
省
蔵
警

　
　
　
第
二
号
大
蔵
省
国
第
二
六
九
号
内
務
大
臣
両
次
官
通
牒
に
基
き
設
立
す
る
も

　
　
　
の

な
る
こ
と
を
申
添
へ
ま
す

昭
和
二
十
二
年
五
月
二
十
日

　
大

阪
市
天
王
寺
区
元
町
四
天
王
寺
内

設
立

者
　
　
田
村
　
徳
海

　
　
　
大
阪
府
知
事
　
赤
間
文
三
殿

　
　
　
　
　
▼
　
「
大
阪
府
」
名
入
り
薄
紙
罫
紙
、
手
書
き
B
4
×
1
枚
　
コ
ピ
ー

　
　
　
　
　
　
　
読
み
下
し

　

こ
の
史
料
の
「
追
而
」
以
下
の
文
章
は
上
記
の
記
述
し
た
内
容
を
指
し
て
い
る
も

の

と
考
え
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
大
阪
府
知
事
の
認
可
を
受
け
た
財
団
法
人
大
阪
靖

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

国
霊
場
維
持
会
は
発
足
し
た
。
そ
れ
は
次
の
登
記
簿
抄
本
の
写
し
で
明
ら
か
に
な

図27　旧真田山陸軍墓地の正門右手に立つ掲示板

　　　（2002年2月撮影）

表16旧真田山陸軍墓地の面積の推移（2）

該当する時
期の地図

2021、

2223，

面　積記事・出典年月

5252坪

（17．362m2）

5，133．06戊’r

（16．932m2）

24

4．568．81平

（15．687n⊃2）

1946イド5月

（昭和21）

霊場維持会保管資料

「旧陸軍墓地調査表」の

「幸田山陸軍墓地」記載

1962《ド11月111

q｜召利137）

霊場維持会保管資料

「1［1陸軍墓地の状況調査表」中

「1日真田山陸軍墓地面積」

1965《1三4月201

（ll召］…1｜40）

近財資料

口座番号27109－001

［座名「旧真田山陸軍墓地」に

「十地区画整理により換地、交付

金657．228円受」の記述と別

添図（図28）あり、

典　霊場維持会発行の『大阪靖国霊場維持会の沿革』　（1996年版）に「敷地

　　は17．685’1彷メートル（5．359坪）あり」と記述されているが、1965年の

　　換地の情報が正確に霊場維持会に伝えられなかったためではないかと考

　　える‘，なおこの換地によって減った分は、図28で見ると主に周辺境界の

　　法面と11：門迄の道路で、墓地部分は殆ど関係ない，なお表12の1928年の

　　6．040坪と1946年の5．252坪の差788坪については、手掛かりとなる記録

　　を発見できなかった　空襲被災後のヒ地整理があった可能性は考えられ

　　る　1965年以後の近財史料の而積は増減はない
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賜難

る
。

　
　
　
　
登
記
簿
抄
本

登
記
第
四
五
〇
号

　
名
称
　
　
大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会

　
事
務
所
　
大
阪
市
天
王
寺
区
元
町

四

天
王
寺
内

．．一馨灘幾馨馨難難＿＿．＿＿＿＿騰蕊難麺

図28近畿財務局保管史料「旧真田山陸軍墓地」の土地区画整理別添図（1965年）
　　　（原図は　　＝赤色（減地分）、多多多i＝青色（増地分）で差引2，275nf（689坪）

　　　の減地になっている。）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
阪
府
仏
教
会
事
務
所

　
　
　

設
立
登
記
／
年
月
日
　
昭
和
式
拾
式
年
拾
壼
月
拾
五
日

　
　
　
　
此
抄
本
ハ
登
記
簿
二
依
リ
之
ヲ
作
リ
哀
二
登
記
簿
ト
相
違
ナ
キ
コ
ト
ヲ
認

　
　
証
ス

　
　
　
　
　
昭

和
弍
拾
弐
年
拾
壱
月
拾
八
日

　
　
　
大
阪
司
法
事
務
局

　
　
　
　
　
　
司
法
事
務
官
　
上
田
和
一

　
　
　
　
　
▼
　
「
大
阪
府
」
名
入
り
薄
紙
罫
紙
、
手
書
き
B
4
×
1
枚
　
コ
ピ
ー

　
　
　
　
　
　
　
読
み

下
し

　
一
九
五
一
年
一
月
、
理
事
長
の
田
村
徳
海
は
死
去
す
る
が
、
そ
の
後
新
し
い
理
事

長
に

引
き
継
が
れ
て
、
現
在
六
代
目
の
理
事
長
古
川
秀
隆
の
も
と
で
祭
祀
担
当
団
体

と
し
て
霊
場
維
持
会
は
活
動
を
続
け
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
存
在
が
は
じ
め
に
で
も

触
れ
た
よ
う
に
、
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
歴
史
的
景
観
を
支
え
て
き
た
大
き
な
要
因

で
あ
っ
た
。

　

こ
こ
で
戦
後
の
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
地
図
を
見
て
お
き
た
い
。
地
図
2
0
は
一
九

四

六

年
の
地
図
だ
が
、
主
に
空
襲
の
被
災
地
域
を
表
示
す
る
こ
と
に
関
心
が
あ
っ
た

よ
う
で
、
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
つ
い
て
は
「
1
」
の
表
示
の
み
と
な
っ
て
い
る

が
、
真
田
山
小
学
校
の
位
置
に
ズ
レ
て
い
る
。
一
面
ピ
ン
ク
色
に
着
色
さ
れ
て
い
て

大

部
分
が
空
襲
に
よ
り
焼
失
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
真
田
山
小
学
校
と
そ
の

周
辺
の
着
色
が
薄
く
な
っ
て
い
て
、
焼
夷
弾
は
落
と
さ
れ
た
が
焼
失
し
な
か
っ
た
こ

と
を
示
し
て
い
る
。

　
地
図
2
1
は
一
九
四
八
年
八
月
の
米
軍
撮
影
の
航
空
写
真
の
一
部
で
、
墓
碑
が
整
然

と
並
ん
で
い
る
様
子
と
納
骨
堂
が
残
っ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
周
囲
で
は
西
側
の
寺

が
焼

け
て
一
部
畠
が
作
ら
れ
て
い
る
様
子
、
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
焼
け
残
っ
た
真

田

山
小
学
校
、
真
田
山
公
園
の
プ
ー
ル
等
が
見
え
、
焼
け
跡
に
も
道
路
沿
い
に
家
が

建
ち
だ
し
て
い
る
。

　
地

図
2
2
は
米
軍
撮
影
の
三
カ
月
後
の
地
図
だ
が
、
納
骨
堂
の
建
物
が
表
示
し
て
あ
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り
、
「
1
」
の
表
示
だ
け
で
「
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
」
と
い
っ
た
表
記
は
な
い
。
な

お

真

田
山
小
学
校
は
、
こ
の
地
図
で
は
明
示
さ
れ
て
い
る
。
当
時
真
田
山
小
学
校
の

校
舎
は
、
焼
け
出
さ
れ
た
市
役
所
の
一
部
の
執
務
場
所
と
も
さ
れ
て
い
た
。

　
地

図
2
3
は
一
九
五
六
年
に
な
っ
て
、
す
っ
か
り
市
街
地
が
復
興
し
て
そ
の
中
に
囲

ま
れ
た
墓
地
の
様
子
が
分
か
る
地
図
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
「
真
田
山
陸
軍
墓
地
」
と

表
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
地
図
2
0
、
2
2
に
墓
地
名
が
記
載
さ
れ
て
い

な
い
の
は
、
占
領
軍
に
対
す
る
自
主
規
制
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
が
、

サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
で
独
立
を
回
復
し
て
長
い
間
呼
び
慣
れ
て
い
た
呼
称

が
そ
の
ま
ま
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
地

図
2
4
は
民
間
の
地
図
出
版
社
が
一
九
八
九
年
に
発
行
し
た
も
の
だ
が
、
「
大
阪

靖
国
軍
人
墓
地
」
と
表
記
し
て
あ
る
。
現
在
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
正
面
の
入
口
に
掲

示
板

（図
2
7
）
が
立
て
て
あ
り
、
そ
の
右
手
に
「
大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会
」
の
名
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
芭

あ
る
の
で
、
霊
場
維
持
会
が
管
理
す
る
「
軍
人
墓
地
」
と
い
う
認
識
で
こ
の
表
記
に

な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
法
的
に
言
え
ば
所
有
者
の
近
畿
財
務
局
は
、
そ
の
呼

称

と
し
て
「
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
」
を
使
用
し
て
お
り
、
祭
祀
担
当
団
体
の
霊
場
維

持
会
発
行
の
『
大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会
の
沿
革
』
で
は
「
真
田
山
墓
地
」
と
表
記
し

て

い

る
。
歴
史
的
経
過
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
、
「
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
」
と
表
記
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
地
図
2
0
か
ら
地
図
2
4
ま
で
を
並
べ
る
と
面
積
は
変
わ
っ
て
い
な
い
よ
う

に
見
え
る
。
し
か
し
近
畿
財
務
局
の
「
国
有
財
産
無
償
貸
付
契
約
書
（
平
成
1
2
年
3

　
　
節
）

月
2
8
日
）
」
で
は
、
土
地
面
積
は
＝
五
、
〇
八
六
・
九
四
，
m
」
と
な
っ
て
い
て
、

約
四
五
七
二
坪
に
減
っ
て
い
る
。
こ
の
間
の
面
積
の
推
移
を
追
っ
た
の
が
表
1
6
で
あ

る
。
注
記
し
た
よ
う
に
一
九
六
五
年
の
換
地
（
図
2
8
）
で
は
、
実
際
に
墓
地
と
し
て

は

余
り
影
響
を
受
け
て
い
な
い
。
な
お
一
九
二
八
年
か
ら
一
九
四
六
年
の
間
の
七
八

八
坪
の
減
少
に
つ
い
て
は
事
由
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
配
置
が
大
き
く
変
わ
る
大
改

葬
が
あ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、
一
九
四
一
年
頃
に
納
骨
堂
が
建
っ
て
か
ら

の

景
観
は
ほ
ぼ
現
状
に
近
い
と
言
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。

　
霊
場
維
持
会
が
出
来
て
か
ら
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
『
大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会
の
沿

革
』
に
は
「
当
時
は
ま
だ
占
領
下
の
制
約
も
あ
り
、
さ
ら
に
又
、
国
に
殉
じ
ら
れ
た

英
霊
に
対
す
る
祭
祀
供
養
な
ど
に
つ
い
て
は
一
般
社
会
人
に
お
い
て
も
関
心
が
う
す

く
、
各
役
員
は
私
費
を
投
じ
て
形
ば
か
り
の
法
養
を
営
む
の
に
精
一
ぱ
い
で
し
た
」

と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
時
期
の
祭
祀
に
関
し
て
、
そ
の
具
体
的
内
容
を
ま
と
め
て
記
録
し
た
史
料
は

今
回
の
調
査
で
は
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
霊
場
維
持
会
の
、
一
九
五
二
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
塑

四

月
三
〇
日
の
役
員
会
会
議
録
に
「
本
財
団
定
款
改
正
の
件
」
の
議
題
で
、
「
第
二

条
の
事
務
所
を
大
阪
府
庁
内
に
、
第
四
条
毎
年
春
秋
二
回
（
慰
霊
祭
を
開
催
す
る

ー
引
用
者
補
足
）
と
あ
る
を
毎
年
一
回
に
改
め
」
る
と
あ
る
の
を
見
る
と
、
霊
場

維
持
会
が
成
立
し
て
か
ら
は
年
二
回
定
期
的
に
慰
霊
祭
が
開
催
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

分
か

る
。
ま
た
田
村
徳
海
前
理
事
長
の
死
に
よ
っ
て
、
四
天
王
寺
か
ら
は
離
れ
て
事

務
所
も
大
阪
府
庁
に
仮
に
置
か
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
更
に
、
納
骨
堂
の
修
理
が
必

要
な
箇
所
を
「
昭
和
四
二
年
」
と
撮
影
時
期
を
記
録
し
た
写
真
の
貼
っ
て
あ
る
冊
子

が

あ
り
、
そ
の
最
後
の
頁
に
、
「
供
花
・
清
掃
奉
仕
団
体
」
の
覚
え
書
き
が
メ
モ
し

て
あ
る
。

　
　

昭
和
二
十
一
年
天
王
寺
婦
人
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
会
長
　
大
河
内
ミ
ネ
）

　
　
昭
和
二
十
七
年
　
天
王
寺
婦
人
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
会
長
　
森
口
千
代
）

　
　
昭
和
三
十
三
年
　
天
王
寺
婦
人
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
名
誉
会
長
　
森
口
千
代
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
会
長
　
　
宮
栄
子
）

　
　
昭
和
四
十
一
年
天
王
寺
婦
人
会
は
天
王
寺
区
婦
人
団
体
協
議
会
と
改
名
、
右

　
　
の
団
体
が
昭
和
二
十
五
年
以
来
自
発
的
に
供
花
と
清
掃
の
無
料
奉
仕
を
継
続
、

　
　
春
秋
の

大
祭
に
当
っ
て
は
十
六
名
の
奉
仕
者
が
四
時
間
の
清
掃
と
供
花
に
当

　
　
る
。
供
花
一
回
の
量
は
三
輪
自
動
車
に
満
載
、
そ
の
代
金
昭
和
二
十
七
年
二
、
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○
○
○
円
、
現
在
一
〇
、
○
○
○
円
、
右
の
森
口
名
誉
会
長
は
天
王
寺
区
選
挙

　
　
管
理
委
員
で
あ
り
現
在
大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会
の
理
事
で
も
あ
る
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
霊
場
維
持
会
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
婦
人
会
が
自
発
的
に
旧
真
田

山
陸
軍
墓
地
の
祭
祀
に
協
力
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
盛
大
で
は
な
か
っ
た
に
せ

よ
、
こ
う
し
た
努
力
の
蓄
積
が
、
他
の
多
く
の
旧
陸
海
軍
墓
地
の
よ
う
に
荒
廃
が
進

み

他
に
転
用
さ
れ
る
の
を
防
い
だ
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
「
昭
和
二
十
一
年
」

と
い
え
ば
、
霊
場
維
持
会
が
成
立
す
る
前
年
で
あ
っ
た
。
地
図
で
見
て
も
焼
け
跡
に

未
だ
家
も
十
分
建
っ
て
い
な
い
時
か
ら
、
地
域
の
人
々
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
墓
地
の

祭
祀
に
参
加
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

　
そ

う
し
た
状
況
の
も
と
で
、
当
時
知
名
度
の
高
か
っ
た
田
村
徳
海
四
天
王
寺
住
職

が

（恐

ら
く
は
行
政
か
ら
そ
の
就
任
を
求
め
ら
れ
た
に
せ
よ
）
、
霊
場
維
持
会
の
理

事
長
に
就
任
し
活
動
し
た
こ
と
は
、
霊
場
維
持
会
の
信
頼
を
高
め
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。　

霊
場
維
持
会
が
成
立
し
て
約
一
年
後
の
一
九
四
八
年
九
月
二
四
日
、
大
阪
府
南
河

内
郡
野
田
村
（
現
在
堺
市
北
野
田
等
）
遺
族
会
が
、
村
の
戦
死
者
等
の
墓
碑
一
六
九

基

を
一
括
し
て
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
建
立
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
信
頼
が
あ
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
（
囎
一

か

ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

し
か
し
戦
時
期
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
前
に
動
員
さ
れ
戦
争
へ
の
協
力
を
誓
わ
せ

ら
れ
た
、
と
い
う
記
憶
を
持
つ
人
々
の
中
に
は
、
景
観
が
余
り
変
ら
ず
残
っ
て
い
た

旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
厳
し
い
視
線
を
む
け
た
場
合
も
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
先
に
引
用
し
た
『
遺
族
タ
イ
ム
ス
』
の
田
村
徳
海
四
天
王
寺
住
職
の
文
章
は
、

そ
う
し
た
中
で
の
遺
族
へ
の
呼
び
か
け
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
占
領
軍
の
旧
軍
事
機

関
に
関
連
す
る
施
設
や
行
事
に
は
様
々
な
統
制
が
加
え
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
う
し
た
中
で
祭
祀
の
継
続
は
困
難
な
事
業
だ
っ
た
。
成
立
時
の
霊
場
維
持
会
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
型

「
財
団
法
人
大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会
寄
附
行
為
」
の
第
三
条
に
「
本
財
団
ハ
大
阪
靖

国
霊
場
ノ
祭
祀
ヲ
為
ス
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
」
と
あ
り
、
資
産
一
万
円
の
「
基
本
財
産

ヨ
リ
生
ズ
ル
収
入
及
寄
附
金
其
ノ
他
ノ
収
入
」
で
こ
れ
を
賄
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た

が
、
激
し
い
イ
ン
フ
レ
の
進
行
下
で
、
実
際
に
は
奉
仕
活
動
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
祭

祀
は

支
え
ら
れ
て
い
た
の
が
実
態
で
あ
っ
た
。

3

サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
の
発
効
と
追
悼
祭
祀
の
盛
大
化

　
連
合
国
に
よ
る
占
領
を
ど
う
終
結
さ
せ
る
か
を
め
ぐ
っ
て
、
日
本
の
国
内
で
は
全

面

講
和
か
西
側
陣
営
の
一
員
と
し
て
の
独
立
か
の
論
争
が
く
り
広
げ
ら
れ
た
。
結
局

日
本
は
、
ア
メ
リ
カ
の
平
和
条
約
案
を
受
け
容
れ
て
一
九
五
一
年
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス

コ

で

関
係
四
八
力
国
と
の
間
で
講
和
条
約
を
調
印
し
た
。
条
約
は
翌
年
四
月
に
発
効

し
、
占
領
政
治
は
終
了
し
た
。

　

こ
の
結
果
、
占
領
軍
に
よ
る
様
々
な
規
制
は
撤
廃
さ
れ
、
旧
陸
・
海
軍
墓
地
の
祭

祀
を
め
ぐ
る
環
境
は
大
き
く
変
わ
っ
た
。

　
旧
軍
人
に
対
す
る
恩
給
は
、
一
九
四
六
年
二
月
一
日
に
廃
止
さ
れ
た
が
、
「
戦
傷

病
者
戦
没
者
遺
族
等
援
護
法
」
が
一
九
五
二
年
四
月
に
制
定
さ
れ
、
以
後
遺
族
会
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
6
1
）

要
求
を
受
け
て
軍
人
恩
給
と
し
て
復
活
拡
充
し
て
い
っ
た
。
独
立
後
初
め
て
国
か
ら

戦
病
死
者
の
遺
族
が
弔
意
金
を
受
け
取
っ
た
時
、
改
め
て
そ
の
追
悼
の
意
を
表
す
る

こ
と
を
考
え
る
の
は
自
然
の
感
情
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

し
か
し
亡
く
な
っ
た
人
を
ど
う
祀
る
か
を
め
ぐ
っ
て
、
鋭
い
分
岐
が
生
じ
た
。
一

方
で
は
「
近
代
国
家
建
設
の
途
上
に
遭
遇
し
た
幾
多
の
戦
争
で
貴
い
生
命
を
国
に
捧

げ
ら
れ
た
二
百
十
六
万
六
千
余
の
『
み
た
ま
』
（
英
霊
）
を
お
祀
り
申
し
上
げ
、
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
些

家
の
安
泰
と
国
民
の
安
寧
へ
の
御
加
護
を
祈
り
、
悠
久
の
平
和
を
祈
願
す
る
」
立
場

か

ら
、
戦
病
死
者
を
「
護
国
の
英
霊
」
と
し
「
顕
彰
す
る
」
主
張
が
あ
る
。
他
方
で

は

「戦
没
者
を
追
悼
す
る
こ
と
に
仮
に
公
益
性
ま
た
は
公
共
性
が
認
め
ら
れ
る
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
　

れ

ば
、
そ
れ
は
『
無
謀
な
戦
争
で
悲
惨
な
犠
牲
を
招
い
た
こ
と
を
反
省
戒
悟
し
、

戦
争
責
任
の
所
在
を
見
き
わ
め
、
こ
れ
を
絶
ち
切
る
こ
と
に
よ
り
戦
没
者
の
死
を
無

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
　

駄

に
し
な
い
』
と
い
う
趣
旨
に
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
に
代
表
さ

れ

る
考
え
方
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
口

　

こ
の
点
に
関
す
る
次
の
指
摘
は
、
現
在
に
通
じ
る
問
題
と
し
て
重
要
で
あ
ろ
う
。
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自
国
と
自
国
民
が
第
二
次
世
界
大
戦
を
ど
の
よ
う
に
く
ぐ
っ
て
き
た
の
か
に
つ

　
　

い
て

は
、
ア
メ
リ
カ
で
あ
れ
フ
ラ
ン
ス
で
あ
れ
、
中
国
で
あ
れ
韓
国
で
あ
れ
、

　
　

そ
の
国
内
で
の
政
治
的
立
場
の
違
い
は
あ
れ
、
国
民
の
間
で
そ
れ
な
り
に
共
有

　
　
で

き
る
「
記
憶
の
共
同
体
」
が
形
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
し
か
し
日

　
　

本

は
、
そ
れ
が
未
形
成
で
あ
る
点
に
最
大
の
特
徴
が
あ
る
（
中
略
）
。
日
本
で

　
　
は

戦

後
一
貫
し
て
戦
争
の
記
憶
の
仕
方
を
め
ぐ
る
分
裂
と
対
立
が
、
論
争
の

　
　

テ

ー
マ
と
し
て
存
在
し
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
は
遺
族
会
の
中
で
も
生
じ
て
い
た
。
一
九
四
七
年
一
一
月
に
、
様
々
な

立
場
の
各
地
の
遺
族
会
が
結
集
し
て
全
国
組
織
と
し
て
日
本
遺
族
厚
生
連
盟
が
設
立

さ
れ
た
。
そ
の
規
約
の
第
四
条
に
は
、
「
平
和
」
「
戦
争
の
防
止
」
「
全
人
類
の
福

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
漏
）

祉
」
を
連
盟
の
目
的
と
し
て
掲
げ
て
い
た
。

　

し
か
し
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
発
効
後
の
連
盟
の
一
九
五
二
年
一
一
月
の

大
会
で
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
国
家
が
公
務
に
殉
じ
た
者
の
霊
を
慰
め
」
と
宣
言
し
、

決
議
で

「靖
国
神
社
並
に
護
国
神
社
の
行
う
慰
霊
行
事
は
そ
の
本
質
に
か
ん
が
み
国

費
又
は
地
方
費
を
も
っ
て
支
弁
す
る
よ
う
措
置
す
る
こ
と
」
を
求
め
た
。
そ
し
て
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
緬
）

れ

が
の

ち
の
日
本
遺
族
会
に
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
こ
う
し
た
流
れ
を
批
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
面
）

す
る
遺
族
達
の
中
か
ら
は
、
平
和
遺
族
会
と
い
う
組
織
も
結
成
さ
れ
た
。

　
霊
場
維
持
会
が
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
祭
祀
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
も
、
こ
う
し

た

動
向
の
影
響
は
受
け
た
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
時
期
の
資
料
は
全
く
残
っ
て
い
な
い

た

め

具
体
的
に
は
検
討
で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
舵
取
り
の
難
し
い
時
期

の
一
九
五
一
年
一
月
に
、
初
代
田
村
徳
海
理
事
長
は
死
去
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
竪

　
翌
年
四
月
「
各
理
事
者
の
改
選
に
よ
っ
て
天
野
小
太
郎
氏
が
理
事
長
に
就
任
」
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
些

た
。
こ
の
天
野
理
事
長
が
大
阪
府
知
事
等
に
提
出
し
た
次
の
要
請
文
に
よ
っ
て
、
当

時
の
霊
場
維
持
会
の
状
況
が
か
な
り
明
ら
か
に
な
る
。

　
　
五
万

八
千
柱
の
英
霊
遺
骨
堂
の
秋
季
大
祭
厳
修
に
就
て
御
願

　
　
　
真
田
山
（
旧
陸
軍
墓
地
）
四
万
三
千
三
百
柱

　
　
　
信
太
山
（
旧
忠
霊
塔
下
）
壱
万
二
千
二
百
柱

　

高
　
槻
（
旧
陸
軍
墓
地
）
二
千
六
百
五
十
柱

右
三
ケ
所
に
奉
安
す
る
五
万
八
千
有
余
の
英
霊
遺
骨
の
祭
祀
供
養
に
就
て
終
戦

直
後
大
阪
府
の
御
好
意
に
依
り
基
金
壱
万
円
に
て
財
団
法
人
大
阪
靖
国
霊
場
維

持
会
を
結
成
せ
ら
れ
祭
祀
供
養
を
営
む
こ
と
・
な
り
居
り
ま
し
た
が
当
時
は
所

謂
占
領
統
治
下
の
制
約
に
依
っ
て
当
局
と
し
て
も
一
般
社
会
と
し
て
も
こ
れ
が

経
費
の
出
資
を
封
鎖
せ
ら
れ
已
む
な
く
過
去
七
年
間
は
只
々
維
持
会
役
員
の
私

費
を
投
じ
良
心
的
責
任
を
以
て
型
計
り
の
法
要
を
営
み
来
り
し
の
み
故
に
御
霊

に
対
す
る
祭
祀
供
養
等
は
世
の
中
か
ら
忘
れ
ら
れ
た
る
が
如
き
感
あ
り
て
洵
に

遺
憾
の
極
み
で
あ
り
ま
す
従
っ
て
我
等
維
持
会
役
員
に
於
て
も
そ
の
責
任
を
一

層
痛
感
致
し
て
居
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
あ
り
し
時
は
勝
っ
て
来
る
そ
よ
勇
ま

し
く
誓
っ
て
国
を
出
る
か
ら
は
死
ん
で
帰
れ
と
の
誓
約
通
り
大
東
亜
戦
争
等
に

貴
き
生
命
を
捧
げ
た
幾
百
万
の
将
兵
は
何
れ
も
前
途
春
秋
に
富
む
洋
々
た
る
有

能
の
若
人
達
で
あ
り
ま
し
た
。
英
霊
諸
士
は
国
家
の
為
め
に
自
分
等
忠
勇
あ
る

の
み

是
れ
即

ち
我
国
の
躍
進
で
あ
り
永
遠
に
世
界
平
和
が
打
立
て
る
と
教
え
ら

れ
又
自
か
ら
も
堅
く
信
じ
以
て
崇
高
な
る
精
神
と
信
念
の
下
屍
山
血
河
惨
烈
な

る
戦
闘
を
続
け
て
可
惜
尊
い
人
命
を
地
け
う
っ
て
御
国
に
殉
じ
ら
れ
た
の
で
あ

っ

て

是
れ

を
想
え
ば
万
感
胸
に
迫
り
只
々
合
掌
す
る
の
外
は
あ
り
ま
せ
ん
。
仮

令

戦
い
破
れ
た
り
と
て
英
霊
の
祭
事
も
行
は
ず
放
置
の
沙
汰
は
如
何
に
国
情
の

許
さ
・
る
と
は
云
え
誠
に
申
訳
無
き
始
末
で
あ
り
ま
す
。
鳴
呼
1
こ
の
幾
万
の

将
士
が
最
後
の
瞬
間
に
於
て
後
に
残
り
し
国
家
、
国
民
に
何
を
求
め
、
何
を
委

嘱
せ
ん
と
し
た
で
し
ょ
う
か
。
申
す
迄
も
な
く
自
分
等
は
護
国
の
神
と
な
り
、

残

る
遺
家
族
は
名
誉
の
家
人
と
し
て
国
家
社
会
か
ら
尊
敬
を
う
け
る
と
信
じ
悠

久
の
大
義
に
身
を
投
ず
る
満
足
感
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
然
る
に
真
田
山
の
如

き
は
二
十
年
の
爆
弾
投
下
の
為
め
霊
堂
の
屋
根
に
大
穴
を
空
い
た
侭
応
急
の
修

理
す
ら
せ
ず
終
戦
後
七
ケ
年
に
亘
る
長
日
月
を
経
過
す
る
も
そ
の
修
理
費
の
出

所
も
な
く
荒
れ
る
に
任
せ
、
果
て
は
御
遺
骨
に
雨
水
の
降
り
か
ぶ
る
惨
状
は
転

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
へ

た
感
慨
無
量
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
今
や
独
立
国
家
と
し
て
世
界
の
線
列
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に
伍
し
我
国
自
衛
の
再
武
装
せ
ん
と
せ
ら
る
・
に
際
し
て
こ
の
放
慢
な
る
真
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ
へ

　
　
が
一
般
人
の
知
悉
す
る
と
こ
ろ
と
も
な
れ
ば
自
ら
生
命
を
借
し
て
祖
国
日
本

　
　
の
為
め
銃
を
取
る
も
の
幾
人
あ
ろ
う
か
。
最
近
真
田
山
関
係
の
御
遺
族
の
方
々

　
　
が
右
の
非
を
訴
え
て
早
急
に
適
当
な
る
処
置
を
講
じ
ら
れ
ん
こ
と
を
迫
り
し
か

　
　
も
そ
の
声
が
日
増
に
高
ま
り
つ
・
あ
る
こ
と
は
我
等
役
員
と
し
て
当
然
の
こ

　
　
と
・
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
慈
に
於
て
本
会
は
本
会
の
使
命
と
す
る
右
諸
霊
の

　
　
祭
祀
供
養
の
為
め
秋
季
大
慰
霊
祭
（
独
立
后
初
め
て
）
を
厳
修
致
し
府
民
と
共

　
　
に
独
立
国
家
再
建
の
感
謝
と
報
告
を
兼
ね
諸
霊
の
遺
族
を
招
待
し
て
一
片
の
慰

　
　
籍
に
寄
与
い
た
さ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
前
述
の
趣
旨
御
洞
察
賜
り
ま

　
　
し
て
別
記
最
少
限
度
の
予
算
を
計
上
し
御
当
局
の
御
協
力
と
御
負
担
を
御
承
認

　
　
賜

ら
ん
事
を
御
願
ひ
申
し
上
ぐ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。
合
掌

　
　
　
昭
和
二
十
七
年
九
月
　
日

　
　
　
　
　
　

財
団
法
人
大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

理
事
長
　
天
野
小
太
郎

　
　
大
阪
府
知
事
、
大
阪
府
会
議
長
宛
各
一
通

　

こ
の
後
に
「
最
少
限
度
の
予
算
」
と
し
て
「
第
一
次
秋
季
大
祭
厳
修
予
算
書
」
を

付
記
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
総
額
一
四
七
万
八
五
〇
〇
円
を
計
上
し
て
い

る
。
そ
の
内
訳
を
一
覧
し
た
の
が
表
1
7
で
あ
る
。

　
以
上
の

要
請
文
と
予
算
書
か
ら
言
え
る
こ
と
を
、
要
請
文
の
順
に
箇
条
書
に
挙
げ

て

み
る
。

　
①
霊
場
維
持
会
の
財
団
の
基
金
一
万
円
は
大
阪
府
が
提
供
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
②
霊
場
維
持
会
成
立
後
の
七
年
間
は
、
霊
場
維
持
会
役
員
が
私
費
で
負
担
し
て
型

　
　
通
り
の
法
要
を
す
る
の
が
や
っ
と
だ
っ
た
。

　
③
霊
場
維
持
会
は
「
大
東
亜
戦
争
の
国
難
に
殉
じ
た
英
霊
」
を
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し

　
　
く
祀
る
べ
き
で
あ
る
。

　
④
幾
万

の

将
士
が
死

に
際
し
て
思
っ
た
こ
と
は
、
「
護
国
の
神
」
と
な
り
「
悠
久

　
　
の
大
義
に
身
を
投
ず
る
」
が
「
残
る
遺
族
は
名
誉
の
家
人
と
し
て
国
家
社
会
か

　
　
ら
尊
敬
を
受
け
る
」
と
信
じ
て
い
た
の
に
、
現
状
は
全
く
そ
う
な
っ
て
い
な

　
　
い
。

⑤
一
九
四
五
年
六
月
の
大
空
襲
で
「
霊
堂
」
（
納
骨
堂
）
の
屋
根
に
「
大
穴
」
が

　
あ
い
た
。

⑥
戦
後
七
年
た
っ
て
も
応
急
修
理
も
出
来
ず
、
雨
漏
り
は
酷
く
な
り
納
め
ら
れ
て

　
　
い
る
遺
骨
は
雨
水
に
晒
さ
れ
て
い
る
。

⑦
独
立

国
家
と
し
て
世
界
に
伍
し
て
再
武
装
し
よ
う
と
す
る
時
、
真
田
山
の
惨
状

　
　
を
知
れ
ば
誰
も
生
命
を
賭
し
て
銃
を
と
ら
な
い
。

⑧
遺
族
か
ら
真
田
山
の
現
状
を
早
急
に
改
め
る
よ
う
霊
場
維
持
会
に
申
し
入
れ
が

　
　
あ
る
。

⑨
独
立
後
初
め
て
の
秋
季
大
慰
霊
祭
を
「
独
立
国
家
再
建
の
感
謝
と
報
告
」
と
兼

　
　
ね
て
実
施
す
る
。

⑩
慰
霊
祭
の
経
費
の
公
費
負
担
を
求
め
る
。

⑪
大
阪
府
知
事
と
府
会
議
長
に
以
上
の
こ
と
を
要
請
し
た
。
（
控
の
宛
先
は
府
だ

　

　
が
、
そ
の
後
の
推
移
を
見
る
と
大
阪
市
に
も
同
様
の
要
請
を
し
て
い
た
も
の
と

　
　
思
わ
れ
る
。
）

⑫
財
団
法
人
と
し
て
の
基
金
が
一
万
円
し
か
な
か
っ
た
霊
場
維
持
会
が
、
一
気
に

　
　
一
五
〇
万
円
近
い
慰
霊
祭
を
計
画
し
て
「
最
少
限
度
の
予
算
」
と
書
い
た
所
に

　
　
「
独
立
後
」
の
「
大
慰
霊
祭
」
へ
の
思
い
が
滲
ん
で
い
る
。

⑬
予
算
書
を
見
る
と
真
田
山
と
信
太
山
、
高
槻
の
旧
各
陸
軍
墓
地
と
で
、
祭
祀
対

　
　
象
者
数
に
応
じ
て
軽
重
を
つ
け
な
が
ら
も
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
祀
の
や
り
方
を
前
提

　
　
に
し
て
画
一
化
は
し
て
い
な
い
。

　
以
上
の

＝
二
箇
条
中
、
①
、
②
、
⑤
、
⑥
、
⑧
は
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
述
べ
た
も

の

で
、
特
に
①
な
ど
は
文
献
史
料
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
証

言
の
性
格
も
持
っ
て
い
る
。
③
、
④
、
⑦
、
⑫
は
霊
場
維
持
会
の
当
時
の
天
野
理
事

長
を
は
じ
め
と
す
る
理
事
達
の
歴
史
観
・
意
見
・
主
張
で
あ
り
、
先
に
整
理
し
て
述

べ
た
議
論
に
即
し
て
言
え
ば
、
「
護
国
の
英
霊
に
対
す
る
慰
霊
と
顕
彰
」
と
い
う
立
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表17　1952年「昭和27年各霊場第一次秋季大祭厳修予算書」

費目 真田山霊場所要 信太山霊場所要 高槻霊場所要

祭壇設備費　60，000円

テント、鯨幕、椅子、

提灯他

マイク、　大国旗、鯨幕、七五三縄、

　　　　　幣吊等

30000円　　　　　　　　　　　10ρ00円

祭壇取付、鯨幕、 国旗等

　　10，000円

供物費

　　　　香花、海のもの、山のもの、

50，000円　各墓柱供花

　　　　　　　　　　　　　　20，000円

大神榊、海のもの、

香花、玉

山のもの、　香花、海のもの、山のもの、等

　10000円　　　　　　　　　　　10，000円

法要費

　　　　僧侶30人、伶人6人

42，300円　交通費其他1人平均300円

　　　　　　　　　　　　　　1α800円

神職、僧侶各30人、伶人

10人

　　　　　　　　　　21，000円

僧侶各30人、伶人5人

10，500円

通信費 6＆000円
遺族其他5，000名案内発送　　　　遺族其他1，000名案内発送

　　　　　　　　　　50000円　　　　　　　　　　　10000円

遺族其他800名案内発送

8，000円

供養費 875，00円

参拝遺族10000名

記念品1人50円

500000円

参拝遺族5ρ00名

記念品1人50円

250000円

参拝遺族L500名

記念品1人50円
125，000円

接待費

　　　　　府市関係職員、各区長、

128ρ00円　選出議員・各新聞社其他

　　　　　200名記念品平均300円

　　　　　　　　　　　　　　　60，000円

町村長、関係地区代表

120名記念品平均300円

36000円

町村長、関係地区代表

120名記念品平均300円

32，000円

徽章費 66，400円

来賓、遺族、役員用

10，500名

50，000円

来賓、遺族、役員用

3000名

12000円

来賓、遺族、役員用

1，100名

11，000円

印刷費

　　　　案内状、引換券、封筒、

45000円　余興プログラム

　　　　　　　　　　　　　　30，000円

案内状、引換券、封筒、

余興プログラム

　　　　　　　　　　10，000円

案内状、引換券、封筒、

余興プログラム

　　　　　　　　　　5，000円

芸納奉納費
　　　　　90，000円
（芸能力）

演劇場設備

50，000円

演劇場設備

2α000円

演劇場設備

20，000円

講演費 3POO円
講師交通費、謝礼等

3，000円

人件費 20β00円

人夫延30名

1人平均400円

12，000円

人夫延12名

1人平均400円

4，800円

人夫延10名

1人平均400円

4，000円

諸雑費 30，000円
茶菓、縄莚、運搬費其他　　　　　茶菓、縄莚、運搬費其他　　　　　茶菓、縄莚、運搬費其他

　　　　　　　　　　10000円　　　　　　　　　　　10000円　　　　　　　　　　　10．000円

十三ロ 1，478，500円 822，800円 413β00円 241，900円

出典　霊場維持会保管史料「各霊場第一次秋季大祭厳修了算書」。なお各費目の小計等が合わないものも、原文のまま掲載

　　　している。
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表18　「財団法人大阪靖国霊場維持会収支決算報告書」　（1952年4月～1954年6月）

収入の部 収入総額　974」24円

内訳　補助金

寄付金

C’次）大阪府　10万、大阪市7万

（二次）大阪府　10万、大阪市7万

（一次）大阪土地株式会社　　3万

　　　久保田鉄工所　　　　2万
　　　近畿日本鉄道会社、大丸百貨店、京阪神急行電鉄会社、

　　　南海電気鉄道会社、松竹株式会社支店、吉本興業株式会社、

　　　阪神電気鉄道会社、京阪電気鉄道会社、同和火災保険会社、

　　　高島屋大阪支店、三和銀行本店、大阪瓦斯株式会社、

　　　川南工業会社、キャバレーメトロ、日本生命相互会社、

　　　住友銀行本店、阪急百貨店、大映大阪支店、

　　　｛’合百貨店、大和銀行本店、天野小太郎、

　　　貝塚新地組合、泉北郡町村長会　各1，000円

170．000円

17α000円

各1万

262000円

（コ） 認慧㌫灘㌶諜鉄会社〉各・・万

　　　霊纂㌶㌶㌶熟搬§店〉各1万
　　　松竹株式会社支店　　　　　　　　　　　　　5，000円

特別寄付金　大阪府知事

別途収入　　池田市公演演劇会剰余金

　　　　　雑収入

125．000円

12000円

35ρ90円

　　34円

支出の部 支出総額　877，335円

内訳 覧談獺㌶遵　　　｝…968円｛

ll灘ll購叢已｝一｛

342，869円

361ρ99円

33，432円

67，265円

　3，610円

　7320円
　1，460円

　1，600円

「招魂祭執行費各費別書」

（一次） （二次）

　　　　　　48，140円

　　　　　　　14，930円

　　　　　　20000円
　　　　　　21．600円

　　　　　　　4，000円
タママヌ

石験半打800個　7，600円

　　　　　　　1550円

　　　　　　12，260円

　　奉納相撲　1＆100円

　　　　　　　3ρ70円

　　　　　　25950円

　　　　　　47370円

　　　　　　15090円

　　　　　　43，840円

祭壇及式場設備費

神餅、供物費

祭典費（祭宮・伶人・助成員）

案内状・通信費

21，500円

17，450円

10．000円20人謝礼

32，800円

接待費（神宮、係員、補助員昼食）1α080円

供養費（来賓、遺族供養品）

徽章費

印刷費

奉納演芸費

文房具費

交通費

支部補助金

慰労費（祭典係員他慰労会費）

諸雑費（寄付金募集、写真他）

100000円タオル2枚1組計2ρ00組
　4，090円

20，265円

1＆000円浪曲、漫才、奇術他　出演者謝礼

　2，267円

　6，870円

47，000円

30290円

41．487円

出典1霊場維持会保管史料

（注）内訳合計と総額が合わないものもそのままとした。このあとに「昭和29年6月25日監査するのに

　　　相遣なきことを認む」と監事署名印があるが省略した（年次は西暦に改めた）。
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表19　戦後大阪の忠魂碑建立基数の変遷

場
か

ら
追
悼
祭
祀
を
進
め
る
こ
と
を
宣
言
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
立
場
か
ら
の

主
張
の

明
確
化
は
、
遺
族
を
は
じ
め
当
時
の
大
阪
の
各
界
の
人
々
の
中
に
強
い
共
感

を
呼
ん
だ
反
面
、
そ
の
主
張
に
く
く
ら
れ
る
こ
と
に
反
擬
し
批
判
す
る
遺
族
や
団
体

に

追
悼
祭
祀
へ
の
参
加
を
躊
躇
さ
せ
、
拒
否
さ
せ
た
側
面
も
否
定
で
き
な
い
。

　
本
来
、
戦
死
者
、
戦
病
死
者
や
平
時
の
兵
役
従
事
中
の
死
者
に
対
す
る
追
悼
の
祭

祀

は
、
個
別
の
遺
族
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
徴
兵
制
下
の
社
会
に
あ
っ
て
は
立

場
を
超
え
た
全
社
会
の
問
題
で
も
あ
っ
た
筈
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
共
通
の
課
題
で

あ
る
と
い
う
性
格
を
根
拠
に
、
⑩
、
⑪
の
要
請
が
出
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
当
時
の

霊
場
維
持
会
が
③
、
④
、
⑪
、
⑫
の
立
場
を
前
面
に
主
張
し
た
時
、
「
記
憶
の
共
同

体
」
を
作
り
出
す
努
力
は
放
棄
さ
れ
た
上
で
、
⑨
の
実
現
に
努
力
す
る
宣
言
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
以
後
、
主
張
の
ト
ー
ン
に
強
弱
は
あ
っ
た
が
、
霊
場
維
持
会
は
基
本
的

に
は
こ
の
立
場
で
追
悼
の
祭
祀
を
執
行
し
て
き
た
。

　
同
時
に
、
そ
の
立
場
に
立
つ
こ
と
で
霊
場
維
持
会
の
理
事
者
や
活
動
に
参
加
し
た

人
々
は
情
熱
と
使
命
感
を
も
っ
て
、
経
済
的
に
は
負
担
の
少
な
く
な
い
追
悼
祭
祀
を

継
続

し
た
。
こ
の
こ
と
が
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
景
観
を
保
持
す
る
上
で
大
き
な
役

割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
ま
た
、
必
ず
し
も
霊
場
維
持
会
の
主

出展：『大阪府忠魂碑等調査集』（1995年10月、

　　　大阪護国神社）333頁による（年次は西暦に

　　　改めた）。

張
・
立
場
と
は
同
一
で
な
い
人
や
団
体
も
含
め
た
霊
場
維
持
会
の
努
力
に
対
す
る
共

感
が
、
墓
地
の
清
掃
や
献
花
へ
の
協
力
を
生
み
、
そ
れ
等
が
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
勘
）

守
っ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。

　

な
お
⑫
に
触
れ
た
予
算
書
を
見
る
と
、
か
つ
て
共
通
し
て
陸
軍
墓
地
と
呼
ば
れ
た

と
は
言
っ
て
も
、
真
田
山
と
他
の
二
つ
の
陸
軍
墓
地
の
間
に
は
そ
の
歴
史
の
違
い
か

ら
地
域
の
人
々
の
見
守
る
視
線
の
差
が
あ
っ
た
よ
う
で
、
や
が
て
真
田
山
以
外
の
二

つ
の

旧
陸
軍
墓
地
の
祭
祀
に
関
す
る
活
動
が
霊
場
維
持
会
か
ら
離
れ
て
ゆ
く
萌
芽
が

含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
以

上
、
霊
場
維
持
会
が
大
阪
府
に
提
出
し
た
要
請
文
か
ら
見
え
る
こ
と
を
検
討
し

て

き
た
が
、
こ
の
秋
季
慰
霊
大
祭
が
ど
の
よ
う
に
実
行
さ
れ
た
か
は
、
総
括
し
た
理

事
会
の
文
書
が
見
当
ら
ず
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
計
画
で
は
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に

　
　
　
　
　
　
（
坦

一
万
五
〇

〇

余
人

の
参
加
を
見
込
ん
だ
大
集
会
の
予
定
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
面
）

　

そ
し
て
翌
一
九
五
三
年
九
月
に
、
再
び
大
阪
府
宛
の
要
請
書
を
天
野
理
事
長
名
で

提
出
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
本
会
に
於
て
は
昨
年
秋
季
、
大
阪
府
の
御
協
力
を

得
ま
し
て
独
立
後
第
一
回
の
大
慰
霊
祭
を
各
現
地
に
於
い
て
厳
修
い
た
し
ま
し
た
」

と
あ
る
の
で
、
相
当
の
規
模
で
実
行
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
霊
場
維
持
会
の
『
大

阪
靖
国
霊
場
維
持
会
の
沿
革
』
に
は
「
時
あ
た
か
も
平
和
条
約
が
発
行
し
た
年
で
も

あ
る
の
で
、
昭
和
二
七
年
五
月
二
八
日
、
独
立
後
第
一
回
の
春
季
慰
霊
大
法
要
を
厳

修

し
ま
し
た
が
、
遺
族
ほ
か
一
般
参
拝
者
を
合
せ
て
一
、
五
〇
〇
名
に
の
ぼ
る
盛
会

を
見
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
最
も
盛
会
だ
っ
た
時
の
記
録
と
し
て
述
べ
て
い
る

の

で
、
「
春
季
」
が
「
秋
季
」
の
間
違
い
な
の
か
、
或
い
は
春
に
も
大
き
な
取
り
組

み

を
し
て
い
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
一
九
五
二
年
一
一
月
の
秋
季
慰
霊
大
祭
の
参
加

者
が
一
五
〇
〇
人
程
と
推
測
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　
そ
し
て
こ
れ
を
裏
付
け
る
の
が
、
一
九
五
二
年
四
月
か
ら
五
四
年
六
月
の
二
年
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
爵
）

を
一
括
し
た
財
団
法
人
の
収
支
決
算
報
告
書
で
あ
る
（
表
1
8
）
。
監
事
印
が
押
さ
れ

ず
「
㊥
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
財
団
法
人
と
し
て
大
阪
府
に
提
出
し
た
も
の
の

下

書
き
か
控
と
思
わ
れ
る
が
、
当
時
の
霊
場
維
持
会
の
活
動
の
実
態
の
示
さ
れ
た
貴
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禰膨（×陳榊聯）解和メ4

図29　「昭和29年撮影」のメモのある写真（近畿財務局保管アルノくムコピー）

　　　納骨堂右の1阻尾の周辺の痛みが激しいとマークしてある

重

な
資
料
で
あ
る
。
支
出
内
訳
の
合
計
は

「
支
出
総
額
」
よ
り
五
万
八
六
八
〇
円
少

な
い
。
し
か
し
内
訳
合
計
中
に
占
め
る
招

魂
祭
の
費
用
合
計
七
〇
万
三
九
六
八
円

は
、
八
⊥
ハ
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
ま
さ
に
祭
祀

担

当
団
体
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
二
年
に
わ
た
る
決
算
書
な
の
で
、
第

一
次
招
魂
祭
が
一
九
五
二
年
に
、
第
二
次

招
魂
祭
が
一
九
五
三
年
に
開
催
さ
れ
た

「
秋
季
慰
霊
大
祭
」
と
見
る
の
が
自
然
で

あ
ろ
う
。
す
る
と
一
九
五
二
年
の
大
祭
で

は

石
鹸
半
ダ
ー
ス
入
り
を
八
〇
〇
個
、
と

い

う
の
が
参
加
人
数
を
裏
付
け
る
数
字
と

な
る
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
遺
族
は
、
一
人

で
参
加
す
る
の
で
な
く
家
族
二
、
三
人
で

出
席
し
た
場
合
が
多
い
か
ら
、
先
に
見
た

一
五

〇
〇
人
と
符
号
す
る
と
言
え
よ
う
。

　
さ
ら
に
表
1
8
で
注
目
し
た
い
の
は
、
収

入

の

部
の
内
訳
で
大
阪
府
と
大
阪
市
の
補

助
金
が
各
年
一
七
万
円
支
出
さ
れ
た
こ
と

と
、
寄
附
金
が
民
間
の
企
業
等
か
ら
相
当

集
め
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
収
入
内
訳
合

計

は
「
収
入
総
額
」
よ
り
二
〇
万
円
少
な

い

が
、
内
訳
合
計
七
七
万
四
一
二
四
円
の

中
で
は
、
府
と
市
の
補
助
金
は
四
三
・
九

パ

ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
残
り
が
大

阪
の
代
表
的
企
業
を
中
心
に
集
め
ら
れ
て

い

る
。
そ
れ
迄
の
役
員
の
私
費
で
辛
じ
て
維
持
さ
れ
て
き
た
祭
祀
と
は
、
様
相
が
一

変
し
た
こ
と
が
わ
か
る
金
額
で
あ
る
。

　
し
か
し
表
1
7
の
「
第
一
次
秋
季
大
祭
厳
修
予
算
書
」
の
一
四
七
万
円
で
「
最
少
限

度
の
予
算
」
と
書
い
た
霊
場
維
持
会
の
人
々
の
意
識
か
ら
す
れ
ば
、
府
市
の
補
助
金

も
民
間
か
ら
の
寄
附
金
の
集
ま
り
具
合
も
満
足
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ

う
。
ま
た
慰
霊
祭
以
外
に
も
、
納
骨
堂
の
雨
漏
り
の
修
理
等
、
さ
し
迫
っ
て
対
応
の

必

要
な
多
く
の
課
題
が
あ
っ
た
。
よ
り
有
力
な
運
動
に
発
展
す
る
方
途
が
求
め
ら
れ

た
。　

こ
の
時
期
は
占
領
軍
に
よ
る
占
領
政
策
が
終
っ
て
、
戦
死
者
へ
の
慰
霊
行
事
が
抑

え
ら
れ
て
き
た
こ
と
へ
の
反
援
と
、
軍
人
恩
給
の
復
活
に
よ
っ
て
死
者
へ
の
追
悼
を

ど
う
し
た
ら
良
い
か
と
改
め
て
遺
族
が
考
え
た
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
遺
族
会
等

が

戦
士
者
を
「
忠
魂
」
と
し
て
顕
彰
し
よ
う
と
い
う
運
動
を
始
め
た
（
表
1
9
）
。
そ

　
　
　
　
グ
ゆ
　

し
て
一
九
五
三
年
か
ら
三
年
間
に
、
大
阪
府
内
で
は
毎
年
一
二
基
も
の
忠
魂
碑
が
建

立

さ
れ
た
。
ま
た
旧
陸
海
軍
墓
地
ま
で
参
詣
に
来
る
の
は
大
変
だ
か
ら
と
、
遺
族
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
1
6
｝

が
音
頭
を
と
っ
て
町
や
村
単
位
で
軍
人
墓
地
を
作
る
動
き
も
広
が
っ
て
い
た
。
し
か

も
同
時
に
、
こ
う
し
た
時
代
風
潮
を
批
判
し
、
村
の
軍
人
墓
地
へ
の
参
加
を
断
わ
る

遺
族
も
存
在
し
た
。

　
霊
場
維
持
会
の
中
で
は
、
内
外
に
強
い
発
言
力
の
あ
る
指
導
者
が
求
め
ら
れ
た
。

こ
う
し
て
一
九
五
四
年
六
月
、
旧
内
務
省
高
官
と
し
て
滋
賀
県
知
事
や
静
岡
県
知
事

を
歴
任
し
た
、
菊
地
盛
登
元
大
阪
府
監
査
委
員
が
三
代
目
の
理
事
長
と
し
て
迎
え
ら

れ
た
。

4

納
骨
堂
の
修
復
と
「
大
阪
市
立
墓
地
公
園
計
画
」
の
挫
折

　

こ
の
時
に
第
三
代
理
事
長
の
擁
立
に
活
躍
し
た
の
が
、
大
阪
で
宝
鋳
工
所
（
現
在

タ
カ
ラ
ベ
ル
モ
ン
ト
株
式
会
社
）
を
創
業
し
て
企
業
家
と
し
て
活
躍
し
な
が
ら
、
社

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⌒
堕

会
事
業
に
も
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
た
吉
川
秀
信
宝
鋳
工
所
社
長
で
あ
っ
た
。
後
に

自
ら
も
第
五
代
理
事
長
に
な
る
当
時
三
三
歳
の
吉
川
秀
一
は
、
そ
の
時
の
思
い
出
を
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表20　1961～83年の旧真田山陸軍墓地関連事業（霊場維持会第4代吉川秀信理事長期）

年（月／日） 記 事 関連事項

19616／23理事会で第4代理事長に吉川秀信副理事長を選ぶA

　627／21理事会で国から払い下げを受け大阪市の墓地公園案検討A　11／1

2㌶］大阪靖国霊嚇賛会募鑓動・

　65　　　この年も大阪市の墓地公園案の検討続く

艦1魏駿薗i灘灘ま竃B
　68

　696／19第一回墓碑修復（川西信三郎）B
19；
1
；
；

7411／’8 ／豊中市の利創伊丹空港周辺）にあった故横畝井之上允人

厚生省「旧陸軍墓地の状況調査

表」作成A

　75　　　殉職碑を真田山に移転するA

；氾葦耀㌶磐㌶號》㌘植職B
；
l

l9808／4～9／8　納骨礼拝堂修復工事、大阪市負担で完成B　11／6　納骨堂前の桜植樹

81畠16纂警纏轟閣京纏雛）。1。／5「大噛r維㌫膓1鋤磁‡；B
　823／31’81年度（昭和56）霊場維持会収支決算で1年分の総収支計105万円A

　8310／　吉川秀信理事長死去、理事会で吉川秀一を第5代理事長に選出A

出展：霊場維持会保管史料をA、同史料中「大阪靖国霊場維持会調査事項」

　　として表示した。人名は敬称を省略した。　（）は寄付者氏名。

（手書きメモ、昭57．129の日付）をB

　
　
　
　
　
　
　
（
旧
）

次
の
様
に
語
っ
て
い
る
。

　
　
昭
和
二
十
九
年
早
春
、
ま
だ
寒
い
日
だ
っ
た
。
通
さ
れ
た
八
帖
の
客
間
は
調
度

　
　
品
も
な
く
、
い
や
に
ガ
ラ
ン
と
し
た
感
じ
の
部
屋
で
風
通
し
が
よ
か
っ
た
。
小

　
　
さ
な
角
火
鉢
に
か
ざ
さ
れ
た
大
き
な
四
つ
の
掌
が
、
裏
に
な
っ
た
り
表
に
な
っ

　
　
た
り
せ
わ
し
な
く
動
い
て
い
た
。
そ
れ
な
の
に
別
の
二
つ
の
掌
は
、
角
火
鉢
の

　
　
枠
を
握
っ
た
ま
ま
ジ
ッ
と
動
か
な
い
。
し
か
も
、
そ
の
掌
の
主
は
冷
え
込
み
に

　
　
も
平
気
で
、
シ
ャ
ン
と
背
筋
を
立
て
武
人
の
よ
う
に
身
動
き
一
つ
し
な
い
で
、

　
　
耳
を
そ
ば
だ
て
る
よ
う
に
し
、
構
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
。

　
　
　
「
真
田
山
陸
軍
墓
地
は
（
中
略
）
環
境
、
諸
施
設
が
完
全
に
整
備
さ
れ
た
の

　
　
で

は
な
く
、
ま
た
過
去
帖
の
一
部
も
散
逸
し
て
い
る
な
ど
の
こ
と
も
あ
り
、
今

　
　
後
に
残
さ
れ
た
事
が
ま
だ
ま
だ
山
積
み
さ
れ
て
い
て
、
登
山
の
第
一
歩
を
踏
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ひ
と

　
　
出
し
た
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
大
事
を
開
花
結
実
さ
せ
て
下
さ
る
御
仁
は

　
　
先
生
だ
け
で
す
。
ど
う
か
新
理
事
長
に
就
任
し
て
頂
き
た
い
。
」
（
中
略
）
熱
心

　
　
に
話
を
し
て
い
た
の
は
私
の
父
・
秀
信
で
、
そ
の
二
人
の
話
を
聞
い
て
い
た
の

　
　
は

父

の
お

伴
を
し
て
い
た
筆
者
で
あ
る
。
父
の
話
を
一
部
始
終
聞
い
て
お
ら
れ

　
　
た
菊
地
氏
は
、
や
っ
と
重
た
い
口
を
開
い
て
「
お
引
受
け
し
ま
し
ょ
う
」
と
、

　
　
父
の
熱
心
な
説
得
に
動
か
さ
れ
て
、
理
事
長
就
任
を
ご
快
諾
下
さ
っ
た
。

　

こ
の
理
事
長
交
代
は
、
単
に
理
事
長
一
人
の
交
代
だ
け
で
な
く
、
霊
場
維
持
会
の

財

団
と
し
て
の
規
約
改
正
と
大
幅
な
理
事
の
入
れ
替
え
を
伴
な
っ
た
。
一
九
五
四
年

八
月
（
日
は
欠
字
）
の
「
財
団
法
人
大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会
寄
附
行
為
改
正
に
関
す

　
　
（
瑚
）

る
御
願
」
（
大
阪
府
昭
和
二
九
、
九
、
二
、
第
四
三
二
号
受
付
ス
タ
ン
プ
有
）
に
、

次
の

理
由
を
挙
げ
て
い
る
。

　
　
本
財
団
の
寄
附
行
為
は
去
る
昭
和
二
十
二
年
五
月
に
創
定
せ
ら
れ
た
る
も
の
で

　
　
其
の

後
一
般
状
勢
の
変
遷
に
伴
い
本
会
内
容
の
充
実
及
び
事
業
運
営
を
適
切
な

　
　
ら
し
む
る
為
め
別
紙
の
通
改
正
の
必
要
を
生
じ
た
る
も
の
で
あ
り
ま
す

　

こ
の
改
正
案
は
一
九
五
四
年
一
〇
月
二
〇
日
大
阪
府
知
事
赤
間
文
三
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
而
）

「
大
阪
府
指
令
二
九
民
世
第
一
四
三
二
号
」
と
し
て
認
可
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
を
、
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旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
建
設
経
費
概
算
並
募
金
目
標
計
画
書

建
設
場
所
　
大
阪
市
天
王
寺
区
宰
相
山
町
一
六
一
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地

経

費
概
算

募

金

期

間

　　　サポ
爪　賓・賛；賓
　　　体
　　　■　　．

露㍉i：

・　　2ド蓼
標　 ＝　一　＿目　対募　目

額　一　一　　　　　標

灘i標象運
法．

金金金金金　金

∵㌍唖
拾　　八　千
　四束五百
　捨拾拾七　七
万万万万㍍百

円円円円円　万

　　　　　円

納

　
骨
　
堂
　
建
　
設
　
喪

境

内
整
地
及
雑
工
事
費

墓

地

驚
備
費
及
雑
工
事
費

祭

典
設
計
監

杵
及
事
務
運
営
費

予

　
　
　
　
備
　
　
　
　
費

　
大
阪
府
下
の
主
た
る
法
人
会
杜
、
団
体
並
び
に
一
般
個
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
参
　
百
　
万
　
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
式
　
千
　
参
　
百
　
万
　
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
拾
　
万
　
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
威
　
百
　
五
　
捨
　
万
　
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
拾
　
万
　
円

　
　
　
　
　
■
伺
人
勉
ぴ
に
駕
志
者
采
賛
金
　
　
壱
百
　
五
　
怜
万
n

　
　
　
　
　
　
　
　
千
　
　
　
万
円

　

　

　

　

　

　
昭
和

三
十
八
年
十

月
一
口
よ
り
昭
和
三
十
九
年
九
月
ま
で

大

阪

靖

国

霊

場

奉
賛
会
事
務
所

　
大
阪
市
天
王
±
苛
区
宰
相
山
町
　
一
六
　
一

　
旧
真
田
山
陪
軍
幕
地
大
阪
靖
国
霞
●
雄
將
会
耶
務
所
内
電
話
川
ー
三
〇
六
九
番

　
大
阪
靖
国
霊
場
奉
賛
会
趣
意
書

　

大
阪
市
天
王
寺
区
宰
相
山
町
旧
真
田
山
陸
軍
幕
地
⌒
五
千
坪
）
に
は
、

遠
く
明
治
十
年
西
南
の
役
か
ら
、
今
次
の
大
戦
ま
で
の
殉
国
英
霊
五
万
紘

（
菓
碑

五

千
，
納
骨
四
万
五
千
）
を
お
祀
し
て
あ
り
ま
す
。

　
戦
後
は
国
の
桓
宮
理
を
は
な
れ
て
、
椎
持
管
理
の
主
体
が
な
く
、
放
置
さ

れ

た
島
め
に
、
荒
廃
の
極
に
達
し
、
憂
慮
に
堪
え
な
い
状
態
に
あ
り
ま
し

た
。
昭
和
二
十
二
年
有
志
が
相
寄
り
、
財
団
法
人
大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会

を
結
成
し
、
近
隣
の
奉
仕
者
と
共
K
、
さ
さ
や
か
な
が
ら
慰
霊
願
彰
に
っ

と
め
て
ま
い
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
，
年
を
経
る
に
従
つ
て
幕
碑
は
風
雨

の

授

蝕

に
ま
か
せ
、
納
骨
堂
も
ま
た
、
漏
水
に
よ
つ
て
老
朽
の
度
を
増
し

あ
た
ら
尊
い
一
命
を
搾
げ
、
国
雛
K
殉
ぜ
ら
れ
た
↑
、
英
霊
に
対
し
、
誠
K

申
し
駅
な
き
状
態
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
英
霊
の
す
べ
て
は
、
私
達
の

先
腔
、
肉
親
、
知
己
郷
友
で
あ
り
、
そ
の
殉
国
の
至
鼓
に
対
し
ま
し
て
も

一
日
も
早
く
安
眠
せ
ら
れ
ま
す
よ
う
心
か
ら
ご
冥
福
を
願
う
も
の
で
あ
り

ま
す
。

　
つ
き
ま
し
て
は
、
す
み
や
か
に
蒐
碑
の
整
傭
、
嘉
苑
の
整
地
．
納
骨
堂

の
再

建
等
真
田
山
墓
地
の
建
設
を
な
し
、
忠
魂
の
慰
需
顛
彰
を
図
り
た
い

と
存
じ
ま
す
。

　
こ
こ
に
大
方
の
ご
賛
同
を
得
て
、
大
阪
剤
国
ぷ
場
奉
皆
会
を
泣
立
し
、

広

く
皆
様
方
の
寄
進
を
仰
く
こ
と
と
い
た
し
ぼ
し
た
。

　
何
卒
、
深
き
ご
理
解
を
賜
わ
り
、
格
別
の
二
協
賛
を
い
た
だ
き
ま
す
よ

う
，
偏
に
お
願
い
申
し
ヒ
げ
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
〔
型

「
昭
和
二
九
年
一
〇
月
二
九
日
登
記
」
の
登
記
簿
抄
本
で
見
る
と
次
の
通
り
で
あ
っ

た
。

名
称
　
大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会

事
務
所
　
大
阪
市
天
王
寺
区
四
天
王
寺
大
阪
府
仏
教
会
事
務
所
内

　
　
　
昭
和
弐
拾
九
年
拾
月
弍
拾
日
事
務
所
を
左
の
地
に
移
転
し
た

事
務
所
　
大
阪
市
東
区
大
手
前
之
町
八
番
地

　
　
　
　
　
　
大
阪
府
民
生
部
世
話
課
内

図30　大阪靖国霊場奉賛会資料
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同
日
目
的
を
左
の
如
く
変
更
し
た

　
　

目
的
　
本
財
団
は
護
国
の
英
霊
た
る
旧
軍
人
軍
属
戦
没
者
の
遺
骨
安
置
霊
堂
墓

　
　
　
　
地
墓
標
（
大
阪
市
真
田
山
旧
陸
軍
墓
地
高
槻
墓
地
及
信
太
山
墓
地
）
の
祭

　
　
　
　
祀
崇
敬
並
に
こ
れ
が
維
持
保
存
を
為
す
を
以
て
目
的
と
す
る

　
　
理
事
奥
村
清
、
同
勝
野
秀
雄
、
同
田
中
信
章
、
同
岡
村
祖
孝
、
同
星
田
九
一
、

　
　

同
竹
花
営
造
、
同
朝
日
信
太
郎
、
同
天
野
小
太
郎
、
同
大
河
内
静
は
同
日
退
任

　
　
し
た

　
　
左
記
の
者
は
同
日
重
任
し
た

　
　
　
大
阪
市
住
吉
区
（
以
下
略
）
理
事
本
多
忠
夫

　
　
左
記
の
者
同
日
就
任
し
た

　
　
　
大
阪
市
生
野
区
（
以
下
略
）
理
事
菊
地
盛
登

　
　
　

（以
下
一
九
人
略
）
　
　
（
傍
線
引
用
者
）

　
新
理
事
二
〇
人
、
留
任
一
人
と
い
う
殆
ん
ど
全
面
刷
新
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
退
任

し
た
九
人
中
、
傍
線
を
ひ
い
た
の
は
、
霊
場
維
持
会
発
足
時
の
六
人
の
中
の
メ
ン

バ

ー
で
、
奥
村
、
勝
野
は
信
太
山
の
、
田
中
、
岡
村
は
高
槻
の
陸
軍
墓
地
の
祭
祀
に

か
か

わ
っ
て
き
た
人
物
で
あ
っ
た
。
代
り
に
新
理
事
に
就
任
し
た
の
は
二
〇
人
と
大

幅
に
増
員
さ
れ
た
。
そ
の
住
所
を
見
る
と
、
大
阪
市
一
二
人
、
箕
面
町
二
人
、
高
槻

市
二
人
、
堺
市
一
人
、
池
田
市
一
人
、
泉
北
郡
池
田
村
一
人
、
泉
北
郡
和
泉
町
一
人

で

あ
っ
た
。
泉
北
郡
の
二
人
は
信
太
山
の
、
高
槻
市
の
二
人
は
高
槻
の
旧
陸
軍
墓
地

の

関
係
者
と
し
て
選
ば
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
他
は
大
阪
府
遺
族
会
の
代
表
等

各
界
の
代
表
を
網
羅
さ
れ
た
も
の
に
変
わ
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
（
m
）

　
ま
た
旧
規
約
の
財
団
の
目
的
は
「
本
財
団
は
大
阪
靖
国
霊
場
（
元
真
田
山
墓
地
、

高
槻
墓
地
及
信
太
山
墓
地
）
ノ
祭
祀
ヲ
為
ス
ヲ
以
テ
目
的
ト
ス
」
と
祭
祀
の
み
で
あ

っ

た
も
の
が
、
拡
充
し
た
事
業
を
担
当
で
き
る
よ
う
に
し
た
。
さ
ら
に
増
員
し
た
理

事
会
を
機
能
的
に
運
営
す
る
た
め
副
理
事
長
（
唯
一
人
留
任
し
た
本
多
忠
夫
と
新
体

制
確
立
に
尽
力
し
た
吉
川
秀
信
が
就
任
し
た
）
二
名
、
常
務
理
事
若
干
名
を
置
く
こ

と
に
し
た
。

　

こ
う
し
て
発
足
し
た
新
体
制
で
、
霊
場
維
持
会
は
精
力
的
に
活
動
を
始
め
た
。
先

ず
空
襲
で
屋
根
瓦
が
痛
み
、
一
九
五
〇
年
の
ジ
ェ
ー
ン
台
風
の
た
め
に
雨
漏
り
の
激

し
く
な
っ
た
納
骨
堂
の
修
理
を
大
阪
府
に
要
請
し
た
。
大
阪
府
か
ら
修
理
費
は
出
な

か
っ

た
が
現
状
確
認
の
た
め
に
大
阪
府
が
写
真
を
撮
影
を
し
た
（
図
2
9
）
。
さ
ら
に

埋
葬
人
の
名
簿
の
整
理
に
着
手
す
る
が
、
そ
の
た
め
に
事
務
局
を
設
け
集
会
所
を
旧

真

田
山
陸
軍
墓
地
内
に
設
置
す
る
必
要
が
議
論
さ
れ
た
。
し
か
し
大
阪
市
と
大
蔵
省

近
畿
財
務
局
の
所
管
の
問
題
等
で
建
物
の
建
設
は
宙
に
浮
き
そ
う
に
な
っ
た
。
そ
の

時
「
完
成
し
た
建
物
は
寄
進
す
る
」
と
一
札
を
入
れ
て
、
自
費
で
集
会
所
を
新
築
寄

　
　
　
（
m
）

付
す
る
等
、
菊
地
新
理
事
長
を
支
え
て
吉
川
副
理
事
長
は
活
躍
し
た
。
同
時
に
吉
川

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
m
∀

副
理
事
長
が
帰
依
し
て
い
た
本
門
仏
立
宗
の
清
風
寺
が
、
法
要
に
奉
仕
し
て
参
加
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
五
四
年
の
慰
霊
祭
に
は
、
清
風
寺
西
村
現
淳
住
職
以
下
四

〇

人

の
本

門
仏
立
宗
の
僧
侶
が
参
列
し
た
。
同
年
一
二
月
四
日
に
集
会
所
（
管
理
人

居
宅
、
事
務
室
）
が
竣
工
す
る
と
、
霊
場
維
持
会
の
財
団
の
事
務
所
を
こ
こ
に
移
し

た
。
ま
た
霊
場
維
持
会
の
維
持
会
員
制
度
を
創
設
し
、
理
事
一
人
が
一
〇
人
の
維
持

会
員
を
募
集
す
る
こ
と
、
慰
霊
祭
に
あ
た
り
ポ
ス
タ
ー
を
掲
示
し
て
一
般
市
民
に
ア

ピ
ー
ル
す
る
こ
と
、
各
新
聞
社
の
理
解
と
協
力
を
求
め
る
た
め
正
副
理
事
長
が
説
明

に
ま
わ
る
こ
と
等
様
々
な
工
夫
や
努
力
を
重
ね
て
霊
場
維
持
会
の
活
動
を
発
展
さ
せ

よ
う
と
し
た
。

　
霊
場
維
持
会
転
機
に
あ
た
り
そ
の
発
展
に
努
め
た
菊
地
理
事
長
が
死
去
す
る
と
、

一
九

六
一
年
六
月
に
吉
川
秀
信
副
理
事
長
が
第
四
代
の
理
事
長
に
選
出
さ
れ
た
。
以

後
二
二
年
に
わ
た
っ
て
、
霊
場
維
持
会
の
活
動
を
大
き
く
拡
げ
、
長
年
課
題
と
な
っ

て

き
た
納
骨
堂
の
修
復
を
は
じ
め
多
く
の
事
業
を
成
功
さ
せ
た
。
霊
場
維
持
会
保
管

資
料
で
日
付
の
判
明
す
る
こ
の
間
の
主
な
事
業
を
年
表
に
ま
と
め
た
も
の
が
表
2
0
で

あ
る
。
理
事
会
の
議
事
録
が
部
分
的
に
残
さ
れ
て
い
る
た
め
に
前
後
の
関
係
が
不
明

の

も
の
も
多
い
が
、
吉
川
秀
信
理
事
長
は
霊
場
維
持
会
の
活
動
を
長
期
的
に
意
味
あ

る
も
の
に
発
展
さ
せ
た
い
と
い
う
使
命
感
で
、
相
当
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
投
入
し
て
い

た
こ
と
が
窺
え
る
。
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そ
の
中
で
特
に
二
つ
の
事
業
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。
そ
の
一
点
目
は
、
一
九
六

三
年
一
〇
月
一
日
か
ら
一
九
六
四
年
九
月
に
か
け
て
繰
り
ひ
ろ
げ
た
「
大
阪
靖
国
霊

場
賛
助
会
募
金
運
動
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
事
業
は
、
趣
意
書
に
よ
れ
ば
「
墓

碑
の
整
備
、
墓
苑
の
整
地
、
納
骨
堂
の
再
建
等
真
田
山
墓
地
の
建
設
を
な
し
、
忠
魂

の

慰
霊
顕
彰
を
図
り
た
い
」
と
い
う
目
的
で
、
募
金
総
額
二
七
〇
〇
万
円
を
一
大
運

動

と
し
て
集
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
大
阪
府
内
全
体
に
そ
の
協
力
を
呼
び
か
け

た
。
こ
の
運
動
の
結
果
を
述
べ
た
記
録
が
見
付
か
ら
ず
、
募
金
が
ど
こ
ま
で
達
成
さ

れ

た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
図
3
0
に
掲
げ
た
奉
賛
会
の
役
員
名
簿
を
見
る
と
、

左

藤
義
詮
大
阪
府
知
事
、
中
馬
馨
大
阪
市
長
を
は
じ
め
参
議
院
議
員
、
衆
議
院
議

図32豊中市から移転された殉職碑

員
、
大
阪
商
工
会
議
所
会
頭
、
郷
友
会
会
長
、
大
阪
府
遺
族
会
会
長
と
松
下
幸
之

助
、
佐
伯
勇
と
い
っ
た
大
阪
の
各
界
を
代
表
す
る
人
々
を
網
羅
し
て
顧
問
に
据
え
て

い

る
。
こ
の
役
員
の
メ
ン
バ
ー
を
見
れ
ば
、
従
来
の
霊
場
維
持
会
の
活
動
の
ス
ケ
ー

ル

を
は
る
か
に
越
え
た
規
模
で
、
大
阪
府
全
体
の
協
力
で
墓
地
整
備
、
納
骨
堂
の
再

建

に
当
た
ろ
う
と
し
た
こ
と
が
見
え
て
く
る
。

　
霊
場
維
持
会
の
保
管
史
料
や
『
大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会
の
沿
革
』
に
、
こ
の
結
果

が
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
中
途
で
奉
賛
会
の
運
動
を
止
め
た
も
の
と

考
え
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
奉
賛
会
が
掲
げ
た
目
標
が
、
公
的

費
用
で
実
行
出
来
る
見
通
し
が
つ
い
た
か
、
検
討
を
は
じ
め
て
い
た
払
下
げ
運
動
を

優
先
す
べ
き
だ
と
い
う
声
が
強
く
な
っ
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
れ
だ

け
の
メ
ン
バ
ー
を
揃
え
た
こ
と
は
、
そ
の
後
霊
場
維
持
会
が
何
か
し
よ
う
と
す
る
時

の
人

間
的
つ
な
が
り
が
出
来
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
表
2
0
に
見
る
通
り
、
霊

場
維
持
会
が
募
金
で
実
現
し
よ
う
と
し
た
多
く
の
事
業
は
、
国
有
財
産
の
無
償
貸
付

を
受
け
て
い
る
大
阪
市
が
市
の
事
業
と
し
て
実
行
し
た
。
特
に
長
年
の
課
題
と
さ
れ
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た

納
骨
堂
修
復
も
大
阪
市
が
二
四
〇
万
円
を
負
担
し
て
完
工
し
た
こ
と
は
大
き
な
事

業
で

あ
っ
た
。
ま
た
多
様
な
有
志
の
奉
仕
が
そ
れ
を
補
っ
て
奉
賛
会
の
目
的
と
し
た

主

な
事
業
は
、
吉
川
秀
信
理
事
長
時
代
に
一
応
完
成
し
て
い
る
。

　

た
だ
第
三
節
で
述
べ
た
「
記
憶
の
共
同
体
」
を
作
る
方
向
で
の
配
慮
は
見
ら
れ
な

か
っ

た
よ
う
で
、
例
え
ば
奉
賛
会
の
役
員
に
、
当
時
の
野
党
の
議
員
や
労
働
団
体
や

文
化
・
科
学
関
係
者
の
参
加
は
全
く
無
か
っ
た
こ
と
も
見
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

同
時
に
霊
場
維
持
会
の
立
場
や
主
張
を
批
判
す
る
側
か
ら
も
、
多
数
の
死
者
を
、
長

年
に
わ
た
っ
て
祀
っ
て
い
る
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
対
し
て
「
記
憶
の
共
同
体
」
を

作

る
主
張
や
努
力
が
無
か
っ
た
こ
と
も
、
も
う
反
面
の
事
実
と
し
て
触
れ
て
お
く
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
触
れ
て
お
き
た
い
二
点
目
は
、
一
九
六
二
年
七
月
の
理
事
会
で
検
討
さ
れ
た
旧
真

田

山
陸
軍
墓
地
の
払
下
げ
問
題
に
つ
い
て
で
あ
る
。
七
月
二
一
日
に
コ
ク
サ
イ
ホ
テ

ル

で

開
か
れ
た
理
事
会
の
メ
モ
に
よ
る
と
、
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
払
下
げ
に
つ
い

て
、
理
事
長
、
副
理
事
長
が
大
阪
府
知
事
と
面
接
し
て
大
阪
府
の
応
援
の
約
束
を
と

り
つ
け
て
い
る
。
そ
の
際
、
併
せ
て
霊
場
維
持
会
へ
の
援
助
増
大
を
申
し
入
れ
る

が
、
供
花
料
以
外
は
行
政
と
し
て
は
無
理
だ
と
断
わ
ら
れ
た
旨
の
報
告
も
し
て
い

る
。
さ
ら
に
七
月
一
二
日
に
、
大
蔵
省
調
査
室
末
松
氏
を
通
じ
て
白
石
局
長
に
相
談

を
し
た
と
こ
ろ
、
手
順
と
し
て
は
無
償
貸
付
を
し
て
い
る
大
阪
市
か
ら
の
申
請
が
必

要
で

あ
る
こ
と
、
東
京
の
日
比
谷
公
園
の
場
合
を
参
考
に
す
る
よ
う
に
助
言
を
受
け

た

こ
と
が
メ
モ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
大
阪
市
公
園
部
長
の
見
解
も
記
録
し
て
あ
る

が

「
整
備
に
よ
り
却
っ
て
悪
く
な
る
、
効
果
が
な
い
の
で
一
時
中
止
と
な
っ
た
、
墓

地
が
三

分
一
と
な
り
祭
の
場
所
が
な
く
な
る
の
で
」
と
あ
り
、
大
阪
市
が
独
自
に
払

下

げ
を
検
討
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
そ
の
上
「
払
下
げ
は
一
本
に
ま
と
め
て
や
ら

せ
て

ほ

し
い
、
納
骨
堂
を
中
心
に
案
を
つ
く
る
こ
と
、
岡
山
・
山
ロ
の
護
国
神
社
参

考
と
な
る
」
と
相
当
具
体
化
に
つ
い
て
の
情
報
を
集
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　
次
に
払
下
げ
に
関
す
る
記
録
が
出
て
く
る
の
は
、
日
付
の
記
載
の
な
い
一
括
書
類

の

中
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
の
資
料
に
、
「
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
」
の
表
題
の
プ
リ

ン

ト
が
あ
る
。

　
　
一
　
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
現
状
（
略
）

　
　
二
　
土
地
、
建
物

　
　
　
国
有
財
産
法
第
二
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
大
阪
市
に
対
し
墓
地
の
用
途
と

　
　
　
し
て
指
定
の
上
無
償
貸
付
け
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
昭
和
四
〇
・
四
・
一
ー
↓
四
五
二
二
・
三
一
ま
で
五
年
の
契
約
を
結
ん
で
い

　
　
　
る
。

　
　
　
　
ア
、
土
地
　
四
五
六
三
坪
八
〇

　
　
　

イ
、
納
骨
堂
　
五
七
坪
三
〇

　
　
　
　
ウ
、
工
作
物
一
式
　
門
、
囲
、
水
道
、
下
水
、
井
戸
、
諸
標
、
土
留

三四五

エ

、
雑
工
作
物
　
石
橋
、
合
葬
碑
、
墓
石
（
四
二
一
二
柱
）

大
阪
市
関
係
担
当
課

ア
、
無
償
貸
付
け
契
約
の
件
経
理
局

イ
、
維
持
管
理
の
件
　
　
　
　
公
園
部

大
祭
執
行
経
費

ア
、
府
（
供
花
料
）
　
一
〇
〇
、
○
○
○
円

イ
、
市
（
供
花
料
）
　
　
五
〇
、
○
○
○
円

破
損
状
況
（
略
）

　
　

（以
下
略
）

　

そ
し
て
こ
の
一
括
文
書
の
「
大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会
の
現
状
」
と
い
う
プ
リ
ン
ト

に
、
「
国
と
し
て
は
真
田
山
の
将
来
の
姿
に
か
か
わ
ら
ず
大
阪
市
等
へ
払
下
げ
る
意

向
に
あ
る
、
そ
れ
以
前
に
納
骨
堂
の
建
設
等
を
許
可
し
に
く
い
実
情
に
あ
る
」
と
記

録

し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
一
点
目
で
触
れ
た
大
募
金
運
動
と
同
時
に
、
払
下
げ
が

併
行

し
て
検
討
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
二
」
の
無
償
貸
付

の

期
間
が
「
昭
和
四
一
年
」
が
起
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
書
類
は

一
九
六
六
（
昭
和
四
一
）
以
後
の
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
時
点
で
払
下
げ
が
課
題

と
し
て
生
き
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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表21　旧真田山陸軍墓地に関する大阪市の措置

年．月，日 記 事

1946，9．20

1949．7．27

1950．10．25

1952．12．1

1955．3ユ2

1955．4，9

1955，4．16

1957．8．12

1958，5ユ7

1960．629

ユ965．710

1965」0．13

］965．11．8

1966．8ユ8

1970．610

1970ユ2．25

1971．930

近畿財務局長より大阪市長あて「陸軍墓地の貸付指令」

（指令第213号）→12．21大阪市長より請書送付

借地契約更新（契国第196号）

借地契約更新（契　第546号）、　（契　第547号）

霊場維持会事務所建設の申請に対する副申（土第1692号）

木造平屋建瓦葺　2225坪

借地契約更新（契不第19号）

「旧真田山陸軍墓地内一部に建築物設置方申請について」

（土第744号・745号）事務所新築22．25坪、番舎改築830坪

近畿事務局長より「墓地事務所及び管理事務所の新・改築の承認」

（近財不第356号）

市長より近畿財務局長あて「旧真田山陸軍墓地水害復旧工事の件」

で依頼（十第1588号）大阪城公園の間知石使用

借地契約更新（契不1第44号）

借地契約更新（契管第13号）

借地契約更新（近財管1契第24号）

近畿財務局管財部長より、表門石柱鉄扉の逸失について実情調査報

告請求（事務連絡管1第237号）

借地契約の’部変更契約（近財管1契第69号）

土地区画整理事業による換地処分決定、十地4，563．80坪

1965．10．13事務連絡管1第237号に対する回答（大公第376号）

逸失した表門鉄扉は公園部において現状復旧した。

借地契約更新（財契第GW50013号）

近畿財務局長より納骨堂改修のための予算措置依頼

（近財直1第819号）

納骨堂改修［二事（屋根葺替、壁ぬりかえ、防球棚）

　
し
か
し
結
局
、
払
下
げ
は
実
現
し
な
か
っ
た
。
ど
う
し
て
払
下
げ
が
困
難
に
な
っ

た
の
か
は
、
今
後
の
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
保
存
を
考
え
る
際
に
も
知
り
た
い
点
だ

が
、
こ
の
件
の
総
括
し
た
記
録
は
見
当
ら
な
か
っ
た
。
大
阪
市
に
払
下
げ
、
墓
地
霊

園
を
含
ん
だ
公
園
化
を
考
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
詳
細
は
不
明

で
あ
る
。

　
な
お
表
2
0
に
あ
る
一
九
七
四
年
の
碑
の
移
転
の
件
を
少
し
補
足
し
て
お
く
。
こ
の

碑
は
も
と
豊
中
市
の
伊
丹
空
港
周
辺
の
利
倉
に
建
立
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
一

九

四

三
年
一
月
九
日
、
現
在
の
伊
丹
空
港
で
飛
行
練
習
中
だ
っ
た
二
人
の
航
空
士
官

の
搭
乗
機
が
事
故
で
墜
落
し
、
殉
職
し
た
。
こ
の
二
人
と
同
期
の
陸
軍
士
官
学
校
五

出展：大阪市建設局所蔵資料「旧真田山陸軍墓地沿革概要」より筆写した史料から

　　　作成（1999年5月）。

四
期
生
と
五
六
期
生
の
う
ち
で
中
部
第
一
二
三
部
隊
に
い
た
士
官
達
が
、

同
年
九
月
九
日
に
そ
の
死
を
悼
ん
で
殉
職
し
た
地
点
に
建
碑
し
た
も
の
で

あ
る
。
都
市
計
画
の
都
合
で
碑
の
移
転
を
迫
ら
れ
た
時
、
碑
の
祭
祀
を
担

当
し
て
き
た
旧
友
等
が
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
移
す
こ
と
を
計
画
し
、
士

官
の
墓
地
区
画
の
空
い
て
い
る
所
に
移
転
が
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

の

こ
と
は
当
時
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
祭
祀
が
、
き
ち
ん
と
継
続
し
て
い

る
こ
と
へ
の
信
頼
が
あ
っ
た
こ
と
も
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
う
し
て
様
々
な
霊
場
維
持
会
の
直
面
す
る
課
題
に
積
極
的
に
取
り
組

ん
だ

吉
川
秀
信
理
事
長
は
、
一
九
八
三
年
一
〇
月
八
五
歳
で
死
去
し
た
。

5

祭
祀
担
当
者
の
世
代
交
代
と
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
保
存
運
動

　
亡

く
な
っ
た
吉
川
秀
信
前
理
事
長
は
長
期
に
わ
た
り
、
霊
場
維
持
会
に

と
っ
て
大
き
な
仕
事
を
タ
カ
ラ
ベ
ル
モ
ン
ト
の
社
長
を
し
な
が
ら
進
め
て

い

っ

た
。
そ
の
過
程
で
、
忙
し
い
時
は
タ
カ
ラ
ベ
ル
モ
ン
ト
の
社
員
が
霊

場
維
持
会
の
仕
事
を
手
伝
う
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
そ
の
上
、
霊
場
維
持

会
の
会
計
へ
も
、
タ
カ
ラ
ベ
ル
モ
ン
ト
が
支
援
を
し
て
い
た
。

　

こ
れ
よ
り
前
の
一
九
六
三
年
に
は
吉
川
秀
一
が
父
吉
川
秀
信
の
補
佐
と

し
て
宝
椅
子
販
売
の
副
社
長
に
就
任
、
吉
川
秀
信
は
社
外
の
公
的
活
動
に

　
　
　
い
り

専
念
し
た
。
そ
う
し
た
経
過
の
な
か
で
、
第
五
代
の
霊
場
維
持
会
の
理
事
長
に
は
吉

川
秀
一
が
選
出
さ
れ
た
。
吉
川
秀
一
理
事
長
の
も
と
で
霊
場
維
持
会
は
、
前
理
事
長

の
事
業
を
継
続
し
、
一
九
八
五
年
に
は
大
阪
市
の
協
力
を
得
て
台
風
で
傷
ん
だ
納
骨

堂
の
大
屋
根
の
葺
替
を
し
、
管
理
人
居
宅
の
屋
根
の
葺
替
も
済
ま
せ
た
。
こ
の
時
期

で
注

目
さ
れ
る
霊
場
維
持
会
の
と
り
く
み
は
、
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
地
元
の
空
堀

町
町
会
と
懇
談
を
重
ね
て
、
協
力
関
係
が
で
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
一
九
六
四
年
五
月
二
三
日
、
霊
場
維
持
会
と
空
堀
町
町
会
（
町
会
長
、
副
会
長
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
濡
）

防
犯
支
部

長
）
の
間
の
「
第
一
回
協
議
会
合
意
覚
書
」
で
、
次
の
四
点
の
合
意
事
項

を
確
認
し
た
。
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④
当
該
物
件
の
改
修
費
寄
進
に
就
い
て

空

堀
町
町
会
は
、
去
る
昭
和
五
八
年
七
月
二
一
日
附
、
財
団
法
人
大
阪
靖
国
霊

場
維
持
会
理
事
会
に
於
て
審
議
承
認
さ
れ
た
真
田
山
陸
軍
墓
地
正
面
左
側
の
管

理
人

家
屋
（
一
九
・
八
坪
）
の
改
修
工
事
（
内
・
外
装
含
む
備
品
、
冷
暖
房
設

備
費
約
三
一
〇
万
円
也
）
を
無
事
竣
工
し
今
度
本
物
件
の
一
切
を
財
団
法
人
大

阪
靖
国
霊
場
維
持
会
に
寄
進
す
る
旨
の
申
し
出
が
あ
り
、
本
維
持
会
は
こ
れ
を

諒
承
す
る
。

⇔
物
件
の
呼
称
と
委
託
管
理
に
就
い
て

本
物
件
の
呼
称
を
今
後
第
二
会
議
室
と
称
し
、
本
維
持
会
と
空
堀
町
町
会
と
の

　
マ

マ
　

供

用
利
用
と
す
る
但
し
財
団
法
人
大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会
は
、
本
物
件
の
管

　
理
及
維
持

に
関
し
て
空
堀
町
町
会
に
委
託
管
理
を
依
頼
し
双
方
相
互
に
円
満
な

　

る
有
効
利
用
を
行
う
も
の
と
す
る
。

　
⇔
墓
地
管
理
及
維
持
の
協
力
に
就
い
て

　
財

団
法
人
大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会
は
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
管
理
保
存
並
に
祭
祀

　
の
奉
修
執
行
等
維
持
管
理
を
行
う
に
あ
た
り
空
堀
町
町
会
の
協
力
を
仰
ぎ
周
辺

　
の
環
境
整
備
、
美
化
促
進
に
努
め
る
。

　
⇔
町
会
長
の
本
維
持
会
理
事
就
任
に
就
い
て

　
空
堀
町
町
会
長
は
其
在
任
中
財
団
法
人
大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会
の
理
事
に
就
任

　
し
本
維
持
会
の
事
業
推
進
に
参
画
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
以
上

こ
の
合
意
に
よ
り
古
谷
圭
以
造
空
堀
町
町
会
長
は
霊
場
維
持
会
の
理
事
に
就
任

表22　国有財産無償貸付契約書に見る旧真田山
　　　陸軍墓地の貸付財産内訳

区分　種目 構造 数量 備　考

土地　墳墓地 15ρ8694m2
別紙の価格には約4．5億

としてある（1996年度）

建物　　雑屋建　木造平屋

建物　　雑屋建　木造平屋

　　　　納骨堂161．98

2743　正面入口にある集会所で

　　　　別の記録には「番舎」とある

工作物門

　　　囲障

　　　囲障

　　　囲障

　　　囲障

　　　水道

　　　下水

　　　下水

　　　池井

　　　土留

　　　土留

　　　土留

　　　土留

　　　諸標

表門

土塁

鉄線棚

鉄骨金網

コンクリート塀

水道

顕下水

埋下水

堀井

石垣

石垣

石垣

石垣

境界標石

石柱、鉄扉

雑工作物石橋

雑工作物斜坂階段

雑工作物斜坂コンクリート碑

雑工作物合葬碑

雑工作物墓石

　　1個

223．61m

　73．53

　10L80

　58．99

　　1個

　　1個

　　1個

　　1個

　　1個

　　1個

　　1個

　　1個

　15個
　　2個

　　1個

　　1個

　　5個

4，212個 現在近畿財務局が国有財産

として記録している墓碑数

出展：近財資料「HW第443号、平成12年3月28日、国有財産無償貸付契

　　　約書」の「別紙第1　貸付財産及び付属施設等の内訳」に筆者が備考

　　　を加えた。

し
、
現
在
は
吉
岡
武
町
会
長
が
理
事
の
任
を
継
い
で
い
る
。

　
一
九
八
九
年
一
〇
月
、
吉
川
秀
一
理
事
長
が
急
逝
し
た
。
そ
の

後
任
に
は
タ
カ
ラ
ベ
ル
モ
ン
ト
の
社
長
を
継
い
だ
吉
川
秀
一
前
理

事
長
の
子
、
吉
川
秀
隆
が
選
出
さ
れ
て
第
六
代
の
霊
場
維
持
会
の

理
事
長
に
な
り
現
在
に
至
っ
て
い
る
。

　

こ
の
間
、
霊
場
維
持
会
の
活
動
を
担
っ
て
き
た
理
事
も
世
代
の

交
代
が
進
ん
で
い
っ
た
。
そ
の
た
め
、
同
じ
財
団
法
人
の
霊
場
維

持
会
活
動
と
い
っ
て
も
、
高
槻
と
信
太
山
と
は
夫
々
に
祭
祀
を
独

自
に
進
め
る
よ
う
に
な
り
、
次
第
に
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
を
中
心

に
祭
祀
を
進
め
る
霊
場
維
持
会
と
の
間
が
疎
遠
に
な
っ
て
い
っ

た
。
こ
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
本
研
究
報
告
書
の
別
稿
に
記
述
し

た
。
こ
の
結
果
霊
場
維
持
会
の
支
部
の
規
定
は
事
実
上
空
文
化
し

た
。
さ
ら
に
霊
場
維
持
会
の
事
務
担
当
者
の
引
き
継
ぎ
の
不
備
等

の
事
由
も
重
な
っ
た
た
め
、
改
め
て
財
団
法
人
と
し
て
の
「
財
団

法
人
寄
付
行
為
の
現
状
に
則
し
た
改
訂
」
を
進
め
、
大
阪
府
の
正

　
　
　
（
坦

式
の
認
可
と
登
記
な
ど
が
必
要
と
な
っ
た
。
こ
れ
等
が
完
了
し
、

新
事
務
局
体
制
も
出
来
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
た
の
が
、
一
九
九
七
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ロ
　

年
四
月
八
日
の
霊
場
維
持
会
理
事
会
に
於
て
で
あ
っ
た
。

　
一
方
霊
場
維
持
会
と
は
別
の
視
点
か
ら
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
注
目
す
る
動
き
が

あ
っ
た
。
千
葉
県
佐
倉
市
の
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
で
は
、
佐
原
真
研
究
代
表
者
の

も
と
で
、
共
同
研
究
「
歴
史
に
お
け
る
戦
争
の
研
究
」
が
一
九
九
五
年
度
か
ら
始
ま

　
［
m
　

っ

た
。
共
同
研
究
の
目
的
と
し
て
は
、
「
歴
史
学
・
考
古
学
・
民
俗
学
・
文
化
人
類

学
・
生
物
学
・
人
類
学
が
学
際
的
に
戦
い
を
課
題
と
し
て
行
う
研
究
と
し
て
、
日
本

で
は

最
初
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
研
究
を
通
じ
て
、
戦
争
に
つ
い
て
今
ま
で
ど
の
よ

う
な
研
究
が
あ
り
、
将
来
ど
の
よ
う
に
研
究
を
進
め
る
べ
き
か
に
つ
い
て
の
展
望
を

　
　
　
｛
冊
）

得
る
こ
と
」
を
掲
げ
た
。
そ
の
中
で
、
特
に
近
現
代
史
に
お
け
る
戦
争
に
焦
点
を
当

て

た
の
が
、
共
同
研
究
B
「
近
現
代
の
兵
士
の
実
像
」
で
あ
る
。
藤
井
忠
俊
研
究
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
㎜
「

表
者
の
も
と
で
一
九
九
六
年
度
か
ら
発
足
し
た
。
こ
の
共
同
研
究
B
の
目
的
に
つ
い

て

は
、
「
戦
争
の
問
題
を
『
戦
争
と
民
衆
』
と
い
う
切
り
口
で
探
っ
て
み
る
こ
と
を

目
的
と
し
、
中
で
も
直
接
戦
争
を
体
験
し
た
『
兵
士
像
』
を
、
残
さ
れ
た
記
録
か
ら

追

究
し
、
そ
の
実
像
と
虚
像
の
解
明
を
図
る
。
さ
ら
に
そ
れ
は
、
そ
の
送
迎
を
し
た

図33　近畿財務局の「貸付財産」でいう「境

　　　界標石」15個のうちの1個。東側の
　　　入ロにあり「陸軍省所轄地」の刻字が

　　　明瞭に読める石柱。
存
の
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
。

度
終
了
し
た
が
、

持

に
関
す
る
懇
談
も
持
た
れ
た
。

　

こ
れ
ら
が
機
縁
と
な
っ
て
、
か
つ
て
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
関
す
る
論
考
を
発
表
し

た
研
究
者
と
大
阪
歴
史
学
会
企
画
委
員
長
が
共
同
で
呼
び
か
け
て
二
〇
〇
一
年
一
〇

月
二
八
日
研
究
会
を
開
い
た
。
そ
の
席
で
「
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
と
そ
の
保
存
を
考

え
る
会
」
（
以
下
本
稿
で
は
「
考
え
る
会
」
と
略
記
す
る
）
の
発
足
が
、
参
加
者
約

二

〇
人
の
合
意
で
決
ま
っ
た
。
代
表
者
は
小
田
康
徳
大
阪
電
気
通
信
大
学
教
授
で
、

現
在
考
え
る
会
で
は
保
存
の
在
り
方
に
つ
い
て
提
言
し
、
研
究
を
重
ね
て
い
る
。

　
他
方
、
地
方
自
治
体
と
し
て
国
有
財
産
の
無
償
貸
付
を
受
け
た
大
阪
市
は
、
財
団

法
人
の
祭
祀
担
当
団
体
霊
場
維
持
会
と
協
力
し
な
が
ら
、
墓
地
の
維
持
・
管
理
に
行

政

と
し
て
の
立
場
で
必
要
な
＝
疋
の
経
費
を
負
担
し
て
き
た
。
こ
の
間
、
大
蔵
省

（現
在
財
務
省
）
と
の
間
で
借
地
契
約
更
新
を
継
続
し
、
併
せ
て
大
阪
市
が
必
要
と

し
た
措
置
を
順
次
進
め
て
き
た
（
表
2
1
）
。
し
か
し
墓
碑
面
の
剥
落
が
今
後
急
速
に

地
域
社
会
や
家
族
の
問
題
と
も
関
わ
り
、
近
代
戦
争
の
歴
史
的
意
味
を
兵

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　

士
・
地
域
な
ど
を
通
し
て
再
検
討
す
る
こ
と
で
も
あ
る
」
と
提
示
し
て
い

る
。
筆
者
は
共
同
研
究
B
に
共
同
研
究
員
と
し
て
参
加
し
、
一
九
九
六
年
一

〇
月
一
九
～
二
一
日
に
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
参
画

し
て
以
来
、
霊
場
維
持
会
の
協
力
を
得
て
主
に
旧
陸
軍
墓
地
の
研
究
に
関
わ

っ

て
き
た
。

　
既

に
大
阪
市
史
編
纂
所
で
は
、
明
治
期
の
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
関
す
る
史

料
収
集
を
進
め
て
、
特
に
西
南
戦
争
以
前
の
墓
碑
に
つ
い
て
の
研
究
に
着
手

さ
れ
て
い
た
。
ま
た
大
阪
民
衆
史
研
究
会
の
機
関
誌
『
大
阪
民
衆
史
研
究
』

第
三
九
号
（
一
九
九
六
年
六
月
）
に
論
文
「
米
軍
機
搭
乗
員
処
刑
『
大
阪
事

件
』
の
概
要
」
を
発
表
し
た
研
究
グ
ル
ー
プ
の
実
証
的
調
査
等
、
個
々
に
研

究
は
進
み
つ
つ
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
夫
々
に
、
墓
碑
面
の
剥
落
の
進
行
等
に
つ
い
て
憂
慮
し
、
そ
の
保

　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
調
査
は
二
〇
〇
〇
年

　
　
　
　

こ
の
間
に
研
究
者
と
霊
場
維
持
会
の
間
で
墓
碑
保
存
と
景
観
の
保
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進
行
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
見
込
む
と
、
大
阪
市
が
従
来
進
め
て
き
た
対
応
で
は
間

に
合
わ
な
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

　
一
九
四
五
年
に
陸
軍
省
の
手
を
放
れ
て
五
七
年
、
現
在
当
時
を
直
接
知
る
人
は
ほ

と
ん
ど
居
な
く
な
っ
た
が
、
改
め
て
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
祭
祀
と
、
墓
碑
群
を
含

む
景
観
の
保
全
が
見
直
さ
れ
る
べ
き
時
期
に
来
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
放
置
さ
れ
れ

ば
、
日
本
で
最
初
の
陸
軍
墓
地
、
国
立
墓
地
で
、
現
在
最
大
の
個
人
墓
碑
を
擁
し
、

旧
軍
隊
に
関
す
る
様
々
な
情
報
が
パ
ッ
ク
さ
れ
て
い
る
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
は
、
遠

く
な
い
将
来
に
墓
碑
の
多
く
が
崩
壊
し
、
歴
史
的
価
値
を
持
つ
景
観
を
失
っ
て
し
ま

う
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
強
い
危
機
感
が
「
考
え
る
会
」
に
参
加
し
て
い
る
研
究
者
の

共
通

し
た
認
識
に
な
っ
て
い
る
。

　
霊
場
維
持
会
は
、
五
五
年
に
わ
た
っ
て
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
維
持
に
努
力
し
て

き
た
だ
け
に
、
墓
碑
の
状
態
に
つ
い
て
は
最
も
早
く
か
ら
そ
の
保
全
を
主
張
し
て
き

た
。
現
状
に
つ
い
て
は
憂
慮
を
強
め
、
公
的
保
存
の
方
策
も
含
め
長
期
的
展
望
を
検

討
し
て
い
る
。
霊
場
維
持
会
創
設
期
に
は
、
多
く
の
同
世
代
の
若
者
が
戦
争
で
死
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
皿
）

で
い
っ

た
こ
と
へ
の
「
負
い
目
」
や
責
任
感
が
参
加
者
の
使
命
感
と
な
り
、
奉
仕
・

献
身
へ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
支
え
て
き
た
。
今
五
五
年
が
経
ち
、
次
の
世
代
・
若
い
世

代
に
ど
う
引
き
継
ぐ
か
と
い
う
大
き
な
転
機
に
直
面
し
て
い
る
。

お
わ
り
に

　
現
在
、
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
は
、
財
務
省
近
畿
財
務
局
の
所
管
す
る
国
有
財
産
で

あ
る
。
そ
の
台
帳
に
は
表
2
2
の
物
件
が
挙
げ
て
あ
る
。
つ
ま
り
墓
碑
を
含
め
て
国
有

財
産
に
な
る
が
、
第
二
章
第
二
節
で
見
た
「
国
有
財
産
無
償
貸
付
契
約
」
に
よ
っ

て
、
そ
の
維
持
管
理
に
要
す
る
経
費
は
大
阪
市
が
負
担
す
る
こ
と
に
な
っ
て
き
た
。

そ

し
て
表
2
1
で
見
た
通
り
、
大
阪
市
は
霊
場
維
持
会
に
協
力
し
、
そ
の
責
任
を
一
定

程
度
果
た
し
て
き
た
。

　
し
か
し
第
二
章
第
五
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
不
都
合
な
事
態
が
発
生
し
た
時
、

そ
れ
に
対
応
す
る
と
い
っ
た
措
置
で
は
間
に
合
わ
な
い
事
態
が
現
在
起
き
よ
う
と
し

て

い

る
。
遺
族
に
と
っ
て
は
死
者
の
名
が
刻
ま
れ
て
こ
そ
の
墓
碑
で
あ
る
。
こ
こ
数

年
、
手
を
撲
い
て
い
れ
ば
百
年
を
経
た
多
く
の
墓
碑
の
表
面
は
剥
落
し
て
墓
碑
銘
の

解
読
さ
え
も
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
強
い
。
一
基
毎
の
墓
碑
銘
文
が
明

ら
か
に
す
る
将
兵
の
歴
史
こ
そ
が
、
全
体
の
景
観
と
合
わ
せ
て
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地

の

歴
史
的
価
値
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
石
質
や
刻
銘
の
文
字
も
歴
史
的
資
料

で

あ
る
。
長
期
的
展
望
に
立
っ
て
、
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
維
持
・
管
理
を
ど
う
す

る
の
か
、
そ
の
祭
祀
を
担
当
し
て
き
た
霊
場
維
持
会
の
意
向
も
聞
き
な
が
ら
こ
れ
か

ら
の
祭
祀
の
在
り
方
を
ど
う
考
え
た
ら
良
い
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
具
体

案
づ
く
り
が
緊
急
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

大
阪
市
を
は
じ
め
、
関
係
す
る
諸
機
関
、
国
の
適
切
な
行
政
的
措
置
が
求
め
ら
れ

る
。
と
同
時
に
霊
場
維
持
会
や
関
係
す
る
諸
団
体
、
ま
た
従
来
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地

の

祭
祀
に
関
ら
な
か
っ
た
遺
族
や
諸
団
体
も
同
席
し
、
地
域
の
人
々
や
研
究
者
も
協

力
す
る
場
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
軍
隊
の
兵
役
従
事
中
に
亡
く
な
っ
た
人
々

へ
の
追

悼
と
同
時
に
、
次
の
時
代
に
引
き
継
ぐ
歴
史
的
景
観
、
戦
争
に
関
す
る
文
化

財

と
し
て
そ
の
保
存
を
ど
う
進
め
る
の
か
に
つ
い
て
の
合
意
形
成
が
必
要
と
な
っ
て

い

る
と
考
え
る
。

　
そ
の
こ
と
が
「
記
憶
の
共
同
体
」
を
作
る
一
つ
の
具
体
的
作
業
に
も
な
っ
て
ゆ
く

と
思
う
。
そ
の
際
、
墓
碑
の
数
は
少
な
い
と
は
い
え
、
中
国
人
や
ド
イ
ツ
人
の
捕
虜

の
墓
碑
が
あ
る
こ
と
は
重
要
な
意
味
を
持
つ
。
自
国
の
価
値
観
で
完
結
す
る
の
で
は

な
い
視
点
が
近
現
代
の
戦
争
を
観
る
時
必
要
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
一
基
毎
の
墓
碑
銘
文
を
手
掛
か
り
に
、
埋
葬
さ
れ
た
兵
役
従
事
中
の
死
者
た
ち
の

歴
史
を
丁
寧
に
復
元
す
る
努
力
の
積
み
重
ね
の
な
か
か
ら
、
一
三
〇
年
か
ら
五
七
年

前
に
わ
た
る
戦
争
に
つ
い
て
の
共
通
理
解
の
土
台
が
形
成
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。　

ま
た
祭
祀
に
つ
い
て
は
、
沖
縄
県
の
「
平
和
の
礎
」
の
先
例
も
あ
り
、
市
民
が
祭

祀

に
か
か
わ
る
、
新
た
な
追
悼
の
在
り
方
も
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
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旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
沿
革
・
変
遷
を
辿
っ
て
、
明
ら
か
に
出
来
た
概
要
を
提
示

す
る
の
が
本
稿
の
課
題
で
あ
っ
た
。
未
解
明
の
多
く
の
課
題
が
残
さ
れ
た
こ
と
は
各

所
に
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。
不
十
分
で
は
あ
れ
、
見
え
て
来
た
沿
革
・
変
遷
か
ら

は
、
国
立
の
最
古
の
陸
軍
墓
地
で
現
在
最
多
の
個
人
墓
を
擁
し
て
旧
軍
時
代
の
景
観

を
留
め
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、
そ
れ
だ
け
に
保
存
の
実
現
が
強
く
望
ま
れ
る
。

　
本
稿
作
成
に
あ
た
り
財
務
省
近
畿
財
務
局
、
大
阪
市
建
設
局
、
霊
場
維
持
会
、
宮

内
庁
書
陵
部
、
国
立
国
会
図
書
館
、
国
立
公
文
書
館
、
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
、

大
阪

市
史
編
纂
所
の
諸
機
関
か
ら
は
、
史
料
の
閲
覧
、
複
写
等
で
ご
協
力
を
頂
い

た
。
ま
た
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
研
究
員
の
方
々
に
は
多
く
の
指
導
と
助
言

を
頂
い
た
。
さ
ら
に
本
保
経
雄
、
吉
岡
武
、
今
井
英
之
、
柳
沢
忠
麿
、
堀
田
暁
生
、

小

田
康
徳
、
川
ロ
宏
海
、
福
林
徹
、
塚
崎
昌
之
、
森
紀
太
雄
、
古
川
佳
子
、
吉
岡
か

お

り
の
各
氏
（
順
不
同
）
か
ら
は
格
別
の
ご
協
力
を
頂
い
た
。
記
し
て
感
謝
の
意
を

表
し
た
い
。

　

な
お
本
稿
本
文
中
で
は
、
人
名
は
生
存
者
も
含
め
歴
史
上
の
登
場
人
物
と
い
う
意

味
で

敬
称
は
省
略
し
た
。

註（
1
）
　
拙
稿
「
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
成
立
と
展
開
に
つ
い
て
」
（
『
地
方
史
研
究
』
、
一
八
一
号
、
一
九

　

九
九
年
一
〇
月
、
の
ち
に
拙
著
『
戦
時
下
の
社
会
　
　
大
阪
の
、
隅
か
ら
i
』
岩
田
書
院
、

　
　
二
〇
〇
．
年
三
月
に
収
録
）
一
八
頁
。

（
2
）
　
財
務
省
近
畿
財
務
局
保
管
史
料
「
普
通
財
産
決
議
書
」
の
所
在
地
表
示
に
よ
る
。

（
3
）
厚
生
省
「
旧
陸
軍
墓
地
現
況
表
」
二
九
六
二
年
二
月
、
日
現
在
）
。
な
お
こ
の
資
料
は
山

　
　
辺
昌
彦
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
4
）
　
原
田
敬
一
「
『
万
骨
枯
る
』
空
間
の
形
成
－
陸
軍
墓
地
の
制
度
と
実
態
を
中
心
に
　
　
」

　
　
（
『
仏
教
大
学
文
学
部
論
集
』
第
八
二
号
、
一
九
九
八
年
三
月
）
三
六
頁
。
戦
前
兵
士
と
し
て
参

　

詣
に
来
た
本
保
経
雄
氏
の
ご
記
憶
二
九
九
九
年
二
月
．
三
日
聞
き
取
り
）
で
も
大
き
く
は
変

　
　
っ
て
い
な
い
と
い
う
。

（
5
）
　
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
内
の
納
骨
堂
前
の
石
碑
に
嵌
め
込
ま
れ
、
日
本
郷
友
連
盟
大
阪
府
支
部

　
　
他
有
志
に
よ
り
一
九
九
五
年
に
刻
ま
れ
た
銅
板
の
銘
文
も
、
こ
の
説
に
よ
っ
て
い
る
。

（
6
）
　
原
田
敬
一
「
陸
海
軍
埋
葬
地
制
度
考
」
（
一
九
九
八
年
一
二
月
、
清
文
堂
出
版
、
大
阪
大
学

　

文
学
部
H
本
史
研
究
室
編
『
近
世
近
代
の
地
域
と
権
力
』
所
収
）
四
…
．
一
五
頁
。
原
田
敬
、
氏
に

　
　
は
こ
れ
以
外
に
各
地
の
陸
軍
墓
地
の
状
況
、
海
外
と
の
比
較
等
で
も
種
々
ご
教
示
頂
い
た
。

（
7
）
　
小
田
康
徳
「
大
阪
陸
軍
所
の
創
設
と
そ
の
展
開
」
（
一
九
八
三
年
三
月
、
大
阪
市
史
編
纂
所

　
　
『
大
阪
の
歴
史
』
第
八
号
所
収
）
四
頁
。

（
8
）
　
同
前
二
頁
。

（
9
）
　
同
前
二
頁
。

（
1
0
）
　
服
部
敬
「
軍
隊
の
創
設
と
大
阪
」
（
一
九
九
〇
年
＝
．
月
、
『
新
修
大
阪
市
史
』
第
五
巻
所
収
）

　
　
一
一
八
頁
。

（
1
1
）
　
同
前
、
一
八
頁
、
及
び
小
田
康
徳
前
掲
論
文
三
頁
。

（
1
2
）
　
梅
漢
昇
「
大
阪
兵
学
寮
に
関
す
る
風
聞
に
つ
い
て
」
（
一
九
七
〇
年
九
月
、
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』

　
　
第
五
六
号
所
収
）
。

〔
1
3
）
　
服
部
敬
前
掲
論
文
一
二
一
頁
。

（
1
4
）
　
同
前
＝
二
四
、
＝
二
五
頁
。

（
1
5
）
　
小
田
康
徳
前
掲
論
文
四
頁
。

（
1
6
）
　
同
前
一
七
頁
。

（
1
7
）
　
こ
の
規
定
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
研
究
会
で
の
米
田
俊
彦
氏
の
報
告
二
八
九

　
　
七
年
陸
軍
埋
葬
規
則
制
定
ま
で
の
経
過
」
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
1
8
）
　
森
岡
清
美
、
今
井
昭
彦
「
国
事
殉
難
戦
没
者
、
と
く
に
反
政
府
軍
戦
死
者
の
慰
霊
実
態
」

　
　
（
一
九
八
二
年
一
一
月
、
『
成
城
文
芸
』
第
一
〇
二
号
所
収
）
に
よ
る
と
、
新
政
府
軍
側
の
戦
死

　
　
者
に
は
、
一
八
六
八
～
］
八
七
〇
年
に
か
け
て
戦
死
者
の
出
身
藩
が
自
藩
の
墓
地
を
築
き
「
西

　
　
軍
墓
地
の
体
裁
が
成
っ
た
」
（
七
頁
）
と
い
う
。
こ
れ
に
対
し
て
会
津
藩
の
戦
死
者
は
、
暫
く

　
　
は
埋
葬
も
新
政
府
か
ら
禁
止
さ
れ
、
そ
の
屍
体
は
腐
敗
す
る
に
ま
か
さ
れ
る
惨
状
で
あ
っ
た
と

　
　
い
う
。

（
1
9
）
　
村
上
重
良
『
慰
霊
と
招
魂
』
（
．
九
七
四
年
九
月
、
岩
波
新
書
）
六
五
頁
。

（
2
0
）
　
原
田
敬
一
前
掲
「
陸
海
軍
埋
葬
地
制
度
考
」
四
一
八
頁
。

（
2
1
）
　
『
公
文
録
』
辛
未
自
正
月
至
七
月
　
大
阪
府
の
部
。

（
2
2
）
　
小
田
康
徳
前
掲
論
文
、
九
頁
。

（
2
3
）
　
同
前
二
〇
頁
。

（
2
4
）
　
服
部
敬
前
掲
論
文
一
二
九
頁
。

（
2
5
）
　
陸
海
軍
の
埋
葬
法
に
つ
い
て
は
、
以
後
特
記
し
な
い
場
合
は
、
前
掲
の
米
田
俊
彦
報
告
二

　
　
八
九
七
年
陸
軍
埋
葬
規
則
制
定
ま
で
の
経
過
」
と
原
田
敬
一
論
文
「
陸
海
軍
埋
葬
地
制
度
考
」

　
　
に
よ
る
。

（
2
6
）
　
堀
田
暁
生
「
真
田
山
旧
陸
軍
墓
地
に
つ
い
て
　
　
西
南
戦
争
よ
り
前
に
建
て
ら
れ
た
墓
石
」

　
　
（
、
一
〇
〇
〇
年
一
一
．
月
、
思
文
閣
出
版
「
大
坂
城
と
城
下
町
』
所
収
）
二
九
〇
頁
。

88



横山篤夫［旧真田山陸軍墓地変遷史］

（
2
7
）
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
研
究
会
で
の
堀
田
暁
生
氏
の
報
告
資
料
「
靖
国
霊
場
埋
葬

　
　
者
」
と
後
刻
堀
田
氏
か
ら
さ
ら
に
ご
教
示
頂
い
た
資
料
に
よ
る
。

（
2
8
）
　
渡
辺
勇
助
『
明
治
学
院
八
十
年
史
』
（
一
九
五
七
年
二
月
、
明
治
学
院
）
一
六
九
頁
。

（
2
9
）
　
陸
軍
省
第
二
九
七
、
布
第
二
四
号
（
原
田
敬
一
前
掲
「
陸
軍
埋
葬
地
制
度
考
」
四
一
九

　
　
頁
）
。

（
3
0
）
　
大
江
志
乃
夫
『
靖
国
神
社
』
二
九
八
四
年
三
月
、
岩
波
新
書
）
八
五
頁
。

（
3
1
∀
　
森
岡
清
美
・
今
井
昭
彦
前
掲
論
文
　
二
～
三
頁
、
新
谷
尚
紀
「
慰
霊
と
軍
神
」
（
二
〇
〇
〇

　
　
年
三
月
、
藤
井
忠
俊
・
新
井
勝
紘
編
『
人
類
に
と
っ
て
戦
と
は
3
戦
い
と
民
衆
』
所
収
、
東

　
　
洋
書
林
）
一
四
八
～
一
五
四
頁
等
。

（
3
2
）
　
竹
内
理
三
編
『
角
川
日
本
地
名
大
辞
典
　
二
七
巻
　
大
阪
府
』
（
一
九
八
三
年
一
〇
月
、
角

　
　
川
書
店
）
の
「
吉
右
衛
門
肝
煎
地
」
に
は
「
江
戸
期
～
明
治
一
五
年
の
村
名
。
曲
豆
臣
時
代
の
武

　
　
家
地
や
総
構
破
却
跡
の
う
ち
（
中
略
）
余
剰
地
を
玉
造
平
野
口
町
年
寄
高
津
屋
吉
右
衛
門
に
肝

　
　
煎
さ
せ
畑
地
に
し
た
。
元
和
二
年
の
成
立
。
畑
場
八
か
村
の
一
つ
で
、
大
坂
三
郷
へ
の
疏
菜
供

　
　
給
地
。
幕
府
領
。
村
高
は
「
天
保
郷
帳
」
で
二
二
八
石
余
（
下
略
）
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

（
3
3
）
　
原
田
敬
一
前
掲
「
陸
海
軍
埋
葬
地
制
度
考
」
四
三
五
頁
で
公
的
名
称
の
典
拠
を
示
し
て
い

　
　

る
。
し
か
し
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
場
合
で
み
る
と
、
先
に
一
般
に
「
陸
軍
墓
地
」
の
呼
称
の
方

　
　
が
ひ

ろ
く
使
用
さ
れ
、
陸
軍
の
規
則
が
後
か
ら
そ
れ
を
公
称
と
し
て
追
認
し
た
と
考
え
る
方
が

　
　
妥
当
だ
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
本
稿
で
は
一
九
一
八
年
ま
で
は
原
則
と
し
て
「
真
田
山
陸

　
　
軍
埋
葬
地
」
と
し
、
そ
れ
以
後
は
「
真
田
山
陸
軍
墓
地
」
と
記
述
し
、
両
方
に
ま
た
が
る
時
は

　
　
「
陸
軍
墓
地
」
と
し
た
。

（
3
4
）
　
こ
れ
ら
の
文
献
史
料
は
、
大
阪
市
史
編
纂
所
の
所
蔵
史
料
を
閲
覧
し
使
用
し
た
も
の
で
あ

　
　
る
。
大
阪
市
史
編
纂
所
の
ご
好
意
に
厚
く
感
謝
し
、
特
に
所
長
の
堀
田
暁
生
氏
と
調
査
員
の
小

　
　
田
康
徳
氏
に
は
種
々
ご
教
示
頂
い
た
こ
と
を
付
記
す
る
。

（
3
5
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
多
く
の
指
摘
が
あ
る
が
、
例
え
ば
津
田
秀
夫
編
『
図
説
大
阪
府
の
歴

　
　
史
』
二
九
九
〇
年
七
月
、
河
出
書
房
新
社
）
二
六
〇
頁
。

（
3
6
）
　
西
南
戦
争
で
の
政
府
軍
の
死
者
は
約
六
千
五
百
人
と
い
わ
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
真
田
山
に
現

　
　
存
の
墓
碑
で
解
読
で
き
る
該
当
の
墓
碑
は
七
六
七
基
あ
る
。
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
あ
っ
て
既

　
　
に
墓
碑
が
崩
壊
し
て
死
亡
年
が
解
読
で
き
な
い
も
の
と
平
時
の
病
死
者
等
の
墓
碑
が
全
墓
碑
中

　
　
の
約
四
割
に
な
る
。
建
立
時
期
の
古
い
も
の
程
剥
落
が
進
ん
で
い
る
こ
と
等
も
勘
案
す
る
と
、

　
　
西
南
戦
争
の
時
に
建
立
さ
れ
た
墓
碑
は
千
基
を
超
え
る
と
推
定
さ
れ
る
。

（
3
7
）
　
東
京
招
魂
社
（
の
ち
の
靖
国
神
社
）
で
は
、
一
八
七
七
年
＝
月
一
三
日
か
ら
三
日
間
招
魂

　

祭
を
開
催
し
た
。
そ
の
前
日
の
一
二
日
に
、
陸
軍
大
佐
の
小
沢
武
雄
を
祭
主
に
招
魂
式
を
執
行

　
　
し
、
西
南
戦
争
で
死
亡
し
た
政
府
軍
の
六
五
〇
五
人
を
東
京
招
魂
社
に
合
祀
し
た
。
こ
の
時
点

　
　
で
は
「
軍
人
を
祭
主
に
持
つ
招
魂
式
」
で
「
招
魂
社
に
は
当
初
、
神
官
が
い
な
か
っ
た
」
と
い

　

う
坪
内
祐
三
『
靖
国
』
（
一
九
九
九
年
一
月
、
新
潮
社
）
八
二
頁
の
指
摘
は
、
招
魂
社
の
性
格

　
　

を
考
え
る
上
で
注
目
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
大
江
志
乃
夫
『
靖
国
神
社
』
　
一
一
二
、
＝
三
頁

　
　

で

は
靖
国
神
社
が
軍
の
管
轄
下
で
「
別
格
官
幣
社
と
い
う
社
格
の
点
で
は
、
他
の
「
忠
臣
」
を

　
　
祀

る
神
社
と
同
格
で
あ
り
な
が
ら
、
実
際
に
は
む
し
ろ
他
の
多
く
の
官
幣
社
の
上
に
卓
越
し
、

　
　
実
質
的
に
は
、
皇
祖
神
を
祀
る
神
宮
に
つ
ぐ
地
位
を
し
め
る
に
至
っ
た
」
と
指
摘
す
る
。

（
3
8
）
　
本
康
宏
史
「
招
魂
社
制
度
の
地
域
的
展
開
と
十
五
年
戦
争
」
（
一
九
九
二
年
＝
月
、
高
澤

　
　
裕
一
編
『
北
陸
社
会
の
歴
史
的
展
開
』
能
登
印
刷
出
版
部
。
の
ち
に
本
康
『
軍
都
の
慰
霊
空
間

　
　
　
　
国
民
統
合
と
戦
死
者
た
ち
ー
』
二
〇
〇
二
年
三
月
、
吉
川
弘
文
館
に
収
録
）
七
五
二
～

　
　
七

五
四

頁
の
「
（
三
）
明
治
～
大
正
期
の
招
魂
祭
」
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
金
沢
で
の
招
魂
祭
と

　
　
共
通
の
様
相
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
と
れ
る
内
容
で
あ
る
。

（
3
9
）
　
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
『
大
阪
借
行
社
沿
革
誌
』
一
丁
。

（
4
0
）
　
同
前
四
、
五
丁
。
な
お
明
治
紀
念
標
に
つ
い
て
は
本
研
究
報
告
書
の
本
康
宏
史
氏
の
別
稿
も

　
　
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
籠
谷
次
郎
「
戦
後
の
忠
魂
日
・
慰
霊
碑
等
に
つ
い
て
」
（
「
九
七
七
年

　
　
『
歴
史
評
論
』
第
三
二
九
号
所
収
）
に
も
こ
れ
に
触
れ
た
論
考
が
あ
る
。

（
4
1
）
　
同
前
四
、
五
丁
。

（
4
2
）
　
大
阪
護
国
神
社
五
十
年
史
編
集
委
員
会
編
『
大
阪
護
国
神
社
五
十
年
史
』
（
一
九
九
二
年
四

　
　
月
、
大
阪
護
国
神
社
）
六
九
、
七
〇
頁
。

（
4
3
）
　
村
上
重
良
『
慰
霊
と
招
魂
」
八
八
、
八
九
頁
。

（
4
4
）
　
同
前
一
五
〇
頁
。
な
お
大
阪
で
は
天
王
寺
区
夕
丘
町
に
あ
る
大
江
神
社
内
に
山
口
藩
士
四
八

　
　

人
を
祀
る
招
魂
社
が
、
　
官
祭
招
魂
社
と
さ
れ
た
。
後
に
こ
の
招
魂
社
は
大
阪
護
国
神
社
に
合

　
　
祀
さ
れ
た
。

（
4
5
）
　
同
前
一
四
八
、
一
四
九
頁
。

（
4
6
）
　
前
掲
『
大
阪
護
国
神
社
五
十
年
史
』
で
は
、
そ
の
前
身
の
招
魂
社
の
中
に
、
真
田
山
陸
軍
埋

　
　
葬
地

内
招
魂
社
は
挙
げ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
一
九
四
〇
年
に
大
阪
護
国
神
社
が
創
建
さ
れ

　
　
た
時
点
で
、
既
に
真
田
山
の
招
魂
社
の
存
在
は
一
般
に
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語

　
　
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

（
4
7
）
　
井
上
正
雄
『
大
阪
府
全
志
』
二
九
二
二
年
、
大
阪
府
全
全
発
行
所
）
第
．
一
巻
、
四
四
六

　
　
頁
。

（
4
8
）
　
服
部
敬
「
軍
制
の
整
備
」
（
一
九
九
〇
年
三
月
、
『
新
修
大
阪
市
史
』
第
五
巻
所
収
）
二
六
八

　
　
頁
。

（
4
9
）
　
同
前
二
六
九
頁
。

（
5
0
）
小
林
茂
「
環
境
の
近
代
化
と
下
層
社
会
」
二
九
九
〇
年
三
月
、
『
新
修
大
阪
市
史
』
第
五
巻

　
　
所
収
）
五
一
〇
頁
。

（
5
1
）
　
同
前
五
一
二
頁
。

（
5
2
）
　
同
前
五
＝
二
頁
と
服
部
敬
前
掲
論
文
二
六
九
、
二
七
〇
頁
。

　
　
　
　
た
だ
の
り

（
5
3
）
　
石
黒
忠
恵
『
大
阪
陸
軍
臨
時
病
院
報
告
摘
要
』
1
（
『
新
修
大
阪
市
史
』
第
五
巻
、
一
、
六
九
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頁
か
ら
の
所
引
）
。

（
5
4
）
　
た
だ
し
現
在
の
心
眼
寺
の
建
物
は
、
一
九
四
五
年
六
月
一
日
の
大
阪
大
空
襲
で
焼
失
し
た
あ

　

と
に
再
建
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
5
5
）
　
現
在
は
心
眼
寺
と
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
間
に
は
民
家
が
建
っ
て
い
る
。
現
住
職
か
ら
の
筆

　

者
の
聞
き
取
り
に
よ
る
。

（
5
6
）
　
朋
興
社
編
『
葬
祭
五
十
年
　
株
式
会
社
公
益
社
の
歩
み
』
（
一
九
八
二
年
一
二
月
、
株
式
会

　
　
社
公
益
社
、
非
売
品
）
四
四
四
頁
、
及
び
服
部
敬
前
掲
論
文
二
七
〇
頁
。

（
5
7
）
　
一
八
七
七
年
一
〇
月
二
八
日
付
『
大
阪
日
報
』
。

（
5
8
）
建
設
省
国
土
地
理
院
近
畿
地
方
測
量
部
測
量
課
成
果
係
作
成
「
旧
版
地
図
の
図
式
に
つ
い

　
　
て
」
。

（
5
9
）
　
大
阪
府
神
道
青
年
会
編
発
行
『
大
阪
府
神
社
名
鑑
』
二
九
七
一
年
一
月
）
五
三
頁
。

（
6
0
）
　
『
太
政
類
典
』
の
「
明
治
四
年
三
月
大
阪
府
伺
」
。

（
6
1
）
　
一
八
七
七
年
一
二
月
二
〇
日
「
陸
乙
達
二
百
二
十
四
号
」
。

（
6
2
）
　
川
端
直
正
編
『
天
王
寺
区
史
』
（
一
九
五
五
年
一
〇
月
、
天
王
寺
区
役
所
）
三
九
八
頁
。

（
6
3
）
　
西
南
戦
争
期
の
大
阪
陸
軍
臨
時
病
院
で
の
戦
傷
者
は
、
合
計
五
九
九
〇
人
を
数
え
た
。
『
大

　
　
阪
陸
軍
病
院
報
告
摘
要
』
1
に
よ
る
死
者
の
一
位
は
コ
レ
ラ
四
八
二
人
が
群
を
抜
い
て
多
く
、

　
　
腸
チ

フ
ス
六
九
人
、
脚
気
三
、
二
人
等
と
な
っ
て
い
る
。
（
『
新
修
大
阪
市
史
』
第
五
巻
．
一
七
〇

　
　
頁
）
。

（
6
4
）
　
靖
国
神
社
発
行
「
靖
国
神
社
の
概
要
」
（
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
）
に
よ
る
。

（
6
5
）
　
大
江
志
乃
夫
前
掲
書
一
〇
九
頁
。

（
6
6
）
　
井
上
正
雄
前
掲
書
四
四
六
頁
。

（
6
7
）
　
前
掲
『
大
阪
借
行
社
沿
革
誌
』
。

（
6
8
）
　
前
掲
『
大
阪
護
国
神
社
史
』
七
〇
頁
。

（
6
9
）
　
同
前
七
〇
、
七
九
頁
。

（
7
0
）
　
大
阪
市
東
区
史
刊
行
委
員
会
編
・
発
行
『
続
東
区
史
』
（
別
巻
）
二
九
七
九
年
三
月
）
四
四

　
　
頁
。

（
7
1
）
　
大
阪
府
立
清
水
谷
高
等
学
校
一
〇
〇
周
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
編
・
発
行
『
清
水
谷
百
年

　
　
史
』
（
二
〇
〇
一
年
六
月
）
五
八
七
頁
。

（
7
2
）
　
大
阪
府
立
清
水
谷
高
等
学
校
校
史
資
料
収
集
整
理
委
員
会
編
著
『
し
み
つ
だ
に
一
九
〇
〇
～

　
　
一
九
九
〇
』
（
，
九
九
一
年
五
月
）
五
四
頁
。

（
7
3
）
　
同
前
五
五
頁
。

（
7
4
）
　
同
前
五
五
頁
。

（
7
5
）
　
前
掲
『
清
水
谷
百
年
史
』
六
一
頁
。

（
7
6
）
　
同
二
九
六
頁
の
「
同
窓
生
が
語
る
“
私
た
ち
の
こ
こ
ろ
”
」
（
座
談
会
の
発
言
）
や
俳
人
花
谷

　
　
和
子
「
環
状
線
の
八
月
」
三
大
阪
春
秋
』
第
九
二
号
、
大
阪
春
秋
社
、
一
九
九
八
年
九
月
号
）

　
　
に
、
六
〇
余
年
の
歳
月
を
経
て
も
「
義
勇
日
」
の
行
事
が
心
に
刻
ま
れ
て
い
る
様
子
が
分
か

　
　
る
。

（
7
7
）
　
拙
著
『
戦
時
下
の
社
会
　
　
大
阪
の
一
隅
か
ら
』
の
「
女
学
生
の
見
た
真
田
山
墓
地
」
、
一
〇

　

九
～
二
＝
二
頁
。

（
7
8
）
　
大
岡
欽
治
・
中
瀬
寿
一
編
『
近
代
大
阪
の
史
跡
探
訪
』
（
一
九
七
五
年
二
月
、
ナ
ン
バ
ー
出

　
　
版
）
二
〇
〇
、
二
〇
一
頁
。

（
7
9
）
　
細
野
雲
外
『
不
滅
の
墳
墓
』
（
一
九
三
二
年
二
月
、
巌
松
堂
書
店
）
二
六
一
．
頁
掲
載
の
引

　
　
用
。

（
8
0
）
　
本
保
経
雄
「
ド
イ
ツ
兵
の
墓
」
（
一
九
九
七
年
卜
月
、
手
稿
）
。
以
下
ド
イ
ツ
兵
に
つ
い
て
は

　
　
本
保
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
8
1
）
　
こ
の
記
事
は
塚
崎
昌
之
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
8
2
）
　
芝
村
篤
樹
「
恐
慌
期
の
都
市
政
策
」
（
一
九
九
六
年
三
月
、
『
新
修
大
阪
市
史
』
第
七
巻
所

　
　
収
）
五
頁
。

（
8
3
）
　
小
山
仁
示
・
田
中
は
る
み
「
昭
和
初
期
の
教
育
」
（
同
前
書
所
収
）
九
〇
七
頁
。

（
8
4
）
伊
勢
戸
佐
一
郎
「
近
代
洋
風
生
活
の
普
及
」
（
同
前
書
所
収
）
八
六
四
頁
。

（
8
5
）
大
阪
市
立
真
田
山
小
学
校
編
・
発
行
『
大
阪
市
立
真
田
山
小
学
校
創
立
五
〇
周
年
誌
』
二

　
　
九
七
四
年
）
。

（
8
6
）
　
前
掲
『
天
王
寺
区
史
』
三
八
八
頁
。

（
8
7
）
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
の
共
同
調
査
と
併
行
し
て
、
大
阪
市
史
編
纂
所
も
旧
真
田
山
陸
軍
墓

　
　
地
に
関
す
る
史
料
調
査
を
進
め
た
。
そ
し
て
霊
場
維
持
会
の
協
力
を
得
て
同
会
保
管
の
「
埋
葬

　
　
人
名
簿
」
を
大
阪
市
史
編
纂
所
が
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
撮
影
し
た
。
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

　
　
の
共
同
研
究
で
は
そ
の
複
製
を
使
わ
せ
て
も
ら
う
便
を
与
え
ら
れ
た
。
「
大
阪
靖
国
霊
場
史

　
　
料
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
は
、
簿
冊
の
厚
さ
に
焦
点
が
う
ま
く
合
わ
な
か
っ

　
　

た
よ
う
で
読
め
な
い
部
分
が
あ
り
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
を
使
っ
て
の
解
読
は
今
回
は
間
に
合
わ

　
　
な
か
っ
た
。
ま
た
こ
の
簿
冊
自
体
が
、
墓
碑
の
全
体
を
含
ん
で
い
る
か
の
検
討
も
必
要
で
、
今

　
　
後
の
検
討
課
題
に
あ
げ
て
お
く
。

（
8
8
）
前
掲
『
不
滅
の
墳
墓
』
、
一
四
三
頁
。

（
8
9
）
前
掲
『
清
水
谷
百
年
史
』
六
一
頁
掲
載
写
真
。

（
9
0
）
　
共
同
調
査
で
調
べ
た
墓
碑
数
は
五
二
九
九
基
だ
が
、
H
ブ
ロ
ッ
ク
の
一
六
九
基
は
戦
後
一
九

　
　
四

八
年
九
月
二
四
日
の
建
立
で
あ
り
、
ー
ブ
ロ
ッ
ク
の
二
六
〇
基
以
h
と
い
う
の
は
破
損
し
た

　
　
墓
碑
を
積
み
h
げ
て
塚
に
し
て
あ
る
た
め
死
亡
年
が
読
み
と
れ
ず
、
こ
の
、
一
ブ
ロ
ッ
ク
を
差
し

　
　
引
い
た
も
の
が
四
八
七
〇
基
で
あ
る
。

（
9
1
）
　
原
田
敬
一
『
国
民
軍
の
神
話
』
（
二
〇
〇
一
年
九
月
、
吉
川
弘
文
館
）
、
八
．
．
一
～
二
〇
づ

　
　
頁
。

（
9
2
）
　
大
江
志
乃
夫
「
植
民
地
領
有
と
軍
部
　
と
く
に
台
湾
植
民
地
征
服
戦
争
の
位
置
づ
け
を
め
ぐ
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っ

て
」
（
一
九
七
八
年
九
月
、
『
歴
史
学
研
究
』
四
六
〇
号
所
収
）
。

（
9
3
）
　
忠
魂
碑
調
査
編
集
委
員
会
編
『
大
阪
府
忠
魂
碑
等
調
査
集
』
（
一
九
九
五
年
一
〇
月
、
大
阪

　
　
護
国
神
社
）
三
三
二
頁
。
な
お
こ
の
調
査
は
地
域
に
よ
っ
て
精
粗
が
あ
り
、
抜
け
て
い
る
も
の

　
　

も
あ
る
が
、
と
り
あ
え
ず
大
阪
で
の
傾
向
を
み
る
た
め
に
引
用
す
る
。

（
9
4
）
　
籠
谷
次
郎
『
近
代
日
本
に
お
け
る
教
育
と
国
家
の
思
想
』
（
一
九
九
四
年
七
月
、
阿
件
社
）

　
　
三

七
四

頁
の
指
摘
で
は
、
大
阪
で
忠
魂
碑
建
立
件
数
が
ピ
ー
ク
と
な
る
一
九
、
五
、
一
六
年
と

　
　
一
九
二
八
、
二
九
年
は
二
度
の
「
御
大
典
」
記
念
建
設
で
あ
る
と
い
う
。
大
阪
で
は
一
九
二
八

　
　
年
二
四
基
建
立
さ
れ
て
い
る
。

（
9
5
）
　
こ
の
記
事
は
塚
崎
昌
之
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
9
6
）
　
こ
の
記
事
は
記
者
の
誤
記
で
「
遣
族
」
は
な
く
「
准
士
官
」
で
あ
る
。

（
9
7
）
　
こ
の
記
事
は
塚
崎
昌
之
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
9
8
）
　
本
研
究
報
告
の
資
料
「
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
被
葬
遺
族
か
ら
の
聞
き
と
り
」
の
下
町
喜
一
郎

　
　
上
等
兵
の
場
合
は
、
こ
の
一
事
例
で
あ
る
。

（
9
9
）
　
大
原
康
男
「
続
・
忠
魂
碑
の
研
究
」
（
一
九
八
三
年
九
月
、
『
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所

　
　
紀
要
』
第
五
十
二
輯
所
収
）
八
〇
頁
。
以
下
忠
霊
塔
建
設
運
動
の
経
過
に
つ
い
て
は
、
多
く
は

　
　
こ
の
論
文
に
よ
る
。

（
伽
）
　
同
前
八
二
頁
。

（
1
0
1
）
　
本
康
宏
史
『
軍
都
の
慰
霊
空
間
　
　
国
民
統
合
と
戦
死
者
た
ち
　
　
』
の
「
忠
霊
塔
及
び
忠

　
　
魂
堂
建
設
運
動
」
に
、
全
国
化
し
て
ゆ
く
経
過
と
石
川
県
に
於
け
る
具
体
的
展
開
事
例
を
明
ら

　
　
か
に
し
て
い
る
。

（
m
）
　
大
原
康
男
前
掲
論
文
九
七
頁
。

（
皿
）
　
原
田
敬
一
前
掲
「
陸
海
軍
埋
葬
地
制
度
考
」
四
三
二
頁
。

（
4
0
1
）
　
霊
場
維
持
会
『
財
団
法
人
大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会
の
沿
革
』
（
一
九
八
一
年
一
〇
月
）
。

（
1
）
　
二
〇
〇
一
年
五
月
二
八
日
、
情
報
公
開
法
に
よ
り
筆
者
が
近
畿
財
務
局
か
ら
行
政
文
書
の
開

　
　
示
を
う
け
、
そ
の
一
部
の
写
し
の
交
付
を
う
け
た
も
の
か
ら
読
み
下
し
た
も
の
。

（
0
6
1
）
　
大
阪
市
天
王
寺
区
在
住
の
米
田
一
子
氏
か
ら
霊
場
維
持
会
理
事
の
吉
岡
武
氏
の
ご
紹
介
で
二

　
　
〇
〇
二
年
二
月
二
四
日
に
聞
き
と
り
が
で
き
た
。
米
田
一
子
氏
は
結
婚
し
て
す
ぐ
の
一
九
四
一

　
　
年
二
月
に
、
夫
の
先
祖
が
祀
ら
れ
て
い
る
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
お
参
り
に
来
た
。
そ
の
時
、
今

　
　
の
納
骨
堂
の
所
か
ら
建
物
を
建
て
る
た
め
に
墓
を
移
し
た
と
こ
ろ
で
、
十
日
程
早
く
来
れ
ば
骨

　
　
を
掘
っ
て
い
る
所
に
立
ち
会
え
た
の
に
、
と
言
わ
れ
た
と
い
う
話
を
聞
く
こ
と
が
出
来
た
。

（
7
0
1
）
　
大
原
康
男
前
掲
論
文
七
七
頁
。

（
8
0
1
）
　
本
康
宏
史
前
掲
書
二
九
九
頁
。

（
0
9
1
）
　
藤
井
忠
俊
『
兵
た
ち
の
戦
争
』
（
二
〇
〇
〇
年
一
二
月
、
朝
日
選
書
）
二
二
六
頁
。

（
0
1
1
）
　
小
山
仁
示
『
改
訂
大
阪
大
空
襲
』
（
初
版
一
九
八
五
年
七
月
、
東
方
出
版
）
付
表
。

（
1
1
1
）
　
同
前
書
　
付
表
。

（
皿
）
　
G
H
Q
／
S
C
A
P
調
査
報
告
書
一
五
〇
号
（
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
所
蔵
）
「
口
供

　
　
書
」
に
よ
る
。
こ
の
史
料
を
始
め
「
大
阪
事
件
」
に
関
し
て
は
、
福
林
徹
氏
か
ら
史
料
の
提
供

　
　
を
受
け
種
々
ご
教
示
頂
い
た
。

（
3
1
1
）
　
こ
の
五
七
人
の
捕
虜
に
関
し
て
、
初
め
て
そ
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
池
田
一

　
　
郎
、
林
耕
二
、
福
林
徹
「
米
軍
機
搭
乗
員
処
刑
『
大
阪
事
件
』
の
概
要
」
（
．
九
九
六
年
六

　
　
月
、
大
阪
民
衆
史
研
究
会
編
『
大
阪
民
衆
史
研
究
』
第
三
九
号
、
耕
文
社
、
所
収
）
で
、
「
大

　
　
阪
事
件
」
と
い
う
呼
称
も
こ
の
論
文
八
頁
の
使
用
に
準
拠
し
た
。
本
稿
で
は
五
五
人
の
殺
害
事

　
　
件
中
、
真
田
山
陸
軍
墓
地
で
の
五
人
の
事
件
を
と
り
あ
げ
た
。

（4
1
1
）
　
註
（
m
）
に
同
じ
。

（
田
）
　
福
林
徹
「
兵
庫
空
襲
の
墜
落
米
軍
機
と
捕
虜
飛
行
士
」
（
二
〇
〇
一
年
八
月
、
神
戸
史
学
会

　
　
編

『歴
史
と
神
戸
』
第
二
二
七
号
所
収
）
三
〇
頁
。

（
6
1
1
）
　
以
下
こ
の
隠
蔽
工
作
に
つ
い
て
は
、
前
掲
「
米
軍
搭
乗
員
処
刑
『
大
阪
事
件
』
の
概
要
」
二

　
　
二
～
二
四
頁
に
よ
る
。

（
7
1
1
）
第
一
復
員
省
と
は
、
一
九
四
五
年
一
二
月
一
日
陸
軍
省
の
廃
止
後
、
旧
陸
軍
の
復
員
業
務
と

　
　
残
務
整
理
を
担
当
し
た
政
府
機
関
で
、
一
九
四
六
年
六
月
一
五
口
に
廃
止
さ
れ
、
残
務
は
復
員

　
　
庁
に
引
き
継
が
れ
一
九
四
七
年
に
は
厚
生
省
の
組
織
内
に
移
さ
れ
た
。

（
田
）
　
こ
の
記
事
は
塚
崎
昌
之
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。

（
…
…
）
　
前
掲
「
米
軍
機
搭
乗
員
処
刑
『
大
阪
事
件
』
の
概
要
」
二
五
頁
。

（
0
2
1
）
　
福
林
徹
前
掲
論
文
三
〇
頁
。

（
1
2
1
）
　
同
前
三
〇
頁
。

（

辺
）
前
掲
G
H
Q
／
S
C
A
P
調
査
報
告
書
。

（
3
2
1
）
同
前
。

（
4
2
1
）
　
財
務
省
近
畿
財
務
局
保
管
「
普
通
財
産
決
議
集
」
に
は
、
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
を
「
昭
和
2
0

　
　
年
1
2
月
1
日
引
受
」
と
記
録
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
近
畿
財
務
保
管
の
．
連
の
史
料
に
つ
い
て

　
　
は
、
以
後
も
含
め
て
註
（
皿
）
の
経
緯
で
入
手
し
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
本
稿
で
は
「
近
財
史

　
　
料
」
と
略
記
す
る
。

（
5
2
1
）
　
近
財
史
料
。

（
皿
）
　
一
九
四
五
年
一
二
月
一
日
以
後
は
陸
軍
省
が
廃
止
さ
れ
た
後
な
の
で
、
本
稿
で
は
「
旧
真
田

　
　
山
陸
軍
墓
地
」
と
表
記
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
。

（卿
）
　
註
（
8
7
）
に
同
じ
。

（8
2
1
）
　
同
前
。

（
9
2
1
）
　
大
蔵
省
大
阪
財
務
局
は
、
一
九
四
九
年
機
構
改
革
で
大
蔵
省
は
近
畿
財
務
局
に
組
み
込
ま
れ

　
　
た
。
な
お
二
〇
〇
一
年
四
月
か
ら
は
機
構
改
革
に
よ
り
財
務
省
近
畿
財
務
局
に
な
っ
て
い
る
。

（
㎜
）
大
原
康
男
『
神
道
指
令
の
研
究
』
二
九
九
三
年
八
月
、
原
書
房
）
一
九
七
頁
註
（
2
）
。

（
1
3
1
）
　
横
須
賀
市
役
所
所
蔵
史
料
「
馬
門
山
海
軍
墓
地
に
つ
い
て
」
（
一
九
五
六
年
三
月
作
製
、
横
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須
賀
地
方
復
員
部
）
収
録
史
料
中
坂
井
久
能
氏
が
筆
写
し
た
も
の
か
ら
引
用
し
た
。
文
書
番
号

　
　
「
蔵
国
第
七
二
六
号
」
。

〔
2
3
1
）
　
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
本
研
究
報
告
書
収
録
の
山
辺
昌
彦
氏
の
別
稿
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ

　
　
の
数
は
筆
者
の
集
計
に
よ
る
。

（
3
3
1
）
　
近
財
史
料
「
大
阪
財
務
局
発
、
大
阪
市
長
中
井
光
治
宛
　
指
令
第
．
一
．
二
号
」
。

（
蝋
）
　
近
財
史
料
「
国
有
財
産
無
償
貸
付
契
約
書
」
H
W
第
四
四
三
号
。

（
5
3
1
）
　
村
ヒ
重
良
　
前
掲
書
二
〇
二
頁
。

（
ぷ
）
　
大
江
志
乃
夫
　
前
掲
書
三
七
頁
。

（
即
）
　
前
掲
『
大
阪
護
国
神
社
五
十
年
史
』
一
九
二
頁
。

（
郡
）
　
霊
場
維
持
会
保
管
史
料
「
旧
軍
用
墓
地
の
処
理
に
つ
い
て
」
（
文
書
番
号
　
内
務
省
蔵
警
第

　
　
．
一
号
、
蔵
国
第
一
．
六
九
号
）
。

（
9
3
1
）
　
財
団
法
人
大
阪
府
遺
族
連
合
会
『
戦
後
五
十
周
年
記
念
／
五
十
年
の
歩
み
』
（
、
九
九
五
年

　
　
九
月
）
．
頁
。

（
0
4
1
）
　
月
刊
『
遺
族
タ
イ
ム
ス
』
の
創
刊
は
一
九
四
八
年
一
一
月
〔
○
日
で
、
発
行
所
は
大
阪
市
天

　
　
王
寺
区
元
町
の
四
天
王
寺
山
内
の
「
遺
族
タ
イ
ム
ス
社
」
で
あ
っ
た
。

（
皿
）
　
棚
橋
利
光
編
『
四
天
王
寺
年
表
』
（
一
九
八
九
年
六
月
、
清
文
堂
出
版
）
二
三
七
～
二
四
一

　
　
頁
。

（
2
4
1
）
　
『
財
団
法
人
大
阪
靖
国
霊
場
維
持
会
の
沿
革
』
（
一
九
八
一
年
一
〇
月
五
日
）
。

（
3
4
1
）
　
霊
場
維
持
会
保
管
史
料
。

（
4
4
1
）
　
同
前
、
文
書
番
号
「
大
阪
府
指
令
教
社
第
四
六
五
号
」
。

（5
4
1
）
　
同
前
史
料
。

（
6
4
1
）
　
「
軍
人
墓
地
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
は
、
原
田
敬
一
氏
か
ら
当
初
の
陸
軍
（
海
軍
）
埋
葬

　
　
地

と
後
の
陸
軍
（
海
軍
）
墓
地
を
併
せ
た
総
合
的
名
称
と
し
て
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
、
と
筆
者

　
　
の
『
日
本
民
俗
大
辞
典
』
の
執
筆
項
目
へ
の
批
判
を
受
け
た
（
原
田
敬
一
「
軍
用
墓
地
と
日
本

　
　
の
近
代
」
大
阪
歴
史
学
会
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
第
一
七
一
号
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
号
所
収
）
。
「
国

　
　
家
1
1
軍
隊
が
、
公
的
に
設
け
た
墓
地
で
あ
る
と
い
う
点
を
明
確
に
す
る
」
に
は
「
軍
用
墓
地
」

　

　
の
方
が
適
当
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
．
九
四
五
年
一
一
月
以
前
に
つ
い

　
　
て

は
、
村
々
や
個
人
の
家
墓
に
祀
ら
れ
る
軍
人
の
墓
地
と
識
別
で
き
な
い
と
の
批
判
は
納
得
で

　
　
き
る
。
し
か
し
一
九
四
五
年
＝
．
月
一
日
以
後
、
国
家
の
管
理
を
離
れ
て
五
七
年
、
旧
陸
海
軍

　
　
墓
地

を
視
る
遺
族
や
地
域
の
人
々
の
意
識
は
、
個
人
の
家
墓
や
村
々
の
軍
人
墓
地
の
延
長
線
上

　
　
に

旧
陸
海
軍
墓
地
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
戦
前
も
含
め
現
在
か
ら
一
括
す
る
呼
称

　
　

と
し
て
は
「
軍
人
墓
地
」
は
生
き
て
い
る
用
語
だ
と
考
え
る
。
な
お
「
軍
用
墓
地
」
は
、
管
見

　
　
で
は

陸

海
軍
省
廃
止
後
の
旧
陸
海
軍
墓
地
を
、
国
家
機
関
や
地
方
自
治
体
が
指
す
呼
称
と
し
て

　
　
使
用
さ
れ
て
い
た
限
定
さ
れ
た
用
例
の
用
語
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
た
だ
原
田
氏

　
　
が
提
起

し
た
戦
前
期
の
軍
の
管
理
し
た
墓
地
を
総
合
的
に
何
と
呼
ぶ
か
は
検
討
す
べ
き
課
題
で

　
あ
ろ
う
。

（
7
4
1
）
　
近
財
史
料
文
書
番
号
H
W
第
四
四
三
号
。

（
8
4
1
）
　
霊
場
維
持
会
保
管
資
料
「
重
要
書
類
綴
」
簿
冊
内
資
料
。

（
四
）
　
拙
稿
「
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
建
立
さ
れ
た
野
田
村
遺
族
会
の
墓
碑
一
六
九
基
に
つ
い
て
」

　
　
（
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
八
二
集
、
一
九
九
九
年
三
月
、
所
収
）
に
、
こ
の
事

　
　
例
を
と
り
あ
げ
て
考
察
し
た
。

（
1
）
　
註
（
珊
）
に
同
じ
。

（
1
5
1
）
　
前
掲
『
戦
後
五
十
周
年
記
念
．
／
五
十
年
の
歩
み
』
二
、
＝
．
頁
。

（
皿
）
　
靖
国
神
社
崇
敬
奉
賛
会
「
靖
国
神
社
創
立
百
三
十
記
念
事
業
と
崇
敬
奉
賛
会
の
し
お
り
」
の

　
　
「
設
立
趣
意
書
」
。

（
1
）
　
田
中
伸
尚
『
反
忠
／
神
坂
哲
の
七
二
万
字
』
（
一
九
九
六
年
七
月
、
一
葉
社
）
二
四
．
二
頁
。

（
瑚
）
　
赤
澤
史
朗
「
戦
後
日
本
の
戦
争
責
任
論
の
動
向
」
（
二
〇
〇
一
年
三
月
、
『
立
命
館
法
学
』
第

　
　
二
七
四
号
所
収
）
一
三
八
頁
。

（
1
）
　
田
中
伸
尚
・
田
中
宏
・
汲
田
永
実
『
遺
族
と
戦
後
』
（
一
九
九
五
年
七
月
、
岩
波
新
書
）
四

　
　
三
頁
。

（1
）
　
同
】
則
書
…
九
⊥
ハ
頁
。

（
7
5
1
）
　
同
前
書
三
一
頁
。

（
1
）
　
霊
場
維
持
会
保
管
資
料
議
事
録
。

（
9
5
1
）
　
霊
場
維
持
会
保
管
史
料
。

（
㎜
）
先
に
見
た
霊
場
維
持
会
結
成
以
前
か
ら
清
掃
・
献
花
を
し
て
い
た
天
王
寺
婦
人
会
の
例
や
、

　
　
霊
場
維
持
会
保
管
資
料
の
中
に
は
天
理
教
や
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
の
奉
仕
の
例
等
が
見
ら
れ
る
。

　
　
そ

れ
以
外
に

は

個
人
で
の
奉
仕
等
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
団
体
の
ま
と
ま
っ
た
運
動
と
し

　
　
て

行
わ
れ
な
い
と
記
録
に
は
残
さ
れ
な
い
。
遺
族
の
聞
き
と
り
で
は
周
辺
の
清
掃
や
献
花
を
し

　
　
て

い

る
ケ
ー
ス
は
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
皿
）
　
表
1
7
の
徽
章
費
の
費
目
に
よ
る
。

（
1
）
　
霊
場
維
持
会
保
管
史
料
。

（
1
）
　
同
前
。

（
1
）
　
忠
魂
碑
の
建
立
を
募
金
な
ど
に
よ
り
実
現
し
よ
う
と
す
る
と
、
最
低
そ
の
前
年
か
ら
の
取
り

　
　
組
み

が
不
可

欠
で
あ
る
。
従
っ
て
一
九
五
三
年
の
一
二
基
の
忠
魂
碑
建
碑
は
、
一
九
五
二
年
か

　
　
ら
の
建
碑
運
動
の
結
果
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
5
6
1
）
　
前
掲
拙
稿
「
旧
真
田
山
陸
軍
墓
地
に
建
立
さ
れ
た
野
田
村
遺
族
会
の
墓
碑
一
六
九
基
に
つ
い

　
　

て
」
で
は
、
現
在
の
堺
市
で
の
事
例
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
ま
た
泉
佐
野
市
で
は
一
九
五
四
年

　
　
二

月
に
市
の
墓
地
公
園
の
中
に
慰
霊
塔
を
建
て
た
が
そ
の
周
囲
を
と
り
ま
い
て
約
三
〇
〇
基
の

　
　
市
域
出
身
者
の
軍
人
墓
碑
を
建
立
し
て
い
る
。

（
6
6
1
）
　
吉
川
秀
一
「
真
田
山
旧
陸
軍
墓
地
の
英
霊
と
父
秀
信
」
（
一
九
八
五
年
＝
月
、
中
野
公
策
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編
・
発
行
『
大
阪
と
八
連
隊
』
所
収
）
四
一
八
頁
。

（
7
6
1
）
　
同
前
四
一
七
頁
。

（
1
）
　
霊
場
維
持
会
保
管
史
料
。

（陶
）
　
同
前
。

（
m
）
　
同
前
。

（1
7
1
）
　
同
前
。

（
2
7
1
）
　
吉
川
秀
一
前
掲
文
四
↓
九
頁
。

（
3
7
1
）
　
タ
カ
ラ
ベ
ル
モ
ン
ト
株
式
会
社
発
行
『
タ
カ
ラ
ベ
ル
モ
ン
ト
7
5
年
史
／
美
し
い
人
の
世
紀

　
　
へ
』
（
一
九
九
七
年
三
月
）
四
三
頁
。
吉
川
秀
信
は
本
門
仏
立
宗
本
山
宥
清
寺
責
任
役
員
に
も

　
　
就
任
し
た
。

（
4
7
1
）
前
掲
『
タ
カ
ラ
ベ
ル
モ
ン
ト
7
5
年
史
／
美
し
い
ひ
と
の
世
紀
へ
』
一
七
二
頁
。

（
描
∀
　
霊
場
維
持
会
保
管
史
料
。

（
㏄
）
　
大
阪
府
指
令
福
指
第
］
五
－
一
二
号
「
平
成
八
年
五
月
二
七
日
付
け
で
申
請
の
あ
っ
た
寄
附

　
　
行
為
の
一
部
変
更
を
認
可
し
ま
す
。
平
成
八
年
九
月
二
七
日
　
大
阪
府
知
事
　
山
田
勇
」
。

（
7
7
1
）
　
霊
場
維
持
会
保
管
史
料
。

（
8
7
1
）
　
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
『
研
究
年
報
』
（
一
九
九
五
年
度
）
（
一
九
九
七
年
三
月
）
一
二
頁
。

（
m
）
同
前
。

（
0
8
1
）
　
同
前
（
一
九
九
六
年
度
）
（
一
九
九
八
年
三
月
）
一
二
頁
。

（1
8
1
）
　
同
前
。

（
皿
）
　
例
え
ば
吉
川
秀
一
「
真
田
山
陸
軍
墓
地
の
英
霊
と
父
秀
信
」
前
掲
文
の
四
二
〇
頁
。

〔追
記
〕

　

第
一
章
第
六
節
コ
五
年
戦
争
と
「
忠
霊
堂
」
（
納
骨
堂
）
の
建
設
」
中
、
納
骨
堂
の
建
設
時

期
と
寄
贈
団
体
は
不
明
と
記
述
し
た
。
原
稿
を
納
め
た
後
で
、
そ
の
概
要
が
分
か
る
史
料
が
見
つ

か

り
、
そ
の
経
緯
を
含
め
た
別
稿
「
真
田
山
陸
軍
墓
地
納
骨
堂
建
設
の
諸
問
題
」
を
執
筆
し
た
。

大
阪
歴
史
学
会
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
に
近
く
掲
載
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
詳
し
く
は
別
稿
を
参
照
し

て

頂

き
た
い
。
結
論
だ
け
報
告
す
る
と
、
一
九
四
三
年
八
月
二
五
日
、
大
阪
仏
教
会
が
「
仮
忠
霊

堂
」
と
し
て
軍
に
献
納
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（関
西
大
学
非
常
勤
講
師
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（二
〇

〇

二
年
五
月
一
〇
日
受
理
、
二
〇
〇
二
年
七
月
二
日
審
査
終
了
）
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History　and　Transition　of　the　Former　Sanadayama　Army　Cemetery

YoKoYAMA　Atsuo

This　paper　deals　with　the　history　of　the　first　army　cemetery　in　Japan　at　Sanadayama　and　the

transitions　undergone　at　the　cemetery　after　the　Japanese　army　was　abolished．

　　Chapter　l　presents　an　analysis　of　the　circumstances　surrounding　the　establishment　of　a

burial　gr皿nd　for　soldiers　at　Sanadayama　in　1871　as　part　of　an　army－building　strategy．　On　that

occasion，　a　shrine　dedicated　to　the　spirits　of　the　war　dead（shokonsha）was　also　built　on　the

same　spot．　After　the　Seinan　War，　however，　a　great　memorial　service（shokonsai）for　those　killed

in　the　war　was　held　in　a　location　away　from　Sanadayama，　in　the　site　of　Osaka　Castle．　Since　then，

Sanadayama　came　to　be　regarded　as　being　specifically　a　burial　ground　and　the　cemetery　itself

expanded　over　time．　Nevertheless，　as　the　Russo－Japanese　War　brought　about　an　unexpected　rise

in　the　number　of　war　dead，　the　cemetery　began　to　run　out　of　room　to　build　the　type　of　graves　it

had　been　building皿til　that　point．　Therefore，　it　is　thought，　that　communal　graves　according　to

rank　were　introduced、　Furthermore，　when　the　Osaka　City　Sanadayama　Elementary　School　was

built　using　some　of　the　land　belonging　to　the　Sanadayama　Army　Cemetery，　not　only　were　the

graves　in　that　region　transferred　to　other　locations　but　a　large－scale　renovadon　of　the　entire

cemetery，　it　seems，　was　carried　out　as　well．　This　is　believed　to　have　formed　the　basis　of　the

apPearance　we　see　today、

　　　Later　on，　as　the“Fifteen－years　War”broke　out　and　the　number　of　war　dead　increased　even

further，　the　remains　of　all　of　the　deceased　were　buried　in　communal　graves　and　individual

graves　were　no　longer　used．　These　communal　graves　were　not　separated　according　to　rank　but

gathered　all　the　war　dead　under　one　grave、　Still　later，　when　it　became　popular　to　build　a

memorial　monument　for　loyal　war　dead（chureito），a“provisional　chureito”was　built　in　wood　at

the　Sanadayama　Army　Cemetery　but　the　war　situation　intensified，　preventing　it　from　being

rebunt　into　a　full－scale　monument．　The　provisional　monument　serves　as　a　repository　colltainillg

the　remains　of　over　43，000　people．　Although　the　cemetery　was　struck　by　air　raids，　the

repository　was　not　burned　and　so　the　pre－war　appearance　was　passed　down　to　the　post－war

age．

　　　Chapter　2　focuses　on　the　religious　services　and　care　and　maintenance　of　the　former
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Sanadayama　Army　Cemetery　after　the　Department　of　the　Army　was　abolished，　analyzing　the

reasons　why　the　appearance　of　the　pre－war　army　cemetery　has　been　preserved　until　now．　The

Osaka　Fo皿dation　for　the　Preservation　of　Yasukuni　Shrine　was　established　in　order　to　take

charge　of　the　religious　services　at　Sanadayama．　Special　attention　was　paid　to　its　transition．

　　　At　the　same　time，　the　paper　also　makes　reference　to　the　process　of　a　completely　unrelated

incident　introduced　in　an　earlier　study，　where　the　crew　of　a　US　plane　was　killed　by　the　military

police　at　the　Sanadayama　Army　Cemetery，　just　after　the　war．　Additional　reference　is　made　to

the　signi丘cance　of　the　research　on　the　Cemetery　began　in　the　academic　year　of　1995　by　the

National　Museum　of　Japanese　History　and　of　the　preservation　movement　started　on　the

initiative　of　the　researchers．
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